
 ◆ ARTI CLES
Bad-Debt Liquidation Policy after the Collapse of Bubble Economy:  

Case Study of Tourists’ Hotels in Kinugawa Hot Spring Area  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazutoshi KASE  1

China’s Local Government Financing Platform and Its Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yu SONG  16

Farmland Accumulation and Japanese Agriculture in Next Decade  . . . . . . . . . . . . . . . Hiromichi KANEKO  28

Fukushima Reconstruction and Innovation Coast Framework  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitsuo YAMAKAWA  50

 ◆ REPORTS
Creation of the Tochigi’s Future by Young Generation: 

Diversity and Potential of Community Activities by Volunteers and Social Businesses: 
Report of the Symposium Organized by the Department of Regional Economics, Teikyo University, in 2019

Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satoshi NORIKAWA  72

Keynote Lecture: Community Activities by Young Leaders in Tochigi: 
from the Viewpoint of Supporters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toshimune IWAI  73

Case of the NPO “Engao” in Ohtawara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masayuki HAMANO  80

Case of the NPO “Tochigi Conservation Corps” in Mashiko  . . . . . . . . . . . . Tatsuya TSUKAMOTO  84

Case of the NPO “100 Years’ Firework Display in Utsunomiya”  . . . . . . . . . . . . . . Hiroya KAWATA  88

Case of a Young Citizen’s Activities in Nasu-Karasuyama  . . . . . . . . . . . . . . . Takaya WATANABE  92

Panel Discussion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Relation between Access to Local News on Television Broadcast and Regional Brand 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masatoshi FUJIHIRA  108

“Tochigi Y ume D aichi Supporters’ Group” Activities in 2019 by the Department of Regional Economics 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomoyuki HAYASHIDA  116

Report on Seminar Activities in Fiscal Year 2019－Twice of the Visit to the Diet of Japan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hitoshi YAKU  120

What is GAFA?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shinnosuke TAMA and Tama Seminar  123

Japan’s Disparity Problems and Current Situation  . . . . . . . . . . . . . . . . . Yu SONG and Song (Sou) Seminar  128

Dissemination of Information concerning a Specific apanese aper “K arasuyama W ashi”  
to Young Generations through Workshops  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takahito NIWA and Niwa Seminar  135

A Field Survey by Hayashida Seminar and Its Contribution to a Local Community in Nakagawa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomoyuki HAYASHIDA and Hayashida Seminar  149

 ◆ M I S CELLANEOUS  NEW S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

Annals of Research Center for Regional Revitalization
Teikyo University

2 0 2 0

ISSN 2433-7234

4
 ◆研究論文
バブル崩壊後の温泉旅館の負債整理問題－栃木県鬼怒川温泉を事例として－ . . . . . . . . . 加瀬和俊  1

中国の地方政府融資プラットフォームとその発展段階 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 宋　　宇  16

農地集積と10年後の日本農業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 金子弘道  28

ふくしま復興とイノベーション・コースト構想 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 山川充夫  50

 ◆報告
若者と創る栃木の未来―ボランティアとソーシャルビジネスによる地域活動の多様性と可能性―
2019年度地域経済学科シンポジウム

趣旨説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 乗川　聡  72

基調講演「栃木における地域活動の実態と立ち上がる若者たち――サポーターの視点から」 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 岩井俊宗  73

事例報告①　一般社団法人えんがお . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 濱野将行  80

事例報告②　特定非営利活動法人トチギ環境未来基地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 塚本竜也  84

事例報告③　特定非営利活動法人うつのみや百年花火 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 川田浩也  88

事例報告④　一社会人による那須烏山市での地域活動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 渡邊貴也  92

パネルディスカッション 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 岩井俊宗・濱野将行・塚本竜也・川田浩也・渡邊貴也・乗川　聡  96

テレビ放送におけるローカルニュースへのアクセスと地域ブランドとの関係 . . . . . . . . . 藤平昌寿  108

地域経済学科における2019年度とちぎ夢大地応援団カレッジ活動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 林田朋幸  116

2019年度ゼミ活動報告－ 2 回の国会見学 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 夜久　仁  120

GAFAとは何か？  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 玉真之介・玉ゼミナール  123

日本の格差問題と現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 宋　　宇・宋ゼミナール  128

烏山和紙の学習とワークショップを通じた若者への情報発信 . . . . . . . 丹羽孝仁・丹羽ゼミナール  135

那珂川町における現地調査と地域還元活動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 林田朋幸・林田ゼミナール  149

 ◆地域活性化研究センター記事  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

2 0 2 0

ISSN 2433-7234

4





バブル崩壊後の温泉旅館の負債整理問題
－栃木県鬼怒川温泉を事例として－

加　瀬　和　俊＊

1．はじめに
2．経営難の背景
3 ．国の施策の仕組みと導入経緯

 3.1.　発端
 3.2.　事業の仕組み
 3.3.　事業計画と温泉旅館への注目
4 ．事業の到達点

 4.1.　対象旅館の特性と経営改変方向

 4.2.　全案件の特性
5 ．施行後の様相

 5.1.　機構にとっての事業の終了
 5.2.　施策を受け入れた旅館の場合
 5.3.　 施策の対象となることを拒否し

た /拒否された経営体の行方
 5.4.　機構の廃止と決算状況
6 ．まとめに代えて

要　旨

　鬼怒川温泉地域（栃木県日光市）は、大規模な温泉旅館を擁する全国的に著名な温泉地であった。当
地域の温泉旅館の経営者たちは、1980年代後半期において、政府の観光施設拡充支援策の下で、借入金
に依存して旺盛な設備投資を展開したため、バブル経済崩壊後に過剰な固定債務によって多数の旅館の
廃業や経営権の喪失を経験している。本稿は政府系機関が提案したこの地域の負債整理政策の経過と論
理を分析した上で、旅館のオーナー達の大部分が、提案された救済策を受け入れることができなかった
原因を探ることを課題としている。本稿の結論は、旅館所有者たちの負債額は大きかったが、彼ら経営
者たちの大多数は長い伝統のある家族経営の長であり、資本金の100％減資や経営者からの引退を伴う政
府の救済策の条件を受け入れることは困難であったため、大半の経営者たちは政府の支援策には申請し
ないことを自身の判断として決定したというものである。

キーワード：鬼怒川温泉　旅館　足利銀行　不良債権　金融再生プログラム　産業再生機構

1．はじめに

　1980年代後半のバブル経済は大型の観光地域
に大きな傷跡を残している。折からの金融緩和

とリゾート法（1987年）に代表されるレジャー
施設建造奨励政策の下で、各種の観光地域が施
設増強に伴う顧客増加を予想して過大な投資を
行い、バブル崩壊後の1990年代～2000年代に負

＊帝京大学経済学部地域経済学科教授

12345678

帝京大学地域活性化研究センター年報　第 4 巻（2020）1-15

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   1 2020/03/27   9:46:08



債返済に苦しみ、設備の更新投資もできずに衰
退していった観光地も少なくなかった。
　栃木県の大型温泉地域もその例外ではなく、
旅館の経営破綻が続いていたが、2003年におけ
る足利銀行の倒産＝国有化の打撃も加わって、
地域経済にとっても放置できない問題となって
いた。これに対して政府からは、他の目的のた
めに作られていた金融施策の活用が勧められた
が、この施策の対象になるための条件の厳しさ
からそれに参加した者は一部に留まり、大半の
旅館はそれを拒否し、特段の政策的支援のない
ままに破産・法的整理の道をたどった者が少な
くなかった。
　本稿はこのプロセスを整理して、なぜ事態が
そのように推移したのかを金融庁・産業再生機
構・大手銀行・旅館業者のそれぞれの利害状
況・状況判断の検討を通して明らかにしようと
するものである。
　同じ時期の同じ地域を分析した研究として
は、事態が進行している中で執筆された岩城成
幸の著作1）が知られている。この著作は足利銀
行と鬼怒川温泉の旅館業者の経営事情を踏ま
え、藤原町（現日光市。2006年の町村合併まで
の鬼怒川温泉の所在自治体名）の行政的施策に
も触れて問題の全体像を描いている点で貴重で
ある2）。
　ただし当該論文は、本稿にとっては重要な
「別の目的をもって作成されたスキームが、な
ぜこの事例に適用されたのか」という論点には

1） 岩城成幸（2006）。
2） このほかに足利銀行側に分析を絞った著作としては、山崎美代造（2015）がある。これはファンド運営者・公認
会計士・弁護士が分担執筆した著作であり、銀行側の事情の把握にとって有益である。また、バブル期、および
バブル崩壊直後の1993年頃までの足利銀行の積極的な貸出態度、宿泊業を含むサービス業や建設業への融資の集
中傾向などについては、ライサ・スルタン（2019）に紹介がある。

3） 日光市役所所蔵資料による。
4） 前掲、岩城（2006）、16頁。
5） この点は先行研究も当時の時論も強調している。例えば岩城（2006）9頁。

ふれておらず、したがってこの施策が多数の旅
館業者の拒否するところとなったことの根拠が
十分明らかになっていない。本稿はその論点に
そくして、負債整理問題の全体の流れを再整理
したものである。

2．経営難の背景

　鬼怒川温泉地域の温泉旅館の年間宿泊客数
は、バブル崩壊直後の1993年に341万人のピー
クを記録した後は継続的に減少して、近年はほ
ぼ200万人程度で横ばい状態にある（同じ藤原
町の川治温泉を含む3））。民宿等のどの部分まで
を旅館として統計をとっているのかは不明確で
あるが、「旅館・ホテル」数は1997年にピークの
127館から2004年には89館に減少していたとい
う報告もあるし4）、経営者がいなくなって廃屋状
態になった建物の所在、廃業した旅館名の累積
状況からも旅館数が減少を続けたことは否定で
きない。
　このように1990年代以降、宿泊客数も旅館数
も減少してきたが、その原因については主に 3
点が重要であろう。第一は長期的事情であり、
修学旅行・宴会などの団体客需要に合わせて大
部屋・大広間を重視した施設作りが、個人客・
少人数旅行が相対的に多くなった客観的状況に
合致しにくくなったことである5）。第二の中期的
な原因は、1980年代後半のバブル経済期におけ
る過剰な投資が多額の固定債務となり、その返
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済に追われるようになってしまったことであ
る6）。1986～1990年のバブル経済期には、アメリ
カのドル安政策のあおりを受けた政府が、円高
不況を回避するために金融緩和政策を余儀なく
されたこと、リゾート法（1987年）に代表され
る観光・レジャー産業への投資促進策がとられ
て全国的に観光業投資が急増したこと、そうし
た中で鬼怒川温泉においても土地価格が急騰
し、それを担保として潤沢な借入金に依存した
大型設備投資が短期間に集中的になされたこ
と、金融引締め政策で不況に転じた1990年代に
入ってからは、地価の急落により担保不足が顕
著になって銀行による資金の回収が急がれたの
に対して、旅館収入の減少が続き返済が不可能
になってしまったことといった一連の推移の中
で、問題が深刻化してきたのである。原因の第
三は直近の事態であり、2003年に足利銀行が
いったん納めた税金の返金予定分について、監
査法人が金融庁の方針を重視して従前よりも厳
しい解釈をした結果債務超過と判定され、国の
管理下におかれて自由な営業ができなくなって
しまったことである。その結果、同行の融資先
であった鬼怒川温泉の旅館群も資金回収をせか
されるとともに、新たな借入が困難になったの
である7）。
　さらに、いま一つの地域特殊的な事情として
は、折からの「平成の大合併」によって藤原町
が 5市町村合併に参加し、2006年に新制の日光
市となったことである。集客上のライバルとい
うべき日光湯元温泉地区と鬼怒川温泉地区とが

6） 「バブル期に各旅館が団体客向けの大規模施設づくりに走った結果、年間の収容能力が850万人超になって稼働率
は 3割以下に低迷」したという（朝日新聞、2004年 6月 1日「街ごと復興　一体支援　まず鬼怒川で」）。

7） 「鬼怒川温泉には約50の温泉宿泊施設があり、その 8～ 9割が足利銀行をメーンバンクにして経営が不安定化して
いる。」（朝日新聞、2004年 2月10日「鬼怒川温泉街　丸ごと支援　足利銀行破綻で産業再生機構」）。

8） 2005年の国勢調査での藤原町の人口は10684人であり、2015年には8632人に減少している。この規模では藤原町地
区だけで独自の行政的措置をとることは困難であろう。

9） 本稿で対象とする鬼怒川地区の温泉旅館政策は負債整理事業と呼称されてはいないが、旅館経営にとっては負債
をいかに整理するかを内容とするものであったから、本稿では事業の性格を強調する際には負債整理事業と称す
ることがある。

同じ新・日光市に含まれることになったため、
市の観光行政はどちらの地区にも重点をおけな
い制約された状況に置かれることになり、直接
的な集客努力に積極的にはなれなかったと推測
される8）。
　こうした条件の下で2003～2006年にかけて鬼
怒川温泉の諸旅館は経営再建のための国家的施
策の対象となり、それに対する対処策の違いに
よって地区内の旅館の行動が大きく分化するよ
うになった。以下、この過程における負債整理
事業9）の推移を、再建可能と判断される多数旅
館を一括して事業の対象にしようとした国側の
構想と、各旅館の個別的事情、固有の利害状況
を重視して国の提示する厳しい条件を忌避した
旅館オーナーたちの動向に注目して検討した
い。

3．国の施策の仕組みと導入経緯

3.1.　発端
　鬼怒川温泉地区における大型旅館の経営再建
構想は地域内部からもたらされたものではな
く、国＝外部から誘われ、それへの対応をめ
ぐって展開していったという特徴を持つ。2001
年に成立した小泉内閣は、バブル経済の破綻後
10年を経過して、なお解決できない金融機関の
不良債権問題を克服して、正常な経済運営を可
能にすることを意図していた。そのため伝統的
で慎重な金融政策論をとる金融担当大臣であっ
た柳沢伯夫を、アメリカ流の非伝統的施策を大
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胆に実行すべきと主張していた竹中平蔵に替え
て（2002年 9月）、公的資金の投入、投資ファン
ドの活用等の大がかりな施策をとることをその
方針として、「金融再生プログラム」（通称は竹
中プラン）にそって不良債権処理、債務棒引き
を含む特殊な政策を実施することになったので
ある。
　その意図するところは、バブル時代の借入金
による過剰投資がバブル崩壊後に事業会社の固
定負債になってしまったために、本来の営業活
動では採算がとれているにも関わらず、借入金
の返済義務を含めると収支が合わずに経営難を
抜け出せない企業が多くなっていることを重視
し、そうした企業に限定して救済策を講じ、銀
行と事業会社の双方を同時に正常な軌道に戻そ
うとするものであった。それゆえこの政策は、
事業会社については救うべき経営体と救済対象
にはしない経営体を峻別することを大原則とし
ていたのである。また、この施策は中小企業を
対象にしないとは定めていなかったが、日本経
済の根幹部分に効果を与えることができるよう
に、大銀行・大事業会社を主たる対象に想定し
ていたのである。

3.2.　事業の仕組み
　金融再生プログラムによる事業会社と金融機
関の救済策は、事業会社とそのメインバンクが
一致して施策の対象になることに合意して産業
再生機構（この事業の実施の中心的な機関とし
て特別に作られた法人）に申請し、機構が提出
された再建計画を承認することによってスター
トする。そして、金融機関が回収不能な債権に
ついては引当金の設定等によって自力で処理し

10） 銀行は債務超過状態のままでは正常化したことにはならないはずであるから、3年間前後の短いこの事業期間に単
年度黒字分だけで債務超過額を消すことが困難である以上、足利銀行の債務超過額も預金保険機構が帳消しにす
ることが予定されていたと推測される。新聞報道でも同行について「将来、公的資金で穴埋めされる可能性があ
る債務超過額」といった説明がされており（日経新聞、2005年 5月26日「足利銀　最終利益1219億円」）、実際に
その通りになっている。

た上で、①事業会社に対しては欠損を出した経
営者の責任を明確にするために、経営者全員の
罷免と100％減資を実施する、②救済対象の企
業の新しい資本金のために産業再生機構が
40％、投資ファンドを含むその他の者が60％を
出資する、③事業会社への金融機関の不良債権
をメインバンクに一本化した上で、産業再生機
構がそれを買取ることによって、金融機関は不
良債権をオフ・バランス化できるし、事業会社
は可能な返済方法で機構に対して返済する体制
に移る（後に見るように温泉旅館の場合には実
際はほとんどの負債が棒引きされている）、④メ
インバンクは事業会社のその後における資金繰
りを支える、⑤整理期間終了後に金融機関が債
務超過になっている場合には預金保険機構が同
額を贈与して債務超過を解消する、⑥事業会社
の経営が順調になった段階で産業再生機構は株
式の持ち分を投資ファンド等に売却して関与を
解消するという順序をたどることになってい
た10）。産業再生機構はこの全工程を 5年以内に
終えるという計画で発足し、実際にはさらに期
間を短縮して 4年間で全作業を終えたので、こ
の事業は2003年 5月から2007年 3月まで継続さ
れたことになる。
　以上の経過から明らかなように、この政策は
金融機関の不良債権の買取りや投資ファンドの
活用など日本の金融政策にとっては通常は用い
られない手法を活用して金融機関の不良債権問
題と事業会社の固定化債務問題を一気に解消し
ようとした大胆なものであった。したがってそ
の対象から中小企業を明示的には排除していな
いにしても、予定されていた対象企業の中心は
大企業であったから、制度構想時には鬼怒川温
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泉地区が候補として念頭におかれることは想定
されていなかったのである。
　見られるように、ここでは産業再生機構の指
導によって企業価値が上昇し、株式が高値で売
れて産業再生機構が損失を出さないことが想定
されているのであり、会社価値の増加がなけれ
ば株式の売却によって国庫からの持ち出しが生
じることになる。したがって市場で高く売れる
企業になり得るか否かの見通しによって、施策
の対象になり得る企業とそれ以外の企業とが区
分されるのであって、その振り分けについては
機構がフリーハンドの決定権を有していたので
あって、初めから申請した企業に公平に向かい
合うという選択枝はなかったといわなければな
らない。

3.3.　事業計画と温泉旅館への注目
　設立時の見込みでは、このスキームで処理す
ることが妥当な大手銀行の保有する不良債権は
11.3兆円と試算されており、その大半を買い取
ることができる10兆円程度の資金額が預金保険
機構から産業再生機構に提供されるものとみら
れていた11）。産業再生機構は存続期間が 5年間
のみ、案件決定は発足後 2年間のみという迅速
さを売り物としており、その間に10兆円の予算
を活用する予定であった。
　しかしながら、現実には産業再生機構への申
請案件は発足後一年を経ても全国で 8例に過ぎ

11） 「大手行の不良債権のうち、再生可能性のある企業向け債権の『要管理債権』は2002年 3月末で約11兆 3千億円あ
る。このうち大半が新機関の買取り対象となる見込みだ。」（読売新聞、2002年10月30日「産業再生機構新設　RCC
機能強化限界と判断」）。

12） 「期待が大きかった割に実績は物足りない。…再生機構は十兆円の不良債権買取枠を用意し、二年間で百件以上の
取扱いをめざしていたが、早くも壁に突き当たった形だ」（読売新聞、2003年12月21日「社説：再生機構半年　銀
行との意思疎通が欠かせない」）。

13） 読売新聞、2004年 5月 8日「産業再生機構一年　支援数、規模“拍子抜け”」。
14） 読売新聞、2004年10月 8日「ダイエー再建　主力行がトップ会談で“最後通告”へ　機構使わぬなら支援拒否も」。
ダイエーの「社長が面談に応じないことや、求めた資料がなかなか提出されないなどに不満を募らせ」た主力行
が、状況が改善されなければ事業の対象から除くと通告する方針を固めたという。

15） 　読売新聞、2003年12月21日「社説　再生機構半年　銀行との意思疎通が欠かせない」。

ず、しかもそのほとんどが小粒で社会的な注目
を引かない案件に過ぎなかったし12）、事業会社
に対する機構の出資決定額も5000億円にも達し
て居なかった13）。大企業で早期に施策対象に決
定したのはカネボーだけであり、ダイエーは救
済を申請するかどうかについて条件闘争の様相
にあって交渉は順調に進んでいなかったとい
う14）。
　決定した案件が少ないのは、銀行側に可能な
限り不良債権の放棄を求める機構と、可能な限
り高く買い取ってくれることを望む銀行（特に
メインバンク以外の銀行）との交渉が順調に進
まなかったことによるのであり、当然に予想さ
れていたことであった。そのため不良債権問題
の解消を強く主張していた読売新聞などは、事
業の当初から銀行が受け入れられる価格で不良
債権を買取るべきことを主張している。すなわ
ち、実績を挙げるためには国民負担を増やすこ
とに躊躇するなという主張である15）。
　こうした状況の下で機構の大きな仕事は事業
対象の候補になり得る業種を特定し、その関係
企業を勧誘することとなったが、一時的国有と
いう変則的状況にあった足利銀行についてはこ
の事業スキームによって関係事業会社の経営を
正常化し、足利銀行の民間銀行への復帰の条件
を早く作ることがぜひとも必要な課題となって
いた。かくて業種面でも地域面でも足利銀行の
多額の融資先であった栃木県の温泉旅館群がこ
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の施策の対象として重視されることになり16）、
施策の対象となるよう機構から強く勧められる
ことになったのである。実際、表 1 で確認でき
るように、バブル経済の起点から終点までの 5
年間の足利銀行の貸出金残高は2.4兆円から4.6
兆円へと1.95倍になっているが、そのうちで製
造業は6509億円から8574億円へと1.32倍である
のに対して、旅館業を含むサービス業は3086億
円から9952億円へと3.24倍の急増を示し、全体
の構成比も13.1％から21.7％へ上昇させて、製
造業、卸・小売・飲食業を凌駕しているのであ
るから、足利銀行の融資額で見る限り旅館業を
施策の対象にすることは自然なことであったと
見られる。
　とはいえ大規模な案件を望んでいる機構とし
ては、期待している規模には達していない温泉
旅館を個別に扱うことは避けたかった。この結
果として、地域内の旅館のうち条件にあうもの
を一括して事業の対象にする方策を目指すこと
になった。
　まず、産業再生機構の事業開始から 1年が経
過した2004年 4月には多数の旅館業をまとめて
施策の対象とする構想が公表される。すなわ
ち、足利銀行と複数の栃木県内の温泉旅館を対
象として、「持株会社方式で複数の旅館・ホテル
を傘下に入れ、一体として支援する」方式が「地
域再生のモデルケースとなりそうだ」と報道さ
れており、それに加わる旅館数については「30
数社」と予想されていた17）。機構によって提示さ
れたこの発想は、各旅館の購入する資材等を共

16） 「鬼怒川温泉には約50の温泉宿泊施設があり、その 8～ 9割が足利銀をメーンバンクにして経営が不安定化してい
る。」（朝日新聞、2004年 2月10日「鬼怒川温泉街　丸ごと支援　足利銀行破綻で産業再生機構」）。

17） 読売新聞、2004年 6月 4日「産業再生機構　支援第一号は四季彩」。
18） 読売新聞、2004年 6月15日「日光・鬼怒川、街ごと再生」。
19） 朝日新聞、2004年 2月10日「鬼怒川温泉街　丸ごと支援　足利銀行破綻で産業再生機構」。
20） 朝日新聞、2004年 6月 1日「街ごと復興　一体支援　まず鬼怒川で」。なお、この多数旅館の一括事業化方針は足
利銀行からのアイデアであったという報道もある。「足銀からの要請を受けて、再生機構が『温泉再生ファンド
（仮称）』を設立し、持株会社方式で複数の旅館・ホテルを傘下に入れ、一体として支援する。…支援先は段階的
に増やし、最終的に三十社前後となる見通しだ」というのである（読売新聞、2004年 4月15日「足銀要請受け再
生機構が温泉ファンド　複数の旅館など一体支援」）。

同で調達してコストを引き下げることなど、「複
数のホテル・旅館を『共同経営』して効率化を
図る」誘いであり、「地域を一体とみる支援策」
であって、「業務支援会社を設立。仕入れを一本
化したり、経理業務を請け負ったりして、どん
ぶり勘定になりがちな経営を改革する」方向を
目指そうという提案であった18）。
　以上のような構想をもった機構は、それを実
施する体制を以下のように具体化している。「産
業再生機構は、足利銀行の破綻で経営が苦しく
なった鬼怒川温泉の再生に向けて、温泉街を丸
ごと支援する仕組みの検討を始めた。経営不振
に陥る複数の旅館やホテルを持株会社のもとに
統合するか、専用の投資ファンドをつくって大
半の旅館に投資し大株主になることで温泉街全
体の経営に関与する案が有力だ。機構内に観光
業に詳しい社員を中心にした『温泉チーム』を
作り、今春の実現をめどに詳細をつめてい
る」19）。業者間の協力によるコスト引き下げ、作
業効率化の具体的方策についても、「支援会社が
中心になって露天風呂の相互開放や予約システ
ムの一本化、満室の旅館から空きのある旅館へ
の紹介システムを導入。食材仕入れや従業員教
育を一括して引き受け、コストを削る」などと
紹介されており、加えて、この方式が成功すれ
ば、鬼怒川温泉以外の温泉地や他の業種にも同
様の方式を普及させる可能性があることも示唆
していた20）。
　このような状況は、価格設定を含めて誘客面
で相互に激しく競争している旅館同士に協調＝
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競争抑止にもとづく経営改善を提案しているこ
とを意味する。とはいえ結果的にはこの方策は
実を結ばず、鬼怒川温泉では 4旅館、日光市全
体でも 8旅館が個別に事業対象に選ばれること
に終わり、他の大半の旅館は固定化負債を抱え
たまま経営を続けざるを得ず、その少なからざ

る部分が廃業に向かっていくことになった。
　機構からのこのような働きかけにも拘わら
ず、大半の旅館が肯定的に対応できなかった理
由は、①経営者の解任、②資本の没収、さらに
加えて前述の③再建後も経営コンサルタントの
指導を受け続けることという条件に抵抗感が大

表 1　足利銀行国内店の産業別貸出残高（各年 3月末日現在）

（単位：100万円、％）
1981 1986 1991 1996 2001

実数 製造業 459994 650919 857379 800646 649926
農業 9614 15444 25701 33527 24666
林業 1073 1638 4007 1416 931
漁業 802 633 859 1083 1110
鉱業 11879 19057 23833 17846 19001
建設業 88958 185114 382161 442157 371494
電気・ガス等 8075 14749 21815 22503 8856
運輸通信業 21107 36871 83673 95873 87490
卸小売・飲食店 369941 559166 793579 836602 689097
金融保険業 25964 119416 347820 329642 112402
不動産業 55713 144214 351415 312676 307949
サービス業 106408 308557 995196 1064763 797343
地方公共団体 4437 8052 37115 70141 248334
その他 211764 287503 665553 785452 814580
合計 1375729 2351339 4590107 4814327 4133183

構成比 製造業 33.4 27.7 18.7 16.6 15.7
農業 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6
林業 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
漁業 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
鉱業 0.9 0.8 0.5 0.4 0.5
建設業 6.5 7.9 8.3 9.2 9.0
電気・ガス等 0.6 0.6 0.5 0.5 0.2
運輸通信業 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1
卸小売・飲食店 26.9 23.8 17.3 17.4 16.7
金融保険業 1.9 5.1 7.6 6.8 2.7
不動産業 4.0 6.1 7.7 6.5 7.5
サービス業 7.7 13.1 21.7 22.1 19.3
地方公共団体 0.3 0.3 0.8 1.5 6.0
その他 15.4 12.2 14.5 16.3 19.7

出典：足利銀行「有価証券報告書」より集計。
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きかったためである21）。この時点では大半が
オーナー経営者であったことを考慮すれば、そ
の対応は自然のものであった。この点では従業
員上がりの雇われ経営者が経営方針の転換にと
もなって経営者のポストを失うことと、家族皆
で長い期間を通して経営規模を大きくしてきた
家族企業のオーナー経営者とを同質的な存在と
見ていたことの方が現実から乖離していたとい
えよう。
　このため機構としても、施策の実施過程にお
いては旧来の経営者の解任という原則を種々の
名目を付けて柔軟に扱わざるを得なかった。た
とえば温泉旅館の中で最初に負債整理事業の対
象になることを受け入れたホテル四季彩の場合
には、前社長は経営者ではなくなるが客の送迎
の運転手として働けることになったので、「従業
員とホテルの名前を残せる」として、この事業
の対象になることを承諾したという22）。同じホ
テル四季彩ではまた、「現経営陣が株式を買い戻
すことはできないが、役職員の意欲が高まるよ
う、ストックオプションを与え、時価より安く
購入できるようにしたい」と新経営陣が語って
いる23）。
　2004年12月に四季彩に続いて支援対象となっ
た 3つの旅館でも、実際には従来の経営者は何
らかの形で従来の自分の旅館の運営に携わって

21） 「ある温泉ホテル経営者は今春以降、足銀の担当者から、何度となく同機構による再生を持ちかけられている。債
務は大幅に減免され、ファンドからの出資で新たな設備投資もでき、経営環境は劇的に好転する案だ。しかし、経
営から退くのが条件で、保有する自社株は紙くずになるため、経営者は『簡単には受け入れられない』と二の足
を踏む。」（読売新聞、2004年 7月27日「足銀、企業再生正念場へ」）。

22） 読売新聞、2004年 6月15日「日光・鬼怒川　街ごと再生」。ただしホテル四季彩は足利銀行の破綻以前から同行か
ら経営支援策を受けていたと言われているので、旅館の経営再建を手掛けていることを示したい産業再生機構の
都合で、同行からの支援を機構の施策に振り替えたものと推測される。日経新聞、2005年 4月28日「足利銀要請
の再生機構初案件　 1億5000万円投じ客室など改装」。

23） 日経新聞、2004年 6月 5日「産業再生機構　『四季彩』支援をモデルに　今夏にも業務会社」。
24） 朝日新聞、2004年12月 9日「温泉旅館再生へ支援　産業再生機構　 3社を追加」。
25） その後に支援対象となった鬼怒川温泉山水閣の社長も業務執行役員として残るとされている（朝日新聞、2005年

1月19日「再生機構　旅館二社も支援」）。
26） 読売新聞、2004年12月 8日「産業再生機構、あさや・田中屋・金精三社の債権支援へ」。
27） 読売新聞、2005年 2月 4日「再生機構支援決定　温泉街再興に枠組み本格始動」。

いる。あさやホテルの社長は「執行役員」とし
て、田中屋・金精の社長はそれぞれ「業務執行
責任者として営業や接客にあたる」と言われて
いる24）。彼らの経営への関与が過渡期の一時的
なものか否かは不明であるが、機構がこうした
柔軟さを余儀なくされている事例が多いこと
は、完全な法人経営である大企業の場合とは異
なって、家族経営で規模を拡大してきた旅館業
に対しては、機構の側にも額面通りではない柔
軟さの用意があったことが示唆されている25）。
　このようにして、2005年 2 月の申請締切が
迫った2004年の年末にはあさやホテル（鬼怒川
温泉）、金精（日光湯元温泉）、田中屋（塩原温
泉）の 3社が加わり26）、さらに鬼怒川温泉ではこ
れに続いて翌 1月には鬼怒川プラザホテル、鬼
怒川グランドホテルが、2月には金谷ホテル観
光が事業対象となっており、日光湯元でも小西
ホテル・釡屋旅館が加わった結果、申請の締切
までに県内で 9旅館が事業対象として確定され
たのである（表 2参照）。「再生機構と事前協議
した旅館・ホテルは数十社になるとされている
が、支援決定に至ったのは結局 9 件に留まっ
た」のである27）。
　なお、設立が予告されていた業務支援会社
は、2005年 1月14日に機構が総株式の40％に当
たる1000万円を提供して「旅館マネジメントサ
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ポート」として設立された28）。この団体は「ホテ
ル経営に熟知した人材」を含み、「従業員は 4人
で、支援旅館の数に応じて増員」する予定であ
り、「出資する旅館にスタッフの派遣や経営支援
を行い、旅館から経営指導料や業務委託手数料
を受け取る。…再生機構とは対照的に、長期的
な支援を目的としている」29）と説明されている。
再編期間が終わった後でも経営が機構等から見
て乱れたものにならないように、コンサルタン
ト会社を作っておき、必要に応じて将来にあり
得る資金需要などの情報も国が得られるように

28） 朝日新聞、2005年 1月15日「産業再生機構　旅館支援へ新会社」。
29） 朝日新聞、同上。

しておこうという計画があったものと思われ
る。

4．事業の到達点

4.1.　対象旅館の特性と経営改変方向
　上記のような経過を経て2005年の 2月には、
機構は予定通り新規の対象を受け入れることを
打ち切っている。事業対象となる旅館が 9件に
とどまったことについては、機構は「経営責任
の明確化」とともに、「事業性の有無」で判別し

表 2　産業再生機構による再生計画の対象旅館の実情と計画

（単位：金額部分は100万円）
鬼怒川温泉 日光湯元 塩原温泉

あさや
ホテル

鬼怒川
プラザ
ホテル
山水閣

鬼怒川
グランド
ホテル

金谷
ホテル
観光

ホテル
四季彩 金精 小西

ホテル
釡屋旅館
有限会社 田中屋

支援決定日 2004.12.8 2005.1.18 2005.1.18 2005.2.3 2004.6.4 2004.12.8 2005.2.3 2005.2.3 2004.12.8

現況 資本金 95 30 20 319 10 10 50 10 10

従業員 370 32 65 196 35 22 35 37 25

施設規模 館数 3 1 1 2 1 1 1 3 1

部屋数 301 172 100 247 36 40 44 77 38

収容人員 1374 600 469 878

財務 売上高 4520 1569 1265 2984 494 358 422 427 245

営業利益 380 202 117 218 52 35 50 29 △18

経常利益 180 △5 6 44 8 △2 30 △29 △143

当期純利益 180 △645 3 1 △55 △2 2 △29 △56

借入金総額 16000 7911 4329 7129 1737 1292 812 2027 1230

負債整理
による効果

現況 売上高 4530 1569 1265 2984 502 358 422 427 245

営業利益 △260 202 117 218 19 35 50 29 △18

計画 売上高 3760 1645 1243 2302 579 378 454 488 274

営業利益 150 134 94 143 27 24 49 46 44

金融支援
の内訳

債権の元本総額 22723 7857 4282 6809 1731 1227 858 1919 1191

機構が買取る債権価格 1 1 101 43 1 1 1 1 1

金融機関の金融支援 22722 7856 4181 6766 1730 1226 857 1918 1190

債権放棄額 20747 6968 3343 4901 1135 931 475 1582 900

転換社債引受 250 54 70 600

出典：産業再生機構のホームページの中の「支援決定案件41グループ一覧表」より集計（2019年12月10日閲覧）。
https://www8.cao.go.jp/sangyo/ircj/ja/shienkigyo.html
注 1 ）経営数値は支援決定日の直近の会計期間について。
　 2 ）売上高、営業利益の実績が財務欄と実績欄で異なっている事例があるが単年度か数年度平均の差かと推測される。
　 3 ）減資は原則として100％である。
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たと説明している。その含意は、「再生には新規
の設備投資が必要で、その投資の採算が見込め
なかった」場合には支援の対象にしなかったと
いうことである。また、契約を交わした 9旅館
は、先にふれたように、「コンサルティングを請
け負う旅館マネジメントサポートに管理業務な
どを委託」することを義務付けられている30）。再
建が成ったとして国が手を引いても一定水準以
上の質の経営が保証されるように、国に監督権
限がある間にその義務付けをはかっておくこと
が、将来的に投資ファンドがこれら旅館を売却
するためには重要だからである。
　続いて前掲表 2 によって、負債整理事業の対
象となった旅館の性格と施策の特徴について検
討してみよう。同表では鬼怒川温泉・日光湯元
温泉の双方とも、産業再生機構と契約した時期
の順に並べてある。これによると以下の諸点を
読み取ることができる。
①契約締結の順序としては、産業再生機構の設
立から 1年 1 か月が過ぎた2004年 6月の時点で
日光湯元温泉のホテル四季彩が最初に契約し、
続いて半年後の同年12月に鬼怒川温泉の一番館
であるあさやホテル、日光湯元温泉の金精、塩
原温泉の田中屋がそれぞれの地域から 1館ずつ
契約し、最後に申請期限（2015年 2月）直前の
1～ 2月に鬼怒川温泉で 3館、日光湯元温泉で
2館が駆け込み的に加わっている。
②各旅館を比較した場合、部屋数・収容人員、
売上高のいずれで見ても鬼怒川温泉側がはるか
に規模が大きいことがわかる。旅館別の売上高

30） 朝日新聞、2005年 2月 4日「旅館支援 9社のみ　目標大幅に下回る」。
31） 負債整理策によって大型旅館だけが救済されて借金のない健全経営になり、政策的に「手つかずの中小旅館の処
理」が放置され、大型旅館が借金依存的であったのに対して、「自力で堅実経営をしてきた旅館の方が逆に営業を
圧迫される」ことになってしまうことに対して、中小の旅館業者が強い不満を持っていること、そのために地域
全体としての振興策に足並みがそろいにくいことなどが指摘されている（日経新聞、2005年12月14日「温泉街再
生へ結束力課題　支援先と自力組にミゾ」）。

32） 負債整理の事業の対象にならなかった旅館にとっては負債の棒引きはうらやましい条件であったから、鬼怒川温
泉において「倒産や廃業も相次ぐ同業者の間に不公平感が渦巻く」状況であり、町のイベントにも「約100軒の旅
館のうち参加したのは、産業再生機構の支援で改装オープンしたばかりの旅館など 4軒だけ」という状況であっ
たという新聞記事がある。朝日新聞、2005年 9月 9日「連載　総選挙・二極化の足もと（中）」。

では鬼怒川温泉側は12～45億円であるのに対し
て、日光湯元側は 4億円前後であるし、湯元温
泉の一番館とされているホテル四季彩の規模も
表中の鬼怒川温泉側のどの旅館よりも小さ
い31）。
③足利銀行の各旅館に対する債権額を見ると、
あさやホテルの207億円を筆頭に鬼怒川温泉側
はすべて30億円以上であるのに対して、日光湯
元側は 4～15億円に分布している。また、あさ
やホテルを除いた 8旅館を合計した債権放棄の
合計額は202億円であり、これはあさやホテル 1
館に対する債権放棄額よりも少額である。事業
対象になろうとする旅館が限られている中で、
事業実績を挙げなければならない産業再生機構
にとっては、処理対象の負債額の大きい案件が
重要であったことを示しているといえよう32）。
加えて、本来は銀行が有している債権を機構が
「買い取る」はずであるにも関わらず、買い取っ
た金額は100万円（最高でも 1億円）に過ぎず、
残りはすべて債権放棄とされている。国庫負担
が増加しないことが重視されて、金融機関に厳
しい結果になっていると言えよう。
④負債整理後の経営計画については、経営の改
善を売上高の増加によって計画している事例は
ほとんどなく、逆に収容人員も売上高も減らす
ことを計画している旅館が大半である。あさや
ホテルが 4館を 2館に減らして稼働率を上げる
計画であることがその典型といえる。これは地
域内での宿泊可能人員を増加させて集客競争を
激化させることを避け、客数の逓減傾向を前提
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にして稼働率を引き上げることを、機構から指
名された新規の経営者たちが方針とした結果で
あろう。その結果として、債権を放棄して早期
に旅館の経営改善を図り、以後は確実な融資先
として各旅館を確保しようという経営戦略をと
らざるを得なかったものと推測される。債権放
棄額の多くは債務超過額として残るのであろう
し、それは産業再生機構が役割を終える段階で
預金保険機構によって埋められることが暗黙の
了解であったと見られるので、足利銀行にも異
論のない戦略方向であったといえよう。

4.2.　全案件の特性
　温泉旅館関係の案件が全体の中でどのような
位置を占めているのかを見るために表 3 をみよ
う。これは現在も公開されている産業再生機構
のホームページに含まれている案件ごとの数値
を集計したものであるが、41件のうち債権放棄
額の記入のないものが 9件みられる。それらは
銀行が債権を放棄しなくても再建可能と判断さ
れたのか、書類作成時に債権放棄額が確定して
いなかったのかは判断できないので、とりあえ
ず残りの32件についてみると、金額の開きが極
めて大きいことがわかる。このうち上位 3者は
ダイエー（5970億円）、ミサワホーム（2280億
円）、カネボウ（995億円）であり、他方、10億
円未満のものは 4億円、8億円、9億円が 2件で
計 4件である。
　32件の債権放棄額の合計は 1兆1270億円にな
るので、その構成比を見るとダイエーのみで
53.0％、上位 3者の合計で82.0％と高率である。
他方、温泉旅館 9件の合計は406億円で3.6％、
あさやホテルを除く 8件では199億円で1.8％と
なっている。明らかなように債権放棄額は少数
の上位者に集中しており、温泉旅館の比率は極
めて低いことがわかる。
　また、総額が1.1兆円に過ぎないのは10兆円を
処理するとした計画に比較して、実際の成果が

大きく制約されていたことを意味している。効
果があったのはむしろ、この政策の運用過程に
おいて示された金融庁等の厳しい行政姿勢に
よって、金融機関が自己査定を一層厳しくし、
引当金を積み増しして不良債権の償却を自前で
増額せざるをえなくなったことであろうと推測
される。規制改革論者たちが高く評価した金融
再生プランを実効あるものにした要因は、規制
の強化だったといえるだろう。

5．施行後の様相

5.1.　機構にとっての事業の終了
　産業再生機構は2006年 4月29日に、温泉旅館
の経営再建については再生のための措置は終了
したとして、各旅館の新規株式の 4割に相当す
る保有株を売却すると発表した。その際のプレ
ス・リリースによれば、「売却先は再生ファンド
を通じて各社の経営に関わってきた大和証券

表 3　 産業再生機構の再生計画41件の債権放棄額
別経営体数

債権放棄額
（億円）

経営体数
総数 うち温泉旅館

5000～ 1 0
1000～5000 1 0
500～1000 1 0
200～500 5 1
100～200 2 0
50～100 7 1
20～50 7 2
10～20 4 2
5 ～10 3 2
～ 5 1 1
　小計 32 9
記載無し 9 0
　総計 41 9
出典：表 2 に同じ。
注：「支援企業に関する発表資料」中の各案件別の
　　「買取決定について」から集計した。
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SMBCグループや、支援先旅館の支配人らで
あった。株式の売却額は非公表であるが、出資
額を上回った」とされている33）。5年間存続の予
定で出発した機構が 3年目に廃止を宣言し、4
年目に実際に廃止になったことについては、支
援対象の旅館側からも「唐突だ」「支援完了は機
構の都合優先ではないか」という不満が大き
かったことが新聞記事として掲載されている
が、機構としては保有株が高く売れて黒字決算
ができる段階で事業を終える予定であったもの
と思われる。また機構が保有していた株式を購
入した大和証券 SMBCプリンシパル・インベス
トメンツ（大和 PIと表記）は、その時点から 5
年以内に株式を売却する予定であると新聞記事
に書かれているので、この大和 PIも企業価値を
短期間に高めて売却する企業再生ファンドで
あったと見られる34）。

5.2.　施策を受け入れた旅館の場合
　産業再生機構が旅館の所有権を所有している
期間において、各旅館では新規の経営者の指示
によってリストラと内装工事（小部屋中心への
改修等）が行われ、機構が主導して作成した新
しい経営方針に沿った再編が人と物の両面で進
行していた。たとえばあさやホテルでは、「改装
前は客室数361、収容人員1850人の 4 館体制
だったのを、客室数194、収容人員850人の 2館
体制に縮小。120畳もあった三つの宴会場はつ
ぶし、個人客を意識したオープンキッチンの
ビュッフェレストランに。露天風呂付き客室も
新たに設けた。…370人いた従業員は約200人に
削減」35）といった大掛かりなリストラを行って

33） 朝日新聞、2006年 4月29日「温泉旅館の保有株売却　産業再生機構」。
34） 朝日新聞、2006年 4月29日「産業再生機構『再建にめど』　温泉旅館の支援来月終了」。
35） 朝日新聞、2005年 6月29日「老舗温泉旅館　試練の再出発」。
36） 朝日新聞、2005年10月29日「鬼怒川パークホテル　再生法適用申し立て　独自性の維持重視」。
37） 産業再生機構「株式会社産業再生機構の清算結了について」（2007年 6月 5日）（産業再生機構のホームページに
所収。2019年12月15日閲覧）。

 https://www8.cao.go.jp/sangyo/ircj/ja/pdf/sonota_news_2007060501.pdf

いる。

5.3.　 施策の対象となることを拒否した /拒
否された経営体の行方

　産業再生機構は鬼怒川温泉の一定規模以上の
旅館経営者の大半を一丸として負債整理事業の
対象とすることを構想していたが、大半の旅館
経営者がそれを拒否したために、その構想はつ
ぶれている。その理由は経営者の地位を追わ
れ、従前の株式が無価値になるのであれば、自
身には何の利益もないから、可能なところまで
従来の体制で経営を継続しようと判断したから
であろう。
　これらの旅館のうちで経営破綻に至った例と
しては、鬼怒川パークホテルがある。このホテ
ルの社長であった小野吉正は「旅館、住民、行
政から成る町の活性化協議会の会長」で、「オー
ナーを代えて進めるような再生手法には、旅館
の独自性が失われるなどとして批判的」であっ
たため、提案を受け入れずに経営権を維持でき
る可能性が高い民事再生法の適用を申請してい
る36）。その後の信用力は大きく落ち込む可能性
があるが、家族経営を守るためにはそちらを選
び、資金調達力の不足は規模の縮小や緊縮経営
によって切り抜けようという戦略を採ったもの
と推測される。

5.4.　機構の廃止と決算状況
　産業再生機構は41の案件を取扱い、2007年 3
月15日に業務完了・解散して清算会社に移行
し、6月 5日に清算結了に至っている。結了報
告によれば37）、残余財産は940億円であり、それ
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を株主（預金保険機構、農林中金）に507億円分
配し、残りの433億円を国庫納付金とすること、
このほかに期間中に312億円を国税と地方税と
して納入していることを示して、黒字決算であ
ることを強調している。
　この限りでは（すなわち機構の次元では）、こ
の事業は国費を費消してはいないといえるが、
前掲表 1 で見るように、それは機構が買取る不
良債権額があさやホテルの207億円も含めて、
大半が100万円というただ同然の価格で購入し
ていること、換言すれば「債権買取り」とは名
ばかりであって、実質的には足利銀行が全額に
近い金額まで債権放棄に応じているといえる。
結果的には、足利銀行に投じられていた産業再
生機構保有の株式は、同行の「受け皿」を決め
るための公募に応じた 4つのグループの中から
選任された野村証券グループによって買い取ら
れ、2008年 7月 1日をもって足利銀行は民間銀
行として再出発することになったのである38）。
地方銀行の雄とも言われていた足利銀行は、か
くて野村グループの一員として民間企業化され
たのである。

6．まとめに代えて

　本稿では2003～2007年に実施された金融機関
の不良債権処理策（金融再生プログラム）の一
環であった栃木県温泉旅館の負債整理事業を対
象として、国の方針と現地側の事情によって整
理のプロセスが変容しつつ進展した過程を整理
し、旅館経営に対してはその事業が限られた効
果しかもたらさなかったことの根拠を明らかに
した。すなわち負債整理事業の対象となった旅
館数の少なさと大規模旅館中心性は、温泉街を
構成する旅館を公平に遇するという理念に照ら
せば不十分なものであったが、それは日本経済

38） 日経新聞、2008年 7月 1日「足銀、きょう民営化　預保が債務超過穴埋め」。

の中の根幹部分を占める主要な銀行の不良債権
を何よりも優先的に処理するという、この施策
の限定された目的によって規定されていたとい
える。換言すれば、バブル経済の後遺症対策と
しての事業会社の負債整理政策が、金融再生プ
ログラムという金融機関の不良債権処理策の一
環としてなされたこと、鬼怒川温泉の旅館群に
対する負債整理も足利銀行の一時国有化を解除
するための条件作りとしてなされたこと、換言
すれば温泉旅館業それ自体を対象としたバブル
経済後遺症への対処策が存在しない下で、異質
な施策を援用したことによって生じた無理が施
策の有効な展開を妨げることになったといえ
る。
　国にとってこの施策は、大規模金融機関の不
良債権問題の解消を目的としたものであり、固
定化債務を抱える事業会社もダイエー、カネ
ボー等の全国企業が念頭におかれていた。しか
しその方向が順調に進まない中で、国有化方式
をとった足利銀行を民間銀行に戻すために、栃
木県内で足利銀行をメインバンクとしてバブル
期に借入金を急増させた温泉旅館業がこの施策
の効率的な対象として選択されたのである。
　国が予定していた事業計画では、大企業の雇
われ経営者の入れ替えは容易に進むはずであっ
たが、資産額は大きくとも大半は地元に根付い
た家族経営であった旅館業にあっては、オー
ナー経営者の経営権に対する執着は強く、資本
も経営権も失うことを条件として、あたかも物
理的な旅館だけが存続しえたとしても、それは
オーナーたちにとっては価値の無い道であっ
た。このため、産業再生機構としては現実的対
応が必要な範囲で、従来の経営者が実質的に経
営に参画できる方式を認めるなど、二重ルール
の状態で一定数の旅館を施策の対象として確保
せざるをえなかったのである。
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　以上の点からすれば、温泉旅館の負債整理事
業としては、この事業は在地的な条件から離れ
て外から持ち込まれたものであり、地元の対応
としてはそれを活用できる条件のある業者が、
交渉を通じて条件の緩和を図りつつ、限られた
成果を上げたに留まったという評価になるであ
ろう。
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Bad-Debt Liquidation Policy after the Collapse of Bubble Economy: 
Case Study of Tourists’ Hotels in Kinugawa Hot Spring Area

Kazutoshi KASE
Professor of Teikyo University

 Kinugawa hot-spring area (Nikko-city, Tochigi Prefecture) was one of the most famous areas 
with many big-scale tourists’ hotels. Hotel owners in Kinugawa invested too much by profiting 
from governmental policy to develop tourism-related public construction works in the latter half 
of the 1980s. As money market was relaxed then, the bank’s lending terms were not stringent. But, 
after the collapse of Bubble Economy, many of them became deeply in debt, and underwent 
bankruptcies or the enforced retirement from the management. This paper analyses the process 
and the logic of debt consolidation scheme and tries to understand the reasons why the owners 
could not resolve the problem despite the government’s proposal. The conclusion of this paper is 
as follow. Though the debt was excessive, they were chiefs of family corporations, so they could 
not accept to lose all their capitals and their positions as representative director of each hotel. So, 
most of them refused to apply for the governmental aid scheme by themselves.

Key words: Kinugawa Hot-Spring, Tourists’ Hotels, Ashikaga Bank, Bad Loans, Financial 
Regeneration Program, Industrial Revitalization Corporation of Japan
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中国の地方政府融資プラットフォームとその発展段階

宋　　　　　宇＊

1．はじめに
2． 融資プラットフォームの発展要因と
運用

3 ．融資プラットフォームの発展段階
 3.1.　融資プラットフォームへの規制

 3.2.　 転換が求められている融資
プラットフォーム

4． 融資プラットフォームの問題点と展望
5 ．おわりに

要　旨

　本稿は、中国の地方政府融資プラットフォームについて、その運用モデルと発展段階に着目し考察し
た。融資プラットフォームとは、地方政府またはその部門と機構において、財政資金や土地、株式など
を出資し設立した、政府の投資プロジェクトの資金調達機能を担う独立した法人格をもつ経済主体であ
る。一種の特殊法人と理解してもよいが、融資プラットフォームは地方政府の代わりに地方債を発行し、
財政資金の調達を行ってきた。そして、実際に制度化されないまま発展してきたが、中央政府は当初の
容認から、リーマンショック後には間接的ではあるが、加速させた経緯が見られる。さらに2014年に中
央政府は、その抑制と転換を求めた。2015年、省政府で地方債の発行ができるようになった時、それま
で融資プラットフォームに隠されていた地方債務の一部が水面に浮上した。現在も続く融資プラット
フォームの転換は、融資プラットフォームが抱えている債務を分解、整理し、本来地方債に属する部分
を借換債として償還時期を先延ばし、債務リスクを回避しようとしている。

キーワード：融資プラットフォーム　資金調達　地方債　地方債務の問題　土地使用権譲渡金収入

1．はじめに

　近年、中国の高度経済成長が注目される中、
中国経済の問題や課題も同時に焦点となってい
る。なかでも、地方債務の問題について特に懸
念を集めている。中国の地方債務について、多
くの研究は「当面制御可能」としながらも、地
方政府融資プラットフォーム（中国語では「地

方政府融資平台」と表示される；以下「融資プ
ラットフォーム」と記す）の資金調達手段とそ
の不透明性が大きなリスクとして挙げられてい
る（佐野2012；佐野2014；内藤2014；徐2014）。
そもそも融資プラットフォームとは何か。それ
と地方債務がどう関わっているのかについて、
まず分析する必要がある。
　ところで、これまでの先行研究は中国の地方

＊帝京大学経済学部地域経済学科講師
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債務を検討するために融資プラットフォームを
取り上げ、融資プラットフォーム自体について
の分析があまりなされないまま、「隠れ借金」に
よるリスクの問題を指摘している。
　実は融資プラットフォームは2010年の中央政
府の規制とともに、初めて定義されたものであ
る。中央政府は融資プラットフォームを「地方
政府融資プラットフォーム・カンパニー」（地方
政府融資平台公司）と名付けた。このプラット
フォーム・カンパニーは、地方政府及びその政
府機関が財政資金や土地、株式などを出資し
て、設立した政府の投資プロジェクトの資金調
達機能を担う独立した法人格を持つ経済主体と
定められた1）。後に論じるが、実際に融資プラッ
トフォームは1980年代末から始まった地方政府
の資金調達手段であり、1990年代末から急速に
拡大した。つまり、融資プラットフォームは法
律が制定されてから定着した制度ではなく、各
地方政府が作り上げた実態から一般的になり、
最終的に中央政府が認めざるを得ないという下
位の地方政府から誕生した一種のカンパニーの
実態的概念である。
　さらに、融資プラットフォームが誕生した背
景には、中国の地方政府は2015年までに基本的
に地方債の発行が禁じられていたことがある。
財源不足の中、地方債が発行できないので、地
方政府は自ら融資プラットフォーム・カンパ
ニーを作り、資金調達を行った。そこで、融資
プラットフォームの発展段階を明らかにするた
めには、地方債の制度とその転換を考察する必
要があり、地方債が発行できるかどうかは融資
プラットフォームの転換と直接関係していると
考えられる。
　したがって、本稿はまず中国の地方政府融資
プラットフォームの発展要因と仕組みを解析
し、次に地方債の政策転換を考察し、融資プ

1） 関（2010）と内藤（2015）を参照。

ラットフォームへの転換要因を分析する。以上
において、融資プラットフォームの発展とその
経緯を明らかにしていきたい。

2． 融資プラットフォームの発展要因と運用

　本章は地方政府が抱えている債務残高、すな
わち地方債務と融資プラットフォームの関係を
明らかにし、融資プラットフォームの発展要因
と運用モデルを考察する。そのために、まず融
資プラットフォームが誕生した背景を解析した
い。そして、その背景は地方債制度と切っても
切れない関係があるので、以下において、まず
表 1 をもって地方債制度の発展を考察する。
　表 1 に見られるように、中国では、基本的に
2015年までは地方政府による地方債の発行が禁
止されていた。2011年、実験的に地方債の発行
が認められたが、地方政府において自ら地方債
を発行することができるのは、上海市、浙江省、
広東省、深圳市の 2省 2都市のみであった。し
かし、1980年代の改革開放とともに中国におけ
る都市化が急速に進み、都市開発のために多く
の資金供給が必要とされる中、地方政府は財源
調達のために、自ら地方債の発行を必要とし、
特に2000年代に入ると、それまで認められてい
た実験地域から拡大する動きがみられた。そし
て、2015年の予算法改正により、省レベルの地
方政府（省政府）による地方債の発行が全面的
に認められることになった。
　そもそも地方政府はなぜ税収以外による財源
調達を必要とするのか、図 1 の一般会計におけ
る政府間財政収支の割合を加えて考察してみよ
う。図 1 では、中央政府と地方政府の主な歳入
の割合、すなわち税収の割合がおよそ半々を示
しているのに対し、財政支出の場合、地方政府
が 8割超の歳出を占めている。こうした傾向は
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1995年から常態となっており、地方政府の歳入
は減少していく一方である。そして、いわゆる
財政調整制度のような財源移転について、中国
の場合、特定補助金2）または「対口支援」3）が財
政移転支出総額の 3分の 2を示しており、一般
補助金は極めて限定的である。
　そうした財源不足の状況は1994年の分税制改
革によって加速された（李2015：302）。分税制
改革の前は、財政請負制と呼ばれる制度があっ
た。具体的には地方政府は財政収入の一部税収
（定額上納方式）もしくは一定率を中央政府から
請負い、残りの税収が地方政府の取り分となる
制度であった。これは財政支出について、中央
政府が定める部分以外を自主的に決定できる仕

2） 使い道が限定されている補助金のこと、それに対し、使い道が限定されない何処に使ってもよい補助金は一般補
助金という。

3） 経済発展が遅れている地域に対して、中央政府が積極的に関与し、豊な地方政府に対して、遅れている地域へ資
金、人材、技術の提供と支援を命じることである。

組みである。それに対し1994年の分税制改革
は、税収を「中央税」、「地方税」、と「中央地方
分与税」の 3つに分類し、従来、地方政府の地
方税収であった増値税（日本の消費税）を「中
央と地方の分与税」とし、75％の増値税収が中
央政府に、残りの25％が地方政府の税収とされ
た。それと同時に中央と地方の支出面に関する
役割分担が明文化され、中央政府と地方政府を
分けて財政を設計することから、「分税制」と名
付けられた。そして、2002年に所得税を対象と
する分与税改革がなされ、それまで地方税で
あった法人所得税と個人所得税を中央と地方の
分与税とし、それぞれ50％の持ち分とした。さ
らに2003年には、上記の持ち分は中央60％、地
方40％に改正された。
　一方、地方政府には地域の経済発展を促進さ
せるために、インフラ整備の拡大、経済構造の
調整と産業転換の経済効果が求められた。それ
だけではなく、教育、そして年金・医療といっ
た社会保障分野へのニーズが高まる中、それら

表 1　地方債発行制度の政策転換

年 措　　置

1995 予算法第28条において、地方政府による債券発行の禁止を明記

2009
3月の全国人民代表大会で、財政部による
2000億元の地方債の代理発行、代理返済方式
を承認

2011
上海市、浙江省、広東省、深圳市を地方債の
発行実験地域に選定（自主的な実験発行方
式、返済は財政部が代行）

2012 3年債、5年債に加え、7年債の発行も認める

2013 山東省、江蘇省を地方債の発行実験地域に追加選定

2014

・ 発行実験地域に北京市、青島市、寧夏回族
自治区、江西省を追加（ 5月）

・ 10年債の発行や自主返済が可能になる自
主起債、自由返済方式を導入（ 5月）

・ 地方債は公共資本支出及び累積債務の借
り換えのみに使用できることを決定（国務
院の『意見』による）（10月）

2015 改正予算法において、各省レベルの政府に限り、地方債の発行が可能
（出所）佐野（2015：39）から引用。

図 1　 一般会計における中央政府と地方政府の財
政収支の割合

（出所） 日本経済協会『中国経済データハンドブッ
ク2017年版』p.98より作成。
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が分税制改革の中で、特に地方政府に求められ
た対策として考え出したのが融資プラット
フォームである。そして、融資プラットフォー
ムはあくまでもプラットフォームであり、実際
に運営する際には、各種の投融資会社を通じて
運用する。いわゆる投融資カンパニーである。
例えば、建設投資会社、建設開発会社、投資開
発会社、投資持株会社、投資集団会社、国有資
産運営会社、国有資本経営管理中心、等々と
いった実態のある投融資会社の形態である。こ
うした多種多様な投融資会社を総称して融資プ
ラットフォーム・カンパニーと呼んでいる。
　図 2 は融資プラットフォーム・カンパニーの
運用形式を示す不動産関係のモデルとなってい
る。前述したように、全国的に経済発展が謳わ
れ、地域間の競争が激しくなり、財源不足の中、
土地による資金調達が志向された。中国の土地
は基本的に公有制4）のため、地方政府は所有の
土地、または個人から使用権を徴収することに
より、市場に譲渡することができる。それによ
り「土地使用権譲渡金収入」を得ることができ、
これは地方政府の財政運営資金となり、実際に
は政府性基金の特別会計に計上される。
　したがって、図 2 で示したように、地方政府
は未開発地区の土地を資産として、融資プラッ
トフォーム・カンパニーに土地資産を注入す
る。融資プラットフォーム・カンパニーは土地
所在地のインフラ整備などに着手し、土地開発
を進める一方で、直接土地価格の上昇を促し、
未開発地区は新開発地区になる。そこで、カン
パニーは不動産開発による収益を得るととも
に、当然納税額も多くなる。地方政府は地方税
が確保できるとともに、土地使用権譲渡金収入
の税外収入も得ることができる。このような投

4） 実際には、二元性の土地制度となっており、都市土地と農村土地に分けられている（李2015：248）。都市土地の
場合、国家が所有権を有し、個人は自由に使用権の転売ができ、70年間の所有権が与えられている。それに対し、
農村土地の場合、農民集団が所有しているため、個人では使用権があるものの、個人による転売が禁止されてい
る。いずれにしても土地に私有権が与えられていないため、地方政府は土地の徴収と徴用ができる。

資運用は1990年代後半から土地バブルの風に追
われ次第に拡大され、各地方政府において、有
力な資金調達手段となった。融資プラット
フォームの運用について、地方政府は財政資金
などによる直接投資の利益はないが、市場の投
融資環境を改善し、間接的に土地価格をつり上
げることにより、結果として土地使用権譲渡金
収入の税外収入、及び税収の増加につながる
（鄭2016：9-10）。
　実際には2011年までは土地使用権譲渡金収入
が地方政府の「予算外収入」として扱われてい
たため、融資プラットフォームの運用を通じて
多くの投資・融資が展開された。しかし、内訳
や会計上の不透明性などの問題が指摘されるよ
うになり、現在では、この土地使用権譲渡金収
入は特別会計の政府性基金の一部となった。予
算外収入から外された点では、評価すべき動き
かもしれないが、実際には特別会計扱いするこ
とにより、会計上、正当化したことにすぎず、
一貫して地方政府の大きな財源であることは変
わりがない。
　さらに、地方政府は土地を通じた融資だけで
はなく、融資プラットフォームの債務を保証
し、都市建設債を発行させ、融資資金を拡大さ
せる方式も認めた。つまり、地方政府は直接起
債しないが、融資プラットフォーム・カンパ

図 2　融資プラットフォームの運用モデル

（出所）鄭（2016：8 ）より作成。

図２ プラット ー の 用  

 

出 ： より作成。 
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ニーの債務を保証することにより、いわば見せ
かけの企業債を発行することもできる。
　つまり、融資プラットフォームにより地方政
府の財源不足が多少緩和され、それを介して一
連の投融資運営がなされ、その結果、地域の経
済発展につながる一面があった。さらに、発展
した地域の政府職員は地域の発展に貢献したと
評価され、昇進しやすくなるという一種のイン
センティブも用いられた。そこで、融資プラッ
トフォームを通じた債務は企業債か地方債か区
別しにくくなり、当然、増加していくと、隠れ
た地方債務の膨張につながる。
　図 3 は2013年に国家審計署（日本の会計検査
院に相当する）が行った大規模な全国調査結果
である。図 3 から、地方政府が抱えている債務
のうち、融資プラットフォームが最も多く占め
ていることが確認できる。とはいえ、ここで特
に言及しないが、中国の地方債務を明らかにす
るためには、融資プラットフォームのみならず、
地方政府部門・機関と国有企業の債務状況にも
注目すべきである。
　要するに、地方政府は直接地方債の発行がで
きなかったが、融資プラットフォームを設立さ
せることによって、それを介して実質上の地方
債発行ができ、投融資という形で運用してき
た。それ故に、中国の地方債務を把握するため
には、各地においてどの程度の融資プラット
フォームがあり、かつ融資プラットフォームを
通じた債務はどの程度であるかが 1つの重要な
ポイントになる。
　融資プラットフォームの融資方式は、大別す
ると 2つの方法に分けられる。 1つは前述した
土地資源の譲渡による融資である。 2つ目は地
方政府が保証することにより、融資プラット
フォーム・カンパニーは商業銀行から融資を受
けやすくなり、融資資金を拡大できるという方
法である。発展途上国の中国にとって、ある意
味で融資プラットフォームの運用によって、間

接的に中国の金融市場や都市建設を活発化させ
た一面がある（鄭2016：9 ）。なぜなら、先進諸
国と異なり、発展途上国の場合、市場機構自体
が未発達であるため、金融市場も先進諸国と比
べて遅れており、財政資金を運用することに
よって金融市場を活発化させる役割を担ってい
るからである。そして、都市化を進めるために、
都市のインフラ建設が必要とされるので、中国
の融資プラットフォームは地方政府の代わりに
都市のインフラ整備を建設する役割を果たして
いる。
　しかし、2010年に次節で記す中央政府のある
規制を機に、地方政府の債務は徐々に水面上に
浮上し、それまで融資プラットフォームの中に
隠れていた債務が一部公開できるようになっ
た。その結果、融資プラットフォームの是正と
転換が求められた。次節では、融資プラット

図 3　借入主体別の地方債務（2013年）

（注） 「事業単位」とは、政府が出資する独立行政法
人であり、3つのタイプが存在する。1つ目は
補助金なしの「自収自支事業単位」、2つ目は
一部補助金を得ている「経費補助事業単位」、
3 つ目は全額補助金で運営している「公益事
業単位」である。国有企業の所有は国家であ
るが、企業である以上利益を追求している。
その意味では、各事業単位は国有企業とは異
なり、利益を追求せずに行われており、国家
または地方の行政事業である。

（出所） 審計署2013第32号『全国政府性債務審計結
果』より作成。
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フォームの発展段階を検討しながら、この点に
ついて考察を加える。

3．融資プラットフォームの発展段階

3.1.　融資プラットフォームへの規制
　2010年 6月10日、中国の国務院は『地方政府
融資平台管理に関する通知』（国発［2010］19
号）において、初めて融資プラットフォームを
定義した。本公文では、融資プラットフォーム
ではなく、融資プラットフォーム・カンパニー
と記された。その定義は、「地方政府またはその
部門と機構において、財政資金や土地、株式を
もって出資して設立した政府の投資プロジェク
トの資金調達機能を担う独立した法人格をもつ
経済主体」のことである。このように国発
［2010］19号は融資プラットフォーム・カンパ
ニーを定義したうえで、融資プラットフォーム
の整理が要求された。
　その後、2013年 4月、中国銀監会（中国銀行
業管理監督委員会の略称）も融資プラット
フォームについて公式文書を出した。その際、
融資プラットフォームは地方政府が出資または
設立し、さらに連帯償還責任を負う政府機関、
単位5）、または企業の 3種類法人であることが明
記された。この定義は国発［2010］19号の大原
則にそって、特に地方政府の連帯責任を強調
し、同時に融資プラットフォームを 3つに分類
したのである。
　ところで、国発［2010］19号によって融資プ
ラットフォームの定義は定められたが、各国家
機関による融資プラットフォームへの理解と認
識、または集計方法と重点はそれぞれ異なって
いる。例えば、中国人民銀行（中央銀行）は独
自の調査において、融資プラットフォームの範
囲を鉄道、道路、生活基盤設備、及び教育医療

5） 日本の特殊法人や国家機関に当たる。

等まで拡大している。銀監会においては、調査
対象のメインは融資プラットフォームの運用と
いうより、融資プラットフォーム・カンパニー
自体になっている。そして、習近平国家主席の
指示により、直接的に大規模な調査が行われて
いる国家審計署では、融資プラットフォーム・
カンパニーにおける債務の規模に重点が置かれ
ている。したがって、各政府部門が集計した融
資プラットフォームのデータが往々にして異な
るという事態が生じている。
　先行研究では、一般的に地方債務を検討する
場合、国家審計署による調査結果が多く使われ
ている。実際は、中国財政部では、この国家審
計署が調査し始めた2011年以降、はじめて地方
債務に関するデータを把握するようになった。
それまでは地方債務があっても把握しようがな
かった。そもそも中央政府は地方債の発行を禁
止していたので、地方債に関する統計データを
集めていなかったからである。一連の強化規制
と債務整理が行われた結果、2017年末までに、
全国における融資プラットフォームの数は 1万
1734社から9185社に減らされた（胡・王・付・
費2018：10）。これは、これまでの禁止から緩和
に、さらに緩和から拡大させることを促進し、
その後は拡大から抑制への転換が求められると
いう政策の転換である。

3.2.　 転換が求められている融資プラット
フォーム

　既に表 1 で見たように、2015年の改正予算法
では、中国のすべての省政府において、地方債
の発行が認められるようになった。しかし、新
予算法では、地方政府の債務残高について限度
額の管理が要求されている。具体的には、第 1
に、地方政府の債務発行の限度額については国
務院が直接管轄する。国務院はマクロ経済の状
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況に応じて、新規地方債の発行額を決める。第
2 に、新規地方債の発行必要額が毎年国務院に
報告され、全国人民代表大会または全国人大常
委会（全国人民代表大会常務委員会の略称）に
よって承認される。第 3 に、毎年、財政部は新
規地方債または地方債の発行総額について、全
国人民代表大会または全国人大常委会に提出
し、許可が得られる場合に、下級の地方政府に
伝達し、その情報は国民に公開される。第 4 に、
省以下の市、郷、鎮政府においては、それぞれ
同級の人大常委会の許可が得られてから、省政
府がまとめて起債する。加えて、2015年の地方
債では、7年債と10年債の長期債が増設された。
中央政府公開資料によると、地方債総額のう
ち、2014年に初めて10年債が発行され、その
シェアが 8％であったのに対し、2015年では
24％に上昇したのである。
　地方政府による地方債の発行が可能になる
と、他方で、融資プラットフォームの転換も迫
られ、地方債務の整理が緊要となった。図 4 は
融資プラットフォームに求められた転換の概略
であり、転換は今日まで進められている。まず、
融資プラットフォーム・カンパニーが持ってい
る債務を地方政府の債務、隠れ債務6）と自社債
務に分解する。次に、地方政府の債務の保証付
き債と援助債、隠れ債務を合わせて、資産リス
トラや混合所有制、そして PPPという形で債務
を分散させ、危機を回避しようとする。特に官
民パートナーシップの PPP方式は政策的に推奨
され、各地で多くの事例が見られる。さらに、
純粋な地方債に関しては、借換債を発行し、債
務リスクを先送りしようとする。このように、
地方政府の融資プラットフォームを制度として
位置づけ、方式の転換などをはかる時期が訪れ
た。こうした分解方式によって、一般的に言わ
れている地方債は「地方政府の債務」に限定さ

6） 地方政府は直接・間接に保証や出資しているかどうかがはっきりとしない債務のことを指す。しかしながら、実
際のところ、融資プラットフォームを通じて債券が発行された。

れ、債務のリスクを借換債の発行により解消さ
れようとしている。つまり、融資プラット
フォームが抱えた混在の債務を分解することに
よって、地方政府の債務は、実際には分散する
ことができ、債務リスクの回避と償還時期の先
延ばしが企図された。
　最後にこれまで述べたことを表 2 の融資プ
ラットフォームの発展段階をもって総括してみ
たい。
　表 2 から、融資プラットフォームの萌芽期は
1980年代末であり、上海から始まった。都市建
設の資金不足に直面した上海は、当時独自に債
券を発行し、償還にあたって外資利用方式が認
められた。この政策の下で、上海市の「久事会
社」が中国初の融資プラットフォームの原型と
して誕生した。その後、各地の都市開発の需要
に基づき、さらなる融資プラットフォームが
次々と設立されたのである。郭峥嶸・郭易如
（2017：38）によると、久事会社は成立後、32億
ドルの外資融資金を獲得し、そのうち14億ドル
は上海都市のインフラ整備に使われた。例えば
上海南浦橋の建設、地下鉄 1号線の修繕、虹橋
ターミナルの改造、都市の電信電話設備や汚染
処理等々、計256項目にその融資金が使われた
という。さらに、融資金のうち、5億ドルはホ

図 4　融資プラットフォームの転換図

（出所）胡・王・付・費（2018：24）より作成。

る。 えて、 年の地 では、７年 と 年 の が された。

によると、地 のうち、 年に めて 年 が 行され、そのシ アが であった

のに対し、 年では に上 したのである。 
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テルや旅行業界の建設費として補填された。こ
のように久事会社は上海の都市建設に大きな役
割を果たしたと同時に、融資プラットフォー
ム・カンパニーを誕生させた。実際には1992年
に上海都市建設投資開発会社が設立され、これ
は中国はじめての融資プラットフォームとなっ
た。なおかつ、当プラットフォームの建設資金
は当時の上海市政府の保証によって、10億元の
資金が調達でき、更なるインフラ整備の資金調

達に貢献したという実績があった（李奇霖・
王・李雲霖2017：4 ）。
　ここにおいて融資プラットフォームの歴史を
再確認したい。1994年の分税制改革により、地
方政府の財政収入が圧迫され、地方債の発行が
できない中、各地方政府は相次いで上海市を見
習い、融資プラットフォームによる資金調達を
試みた。2008年リーマンショックの影響によ
り、中国政府は積極的な財政政策を掲げ、4兆

表 2　融資プラットフォームの発展段階

1986年 8月 5日 国函［1986］94号
都市建設及び第二次産業と旅行業の発展のた
め、上海では「自分で借金して、自分で償還
する」外資利用方式を認可 1987年～1993年

萌芽期
1988年 7月16日 国務院『投資管理体制

の改革方案について』
政府の融資は単一的な中央投資方式から中央
と地方の共同投資方式に転換

1996年 8月23日 国税発［1996］35号 各種の経営性投資項目において、資本金制度
の試行

1994年～1996年
模索期

2004年 7月16日 国発［2004］20号 政府の投資機能を設定し、融資ルート、健全
な投資体系の拡大化を図る

1997年～2008年
発展期

2009年 3月24日 銀発［2009］92号
一定条件がある地方において、地方融資平台
の設立を支持し、企業債等の融資方式を通じ
て、中央政府投資項目と合致する地方の出資
金を確保

2008年末～2010年
高速発展段階期

2010年 6月10日 国発［2010］19号

融資プラットフォームを定義したうえで、地
方融資プラットフォームの債務を分類し、分
類して整理し、地方融資プラットフォームの
融資管理及び銀行業等の金融機構の貸出管理
を規定

2010年～2014年
調整

コントロール期

2013年 4月 1日 銀監発［2013］10号
融資プラットフォームを定義し、地方融資プ
ラットフォームのリスク係数をまとめ、そこ
から地方融資プラットフォームを分類管理

2014年10月 国発［2014］43号 融資プラットフォームによる新たな債務発行
の禁止

2014年～現在
抑制転換期

その直後 財政部『地方政府の債
務整理処置方法』

2015年 1月 5日までに、現時点の債務状況を
中央政府に報告し、債務を分類した後一般会
計予算の中に織り込む

2017年 4月26日 財予［2017］50号
地方融資または地方債発行について更なる監
督、規制の強化、中央政府の下で融資プラッ
トフォームにおける平穏な転換を要求

（注） 「国函」とは、中央政府がある特定の分野において、対象地方政府または対象部門のみに伝達するも
のである。「国発」とは、国務院からの重要な規制通知であり、最高の権威を有する。「銀発」とは、
中国の中央銀行としての中国人民銀行が発表したものである。「銀監発」とは、中国銀行業界への監
督管理委員会を指し、そこから発表されたものである。「財政部」とは、中国の財務省を指し、各地
方においても地方財政部が置かれている。

　　 「財予」とは、財務省予算部門が発表する予算に関する通知のことである。
（出所）国務院、財政部の各公文資料より筆者が作成。
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元の財政支出を実施した。しかし、実際はこの
4兆元のうち、地方政府には 4分の 3を負担す
ることが求められた。この要求自体はそれまで
認められていない融資プラットフォームを容認
したことを暗に意味し、当然、融資プラット
フォームによる地方政府の資金調達も加速させ
た。表 2 が示しているように、融資プラット
フォームが飛躍的に発展したのは1990年代後半
から2010年の間である。この時期は中国の経済
が確実に上り坂であり、1998年のアジア金融危
機と2008年のリーマンショックに遭遇した際
に、融資プラットフォームが 1つの景気対策と
して選ばれた側面があった。もはや融資プラッ
トフォーム自体の制度化やリスクの検討より、
景気浮揚策に関心が集中し、制度や定義がない
中で地方政府に働きかけたという暗黙の対策で
あった。
　そこで、制度化されていない融資プラット
フォームは、地方政府の隠れ借金として増え続
け、2013年 4 月に開かれた中国の海南島博鰲
（ボアオ）アジア経済フォーラムをきっかけとし
て、問題視されるようになった。博鰲アジア経
済フォーラムにおいて、元財政相の項懐誠は
「中国の地方政府の債務残高は20兆元（約315兆
円）以上、中央政府の債務残高は 7兆元から 8
兆元だが、対処可能な状況にある」と衝撃的な
発言をした。これを機に、国際社会から中国の
地方財政における資金調達方法や債務問題に懸
念が寄せられるようになった。その後、国家主
席の習近平は国家審計署に徹底的に調査するよ
う指示を出した。これを契機に地方債務の問題
が一層顕在化し、融資プラットフォームの発展
が収束に向かい始めた。そして、2015年に地方
債の発行が解禁された関係において、融資プ
ラットフォームを通じて債券を発行する必要が
なくなった。それと同時に融資プラットフォー
ムの抑制かつ転換が強く要請されるようになっ
た。その後今日に至っても、さらなる転換と債

務整理が求められている。

4． 融資プラットフォームの問題点と展望

　冒頭で触れたように、融資プラットフォーム
の不透明性とリスクは設立当初から存在してい
たと言えよう。それは基本的に公式に認められ
ないまま、1980年代末から2014年まで34年間に
亘り運用されてきた。皮肉なことにそれが中国
経済、特に地域経済発展の起爆剤となり、とり
わけ2010年から中国は世界 2 位の経済規模と
なった一因でもあると考えられる。このことが
法制度上では存在しない融資プラットフォーム
を暗黙裏に、中央政府が条件付きではあるが、
認めた最大の要因でもある。その意味で、先行
研究に指摘されている融資プラットフォームの
未制度化は、実際には融資プラットフォームが
抱えている重大な問題としては考えにくいので
あろう。
　実情としては、地方政府と融資プラット
フォーム・カンパニーの間では、委託関係が存
在している。融資プラットフォームを通じた投
融資は元来、地方政府が行いたい収益性の低い
事業が多く占めている。そこで、地方政府は土
地の譲渡や貸付金を保証する関係により、資産
運営の監督機能を果たすべきである。しかしな
がら、地方政府はカンパニーの人事や管理まで
にも関与し、直接融資プラットフォームの運営
を左右してしまう傾向が強い。融資プラット
フォームは地方政府が本来、果たすべき社会へ
の責務を代替することになってしまった。地方
政府が融資プラットフォームの連帯保証人にな
ることにより、融資プラットフォームは過大な
融資が可能となり、ますます地方政府に依存
し、地方政府の関与に左右されてしまうという
負の側面が存在している。つまり、政府の役割
と民間の企業利益、さらに地域の経済発展が混
在される複雑な関係を有している。したがっ
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て、融資プラットフォームの根本的な問題は制
度化されていないというより、むしろ地方政府
の役割と一体化してしまっているところにあ
る。
　この問題を解決するために、まず地方政府は
自身の役割と責務を明確に識別する必要があ
る。融資プラットフォームの策定者ではなく、
地域に対し公共サービスを行うのが地方政府の
役割である。次に、公益性が高い建設事業につ
いては、地方の財政政策として位置づけ、融資
プラットフォームを通じて資金を調達するので
はなく、自ら地方債を発行し、市場のテストに
委ねたほうがより地方債務の明確化につながる
と考えられる。今回、求められている転換はま
さに融資プラットフォームの政府への依存性を
弱め、市場化させる絶好のチャンスとも言えよ
う。

5．おわりに

　これまで論じてきたことについて、以下のよ
うに簡潔にまとめることにしよう。
　融資プラットフォームとはあくまでも様々な
投融資カンパニーの総合名称であり、制度化さ
れないままに、また地方債の発行が許されてい
なかったために、地方政府が作り上げた苦肉の
策である。しかし、1994年の分税制改革や2008
年のリーマンショックにより、それまで中央政
府が認めていなかった融資プラットフォームが
容認され、さらにその運用と発展が加速したの
である。2013年以降、中国の地方債務の問題が
国際的に注目される際に、融資プラットフォー
ムの弊害を強く意識した中央政府は地方債の発
行を解禁し、融資プラットフォームを通じた債
務を分解する施策をとった。そこで地方債務の
リスクを回避するために、融資プラットフォー
ムの転換が求められるようになった。融資プ
ラットフォームの誕生から急速な発展、また抑

制から転換まで、一連の目まぐるしい変化は地
方債制度の政策転換と深く関係していることが
本稿によって明らかになった。
　多くの先行研究が指摘した融資プラット
フォームの未制度性については、実際に制度化
されないまま30年間以上発展してきた事実を踏
まえると、融資プラットフォームは地方政府へ
の依存度が高いという問題を内在しているが、
地方政府の代わりに社会に対する責務を果た
し、貢献した点は事実である（鄭2016：8-10）。
しかしながら、ここに問題も存在している。融
資プラットフォームは地方政府から資本金をも
らい、土地が譲渡されるなどの形で資金を運用
し、多くの公益性事業を実施してきた。両者の
強い関係性の中で、地方政府は単に財政資金や
土地を注入しただけではなく、融資プラット
フォーム・カンパニーの運営まで関与してし
まっている。この問題はまさに融資プラット
フォームが抱える根本的な問題として提起され
るべきであろう。
　さらに、現在、求められている融資プラット
フォームの転換はその問題を解決する絶好の機
会でもある。地方政府は自らの役割を見直し改
めて認識する必要があり、融資プラットフォー
ムは地方政府の傘下から離れ、市場にテストさ
れることが望ましいと考えられる。
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China’s Local Government Financing Platform and Its Development

Yu SONG
Department of Regional Economics, Faculty of Economics, Teikyo University

 In this paper, the author focused on the local government financing platform in China, and 
discussed its operational model and development stage. China’s local government platform is an 
economic entity with an independent legal entity responsible for funding functions of a 
government investment projects established by the local government or its departments and 
institutions with financial funds, land and stocks. Although it may be understood as a kind of 
special corporation, local bonds have been issued in place of local governments, and financial 
funds have been raised. Although it has actually developed without being institutionalized, the 
Central government, after accepting it, accelerated indirectly after the Lehman shock. However in 
2014, the Central government called for restraint and conversion of the financing platform. In 
2015, when local governments were formally approved to issue local bonds, some of the local 
debts that had previously been hidden in the financing platform surfaced. The ongoing 
transformation of the financing platform is to break down and sort out the debt held by the 
financing platform, in order to postpone the redemption period by substituting the portion that 
originally belongs to local bonds, and to avoid debt risk.

Key words: Local government financing platform, fund-raising, local government bond, local 
government debt, charge for land user
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農地集積と10年後の日本農業

金　子　弘　道＊

1．農地中間管理機構
 1.1.　農地バンク関連法の改正
 1.2.　農地中間管理事業の背景
 1.3.　滞る農地集積
2 ．農地集積の現状

 2.1.　地域間格差の拡大
 2.2.　増加する集落営農
 2.3.　佐賀県の取り組み
 2.4.　 圃場整備事業とセットで集約～

秋田県
 2.5.　これまでの蓄積が集積を左右

 2.6.　JAいわて花巻の集落営農ビジョン
 2.7.　集落営農の持続性
 2.8.　栃木県芳賀地域の大規模経営
 2.9.　芳賀町は野菜法人を誘致
 2.10.　異なる農地再編の主役
3 ．10年後の日本農業

 3.1.　日本農業の縮小シナリオ
 3.2.　日本農業の再生シナリオ
 3.3.　成長産業化へのカギは生産性向上
 3.4.　集落営農の行方
4 ．おわりに

要　旨

　日本農業、特に水田農業は高度成長期から続いてきたシステムの再編が進んでいる。政府は2014年、農
地の賃貸や売買を仲介する、農地中間管理機構（農地バンク）を設立し、高齢化や後継者不足で離農す
る農地の集約・集積に乗り出した。2019年には農地集積の伸び率が鈍化したため、農業者間の協議の実
質化など農地バンク関連法を見直し、集積率の向上を目指している。こうした動きを機に法人や集落営
農を含む大規模経営体が誕生、従来の米麦中心から多様な経営展開を模索している。中でも集積が進ん
だのが集落営農である。しかし、集落営農は後継者不足などで継続性が課題になっている。今後10年間
に日本農業は縮小均衡に陥るのか、それとも再生の道を歩むのか。本稿では農地集積・集約の動きを統
計分析や現地調査を踏まえて2030年の農業の姿を検証する。

キーワード：農地中間管理機構　農地の集積・集約　集落営農　担い手不足　離農

1．農地中間管理機構

1.1.　農地バンク関連法の改正
　農林水産業・地域の活力創造本部は2018年11

月、「農地中間管理事業の 5年後見直し等につ
いて」（改訂農林水産・地域の活力創造プラン）
を取りまとめ、関連法の見直しを始めた。2019
年 2月には「農地中間管理事業の推進に関する

＊帝京大学地域活性化研究センター研究員・帝京大学経済学部元教授
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法律等の一部を改正する法律案」を衆議院に提
出、同年 5月に参院本会議で可決、成立した。
　2014年に施行された「農地中間管理事業の推
進に関する法律」（機構法）は、担い手農家に農
地を集積・集約するため所有者（出し手）から
農地（利用権）を借り受け、その農地を集約化
（面的にまとめる）したうえで、公募に応じた借
受希望者（受け手）に転借する農地中間管理事
業を定めており、事業を推進するために各都道
府県に農地中間管理機構（機構）を設定した。
機構法は付則で、施行から 5年後に農地中間管
理事業や関連事業全般を見直すと規定してお
り、2019年は見直し時期に当たっていた。
　今回の見直しは①農業者による協議の場の実
質化②農地中間管理機構の仕組みの簡素化③農
地の集積・集約を支援する体制の一体化④担い
手の確保に向けた措置――などが柱になる。
　まず、地域の農業関係者の協議を深める。以
前から農地の集積・集約機運が高かった平野部
での事業活用が一巡し、今後は新たに農業者同
士が話し合いから始めなければならない地域が
多い。そこで市町村が地域や集落ごとに「農業
者等による協議の場」を設けて協議結果を公表
する」としている（第26条）。
　これまでも農業者の話し合いに基づき、地域
農業の将来像を描く「人・農地プラン」1）があ
り、全国の 9割の市町村で約 1万5000の「人・
農地プラン」が作成されている。しかし、実態
は「農地の出し手が記載されていないものが半
数を占めるなど、実質的な話し合いに基づくも
のとは言い難いものが相当ある」。地域内の経
営体や農地の一部しか記されていないなど、真

1） 農業者の減少や高齢化など担い手不足、耕作放棄地の増大など「人と農地の問題」を解決するために、集落など
で農業者の話し合いで作成される地域農業の将来構想。地域の中核になる経営体、農地利用のあり方などを記載
し、市町村が決定し公表する。2012年度に開始された。人・農地プランの作成過程で提案された「公的な中間的
な受け皿」が農地中間管理機構につながった。

2） 第198回国会衆議院農林水産委員会議事録第 6号 PP.20（2019年 4月11日）
3） 2009年に導入された農地利用集積円滑化法では、農地利用集積円滑化団体（市町村や農協）が農地利用者に代わ
り農地の受け手を探して売却・貸し付け事業ができる。

剣な話し合いによって作成されたプランは「全
体の 3割程度」といわれる2）。
　改正機構法では実質的なプランを作成するた
めに、市町村が農業者の年齢分布や後継者の有
無などをアンケートで把握し、農地の地図を作
成、農業委員会などをコーディネーターにして
5年後、10年後に農地をだれが担うかなどを話
し合う。
　具体的には市町村地域よりも小さい旧市町村
や大字（藩制村）を対象に集落単位で10年後、
中山間地で 5 年後をメドに農地をだれに集約
し、農業生産力を維持していくのか、地域農業
の未来設計図を描く。集落内で引き受けられな
い農地がある場合は、他の集落との連携など広
域的な営農のあり方も考える。すでに将来の担
い手や農地の「出し手」などを決めたプランを
策定している地域はプランの進捗状況を検証す
る。
　「人・農地プラン」の作成では農業委員会など
地域の農業関係者が一体になって取り組む。こ
れまでは農地バンクと市町村、農業委員、農地
利用最適化推進委員、JA（農業協同組合）、土
地改良区などとの連携は十分ではなかったが、
今後は地域のコーディネーター役を担う関連機
関・団体が一体になってプランを策定する。政
府は機構を活用して集積・集約に取り組む地域
に機構集積協力金の交付や中山間地域の要件緩
和などインセンティブを与える。
　農地の集積・集約への支援体制の一体化で
は、これまで市町村が取り組んできた農地利用
円滑化事業3）が、地域の意向で農地中間管理事
業に切り替わったり、円滑化団体が機構から業
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務を委託するなど両者の連携が進んでいる。こ
うした状況を踏まえ、一定の条件を下に円滑化
事業を農地中間管理事業に統合、一体化する。

1.2.　農地中間管理事業の背景
　担い手農家への農地の集積・集約は、2013年
6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」に
盛り込まれた。日本再興戦略では、日本農業が
10年後に目指す姿として、表 1 のような目標が
示された。
　このうち主要なものは①担い手が利用する農
地面積を全面積の 8割とする②法人経営体を 5
万経営体に 4倍に増やす③食用米、飼料米など
のコストダウン――などである。いずれも KPI

（重要業績評価指数）として書き込まれており、
目標達成は農水省の至上命題になっている。な
かでも重視するのは生産基盤である農地を集
積・集約して生産効率を高めることだ。そのた
めに用意した施策が農地中間管理事業である。
　農地中間管理機構の特徴は、機構の仲介に
よって貸し手と借り手の関係を制度的に切り離
したことにある。借り受けた農地をどの経営体
に貸すかは中間管理機構が決定する。狙いは規
制改革会議の要請で一般企業の農地借り入れを
円滑に進めることにある。
　優良農地の多くは地元に信用がある担い手農

家に貸し出すから一般企業が借りるのが難し
い。そこで貸し手と借り手を切り離し、地域の
信用ではなく賃借料など経済原理に則って借り
手を決めるようにした。つまり、農地を集める
には市町村など農村現場の力を借りるが、借り
受けた農地の配分は機構の専権事項になった。
こうした仕組みへの反発は強く、国会通過には
15もの付帯決議がつき、人・農地プランに基づ
く農地集積を進めることに落ち着いた経緯があ
る。

1.3.　滞る農地集積
　農地中間管理事業は2014年 3月にスタートし
たが、実績は芳しくない。2019年 3月末の担い
手農家への集積面積は248万5,707ha、過去 5年
間で27万7,449ha増加した。このうち農地バンク
が借り入れた面積は22万7,000haに達している。
担い手への農地集積率は2014年 3月末の48.7％
から2019年 3 月末には56.2％に増加した（図
2 ）。
　問題は集積の伸びが年々鈍化していること。
集積面積は2015～17年に年 6万～ 8万 ha増で
推移したが、2018年は4.1万 ha増、2019年3.1万
ha増と伸びが鈍った。2023年度に 8割を担い手
に集積するための2018年度の累積目標（74.6万
ha）に対し、達成率は37％にとどまっている。

表 1　日本再興戦略の目標

基準 目標
スタート時 基準年 目標 目標年次

農林水産物輸出額
6次産業の市場規模
担い手農家への農地集積
コストダウン
　集落営農組織
　個別経営体
法人経営体数
酪農法人数
飼料米のコストダウン

4,497億円
4.7兆円
48.10％

0割
0割
1.2万経営体
236経営体
0割

2012年
2013年
2013年

2011年産米

2010年
2014年
2015年産米

1兆円
10兆円
80.0％

4割削減
4割削減
5万経営体
500経営体
5割削減

2019年
2020年
2023年

2023年
2023年
2023年
2020年
2025年

出所：未来投資戦略（2018年 6月閣議決定）から作成
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　伸び率が鈍化したのは、以前から積極的に農
地集積を進めてきた地域が一巡し、集積が遅れ
ている地域が対象になってきたからだ。なかで
も中山間地域は「出し手」ばかりで「受け手」
が不足しており、集積率 8割の目標達成を危ぶ
む声もある。
　農地を集積するには地域に根を張っている組
織の力を活用しなければ成果は上がらない。な
かでも重要なのは農協の役割だ。農協は農地保
有合理化事業や円滑化事業でも実績を上げてい
る。農地保有合理化事業では2009年度の件数
38,205件のうち31,446件（82.4％）、面積10,955ha

の71.3％を農協が手掛けている。円滑化事業で
も農協の貢献度は件数で75.1％、面積で51.3％
に達している4）。農地の流動化には農協の存在は
欠かせない。
　当初、農地中間管理事業は農協を積極的に位
置付けていなかったようだが、改正法では、
人・農地プランの作成や農地の集積などで農協
との連携をうたっている。
　もうひとつは農地中間管理機構の中間保有機
能だ。本来なら貸し手から預かった農地を機構
が中間保有して、農地がまとまってから担い手
に配分するのが理想である。中間保有せずに貸

4） 全国農協中央会「JAグループ営農・経済革新プラン」2014年 6月、PP.6

し付けると、経営耕地面積が分散した状態が継
続してしまうからだ。
　だが、機構には中間保有して管理するだけの
人員も予算もない。条件の悪い地域は、機構が
預かる間に土地改良事業で農地を整備できれば
いいが、時間がかかれば、その間に管理費用が
発生する。特に借り手が少ない中山間地域は、
機構が農地を借り受けても担い手につなぐこと
が難しく、受け手のない農地が機構に滞留する
ことになる。これが農地の流動化を遅らせてい
る。

2．農地集積の現状

2.1.　地域間格差の拡大
　担い手への農地集積を細かくみると、集積率
の地域間格差が大きいことが分かる。図 2 は北
海道を除く都府県別に5ha以上から100ha以上
までの規模別の集積率を表しているが、農地集
積が進んでいる地域は東北、北陸、九州地方に
集中し、首都圏や近畿圏、中山間地域の割合が
大きい中・四国地方の集積率は低い。
　このうち5ha以上層に農地の50％以上が集積
されているのは、福島と宮城県を除く東北各

図 1　担い手農家への農地集積の推移（各年の 3月末）

出所：農水省「耕地及び作付面積統計」
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県、新潟県を除く北陸 3県、滋賀、佐賀県だけ
だ。また、20ha以上層に 3割以上農地が集約さ
れているのは岩手、富山、福井、佐賀県のみで
ある。一方、5ha以上層への集積率が 3割に達
していないのは20都府県、4割未満は30都府県
と46都府県の半分以上を占める。
　平地と中山間地域の格差も拡大している。図
3 は都府県ごとに20ha以上の経営体の集積率
を平地農業地域、中間農業地域、山間農業地域
別にみたものである。岩手、埼玉、山口、沖縄

で山間部の集積率が平地農業を上回ってはいる
ものの、多くは中間農業地域、山間農業地域の
集積率が平地農業地域を下回っている。
　たとえば、佐賀県の20ha以上層への集積率は
平地農業地域で52.8％だが、中間農業地域は
22.2％、山間農業地域はゼロである。岐阜県も
平地農業地域46.3％に対し、中間農業地域が
23.7％、山間農業地域は12.0％と山間部にいく
ほど集積が遅れている。
　2015年農林業センサスによれば、都府県で5ha

図 2　都道府県別、規模別の農地集積

出所：2015年農林業センサス
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図 3　経営面積20ha以上の経営体への農地集積割合

出所：2015年農林業センサス
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以上の経営体のシェアは平地農業地域で37.4％
だが、中間農業地域では29.0％、山間農業地域
は27.3％と低下する。20ha以上の経営体でも平
地が15.4％に対し中間地域は10.2％、山間地域
は12.0％に下がる。平地農業地帯では農地流動
化に伴う構造再編がある程度進んでいるが、中
山間地では大規模農家が育っていない。
　担い手になり得る主業的農家や集落営農組織
がない中山間地域の集落も多い。どちらも存在
しない全国の集落は平地農業地域では14.9％だ
が、中間農業地域は37.0％、山間農業地域では
52.3％と半数を超える。つまり、半数の集落は
農地が賃貸に出ても地域内に受け手が見当たら
ない。こうした地域で構造改革を進めるのは現
実的ではない。中山間地域等直接支払制度の強
化など別の施策を考える必要があるだろう。
　問題は、地域間格差は今後も拡大する可能性
が高いことだ。図 4 は都府県の20ha以上層への
集積面積を棒グラフに、2010年から2015年の増
加率を折れ線グラフで示した。その結果、農地
集積が進んでいる東北、北陸、九州地域は増加
率が大きく、集積が遅れている都府県は小さ
い。今後、農地集積が進む地域と停滞する地域
の格差は、ますます拡大する可能性がある。

2.2.　増加する集落営農
　担い手への農地集積率（2019年 3月末）を都
道府県ごとにみると、最も集積が進んでいるの
が北海道で、集積率91.0％。次いで佐賀県
（71.3％）、秋田県（68.7％）、山形県（66.0％）、
福井県（65.7％）と続く（表 2 ）。すでにプロ農
家への集積が進んだ北海道は別格だが、都道府
県の状況には大きく 2つのパターンがある。ひ
とつは集落営農が集積効果を上げている地域
で、集積率上位の県は集落営農に依存したとこ
ろが多い。もうひとつはこれまで分厚い担い手
層が存在していたため、大規模借地型経営が遅
れていた地域である。
　全国で集落営農組織が増加したきっかけは
2007年産から始まった品目横断的経営安定対策
である。国はそれまで一律に給付していた交付
金をやめ、経営面積や経理の一元化など一定の
要件を満たした農家に経営安定のための交付金
を給付した。対象になる経営体の面積要件は個
別経営体が4ha（北海道は10ha）以上、集落営農
は20ha以上、対象となる作物は米、麦、大豆、
テンサイ、でんぷん用ジャガイモの 5品目に限
定された。交付金の対象になろうと、機械の共
同利用や共同作業を実施する集落営農組織が急

図 4　都府県の経営面積20ha以上農家の合計面積と2010年比増加率

出所：2010、2015年農林業センサス
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増した。
　集落営農実態調査によれば、2018年の集落営
農数は全国で 1万5,111組織、うち33.8％が法人
化している。集落営農によって集積された農地
面積は48.2万 haと全国の農地面積の 1割強に達
している。2005年から2018年までの伸び率は四
国地方で2.9倍、関東・東山2.3倍、東北2.1倍と
全国平均（50.2％増）を上回った（図 5 ）。
　問題は集落営農の経営基盤の強化である。品

目横断的経営安定対策は面積要件のほか、①地
域の農地の 3分の 2以上という集積目標の設定
②規約・約款の整備③主たる農業従事者の所得
を定める④農業法人化計画の策定――といった
要件を満たすよう定めている。特に組織を継承
するためには法人化が重要としている。
　表 3 は集落営農数上位の県である。新潟、富
山県の北陸勢と福岡県は集落営農のおよそ半数
が法人化しているが、その他は低率にとどまっ
ている。法人化が計画通りに進まず、解散に追
い込まれた集落営農もある。

2.3.　佐賀県の取り組み
　まず、集積率上位の都府県から集積・集約の
実態をみていこう。農地集積率全国 2位の佐賀
県がまとめた2019年 3月末の「担い手の農地利
用集積の状況」によると、全耕地面積 5 万
1,600haのうち認定農業者に 2万2,427ha（耕地
面積の43.5％）を集積、集落営農経営体に 1万

表 2　 担い手への農地集積率上位の都道府県
（2019年 3月末）

順位 都道府県 集積率
（％） 順位 都道府県 集積率

（％）
1 北海道 91.0 6 富　山 63.3
2 佐　賀 71.3 7 新　潟 62.8
3 秋　田 68.7 8 石　川 59.9
4 山　形 66.0 9 滋　賀 59.7
5 福　井 65.7 10 宮　城 58.9
出所： 農水省「耕地及び作付面積統計」「集落営農

実態調査」

図 5　集落営農数の推移（2005年＝1）

（資料）農水省「集落営農実態調査」

 -

 1

 2

 3
北海道 東北 北陸
関東・東山 東海 近畿
中国 四国 九州
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1,666ha（同22.6％）、認定新規就農者5）274ha、基
本構想水準達成者6）が2,449haで、国が担い手と
認める農家に合計 3万6,816haが集積している。
　面積は認定農業者のほうが多いが「農地集積
の増加には集落営農が大きな役割を果たしてい
る」（佐賀県農林水産部）。農地中間管理事業に
よる貸付面積は2014年から2019年 9月までの累
計で3,573ha。内訳は個別農業経営660haに対
し、集落営農法人には2,913haと全体の82％を
貸し付けている。
　佐賀県には集落営農組織を立ち上げやすい環
境がある。平坦な佐賀平野が県全体の農地面積
の 3分の 1を占め、圃場整備率も81.6％に達し、
夏に米と大豆、冬に麦と玉ねぎの田畑輪換が定
着している。共同乾燥調製施設（共乾）の利用
度も高く、米は80％、大豆は100％に達してい
る。共乾の運営組合は乾燥調製のほか、地域の
作付け品種の決定などに当たっており、運営組
合単位で集落営農に取り組むケースが多い。
　佐賀県内の集落営農組織は2019年 7 月末で
431組織。うち法人化した組織は86組織で2014
年度の16組織から 5倍に増えた。県は集落営農
の法人化を推進するとともに、集落営農への農
地集積を促している。さらに交換分合などを通
じて分散錯圃状態を解消し、農地の団地化を目
指している。しかし「地図情報をみると簡単だ

5） 区市町村から農業経営基盤強化促進法第14条 4 に定める青年等就農計画の認定を受けた農業者。認定新規就農者
になると青年等就農資金の借り入れや青年就農給付金を受けることができる。

6） 市町村の基本構想が掲げる効率的、安定的な農業経営指標に達成した農業者。認定農業者を除く

が、農地の条件に差があり交換のハードルは高
い」（佐賀県農林水産部）と苦戦している。
　一方、中山間地域について、「出し手は多いが
受け手が圧倒的に足りない」状態。県は2018年
度に「それぞれの中山間地チャレンジプロジェ
クト」をスタートしたが、プロジェクトのひと
つ、「チャレンジ集落事業」では、集落の将来像
を描く集落ビジョンを策定。新規作物の導入な
どを検討し、それを県、市町、農協などが支援
するとしている。
　県は中山間地域では、かんきつ類などの園地
を残していく考えだが、受け手が少ない現状で
は、担い手への農地集積率を上げるよりも急峻
な園地などを山林に戻すなど、用途によって利
用法を分けるゾーニング的な対応も必要として
いる。

2.4.　 圃場整備事業とセットで集約～秋田県
　全国 3位の秋田県は、2014年から19年までの
集積面積が累計10万1,433haと耕地面積（14万
7,600ha）に占める割合は68.7％に達した。
　秋田県の農業の特徴は水田比率が高いこと。
耕地面積に占める水田の割合（2016年）は87.4％
と全国平均（54.4％）を大きく上回る。農業産
出額に占める米の割合も54.1％（全国平均
17.9％）を占める。だが、需要減退や米価の下

表 3　集落営農数の上位10県（2018年）

順位 都道府県名 組織数 うち法人 順位 都道府県名 組織数 うち法人
1
2
3
4
5

兵庫
宮城
滋賀
秋田
新潟

903
851
820
760
754

132
189
339
260
372

6
7
8
9
10

富山
広島
岩手
福岡
福井

740
689
646
597
585

440
271
180
279
232

出所：2018年集落営農実態調査報告書
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落など米を巡る環境は厳しく、県は園芸メガ団
地を建設して米から園芸作物への転換を促して
いる。
　秋田県農業は中規模農家が分厚く存在する。
2015年農林業センサスによれば、経営面積 2 ～
5ha層が全体の27.0％に達している。兼業農家の
比率も高く、2～4ha未満層の約 7割が兼業農
家といわれる。兼業収入で農家所得は安定して
おり、集落営農は育たなかった。
　しかし、品目横断的経営安定対策が施行され
ると、中規模農家では集落営農の面積要件「4ha

以上」をクリアできなくなった。品目横断的経
営安定対策の助成対象から外れる農家が多数発
生することが予想された。
　危機感を抱いた県や市町村、農協は助成対象
になる規模の集落営農づくりを進めた。県は市
町村や農協、土地改良区などと連携して説明会
を開催し、現地の事情に通じた現地相談員をモ
デル地域に派遣した。その結果、集落営農組織
は2005年の45組織から2018年には760組織と17
倍に急増。集落営農組織の経営面積は県内耕地
面積の18.5％（作業受託面積を含む）を占める
までになり、担い手として位置づけられるよう
になった。
　秋田県の特徴は認定農業者数も 1万人前後で
安定していることである。中・四国のように担
い手不足を理由に設立された集落営農ではない
ため、集落営農と認定農業者とが共存関係にあ
る。こうした傾向は東北と九州に共通してお
り、東北地方では集落営農組織の 8割、九州は
7割に認定農業者が加わり、担い手になってい
る。
　県は2033年度ごろに担い手への集積率を90％
に引き上げる目標を掲げている。この目標を達
成するため、土地改良区など圃場整備事業、園
芸メガ団地整備事業、農地中間管理事業の 3つ
をセットにしたプロジェクトに取り組む。圃場
が整備されれば、換地のための話し合いが必ず

行われる。話し合いがあれば農地の集約が進
む。
　県は「第 3期ふるさと秋田農林水産ビジョン」
（2018～21年度）で、目標のひとつに「複合型生
産構造への転換」を掲げる。そのためには農地
の大区画化や排水施設の整備などを進め、野菜
や花卉類の園芸メガ団地を建設して米依存体質
からの脱却を目指している。
　秋田県の試算によると、圃場整備によって米
の10a当たり生産費は現在の県平均10万7,000円
から農業法人が 6万6,000円（38％減）、個別農
家は 9万1,000円（15％減）に縮減する。また、
地下灌漑システムの導入によって枝豆の10a当
たり収益は27万8,000円と導入前の1.2倍、ネギ
は1.8倍に向上する。生産効率の向上によって、
担い手への農地集積率は圃場整備以前の30％か
ら約 3倍の89％に上昇すると試算している。
　担い手への農地集積を促進するうえで、資金
面から後押しするのが農地中間管理機構だ。た
とえば、国の農地有効利用推進支援事業。土地
改良事業で農地集約に取り組む農家負担を軽減
する制度だが、農地中間管理機構は農地の受け
手が支払う、将来の賃料を担保に金融機関から
資金を借り入れ、農地の出し手農家に借地料を
一括前払いする。圃場整備をためらう高齢農家
の負担を軽減して農地を出しやすくする措置
だ。

2.5.　これまでの蓄積が集積を左右
　ヒアリングを通じてはっきりしたことは、
人・農地プランや円滑化事業、集落営農の設
立、あるいは、それ以前から生産調整を巡る地
域での話し合いの積み重ねがあるところから農
地の流動化が進んでいることだ。
　たとえば、富山県は2012年からすべての市町
村で合計240の「人・農地プラン」を策定した。
プランがカバーする農地面積は県全体の98％に
達する。プラン作成に当たっては小学校区単位
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で全戸アンケート調査を実施。農家は農地をい
つ誰に貸し付けるのか、機構に委託するかなど
予定を申請し、市町村はこれをデータベース化
してプランにした。
　人・農地プラン作成には農協の力が大きかっ
た。1集落の農地面積は平均30haで 6～ 7集落
で 1校区になるが、これは農協の支所と同じ範
囲である。プラン作成も農協が支援して、定期
的に見直し作業に加わっている。県は「農地中
間管理機構はあくまでツール。目標は人・農地
プランの実現にある」としている。
　滋賀県の場合、琵琶湖周辺の平野部では個別
経営体が面積を拡大しているが、東近江や湖北
地方など標高の高い地域は担い手が少ない。そ
こで県は1990年ごろから農協など農業団体と集
落営農の設立を急いだ。県は集落営農を「県内
稲作の重要な担い手」と位置づけ、アドバイ
ザーを派遣して設立から法人化や経営手法など
を支援している。
　県は県内の約800集落の組織化と土地利用型
農業の集積、米・麦・大豆のブロックローテー
ションとそのための協業化を目標に掲げる。特
に転作の麦、大豆をまとめて受託する営農組合
をベースに農地の団地化を推進してきた。これ
に品目横断的経営安定対策が加わって集落営農
の設立と法人化が加速した。現在、滋賀県の全
農地の59.7％が担い手に集積しているが、その
うち約 3割が集落営農である。
　いずれも農家の合意を取り付け、農地を集積
してきた地域だが、今後は農家の内発的な取り
組みをどう引き出すか。市町村や農業委員会、
農協などの役割は大きい。

2.6.　JAいわて花巻の集落営農ビジョン
　農協主導で集落営農ビジョンを推進してきた
のが、JAいわて花巻だ。同 JAは1989年から 3
度の合併を経て、太平洋岸の釡石・大槌地域か
ら秋田県境の西和賀地区まで岩手県中央部の 4

市 2町を東西に貫く広域農協になった。
　その間、一貫して目指してきたのが「地域ぐ
るみの農業」だ。高齢化や離農が進む中、農地
を維持するには担い手に農地を集積する一方、
高齢者でも取り組める花卉や園芸作など「人手
のかかる作物」を導入し、少しでも多くの農業
者を農業に留めるようにした。
　そのために JAいわて花巻は 2 つの目標を定
めた。ひとつは管内367の「農家組合」を農協の
基礎組織と位置づけ、農家組合の内発的な取り
組みを重視すること、もうひとつは自治体等と
の連携である。
　まず、農家の経営規模を時代に合った規模に
するため、合併ごとに農家組合を再編成した。
1998年の合併で JAいわて花巻が誕生した際に
は、花巻地域の200組合を154組合に組み替え
た。2008年の合併前後には遠野地域が200組合
から100組合に、北上地域は263組合から82組合
へ、西和賀地域では60組合が28組合に再編され
た。
　農家組合再編の狙いは、従来の10～30戸の農
家組合では小さすぎるため70～100戸に拡大し
て生産性を上げること。2012年には 1農家組合
当たりの農地面積が100haになるよう再編して
いる。「農家の収益向上には規模拡大が必要。生
産効率が高い作物の導入も重要だ」と JAいわ
て花巻の瀬川公営農部長はいう。
　1998年には花巻農協が組合員に農業経営・農
地利用に関するアンケート調査を実施。99年に
はアンケートを基に管内すべての農家組合で
2002年を目標にした「集落営農振興計画」を策
定した。さらに2000年には集落営農振興計画を
管理する「集落営農振興計画実施行動計画」を
作成している。実施行動計画は毎年見直されて
おり、農協運動として定着した。
　2001年からは実施行動計画に基づく集落営農
が実践に移された。このころ国の「水田農業経
営確立対策」が打ち出されたこともあり、転作
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の団地化、農地の集約化が本格化した。
　2005年には「花巻地方農業振興協議会」に「集
落営農・担い手支援対策室」を設置し、個別の
担い手と集落営農の育成、法人化の推進につい
て、研修会の開催など支援体制を整えた。集落
営農の設立、法人化の流れはこのころから本格
化した。
　一方、行政機関との連携では2007年に花巻市
の農政課（後に市農林水産部全体も移転）や農
協の営農振興課、農業改革推進室が JAいわて
花巻の敷地内に移ってワンストップ化し、一元
的な指導体制が整えた。翌2008年には農業委員
会、2014年には農地利用集積円滑化団体である
花巻農業振興公社も合流した。同農業振興公社
は農地中間管理機構に指定され、農地中間管理
事業や農地利用調整事業の実施体制も備わっ
た。
　JAいわて花巻は「営農振興計画」の大きな柱
に「担い手の育成と農地の集積による効率的な
営農振興」を掲げ、農家組合に集落営農ビジョ
ンの策定を求めている。農地中間管理機構が農
地の貸し手と出し手をつなぎ、担い手農家の効
率的な営農を支援し、集落営農ビジョンの実現
を目指している。
　集落営農ビジョンの策定は、まず行政と農協
などが地域別・支店別・集落別に集落営農ビ
ジョンの策定を呼びかける。これを受けて農家
組合の組合員は「だれに農地を集積するのか」
「今後の地域の中心となる経営体はだれか」「生
産品目や経営の複合化など今後の地域農業のあ
り方」などを話し合い、ビジョンを策定する。
ビジョンづくりは農家組合員の当事者意識を高
めるために、農家組合の自主性に任せている。
　こうして策定された集落営農ビジョンは市が
農協支店ごとにとりまとめ、地域農業マスター
プラン（人・農地プラン）を作成する。花巻市
の場合は農家組合が作った155の営農ビジョン
を市や農協、花巻農業公社を加えた「地域農業

アクションプラン支援チーム」が16のマスター
プランの素案を作成する。それを市や農業関連
団体で構成する「花巻市農業推進協議会」が調
整のうえマスタープランを確定し、集落営農ビ
ジョン実現のための方策をとる。
　JAいわて花巻は管内 4地域367の農家組合す
べてに農協の担当職員を配置し、家庭訪問や集
落営農の事務的支援をしており、営農ビジョン
づくりもサポートする。たとえば、農家組合の
話し合いには農協独自のデータシステムで作成
した地図を提供する。市の水田台帳は、圃場整
備後の換地などで農地の形態や所有者が現状と
一致していないことがある。正確な農地の位置
などを地図で確認してビジョンづくりに役立て
る。
　農地中間管理機構には、農家組合の話し合い
で農地の出し手と受け手が決まった案件が上
がってくるので事務処理は大幅に軽減される。
取り組みの結果、JAいわて花巻管内の担い手へ
の農地集積面積は2019年 3月末で集落営農組織
が1,772ha、個人の認定農業者8,398ha、農業法人
6,484ha、他の多様な担い手9,480ha の計 2 万
6,134ha。国が指定する担い手への集積率は63％
となっている。

2.7.　集落営農の持続性
　集落営農は品目横断的経営安定対策の面積要
件をクリアするためだったことは、多くの論者
が指摘している。特に東北や九州地方など個別
経営体が多い地域で、こうした動きが目立っ
た。
　一方、人口減少など集落の存続の危機に直面
した近畿、中・四国、北陸地方は1990年代から
集落を維持するために集落営農組織を設立して
きた。こうした地域では高齢化と担い手不足に
直面する集落営農が少なくない。農水省が集落
営農2940組織の代表を対象にしたアンケート調
査（2015年）でも、組織運営の課題について「後
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継者となる人材の確保」が59.0％、「オペレー
ター等の従業員確保」が37.3％を占めた。
　集落営農の担い手が高齢化し、担い手も見つ
からず、「あと10年は持たない」といわれるとこ
ろもある。構成員に純土地持ち非農家が増え、
当事者意識の喪失による地域資源の管理が難し
くなっている集落営農も少なくない。持続可能
性に疑問符が付く集落営農が多いことは確か
だ。
　集落営農によって農地は集積できたものの、
集約が遅れているところも多い。佐賀県江北町
では農地面積1,070haの92.9％が集積されたが、
個別の認定農業者と集落営農法人の農地が入り
組み、分散錯圃状態が続いた。佐賀県は農業委
員会の体制を強化し農業委員が戸別訪問や集落
座談会で農地交換を提案。町内 6大字の区域を
超えて耕作する農地を解消した。県は江北町を
モデルに県下の市町村に交換分合を進めてい
る。
　集落営農のもうひとつの課題は、組織として
の営農実態に乏しい「枝番管理」型の組織が多
いことだ。枝番管理とは集落営農組織が経理を
一元化し、販売や購買名義は組織だが、実態は
構成員ごとに農地の番号を振り、農作物販売額
などを構成員別に出来高管理する仕組みだ7）。
　枝番管理にはさまざまな形態があるが、機械
作業は構成員が自分の機械を使って耕作し、栽
培管理する形が多い。資材調達や土地利用など
の意思決定も構成員に委ねられている。集落営
農は機械の共同利用や資材の共同購入などに
よって生産効率の向上を目指すはずだが、生産
作業は従来の個別経営のまま残っている。
　収益の配分方法も、組織の収益を構成員の農

7） 枝番型管理は、第43回農業経済学会岩手大会実行委員会・岩手県農業研究センターがいち早く報告した。それに
よると、水稲については「多くの組織で、集落営農組織の構成員個々が自らの機械を用い、所有水田の機械作業、
栽培管理を行う方式が中心」になっており、「品目横断的経営安定対策加入前の営業形態を踏襲したまま、経理事
務のみ一元化した形式となっており、土地利用、資材調達、作業の実施に係る意思決定は、依然、各構成員に委
ねられている」と規定している。

地面積に応じて分配する「面積割」、構成員の生
産量（販売額）に応じて配分する「生産量割」
などがある。要するに経理は一元化したものの、
営農スタイルは以前の零細な経営体を寄せ集め
た「形だけの集落営農」である。農地を集積・
集約して効率的な経営を作るという本来の目的
からは程遠い。

2.8.　栃木県芳賀地域の大規模経営
　課題が多い集落営農を避け、個別経営体によ
る農地集積・集約を推進しているのが栃木県芳
賀地域だ。芳賀地域は栃木県南東部の真岡市、
芳賀町、益子町、市貝町、茂木町の 1市 4町か
らなる地域である。地域の農地面積は約 1 万
8,000ha。米麦を中心にした土地利用型農業が盛
んな地域だが、90年代から離農が増えた。1995
年から2015年までの20年間に兼業農家は約 6割
減少している。今後も兼業農家の離農が増える
と予想され、農地を引き受ける担い手の確保が
急務になった。
　栃木県は中規模農家が分厚く存在するうえ、
近隣農家と協調できない県民性もあって集落営
農は育たなかった。そこで県芳賀農業振興事務
所は2015年、「次代の地域を担う土地利用型経
営体の育成」を掲げて農地集積推進チームを結
成、市町村や農協とともに個別経営体の育成支
援に乗り出した。支援対象は経営耕地面積10ha

以上の認定農業者197戸。育成テーマを①大規
模土地利用型経営体の育成②省力技術やスマー
ト農業の導入による経営力の向上③需要に即し
た主要農産物の生産――とし、テーマごとに支
援した。
　その結果、2019年 3月末までに50ha以上の大
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規模経営体が19戸（うち集落営農は 8組織）生
まれ、2015年に比べ46％増えた（図 6 ）。100ha

以上の経営体も2019年 1年間に真岡市で 4戸増
え、6経営体になった。20ha以上の経営体数は
85戸と2015年比44％増え、地域農業を託せる担
い手の育成が進んだ。20ha以上層への農地集積
率は2015年の4.8％から8.6％に高まった。中で
も旧二宮町（現真岡市）は上位14経営体が
1,075haの農地を集積している。
　個別経営体への農地集積が進んだのは施設園
芸との関連が深い。芳賀地域は真岡市がイチゴ
産出額で日本一になるなど、施設園芸が盛んな
地域だ。園芸農家にとって田畑を耕作する人
的、時間的余裕がなく、「田畑が経営のお荷物に
なっていた」（県芳賀農業振興事務所）。その田
畑を土地利用型農家に賃貸・売却した結果、施
設園芸専業と土地利用型の共存という地域農業
の姿が明確になった。
　大規模化した経営体では低コスト・省力化が
進み、乾田直播栽培、ICTを活用した圃場管理
システムや農業用ドローン、ロボットトラク
ターなどスマート農業も普及してきた。さらに
水稲の「栃木の星」、二条大麦「ニューサチホ
ゴールデン」など、需要に見合った新品種への
作付け転換も進んでいる。

　芳賀農業振興事務所は「枝番方式のような集
落営農では生き残れる可能性が小さい。個別経
営体の方が将来の可能性は大きい」とみる。

2.9.　芳賀町は野菜法人を誘致
　一方、地域内に担い手が少ない芳賀町へは地
域外から担い手を誘致した。栃木県は戦後の食
料増産時代に水田 2万 haを開拓している。芳賀
町の稲毛田地区も平地林を開拓した畑に水を流
し込んで水稲を栽培する「陸田」が多い。陸田
では良質な米が生産できないため、離農が増え
耕作放棄地が広がった。
　そこで栃木県と芳賀町は業務用野菜を生産・
加工する農業法人、㈲ワールドファーム（本社
つくば市）と栽培協定を締結し、2019年から梨
畑の跡地1haで試験栽培を開始した。芳賀町は
稲毛田地区の陸田（一部は梨団地）、約26haを
まとめて農地中間管理機構に預け、県の区画整
理事業で整備した後、ワールドファームに賃貸
する。
　ワールドファームはキャベツやほうれん草、
小松菜など露地野菜を生産し、加工場でカット
野菜や冷凍野菜、乾燥野菜に加工して食品メー
カーなどに出荷する。加工・業務用野菜は野菜
販売額の 6割を占め、需要が拡大している分野

図 6　芳賀地域の大規模経営体数の推移

出典：栃木県芳賀農業振興事務所、数字は各年の 3月末
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だ。ワールドファームは南北に長い日本列島の
気候の差を利用して南から北へのリレー出荷で
通年供給体制をつくり、日本の野菜輸入量（年
約100万トン）の半分を国産野菜に置き換える
ことを目指している。
　現在の経営面積は全国で約600ha。全国の17
市町と栽培協定を結んでおり、2015年には中電
工と「中電工ワールドファーム」を設立し、広
島や鳥取、岡山県の圃場を運営する。石川県で
はコマツと耕作放棄地を畑地に開発した。
　栃木県は2018年に「園芸大国とちぎづくり」
を提唱。野菜や果樹などの生産を拡大し、稲作
偏重型の農業構造からの脱却を目指している。
しかし、稲作に比べ野菜栽培は手間がかかるた
め畑や陸田は受け手が少ない。解決策として県
と芳賀町はワールドファームを誘致し、園芸大
国のモデルにする考えである。
　県は担い手不足の育成にも期待する。ワール
ドファームはアグリビジネスユートピア構想を
掲げて、担い手農家の育成を打ち出している。
野菜栽培の経験を積んだ社員に農地を確保し、
のれん分けしていく仕組みだ。「ワールドファー
ムの仕組みを活用して担い手を確保していく」

（芳賀町）としている。

2.10.　異なる農地再編の主役
　農地の集積・集約の主役が集落営農か、個別
経営体かは都府県で大きく異なる。佐賀県や富
山県などは集落営農が農地集積を主導し、地域
農業の構造改革を促している。一方、芳賀地域
のように「個別経営体」がリードする地域もあ
る。
　集落営農の動向から農地再編の主役を探った
のが表 4 である。富山、福井県は1990年代から
集落営農を推進してきた先発地域で、集落営農
数の増減はあるものの、経営耕地面積は着実に
増えている。流動化した農地を集落営農が集積
していることがうかがえる。鳥取、島根、滋賀、
岐阜県なども同じ傾向がみられる。
　一方、岩手県や山形県などは、2007年の品目
横断的経営安定対策後に集落営農が増えた「後
発型集落営農」地域だ。2007年以降、集落営農
数が急ピッチで増加した。だが、山形県は2015
年以降、岩手県も2019年になって経営面積が
減ってきた。この間、県全体の農地集積面積は
増加しているから、個別経営体が再び農地の引

表 4　集落営農の動向

県名 2007年 2010年 2015年 2019年 集落営農の特徴

富山 868
（16,997）

757
（19,553）

780
（20,719）

736
（21,176） 先発型集落営農

福井 516
（11,251）

519
（13,436）

599
（13,741）

580
（15,788） 先発型集落営農

岩手 451
（17,687）

553
（25,505）

667
（27,426）

629
（26,409） 後発型集落営農

山形 246
（6,130）

429
（24,486）

443
（22,544）

487
（21,494） 後発型集落営農

茨城 126
（4,859）

153
（5,011）

155
（5,280）

147
（4,652） 個別経営体主導

愛知 262
（6,775）

220
（6,885）

115
（5,054）

110
（4,457） 個別経営体主導

鹿児島 91
（957）

124
（3,942）

146
（3,763）

109
（2,897） 個別経営体主導

注：上段数字は集落営農数、カッコ内は集落営農の経営耕地面積（作業受託を除く）、ha
出所：農水省「集落営農動態調査」
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き受け手になりつつある。集落営農と個別経営
体の共存型ともいえよう。
　一方、一貫して個別経営体が農地集積を主導
してきたのが茨城、愛知、鹿児島県などだ。愛
知県は集落営農組織数が右肩下がりで、経営面
積もジリジリ低下している。茨城、鹿児島県も
一時、集落営農数や経営面積は増えたが、2019
年には減少に転じた。流動化した農地を個別経
営体が引き受けている。
　農地集積の主役の違いは市町村にも存在して
いる。都府県や市町村は主役の差を把握して、
政策を実施する必要があるだろう。

3．10年後の日本農業

　農地の集積・集約を切り口に、農業の構造改
革を進めるのが政府の狙いだが、果たして日本
農業はどこへ向かうのか。10年後（2030年）を
推測した。

3.1.　日本農業の縮小シナリオ
　安藤光義氏8）は農林業センサスを基に、日本
農業は縮小均衡に向かう可能性が高いと予測す
る。品目横断的経営安定対策によって北九州や
東北地方の集落営農が急増したため、2010年の
農林業センサスでは農地集積が進み構造再編が
進んだ形になった。ところが、2015年農林業セ
ンサスでは多くの都道府県で再び農地が減り始
め、日本農業は縮小均衡局面に入った。
　表 5 は都道府県の経営耕地面積と経営体数に
ついて、2005～2010年の 5年間と2010～2015年
の 5年間の減少率を比較している。それによる
と経営耕地面積も経営体数もほんどの都道府県
で2010～15年の減少率が2005～10年を上回り、
減少幅が拡大している。
　経営耕地面積では、2005～10年の 5 年間に

8） 安藤光義・東京大学大学院農学生命科学研究科教授
9） 大泉一貫宮城大学名誉教授

5 ％以上減少したのは 8都府県だったが、2010
～15年には34都府県に拡大した。10％以上減少
した都府県は2005～10年にはゼロだったが、
2010～15年になると 8県に増えている。
　中でも福島県は東日本大震災の影響で17.5％
減と2005～2010年（1.3％減）から急拡大し、減
少率で全国トップだった。次いで東京都（16.0％
減）、愛媛県（13.5％減）岐阜県（11.5％減）、神
奈川県（11.3％減）、大阪府（10.9％減）と続く。
いずれも2005～2010年よりも減少幅が拡大して
いる。
　一方、福岡県は2005～10年に3.4％減少したも
のの、2010～15年には逆に0.8％増加に転じた。
福井県（0.1％増）や滋賀県（0.2％減）も経営耕
地面積がほとんど変わっていない。この 3県は
農地の受け手がおり、構造再編が進んでいると
いえよう。
　経営体数も減少率が加速している。2005～10
年に15％以上減少したのは24県だったが、2010
～15年には38都府県に広がった。減少率20％以
上でも 8県から10県に増加している。経営体が
減少すれば農地の流動化が進む。2010年までは
流動化する農地の引き受け手がある程度おり、
減少率は小幅だった。だが、2015年になると引
き受け農家も限界に近付いているといえよう。
　今後も高齢化などで経営体の減少は続くだろ
う。その引き受け手が限界に達しているとする
と、日本農業は縮小均衡に陥らざるを得ない。

3.2.　日本農業の再生シナリオ
　一方、大泉一貫氏9）は2030年ごろには企業型
の農業法人が主導権を握るようになり、日本農
業は再生する可能性が高いとみる。
　10年後の日本農業を予測する前に、この半世
紀の農業の動きをみておこう。図 7 は農業総産
出額と農家戸数（農業経営体）の相関関係を表
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表 5　経営耕地面積と経営体数の減少率

都道府県名

経営耕地面積の
減少率

経営体数の
減少率

2005
～10年

2010
～15年

2005
～10年

2010
～15年

北海道 0.4％ 1.7％ 14.8％ 12.5％

青森 0.3％ 6.4％ 14.5％ 19.6％

岩手 2.8％ 3.8％ 17.1％ 17.6％

宮城 2.3％ 6.1％ 20.7％ 23.4％

秋田 0.1％ 3.7％ 20.8％ 19.7％

山形 2.0％ 3.7％ 18.6％ 17.2％

福島 1.3％ 17.5％ 12.4％ 25.8％

茨城 1.7％ 6.2％ 16.3％ 18.9％

栃木 0.8％ 6.1％ 14.3％ 16.5％

群馬 3.0％ 6.5％ 16.7％ 19.4％

埼玉 3.4％ 5.4％ 15.6％ 17.0％

千葉 1.7％ 8.4％ 13.9％ 18.8％

東京 7.4％ 16.0％ 6.1％ 19.2％

神奈川 6.7％ 11.3％ 8.8％ 11.5％

新潟 0.4％ 3.3％ 18.4％ 17.8％

富山 1.3％ 4.5％ 29.1％ 22.5％

石川 1.2％ 3.4％ 22.3％ 22.8％

福井 2.3％ －0.1％ 24.7％ 20.3％

山梨 5.2％ 8.6％ 11.4％ 15.7％

長野 2.7％ 5.9％ 16.8％ 16.3％

岐阜 1.6％ 11.5％ 18.5％ 20.5％

静岡 4.4％ 8.9％ 15.1％ 17.4％

愛知 2.4％ 9.6％ 14.1％ 19.8％

三重 1.3％ 6.0％ 16.9％ 21.4％

都道府県名

経営耕地面積の
減少率

経営体数の
減少率

2005
～10年

2010
～15年

2005
～10年

2010
～15年

滋賀 1.6％ 0.2％ 20.8％ 21.5％

京都 3.1％ 7.4％ 12.6％ 16.9％

大阪 5.2％ 10.9％ 10.8％ 13.3％

兵庫 3.0％ 5.4％ 12.4％ 17.1％

奈良 1.3％ 9.8％ 9.9％ 13.0％

和歌山 4.0％ 8.5％ 9.2％ 11.6％

鳥取 3.6％ 6.4％ 13.2％ 16.6％

島根 4.9％ 7.3％ 17.1％ 20.1％

岡山 4.0％ 9.2％ 14.2％ 18.0％

広島 6.1％ 6.9％ 17.7％ 17.6％

山口 5.7％ 9.9％ 18.7％ 21.5％

徳島 3.7％ 10.7％ 11.7％ 16.0％

香川 6.0％ 7.6％ 19.9％ 18.2％

愛媛 7.9％ 13.5％ 14.2％ 18.7％

高知 3.1％ 10.1％ 12.2％ 16.6％

福岡 3.4％ －0.8％ 22.6％ 16.4％

佐賀 0.7％ 5.9％ 38.4％ 14.0％

長崎 －1.1％ 8.5％ 12.4％ 14.4％

熊本 3.6％ 2.8％ 13.7％ 13.3％

大分 3.1％ 8.2％ 15.6％ 17.0％

宮崎 2.3％ 8.1％ 12.0％ 16.8％

鹿児島 －0.9％ 4.1％ 15.2％ 17.2％

沖縄 3.5％ 4.6％ 12.3％ 5.0％

注： 減少率は2005年から2010年と2010年から2015年のそれぞれ 5年間
出所：2005、2010、2015年農林業センサス
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している。1960年に総農家数606万戸、農業産出
額は1.9兆円だった日本農業は、1976年に489万
戸、9.3兆円に増え、1984年に農家戸数447万戸
（販売農家）で総産出額は11.7兆円とピークに達
した。農家戸数は減ったものの1960年に比べ産
出額は 6倍に伸びた。
　しかし、90年以降は農業経営体の減少と並行
して産出額が減り、2011年には農家経営体数
162万組織、総産出額8.1兆円とピーク時より約
3割落ち込んだ。バブル経済の崩壊に加え、農
家の高齢化など農業の足腰が弱ったことがある
だろうが、経済のグローバル化やコメ離れなど
需要の変化に戦後の農政が対応できなくなった
ことが大きい。
　その後、経営体数は減少を続けたものの、
2016年に総産出額は 9兆円台を回復。2017年に
は123万経営体で9.3兆円に増えている。
　こうした経緯を基に大泉氏は10年後を予測し
ている。まず農業就業人口は今後も減り続ける
が、回帰直線と指数関数を用いて2030年の農業

10） 大泉一貫氏試算。2019年度帝京大学シンポジウム「地域の農業を活かした未来づくりセミナー」（11月 1日）資料

就業人口を予測した（図 8 ）10）。それによると、
2030年の就業人口は最大137.0万人、最小の場合
は53.8万人と、2015年の 4分の 1 に減る。2020
年から10年間に60万経営体が廃業し、100万人
強が離農する計算だ。仮に53万人になると、多
くの集落営農は後継者難が深刻化し、解散に追
い込まれる可能性がある。
　就農人口が減ると、やがて農業は効率のいい
生産スタイルに変わり、産出額が増えてくる。
かつてヨーロッパ諸国の農業が歩んだ道であ
る。ヨーロッパは米国や豪州の広大な農地と機
械に頼った農業に対抗するため、知恵を絞って
付加価値の高い農業をつくった。
　近年は生産効率を上げるために、農業は栽培
技術や新品種の開発、経営手法など知的産業化
が進んでいる。日本の就農人口の減少と農地供
給の増大は、ヨーロッパ型への構造転換を促す
契機になるだろう。
　一方、就農人口が減る中で、若年層には変化
が表れている。2010～15年の年齢別農業経営者

図 7　農業総産出額と農家・経営体数の推移

（注）1989年までは農家総戸数、その後は農業経営体数
出所：農水省「生産農業所得統計」「農業構造動態調査」「農林業センサス」
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数をみると、30歳未満が2,400人と2005～10年に
比べ 9％の増加に転じ、これまでの減少傾向に
歯止めがかかった。30～34歳も5,900人（ 4％
減）と、2005～10年（40％減）に比べ減少幅が
縮小している。
　2015年農林業センサスによれば、年齢別の基
幹的農業従事者は男女合計で75歳以上が 3割、
70歳以上が半分、60歳以上が 8 割を占めてい
る。10年後には大量のリタイアが出ることは間
違いない。そうなると、農業経営者に占める若
年層の比重が高まる。
　大泉によれば、49歳未満の新規就農者は2015
年の10万1,000人から2030年には16万7,000人に
増え、2015年からの累計で35万1,000人になる。
仮に2030年の農業就業人口が53万8,000人とす
ると65％は新規就農者が占める。新陳代謝が進
み、従来の農業にとらわれない生産効率を重視
した経営体が登場する可能性が高い。
　構造再編の進展で農業総産出額に占める「中
小農家」と、年商5,000万円以上の「大規模農家」
とのシェアも変わるだろう。2010年には大規模
農家のシェアが34％なのに対し中小農家は66％
だったが、2020年には大規模農家52％、中小農
家48％と大規模農家が逆転。2030年には大規模
農家74％、中小農家は26％と大規模農家のシェ
アが高まるだろう。
　すでに年商5,000万円以上の農家の平均販売

額は2010年に 1 億8,797万円、2015年には 2 億
1,223万円と 2億円を超えた。今後は年商 3億円
と、中小企業並みの経営体が増えれば雇用は増
え、新規参入者も増加するだろう。

3.3.　成長産業化へのカギは生産性向上
　日本農業が縮小均衡に向かうのか、再生する
のか、カギを握るのは生産性の向上だろう。土
地利用型農業では耕作面積の拡大による機械化
の推進、栽培技術や経営管理技術の向上、さら
には栽培品種の改良などが生産性向上の決め手
になる。就農人口が減る以上、輸入農産物に対
抗して日本農業が生き残るには生産効率を引き
上げるしかない。
　モデルになるのはヨーロッパの成熟農業国
だ。フランス、ドイツ、オランダと日本の生産
性を比較したのが表 5 である。農家 1戸当たり
の農業産出額は 1 ユーロ＝120円の為替レート
で換算すると、フランスが13.4万ユーロで1,608
万円、ドイツ17.4万ユーロで2,136万円、オラン
ダは41.4万ユーロで4,968万円である。これに対
して、日本は827万円でフランスの 2分の 1、ド
イツの 3分の 1、オランダの 6分の 1の水準だ。
　オランダは農地面積こそ小さいが、機械化や
多収型新品種の導入、ICTなどハイテク化で生
産効率を向上させ、世界第 2位の農産物輸出国
に成長した。
　日本の総産出額が劣っているわけではない。
農業総産出額は日本が 9兆2,700億円と、フラン
スを上回っている。だが、小規模農家が多い日
本は 1戸当たりの経営面積が独仏の18分の 1に
過ぎない。今後、農地が集積され大規模農家の
シェアが高まれば、ドイツやフランスに似た農
業構造になり、その後オランダに近づいていく
だろう。
　生産性の格差は国内でも起きている。図 9 は
都府県の労働生産性（農業産出額 /農業就業人
口）と土地生産性（農業産出額 /耕地面積）を

図 8　農業就業人口の将来予測

出所：大泉一貫氏作成
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表している。労働生産性で最下位の奈良県は農
業者 1 人当たり210万円と、鹿児島県（766万
円）、宮崎県（760万円）の 3 分の 1、北海道
（1,227万円）の56分の 1である。
　土地生産性も最下位の富山県が1ha当たり
110万円、福井県が106万円、秋田県108万円なの
に対し、宮崎県は507万円、東京都437万円、神
奈川416万円の 4分の 1だ。
　格差を生む原因は、まず生産品目の違いだ。
日本生産性本部によれば、農業分野の労働生産
性（自営農家の 1時間当たり、2010年）は稲作
が573円なのに酪農は1,077円、肉牛1,239円、養
豚1,958円、野菜731円、果実739円となってい
る。肉牛の労働生産性は稲作の2.1倍、野菜や果
実は1.3倍である。

　鹿児島や宮崎県の労働生産性が高いのは肉牛
や養豚など畜産の比率が高いからだ。茨城、千
葉、群馬、愛知、静岡県、佐賀、熊本県などは
野菜や果実の施設園芸が盛んだ。半面、秋田や
福井、石川、滋賀県などは稲作のウェートが高
く、労働生産性が低い。
　一方、土地生産性は東北や北陸、近畿地方な
ど稲作地帯で低く、関東地方や東海地方、九州
地方で高い。関東や東海、九州の場合は、反収
の高い施設園芸が多いことも影響している。稲
作は1990年代から反収が500kg台と横ばいで推
移し、新たな多収量米の導入も遅れている。新
しい多収米の開発、付加価値の高い作物への転
換、流通コストの削減、加工など 6次産業化の
推進といったイノベーションで、生産性を高め

表 5　先進国との生産性比較

フランス ドイツ オランダ 日本
経営体数（A）
農業産出額（B）
1戸当たり産出額（B/A）
農地面積（C）
1戸当たり面積（C/A）

45.7万経営
613億 €

13.4万 €

2,781万 ha

61ha

27.6万経営
492億 €

17.8万 €

1,672万 ha

60ha

5.6万経営
231億 €

41.4万 €

180万 ha

32ha

112万経営体
9.27兆円
827万円
440万 ha

3.97ha

（出所）欧州は EUROSTAT（2016年）、日本は農水省「耕地及び作付面積統計（2018年）」、「農
業構造動態調査（2018年）」、「生産農業所得統計」（2017年）

図 9　都府県の農業生産性

（注）労働生産性（万円 /人）農業産出額 /農業就業人口、土地生産性（万円 /ha）農業産出額 /耕地面積
（出所）2015年農林業センサス、耕地及び作付面積統計、2015年生産農業所得統計
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る必要がある。

3.4.　集落営農の行方
　生産性向上が求められるなかで、集落営農は
どうなるのか。先述の農水省が2015年に実施し
た集落営農の代表を対象にしたアンケート調査
（複数回答）によると、集落営農の活動目標は
「地域の農地を維持するため」が91.1％を占め、
次いで「地域の生産調整の実施主体となるため」
が55.5％で、「所得をあげて地域農業の担い手に
なるため」は31.9％に過ぎなかった。
　集落営農は守りの姿勢が色濃く、「強い農業」
をつくるための組織になっていない。なかでも
枝番管理型の集落営農などは「補助金の受け
皿」といった性格が残っており、担い手不足な
どに直面すれば事業継承が難しくなる。
　こうした課題を克服しようと、集落営農の合
併や広域連携による規模拡大も目立つ。富山県
射水市の農事組合法人「ファームふたくち」は、
6 つの集落営農が合併し171haの大規模集落営
農になった。集落の範囲を広げて機械・施設の
効率的な利用やオペレーターを確保する狙いが
ある。
　設立時から複数集落で組織する集落営農もあ
る。岩手県盛岡市の農事組合法人「となん」は
農家868戸、770haの「都南営農組合」として発
足、法人化して「となん」になった。現在の経
営面積は1000haを超えている。
　こうした大規模集落営農を除けば、今後10年
間に行き詰まる集落営農も出てくるだろう。そ
うなれば、農地を経営力のある個別経営体など
に転貸せざるを得なくなる。行政などの役割は
集落営農からの事業継承を円滑に進め、強い地
域農業を目指すことだ。集落営農はゴールでは
ない。集落営農は強い農業が生まれるまでの過
渡的組織なのかもしれない。
　農業の再生には一般企業（農業生産法人以外
の法人）の力も必要だ。2009年の農地法改正で、

一般企業も農地リース方式なら農地が利用でき
るようになり、農業に参入した企業は2018年末
には3,286法人（NPO法人を含む）と2009年末の
7倍に膨れ上がった。2013年の「日本再興戦略」
では農業・農村の所得倍増を目指す手法の一つ
として、企業参入の加速化と企業ノウハウの活
用化をあげている。
　たとえば、市町村レベルで全国一の農業産出
額を上げているのは愛知県田原市だ。豊田市も
岡崎市も上位にランクされている。各市に共通
するのは企業との連携だ。愛知県東部から静岡
県西部はトヨタ、ホンダ、ヤマハなどが立地す
る工業地帯だが、農業には他産業の優れたとこ
ろを取り入れようという姿勢が強い。電照菊の
栽培、あるいは農産物の出荷体制など地元企業
のノウハウを応用して生産性を向上させた。
　土地利用型農業の生産性を上げるには経営規
模の拡大が欠かせないが、それだけでなく、収
益性の高い作物を取り込んだ経営の複合化、あ
るいは食品関連企業などと連携してフードバ
リューチェーンを構築して流通コストや物財費
を削減することも重要だ。こうしたシステムが
できるかどうかが、農業の再生につながる。

4．おわりに

　2007年の品目横断的経営所得安定対策は当
初、担い手農家に農地を集約するために個別経
営体を助成対象にしていた。これに全国農協中
央会など農業関連団体が小規模農家の切り捨て
につながると反対し、集落営農も対象に加えた
経緯がある。それだけに集落営農には地域の中
小農家を維持するという狙いが色濃い。枝番管
理型の集落営農のように「補助金の受け皿」的
な機能も残っている。
　確かに農地の集積・集約には果たす集落営農
の役割は大きい。特に担い手農家が少ない山陰
や北陸地方では重要な組織だ。問題は多くの集
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落営農が農地の維持に力点を置き、「強い農業」
をつくる原動力になりそうにないことだ。いず
れ行き詰まり、経営力のある個別経営体や農業
法人に取って代わられるところも多いだろう。
　各地域には有能な経営者が率いる経営体が少
なくない。栃木県の芳賀地域のように経営面積
が100haを超す経営体が相次ぎ誕生している地
域もある。日本農業法人協会や食農連携機構な
ど農業法人の全国組織の活動も活発になってい
る。
　急激に離農が進む日本農業は当面、縮小の道
を歩むだろう。就業人口も減少していく。そう
した中で、農業をビジネスとする経営体や農業
法人が主導する強い農業が生まれてくるだろ
う。
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Farmland Accumulation and Japanese Agriculture in Next Decade

Hiromichi KANEKO
Researcher of Research Center for Regional Revitalization Teikyo University

 The Japanese agriculture, especially paddy field agriculture, the system that has been 
continuing since the high growth period is undergoing reorganization. The government established 
Farmland Intermediary Management Institutions (Farmland Bank) in 2014 to intermediate renting 
or dealing of farmland for undertaking farmland accumulation due to agriculture separation 
caused by an aging and a shortage of successors. Because the elongation percentage of the 
accumulation has slowed down in 2019, they are trying to reconsider Farmland Bank relevant law 
such as to enforce inter-farmers ’ conference and aiming to raise the percentage of the 
accumulation. Taking this opportunity, large-scale farming operation including corporations or 
village-based farming organizations has developed, searching for multifarious business 
development making out of conventional rice and wheat-based farming. Especially, the village-
based farming organizations accumulation has been developing. Although, there is still an issue of 
continuity for the village-based farming organizations because of a shortage of successors and 
other reasons. Will Japanese agriculture make downward spiral or take steps to come to life again 
in next decade? In this lecture, we will verify how Japanese agriculture stands in 2030 through 
statistical analysis data of farmland accumulation and field evaluation.

Key words: Farmland Intermediary Management Institutions, farmland accumulation, village-
based farming organizations, a shortage of successors, agriculture separation
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ふくしま復興とイノベーション・コースト構想

山　川　充　夫＊

1．はじめに
2．福島復興計画と福島イノベーショ
ン・コースト構想

 2.1.　 『福島県復興ビジョン』と『福島
県復興計画（第 1次）』

 2.2.　 復興計画（第 2次）と総合計画
（新生ふくしま）との一体化

 2.3.　 福島イノベーション・コースト構想
 2.4.　 ふくしま復興事業のハブとなった福

島イノベーション・コースト構想
3 ．福島イノベーション・コースト構想
の中核事業所の立地

 3.1.　 廃炉国際共同研究センター国際
共同研究棟の立地

 3.2.　 ロボットテストフィールド・国際産
学官共同利用施設の候補地選定

  3.2.1.　 ロボットテストフィール
ド・国際産学官共同利用施
設の基本理念

  3.2.2.　 ロボットテストフィールド
の立地条件

  3.2.3.　 国際産学官共同利用施設の
立地条件と候補地選定

 3.3.　 再生可能エネルギー由来水素プ
ロジェクト実証候補地

 3.4.　 東日本大震災・原子力災害アー
カイブ拠点施設

4 ．廃炉国際共同研究センター・楢葉遠
隔技術開発センターの概況と地域連
関性

 4.1.　 福島イノベーション・コースト
構想と施設整備プロジェクト

 4.2.　 日本原子力研究開発機構 /福島
研究開発部門

 4.3.　 廃炉国際共同研究センター・楢葉
遠隔技術開発センターと地域連関

5 ．おわりに

要　旨

　原子力災害からの復興の目玉である福島イノベーション・コースト構想は「創造的復興」の 1つである。
それは当初、再生可能エネルギーと医療産業集積として進められたが、アメリカにおけるディザスター・シ
ティとハンフォード・サイトの視察を契機として廃炉事業とロボット産業とが前面に出てきた。福島イノ
ベーション・コースト構想に関係する諸施設の立地条件は、フィールド系では広くて平坦な土地を確保でき
る場所に、廃炉関連では福島第一・第二原発の周辺に引き付けられている。その配置には地域バランスを読
み取ることができ、福島イノベーション・コースト構想関連施設の立地は被災地域の復興に貢献するのは確
かである。しかし地元経済社会への波及効果は、地元企業では周辺業務の受注が中心であり、まだよく見え
ない。廃炉・ロボット・エネルギー関連を軸とした地域産業の集積には、なお長い道のりが待っている。

キーワード： 原子力災害　ふくしま復興　イノベーション・コースト構想　原発廃炉　再生可能エネル
ギー　ロボット産業　産業集積　立地条件

＊福島大学名誉教授・帝京大学地域活性化研究センター研究員・帝京大学経済学部元教授
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1．はじめに

　東京電力福島第一原子力発電所（以下、福一
原発）のメルトダウン事故をともなう東日本大
震災は、原子力発電所のみならず石炭火力発電
所を稼働停止に追い込んだ。またサプライ
チェーンの寸断は製造業の生産停止をもたら
し、放射能汚染と津波によって水稲生産を始め
とする第 1 次産業も打撃を受けた。それ以上
に、放射能汚染は双葉・相馬地域の市町村の全
部または一部の住民に避難指示をもたらし、住
民が居なくなった地域は産業経済活動が空白化
した（山川、2017）。
　16兆9000億円1）と推定される未曽有の被害に
対して、国民を始め日本社会は3821億円2）の義
捐金を拠出し、保険会社は 1兆2167億円3）の地
震等損害保険を支払った（山川、2018）。国家は
東日本大震災復興のために2011年度から2018年
度までの 8年間に35兆2536億円4）の予算を組ん
だ。東京電力は原子力賠償請求に対して2019年
12月末現在で 9兆3261億円5）を支払っている。
こうした義捐金・損害保険・原子力賠償・国庫
支出金は県民経済計算では県外からの所得移転
として算定され、福島県内での資金循環を潤沢
なものとし、固定資本形成の旺盛な増加と可処
分所得の増加をもたらし、その一部は家計現実
最終消費を底支えし、県民貯蓄を維持してき

1） 内閣府（防災担当）「東日本大震災における被害額の推計について」2011年10月21日
 http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/110624-1kisya.pdf（2020年 1月16日接続）
2） 日本赤十字「東日本大震災に係る日本赤十字社等義援金配分状況（平成30年11月30日現在）」
 http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/gienkin_301130.pdf（2020年 1月16日接続）
3） 「東日本大震災の地震保険支払額、1兆2167億円─日本損害保険協会」https://www.rescuenow.net/news/11260（2020
年 1月16日接続）

4） 復興庁『東日本大震災からの復興の現状と取組』2019年 8月（p.29）
 https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2-1/201908_Pamphlet_fukko-jokyo-torikumi.pdf（2020年 1 月
16日接続）

5） 東京電力「賠償金の累計支払額の推移」
 http://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/results/index-j.html（2020年 1月16日接続）
6） 東日本大震災復興構想会議決定「復興構想 7原則」2011年 5月10日。
 https://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou4/7gensoku.pdf（2020年 1月16日接続）

た。しかし民間最終消費支出の回復の足取りは
弱く、財貨・サービスや除染・復興作業の雇用
は県外への依存を高めた（山川、2020）。こうし
たことは避難指示区域が設定された後、全面的
あるいは部分的な解除が行われている双葉・相
馬地域でもみられ、例え原子力賠償があったと
しても（山川、2019b）、またきめ細やかな政策
対応をしても、避難した商工業者の生業（なり
わい）再開は容易ではない（山川、2019a）。
　国の復興構想会議は2011年 6月25日に「復興
構想 7原則」6）を通じて「創造的復興」を提言し
た。それは「被災した東北の再生のため、潜在
力を活かし、技術革新を伴う復旧・復興を目指
す。この地に、来るべき時代をリードする経済
社会の可能性を追求する」（第 3原則）や「被災
地域の復興なくして日本経済の再生はない。日
本経済の再生なくして被災地域の真の復興はな
い。この認識に立ち、大震災からの復興と日本
再生の同時進行を目指す」（第 5原則）に見ら
れ、「創造的復興」は 7つの原則のうち 2つを占
めている。
　福島県は2014年にアメリカ合衆国ヒュースト
ンにあるテキサス A&M大学のディザスター・
シティとハンフォードでの放射能汚染水対策と
周辺地域での産業集積の視察を契機として、福
島県の原発災害被災地に国際研究産業都市を建
設することを構想（福島イノベーション・コー

12345678
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スト構想）し、国家プロジェクトとして事業化
に着手した。それは復興構想会議が企図した
「創造的復興」に合致している。しかしそれが被
災地の地域産業経済にどのように切り結ばれる
かはまだ明らかでない。
　本稿では、新たに進められようとする福島イ
ノベーション・コースト構想が、ふくしま復興
においていかなる役割をもち、かつて原発城下
町として偏った地域経済構造を持っていた福島
県双葉・相馬地域（以下、相双地域）の再生な
いしは復興にどこまで内発性を持ちうるのかに
ついて、検討したい（山川、1987）。この検討に
あたっては、まず福島イノベーション・コース
ト構想がどのような経過で登場してきたのかに
ついて、福島県東日本大震災復旧・復興本部会
議及び新生ふくしま復興推進本部会議での議論
を辿りたい（ 2．）7）。福島イノベーション・コー
スト構想は、当初は福島県が提起する形態を
とっていたものが、福島復興特別措置法に基づ
く福島復興再生基本方針に盛り込まれ、国家プ
ロジェクトに格上げされ、各種研究開発機能を
もつセンターやフィールドが設置（誘致）され
てきた。この誘致施設がどのような立地条件を
必要としたのか（ 3．）、またそれが地域経済と
の関係性をどの程度持つのか（ 4．）を検討し、
復興としての意味を考えたい（ 5．）。

7） この節で取り上げる「福島県東日本大震災復旧・復興本部会議」及び「新生ふくしま復興推進本部会議」の「議
事録」 は、「 新生ふくしま復興推進本部会議」 のホームページ（https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/
fukkouhonbu03.html）に掲載されている。なお鍵括弧（「」）での引用については、そのページ数を記した。また単
に「議事録」と表記するものは、「福島県東日本大震災復旧・復興本部会議」及び「新生ふくしま復興推進本部会
議」の議事録を指す。

8） （第 1回）と丸括弧書きで表記するものは、「第 1回福島県東日本大震災復旧・復興本部会議」を略したものであ
り、以下、同様である。また回数の後の年月日は、当該会議の開催日を指す。

2．福島復興計画と
福島イノベーション・コースト構想

2.1.　 『福島県復興ビジョン』と『福島県復
興計画（第 1次）』

　福島県は東日本大震災と原発事故災害という
未曽有の被災で混乱する中、福島県東日本大震
災復旧・復興本部会議を立ち上げ、当面の対応
を議論した（第 1回、2011年 5月20日）8）。また
福島県は「福島県復興ビジョン検討委員会」を
立ち上げ、基本理念とともに、応急復興に焦点
をあてる「復旧・復興に関する事業」を検討し
た。その際、佐藤雄平福島県知事（以下、佐藤
知事）は「現存の福島県の産業を元に戻す『復
旧』を急ぐ事をお願いしたい。福島県には被災
している10万人の方がいて、就労について考え
ていく事になる」と発言した（第 2回、2013年
6月21日、p.4）。さらに「政府の復興会議へ行っ
た時に復旧という言葉がしっくり来なかった、
復興と言うのに躊躇した。しかし皆の努力によ
り復旧も進んできて、新しい福島県を作ろう」
（第 4回、2011年 8月11日、p.4）と発言し、『福
島復興ビジョン』を県是として掲げることに
なった（図 1 ）。
　他方で福島県は復興計画を国家プロジェクト
に格上げする努力を行うが、そのためには原子
力災害が地震・津波災害とどう違うのかが強調
されなければならなかった。福島県は国に「原
子力災害による被災地域の再生に関する特別法
（福島再生特別法（仮称））」の制定を要望した
際、その違いを次のように説明した（第 5回、
2011年 8月19日）。

52 帝京大学地域活性化研究センター年報　第 4 巻（2020）

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   52 2020/03/27   9:46:18



　第 1 は大前提の違いへの言及であり、原子力
災害は「自然災害」ではなく「国策に伴って生
じた災害」としたことにある。第 2 は「地震・
津波の被害箇所は原発事故に比べて局地的（引
用者：浜通り沿岸部）であり、原子力事故災害
は被害が全（同：福島）県的にわたって面的に
広く及んでいる」という違いである。第 3 は原
子力災害においては福島県の「被災自治体数は
極めて多数。特に警戒区域等の自治体では人口
流出と機能低下が懸念」されており、地震津波
被害の場合にはそれらが「相対的に少数」であ
ることを強調した。第 4 は地震・津波では「被
害は、津波による住宅・市街地の喪失やインフ
ラへのダメージからのまちの再建」であるが、
原子力災害での「地域再生には民生の安全回
復、健康管理が不可欠」なだけでなく、「ふるさ

9） 福島県「原子力災害による被災地域の再生に関する特別法について（福島再生特別法（仮称））（案）」2011年 8月。
 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/216576.pdf（2020年 1月16日接続）
10） 出所は https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000025（2020年 1月16
日接続）

11） 第 7回福島県東日本大震災復旧・復興本部会議「資料 2　福島復興再生特別措置法案の概要」2012年 3月23日。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/216570.pdf（2020年 1月16日接続）

12） https://www.reconstruction.go.jp/topics/houshinhonbun.pdf（2020年 1月16日接続）

と帰還を支える広域での地域整備も必要」と主
張した。第 5 の違いは地震・津波の被害は「農
林水産業や地場産業への被害」であるが、原子
力災害は「農林水産業の他、企業立地での競争
力、集客力の著しい低下等、産業全般の地盤沈
下が深刻」な状況にある9）。
　福島県が求めていた特別措置法制定の要望を
受け（第 7回 p.1、2011年12月28日）、国は『福
島復興再生特別措置法』（法律第二十五号）10）を
2012年 4月 1日に施行した11）。これは「原子力災
害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復
興・再生を推進」することと、「福島の地方公共
団体の自主性・自立性を尊重しつつ、国の責務
として総合的な施策を策定、実施」することと
を「目的・基本理念・国の責務」とし、その基
本的な方針を定める『福島復興再生基本方針』12）

図 1　福島復興計画（第 1次）の構成

出所：福島県『福島県復興計画（第 1次）～新生ふくしまを目指して～進捗状況』2012年 6月。
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を2012年 7月13日に閣議決定し、復興庁が作ら
れた。その基本方針は、以下の 4つの柱から構
成された。
① 避難解除等区域の復興及び再生のための特別
措置

② 放射線による健康上の不安の解消その他の安
心して暮らすことのできる生活環境の実現の
ための措置

③ 原子力災害からの産業の復興及び再生
④ 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的
な推進

　そのうち福島イノベーション・コースト構想
につながる新産業創出にかかわる基本方針は④
に含まれ、基本方針に即して、再生可能エネル
ギー源の利用促進、高度医療技術等に関する研
究開発拠点の整備その他の新たな産業の創出等
に寄与する取組を重点的に進めるとし、福島県
が『重点推進計画』を作成し、国がこれを認定
するとなった。
　国はこの特措法に基づき作成した「福島復興
再生基本方針（案）」を事前に福島県に提示し
た。福島県は本文案の記述では不十分と判断
し、以下の項目にふくしま復興・再生を図る上
で極めて緊急性・重要性が高いことの明記を求
めた（第12回 p.1-2、ただし簡略化、2012年 7月
2日、）。
① 「ふくしま産業復興企業立地補助金」拡充の
ための財源確保と所要額を積み増すこと。

② 「東日本大震災復興交付金等、福島復興再生
のための財政措置」では、復興交付金制度の
運用弾力化や自由度の高い交付金制度の検討
等を行うこと。

③ 「JR常磐線の早期全線復旧」では、国が責任
を持って、「早期全線復旧を確実に促進する」
こと。

④ 「避難対象地域等、全県の除染目標」では、追
加被ばく線量の年間1mSv以下を目指すこと。
⑤ 「森林の除染」では、森林の除染なくして県

民生活の安心と安全は確保出来ないことから
早期に方針を示し、実施すること。
⑥ 「再生可能エネルギー、医療機器関連の拠点
の整備」では、機能の強化にとどまらず、「拠
点整備」すること。
　このなかで福島イノベーション・コースト構
想に、直接つながっていくのは⑥である。

2.2.　 復興計画（第 2次）と総合計画（新生
ふくしま）との一体化

　福島復興再生基本方針が出されたことで、福
島県は復興計画（第 1次）を見直し、総合計画
との一体化を進めた。見直し総合計画は、名称
を「ふくしま新生プラン」とした。「ふくしまの
目指す将来の姿」の基本目標は「夢・希望・笑
顔に満ちた“新生ふくしま”」とし、新総合計画
の期限は復興計画に合わせて2013年から2020年
まで 8年間の計画とした。また「政策別分野別
の主要施策」の基本の 3本柱は変えないものの、
「活力」の箇所には再生可能エネルギーを新たに
付け加えた（第17回 p.1、2012年12月 3日）。こ
れを受け、産業復興再生計画・重点推進計画
（素案）策定と投資促進特区の区域が見直され
た（第18回 p.1、2012年12月25日）。これは「工
場立地状況」での届出件数がリーマンショック
前の2006年、07年のレベルに戻ってきたものの
（第19回 p.3、2012年12月28日）、なお深刻な中小
企業の二重債務問題があったからである（第20
回 p.3、2013年 1月28日）
　この総合計画の改訂に合わせて、福島県復興
推進本部会議の名称は、「福島県東日本大震災
復旧・復興本部会議」から「新生ふくしま復興
推進本部会議」に変わった（第 1回新生ふくし
ま復興推進本部会議（以下、新生第 1 回 p.1、
2013年 3月11日）。
　福島特措法に基づく産業復興再生計画は、各
産業の着実な復興と自立、強みを生かし相互に
連携して新時代をリードする産業と雇用の創出
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とを共通理解とし、重点推進計画では復興計画
の柱である再生可能エネルギーと医療関連分野
を中心に、研究開発拠点の整備を通じて新産業
創出や産業の国際競争力の強化等を重点的に進
めるとした（新生第 2回 p.2、2013年 3月25日）。
新産業創出関連では、福島国際医療科学セン
ターの整備（健康・医療）、福島空港を活用した
メガソーラーの整備（再エネ）、（仮称）福島県
医療機器開発・安全性評価センターの整備（医
療関連産業）、水産種苗研究・生産施設の移転
再開の推進（農林水産業）などがあがった（図
2 ）13）。
　この時期、「創造的産業」として福島県が注視
したのは、新産業としての医療関連産業集積と
再生可能エネルギーであった。医療関連産業の
集積については、特区（国家戦略特区）で国際
競争力の強化に資する三つのプロジェクトの実

13） 国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）福島再生可能エネルギー研究所が2014年 4月に郡山市で開所し
た。

施を求めた。①生産力の国際化については、医
療機器メーカー等の福島県への集積を図り、世
界に対抗できる生産拠点を形成する。そのため
医療機器の国際的規格 ISO13485の取得を集中
的に支援し、取得企業への税制特例措置を求め
て行く。②評価力の国際化については、開発さ
れた国産の医療機器を世界で通用するレベルで
評価し、早期の市場展開を支援するだけでな
く、福島県医療機器開発・安全性評価センター
で行う医療機器の安全性評価を国際レベルに引
き上げるために、海外の審査機関の専門家を招
へいし、その外国人を受け入れるための在留資
格の緩和などを求めて行く。③販売力の国際化
については、有望な医療機器開発案件を早期に
事業化し、国内外への販売に繋げる。そのため
には国の審査機関が優先的に審査を行い、世界
に先駆けて国内市場、海外市場に販売していく

図 2　2013年度において進める県の主要な復興の取組

出所： 新生ふくしま復興推進本部「資料 2　平成25年度において進める県の主要な復興の取組」2013年 4月
8日。

ふ
る
さ
と
で
働
く

安
心
し
て
住
み
、
暮
ら

す

ま
ち
を
つ
く
り
、

人
と
つ
な
が
る

が実 する
の支

者 成など 体
の

回 プ クト

２原子
の

に けた みに対す
る の

生
者支

住 の提供、 の 、
・ の の

者の生 整
地 の帰 に けた生

の 整
原子 の 実 の実
現
生 支 プ クト

・
・ の

体 の回
り地 の

際 学 ン ーの
整 年度
県 の 身の を るプ

クト

子 て
歳以下の県 の の

内 の整 ・ の支
動 上、自 体験の 実、地

に り の支
学 入学 定者 の の
の を う 生の 外

の支
地 を う子ども・ 者 成プ

クト

支
グ ープ 、 小

・ 支 の
の ・ の

地 や 度の
用
県 の 評払

、アンテ ショップ
の 用

生 ー
を 用した ーラー

体式 上 の実
の ２ 基整

の支
ア リー くし

ま による 支
生 ー プ
クト

関連
県

・ 評価 ン ーの整
実 計・ 法 の

の 支
分 の 整 に

けた
関連 プ ク

ト

イン ラ
連 の整 、
対 の実

「 くしま 生 」の
うち、 の調査 計

量 の 的な現
対 カー の解 、

対 など
県 連 ・ ットワー
ク基 プ クト

地
地整 のための

地の用地
の を付 した

整 を し、 重の
の を う

口の 上を考 し
た の

地 まち くりプ
クト

小 プ クト

⑩
「八重の 」と連動して

・
くしま八重 による な

ど
果を県内に さ る

ための ース くり ー
アーの実 など

「八重の 」 を
えた 年度 の関係

くしまの プ ク
ト

き な くり
地の 統 体 の
、 の実
の に関する

の
地 での子 てや
に関する の 行
くしまき な くりプ
クト

を提供するための
り み

生 の回 と地
の

森 性と 性 の
対 の 体的

・生 の
の
を するため

の 支
生プ ク

ト

12345678

55ふくしま復興とイノベーション・コースト構想（山川）

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   55 2020/03/27   9:46:19



ための規制緩和を求めた（新生第10回 p.3。2013
年 9月 9日）。そして「医療機器産業にかかるグ
ローバル展開（ドイツ）」（2013年11月20～23日）
を実施した14）。
　後者の再エネについては、福島県総合計画審
議会からの意見を受けて、「福島県再生可能エネ
ルギー推進ビジョン」として発信し、方向性を
正しく示すこと、また再生可能エネルギーの大
量導入や再生可能エネルギー関連産業の振興等
により、集積に向けた取組を強化し、原子力に
依存しない持続可能な社会を目指すとした（新
生第13回資料1p.4、2013年11月15日）15）。具体的
には、①福島空港メガソーラー（1,200kW）を
設置し、産業技術総合研究所（産総研）と連携
して30種類のソーラーパネルの評価を行うとと
もに、環境教育の場として活用する。②県民参
加型ファンドを導入し、発電事業の利益を県民
に還流する。③復興公営住宅に太陽光発電を導
入する。④避難地域における太陽光発電施設の
設置のために、第一種農地でも転用できる規制
緩和を進める。⑤農業用ダムで470kWの小水力
発電を概略設計を進め、四時（しとき）ダムで
は2015年からの発電及び ESCO16）サービスを開
始する。また NK福島水力発電株式会社と契約
締結を行い、2015年 4月から発電等のサービス
を受ける、などであった（新生第14回 p.1-3、
2013年12月 2日）。

2.3.　 福島イノベーション・コースト構想
　福島イノベーション・コースト構想は2014年
1月14日から19日までヒューストンのテキサス

A＆M大学とハンフォード・サイトの視察を土
台にして作られた。それまでの医療産業集積や

14） 医療関連産業集積推進室「医療機器産業にかかるグローバル展開（ドイツ）実施結果について」2013年12月 2日。
 https://www.pref.fukushima.lg.jp/download/1/kikaku_chosei_honbusiryo_n14-3.pdf（2020年 1月16日接続）
15） 「総合計画審議会からの主な意見と県の対応方針」
 https://www.pref.fukushima.lg.jp/download/1/kikaku_chosei_honbusiryo_n13-1.pdf（2020年 1月16日接続）
16） エネルギーマネジメント推進協議会の略。

再エネ推進に加えて、廃炉事業やロボット産業
が前面に登場することになった。以下は視察報
告のポイントである（新生第17回 p.3-4、2014年
1月31日）。
　第 1 はテキサスA＆M大学のディザスター・
シティ「災害の街」の視察からの所産である。
1995年にオクラホマシティ連邦ビルで爆破テロ
（犠牲者168名、負傷者800名余り）があり、これ
は9.11以前のアメリカ史上最大のテロであっ
た。これを契機に大規模災害への対応訓練用の
施設が作られ、視察時点で、そこでは年間 8万
人以上の消防関係者が研修を受けていた。また
災害ロボットの第一人者であるマーフィー教授
が実際にテストフィールドとして活用し、東京
工業大学の研究チームもロボットの実験を行っ
ていた。A＆M大学が開発したロボットは、東
日本大震災を含め、ロボットが活躍した34の災
害のうち、15の災害で投入された。また施設だ
けでは不十分で、演習をしっかり行い、操作す
る人間とロボットとの相互作用、調和が非常に
重要であるとの教訓も得た。
　第 2 はハンフォード・サイトの「廃炉」視察
から得られた教訓である。ここは1943年に第二
次世界大戦中のマンハッタン計画による原子力
爆弾の製造のために、コロンビア川沿いに 8つ
の原子炉、中央部にプルトニウム精製施設が配
置されたが、東西冷戦の終結とともにその役割
は終わった。視察団が関心をもったのは、放射
能で汚染された地下水が川に流れ込み地域住民
の飲み水等へ影響を及ぼすことを防ぐため、川
岸に井戸を 5メートル間隔で掘り化学物質を流
し込んで、ストロンチウムの95％を吸着できた
ことにある。
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　第 3 はハンフォード周辺の経済活動等の視察
から創造的復興のアイディアを得たことにあ
る。ここからはトリシティズ（自治体）、トライ
デック（日本でいうと商工会議所的なNPO）、大
西洋北西国立研究所、ワシントン州立大学の 4
者が一体となり、原子力依存から地域経済を多
様化する取り組みを行った。特に太陽光発電、
電気バス、バイオ燃料分野などが成長し、150以
上のベンチャー企業を創出できたという教訓で
ある。またカリフォルニアワインに次ぐトリシ
ティズのワインの醸造など、復興に向けた様々
な取組も行われた。
　これらを教訓とする福島イノベーション・
コースト構想は、2014年 6月20日に総理大臣か
ら承認され、同年 6月23日の「骨太の方針」に
盛り込まれた。主要プロジェクトは次のようで
あった（新生第24回 p.1-2、2014年 6月27日）。
① 国際廃炉研究開発拠点では、放射性物質分
析・研究施設を整備し、国際的に魅力のある
拠点の形成。
② ロボット開発・実証拠点では、モックアッ
プ17）試験施設や福島ロボットテストフィール
ドの整備。
③ 国際産学連携拠点では、全国の原子力関係の
研究室の集結、産学連携体制を整備し、ベン
チャー企業による雇用促進。併せて原子力災
害の教訓を継承するため、教育研究拠点であ
るアーカイブ拠点の盛り込み。
④ 新たな産業集積では、スマート・エコパーク
の整備やエネルギー関連産業の集積、及び
ICTやロボット技術を生かしたスマート農業
の推進、水産研究施設の機能強化。
⑤ 関連する交通インフラや産業・生活のインフ
ラの整備。
　内堀雅雄副知事は、新生ふくしま復興推進本
部会議の議長を務め、国際研究産業都市構想等

17） 実物と同じ大きさに作った模型のこと。

視察団に参加していたが、2014年10月の福島県
知事選挙で当選し知事となった。内堀新知事は
新産業推進の重点を再エネ・医療産業から原発
廃炉・ロボット産業へのシフトを担うことに
なった。すなわち「再エネ関連」では産総研の
福島再エネ研究所を核とした地元企業の技術支
援であり、これは産業人材の育成を重点とし
た。医療関連産業の集積では医療機器製造企業
の拠点と一緒に災害対応ロボット技術開発への
支援を行うと発言した（新生第28回 p.6、2014年
10月27日）
　ロボット産業は福島県の復興を牽引する極め
て重要な産業に位置付けられ、災害対応分野、
介護分野、農林分野など、多岐にわたる分野で
の活用が見込まれた。ロボット産業推進につい
ては、全国 3位まで成長した医療機器産業の集
積に向けた取組を参考とし、福島イノベーショ
ン・コースト構想と関連させる「ふくしまロ
ボットバレー」政策を展開するとした。そこで
の力点の 1つはロボットの地産地消にある。そ
れは関係部品を地域内で調達していくことを求
めた。ただしロボット産業は研究開発してもな
かなか市場化・製品化に結びつかない「死の谷」
があるので、ある程度は官主導による需要喚起
が欠かせず、つまり国家プロジェクトとしての
位置づけを不可欠とした。
　国の「ロボット革命実現会議」が取りまとめ
た「ロボット新戦略」に「福島浜通りロボット
実証区域（仮称）」の設置が盛り込まれることに
なり、福島イノベーション・コースト構想のロ
ボットテストフィールドの検討が加速化され
た。その見込みは、インフラ点検ロボや無人ヘ
リなど、様々な研究開発を行っている県外企業
や大学がこの実証区域で研究開発・実証を行う
ことにあった。内堀知事は、福島イノベーショ
ン・コースト構想の主要な柱となる廃炉作業ロ
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ボット、災害対応用ロボット、アシストスーツ
やマッスルスーツのように、担い手の労働環境
を革新的に改善するロボットを、福島県内の
様々な場所で医療福祉・農業分野に導入し、県
民の豊かな暮らしを実現したいと発言した（新
生第32回 p.5、2015年 1月26日）。

2.4.　 ふくしま復興事業のハブとなった福島
イノベーション・コースト構想

　福島イノベーション・コースト構想には、「ロ
ボットテストフィールド」、「国際産学連携拠
点」、「スマート・エコパーク」という国サイド
の検討会、「エネルギー関連産業プロジェクト」、
「農林水産プロジェクト」など県・市町村などの
福島サイドの分科会で検討された。この結果を
受け、原子力に依存しない「新たなエネルギー
の創出」、「エネルギーの地産地消」、「関連産業
の集積」という 3つの柱のもと、安定した雇用
を創出する役割をになう10のプロジェクトが並
んだ（新生第40回 p.1-6、2015年 6月 1日）。
　第 1 の柱は「新たなエネルギーの創出」に関
わる再エネ関連産業プロジェクトである。風力
発電については陸上と洋上の 2つがある。陸上
風力発電については主に阿武隈山系や沿岸部で
の適地選定調査を行い、避難地域等での再エネ
の導入の拡大を推進し、事業規模は50万キロ
ワット程度を想定した。洋上風力発電は 2 メ
ガ、7メガ、5メガの 3つの風力発電が計画され
た。そのうち 2 メガは既に設置済み、7 メガの
風力発電は2015年 6月末にいわき市で安全祈願
祭が行われた。
　 2 つ目の柱は「エネルギーの地産地消」に関
わる「復興まちづくりのためのスマートコミュ
ニティ形成プロジェクト」である。これはス

18） 相馬 LNG基地は2018年 3月28日に開業した。これは国内天然ガス供給ネットワークにおける重要拠点の一つとし
て石油資源開発株式会社（JAPEX）が相馬郡新地町の相馬港 4号埠頭に設置し、国内最大級となる23万 klの地上
式 LNG（液化天然ガス）タンクのほか、LNG気化設備、LNGローリー出荷設備、LNG内航船・外航船桟橋など
の施設を持つ。

マートメーターや通信制御システム等により、
地域の再エネを公共施設や住宅等に導入し、ま
ち全体で最適なエネルギーの利用、省エネにつ
ながる取組を推進するものであり、分散型電源
による災害に強いまちづくりを目指すモデル事
業を 3 箇所程度選定するとした。さらに水素
キャリアに関する研究・開発を行う「水素によ
るエネルギー貯蓄・効率的利用プロジェクト」
を産総研と連携して実施し、水素ステーション
の建設等も含めた燃料自動車による地域交通
サービス等の実証事業も検討するとした。また
再エネの次世代技術開発事業である土着の藻類
を活用する「バイオマスプロジェクト」が南相
馬市で進み、培養池や研究・開発・実証を行う
施設、設備等が稼働している。今後、この藻を
使って、燃料化技術の開発に向けた検証や採算
性の確保のため低コスト化の方策を検討してい
く。
　 3 つ目の柱は「産業集積」に関する「浜通り
のポテンシャルを生かした産業の集積」であり、
浜通り地域のエネルギー産業関連プロジェクト
を核に産業基盤の再構築を図り、工業団地の整
備や産業集積の支援制度等の創設を考えてい
る。主に、風力、蓄電池、LNG等18）のエネル
ギー関連産業や国際産学連携拠点およびロボッ
ト関連産業の集積を図り、誘致企業約150社と
雇用創出約1,800人を想定した。
　ロボット産業が応用展開していく範囲は、以
下のような農林水産分野のイノベーションにも
及んでいる。
・ 水稲超省力・大規模生産・畑作物大規模生産
等プロジェクト：土地利用型作物の生産につ
いて、自動走行トラクターや除草ロボット等
を活用し、超省力化ないしは大規模生産の実
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証等で生産コストを可能な限り低減し、地域
農業の再構築を図る。
・ 環境制御型施設園芸構築プロジェクト：ICT

を活用して温度や湿度等を高度に制御する植
物工場や施設園芸を導入する。
・ フラワー・コースト創造プロジェクト：風評
の影響が少ない花など食用以外の作物への転
換を図る。
・ 阿武隈高地畜産業クラスタープロジェクト：

ICTやロボット技術等を最大限に活用し大規
模繁殖農場の共同経営モデルを構築する。
・ 県産材の新たな需要創出プロジェクト：海岸
防災林の植栽作業を自動化できるロボットの
開発検討や県産材の需要創造が期待できる
CLT19）など。

・ 水産研究拠点整備プロジェクト：魚介類の安
全・安心の確保や操業自粛により増加した水
産資源の持続的利用、新たな増養殖技術の開
発により漁業の再生・発展を図るために、放
射性物質対策の研究・情報発信を行う拠点を
整備する。
・ 作業支援プロジェクト：担い手不足や高齢化
に対応して、重労働である農作業の軽減化を
図る農業用アシストスーツや農作業支援ロ
ボットの開発・導入を進める。
　そしてこれらは国の「重点推進計画」に載り
（新生第77回 p.2-4、2018年 2月14日）、2018年度
以降、研究・開発・実証・支援として進められ
ている（表 1 ）20）。

19） CLTとはひき板を繊維方向が直交するように積層接着したパネル。
20） こののち福島イノベーション・コースト構想を事業運営していく主体として、公益財団法人「福島イノベーショ
ン・コースト構想推進機構」が2017年 7月に立ち上がるが、これが果たしている役割については、別途、検討す
ることとしたい。

21） https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/140627/140627_01_044.pdf（2020年 1月16日接続）

3．福島イノベーション・コースト構想の
中核事業所の立地

3.1.　 廃炉国際共同研究センター国際共同
研究棟の立地

　東京電力福島第一・第二原子力発電所の廃炉
作業を進めるために、国は「廃炉国際共同研究
センター国際共同研究棟」を作ることにした。
ふくしまの復興を地域経済という観点から接近
するにあたり、その立地要因や立地条件に注目
したい。
　この研究棟は、「東京電力 (株 )福島第一原子
力発電所の廃止措置等研究開発の加速プラ
ン」21）（2014年 6月：文部科学省）に基づき、産
学官が一体となって世界の英知を結集し、廃炉
に向けた研究開発や人材育成に係る取組を加速
するため、国立研究開発法人日本原子力研究開
発機構（JAEA）が設置することになった。JAEA

は2016年度に「国際共同研究棟」を福島県内に
整備した。この「国際共同研究棟」は、「楢葉遠
隔技術開発センター」（楢葉町：2015年度一部
供用開始）、「放射性物質分析・研究施設」（大熊
町：2017年度供用開始）と連携し、多様な分野
の国内外の大学、研究機関、企業等が集結し、
廃炉等の研究開発及び人材育成の拠点として整
備するものであった。
　福島イノベーション・コースト構想に位置付
けられている拠点で、福島県の復興の前提とな
る廃炉等の取組みを強化する施設について、県
は国の整備方針を踏まえ、以下の選定の視点に
基づき、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、
大熊町、双葉町、浪江町の 7つ立候補のなかか
ら「富岡町」を候補地に選定した（新生第44回
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p.3、2015年 8月24日）。福島県としての選定の
基準は以下の 5項目であった。
① 福島第一原子力発電所や他の研究拠点との距
離が近いなど、研究しやすい環境であること。

② 用地の確保が容易であり、早期の着手が可能
であること。

③ 交通アクセスが良好で、県内外から来訪しや
すいこと。

④ 電気、ガス、上下水道が整備され、商業施設

等が近傍にあるなど、研究者等が生活、滞在
しやすい環境であること。
⑤ 廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟が
復興を牽引する施設として貢献度が高いこ
と。
　その選考過程は、他の施設の立地選定とは違
い「候補地の評価」一覧がWebで公開されてい
ない（「工事中」の表記）ので、立地条件として
富岡町の何が優越したのかは不明である。ただ

表 1　福島イノベーション・コースト構想関連政府予算案（2018年度当初及び2017年度補正）

1　福島イノベーション・コースト構想の推進体制の整備強化
新◇福島イノベーション・コースト構想推進基盤整備畢業 ［経済産業省］7.7億円（－）
2　産業集積及び交流人口の拡大
　◇自立・帰還支援雇用創出立地補助金 ［経済産業省］80.0億円（185.0億円）
3　構想を担う人材の育成
新◇福島イノベーション・コースト構想等を担う人材育成に関する事業
 ［文部科学省］　 2億円（－）
4　各プロジェクトの着実な推進
《全般》
　◇地域復興実用化開発等促進事業 ［経済産業省］69.7億円（69.7億円）
《廃炉》
　◇廃炉．汚染水対策事業（放射性物質研究拠点整備等運営事業） ［経済産業省］17.1億円（2017補正）
《ロボット》
　◇福島ロボットテストフィールド・研究開発拠点整備第業 ［経済産業省］34.8億円（13.1億円）
　◇共同利用施設（ロボット技術開発等関連）整備事業  ［経済産業省］17.7億円（12.0億円）
　◇ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト
 ［経済産業省］32.2億円（33.0億円）
《農林水産》
　◇福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロポット研究開発事業
 ［農林水産省］1.4億円（0.9億円）
　◇福島県水産試験研究拠点整備事業》 ［農林水産省］3.6億円（2.9億円）
《大学教育》
新◇大学等の「復興知』を活用した福島イノべーション・コースト構想促進事業
 ［文部科学省］1.5億円（－）
《エネルギー》
　◇福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金
 ［経済産業省］75.0億円（25.0億円）
　◇未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業
 ［経済産業省］89.3億円の内数（47億円の内数）
　◇分散型エネルギーシステムの構築支援事業 ［経済産業省］70.0億円の内数（63億円の内数）
新◇福島県における再生可能エネルギー由来水素製造実証のための発電施設支援事業補助金
 ［経済産業省］27.0億円（2017補正）
《情報発信》
　◇福島再生加速化交付金（原子力災害に係る経験と教訓を後世に伝えるための情報発信拠点
（アーカイブ拠点）の整備等を推進 ［復興庁］828億円の内数（807億円の内数）
5　拠点を核とした周辺整備事業
　◇福島再生加速化交付金（地域公共交通など必要な生活環境を整備するための調査・実証を実施）
 （再掲）
注：（　）内は前年度。
出所：第76回新生ふくしま復興推進本部「資料2-2　福島イノベーション・コースト構想関連　平成30年度
当初及び平成29年度補正政府予算案」2017年12月25日。
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議事録には次のようなことが説明されている。
　すなわち企画調整部長からの選定経過の説明
の後、危機管理部長から福島第一原発との近接
性に加えて、原発周辺に立地される研究機関、
関連企業等との連携の問題、更には施設で活動
する研究者の方々の生活環境にも十分配慮でき
ること、また避難地域復興局長から富岡町は第
二次災害復興計画において国際共同研究棟を復
興拠点の中核施設と位置づけており、その波及
効果を含め、避難地域全体の復興が一層加速す
ることを期待できる、などの補足発言があった
（新生第44回 p.1-3、2015年 8月24日）。

3.2.　 ロボットテストフィールド・国際産学
官共同利用施設の候補地選定

3.2.1.　 ロボットテストフィールド・国際産学
官共同利用施設の基本理念

　ロボットテストフィールド・国際産学官共同
利用施設については、2 つの基本理念が掲げら
れた（第51回 p.3-4、2016年 4月20日）。第 1 は
今後、災害対応、インフラ点検等での活用が期
待されるフィールドロボットを中心に、その実
証試験と性能評価及びロボット操縦者の実施訓
練等の場を提供する。また国内外研究機関にお
ける先端研究や地元企業への技術移転等を促進
することにより、福島県浜通り地域へのロボッ
ト関連産業の集積及び雇用の創出に貢献するこ

とである。第 2 の基本理念は、両拠点の整備を
通じて、ロボットの研究開発から試作、基礎性
能評価、実証試験、実施訓練、応用性能評価、
認証に至るまでの製品化のプロセスに必要なす
べての機能を一体的に備えた拠点を整備するこ
とであり、ロボット産業の振興に貢献すること
である。

3.2.2.　 ロボットテストフィールドの立地条件
　この基本理念を受け、ロボットテストフィー
ルドの立地条件には、以下の 6つが掲げられた
（表 2 ）。
① 使用可能面積：事業を実施するために必要な
用地面積を確保できること（約50ha以上）
② 用地の状況：2016年度中のできるだけ早い時
期に、事業に着手できること（用地造成が既
に完了している、あるいは、近く用地造成が
完了することについて予算措置がなされ、具
体的な目処がついていること）
③ 立地環境：周辺に無人航空機を飛行させる空
域が十分確保できるなど、ロボットの試験に
適した環境があること
④ 他拠点との連携：試作、基礎性能試験評価、
製品改良等を行える場所が、ロボットテスト
フィールドから短時間で通える近さに既に立
地している、あるいは近い時期に整備される
予定があること

表 2　ロボットテストフィールド候補地の立地評価

南相馬市
原町区萱浜地区

浪江町
棚塩地区

川内村
下川内地区

楢葉町
山田岡地区

①使用可能面積 ◎ ◎ × ×
②用地の状況 〇 △ － －
③立地環境 〇 ◎ － －
④他拠点との連携 〇 〇 － －
⑤生活インフラ ◎ 〇 － －
⑥地元のロボット産業の取組等 ◎ △ － －
注）①の項目を満たさない場合（×）は、②以降の項目については評価しない。
出所： 第51回新生ふくしま復興推進本部会議「資料2-4　ロボットテストフィールド候補地の評価に

ついて」2016年 4月26日。
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⑤ 生活インフラ：電気、ガス、上下水道が整備
されており、宿泊施設や住居、商業施設が近
傍にある、または、これらが近い時期に整備
される予定があるなど、フィールド利用者等
が滞在、生活しやすい環境があること

⑥ 地元のロボット産業の取組等：立地する地元
自治体の受け入れ体制（地元の理解等）や地
元産業界のロボット産業への取組が十分であ
ること

※ このほか、ロボットテストフィールドについ
て、無人航空機を活用した物流について試験
するため、離れた場所での離着陸訓練の観点
から、10km程度離れた場所に滑走路の一つ
を整備することが適切である。

　これに関し、南相馬市原町区萱浜地区、浪江
町棚塩地区、川内村下川内地区、楢葉町山田岡
地区の 4か所が立候補し、南相馬市原町区萱浜
地区が候補地として選定された（前掲、表 2 ）
　この選定経過は商工労働部長から次のように
説明された（第51回 p.3-4、ただし簡略化、2016
年 4月20日）。
・ 今回 5市町村から、設置の要望があり、現地
調査やヒアリング結果を踏まえ、検討委員会
の中間整理の視点に従って、ロボットテスト
フィールドについては 6つ、国際産学官共同
利用施設については 4 つの条件から評価を
行った。

・ ロボットテストフィールドの候補地の選定に
は、約50ヘクタール以上の面積が必要という
ことで、それをクリアする南相馬市と浪江町
の二つに絞られるが、両者を総合的に評価す
ると「南相馬市原町区萱浜地区」が最適地で
ある。

・ なおロボットテストフィールドは10キロメー
トル程度離れた場所に附帯施設として離着陸
試験用の滑走路を別途整備することが適切で
あると中間整理されているので、附帯施設の
滑走路については浪江町を候補地に決定した

い。
　その後、土木部長は、用地造成については南
相馬市原町区萱浜地区の候補地は既に市が整備
を進めており、周辺の生活インフラなども整っ
ていると補足説明した（第51回 p.5、ただし簡略
化、2016年 4月20日）。避難地域復興局長は、福
島イノベーション・コースト構想は復興のシン
ボルであり、住民や事業者の地元産業復興に対
する期待を高めつつ、実際の産業集積にもつな
がっていくとの観点から、南相馬市に全施設を
設置するのではなく、附帯施設である滑走路を
浪江町に別途設置する案は、拠点の効果が地域
全体に広がり、地域の復興や住民の帰還の足が
かりと期待されると補足説明した（第51回 p.5、
ただし簡略化、2016年 4月20日）。

3.2.3.　 国際産学官共同利用施設の立地条件と
候補地選定

　国際産学官共同利用施設候補地については、
以下の 4つの立地条件が提示された（表 3 ）。
① 用地の状況：2016年度中のできるだけ早い時
期に、事業に着手できること（用地造成が既
に完了している、あるいは、近く用地造成が
完了することについて予算措置され、具体的
な目処がついていること）
② 他拠点との連携：ここで試作する幅広いロ
ボットについて、実証試験や応用性能試験評
価等まで行える場所が、国際産学官共同利用
施設（ロボット）から短時間で通える近さに
既に立地している、あるいは近い時期に整備
される予定があること
③ 生活インフラ：電気、ガス、上下水道が整備
されており宿泊施設や住居、商業施設が近傍
にある、または、これらが近い時期に整備さ
れる予定があるなど、研究者等が滞在、生活
しやすい環境があること
④ 地元のロボット産業の取組等：立地する地元
自治体の受け入れ体制（地元の理解等）や地
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元産業界のロボット産業への取組が十分であ
ること
　これらの立地条件で立候補地を比較し、南相
馬市原町区萱浜地区が候補地として選定された
（前掲、表 3 ）。
　国際産学官共同利用施設の立地場所の選定経
過については、まず商工労働部長が説明した
（第51回 p.5、ただし簡略化、2016年 4月20日）。
国際産学官共同利用施設はロボットの試作や基
礎性能試験、製品改良などを行う施設であり、
ロボットの研究開発・実証のためには、上記決
定したロボットテストフィールドとの密接な連
携が求められる。これを踏まえると、フィール
ドと同一敷地内への整備が可能であること、お
よび早期造成、地元のロボット産業界の取組な
どから「南相馬市原町区萱浜地区の復興工業団
地予定地」が最適地であると。そして企画調整
部長は、共同利用施設の設置ではテストフィー
ルドとの連携が重要であり、特に研究者が
フィールドと直接歩いて行き来ができることが
重要であること、そのため同一敷地内に整備で

22） 福島新エネ社会構想実現会議『福島新エネ社会構想』2016年 9月 7日。
 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/fukushima_vision/pdf/fukushima_vision_ja.pdf（2020年 1月16日
接続）

きる萱浜地区の復興工業団地予定地への設置が
妥当であると補足説明した（新生第51回、p.6、
2016年 4月20日）。

3.3.　 再生可能エネルギー由来水素プロ
ジェクト実証候補地

　2016年 9月に取りまとめられた『福島新エネ
ルギー社会構想』22）は、再生可能エネルギーを用
いて大規模に水素製造を行い、更に輸送・貯蔵
技術と組み合わせ、水素を有効活用するシステ
ムの構築について、福島県内において実証を行
い、2020年までに運転を開始するとしている。
　この実証については、国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の
公募で「水素社会構築技術開発事業／水素エネ
ルギーシステム技術開発」を受託した（株）東
芝、東北電力（株）、岩谷産業（株）が事業を実
施中であり、資源エネルギー庁は必要な技術的
要件を取りまとめた（水素システムは表 4、太
陽光は表 5 ）。同庁より当該技術的要件を満た
す実証候補地点について推薦依頼があり、福島

表 3　国際産学官共同利用施設候補地の評価

市町村・地区等

項　　　目

南相馬市 浪江町 川内村 楢葉町 広野町
原町区萱浜
地区南相馬
市復興工業
団地予定地

原町区萱浜
地区テクノ
アカデミー
浜近隣接地

原町区
下太田
地区

棚塩
地区

下川内
地区

山田岡
地区

下浅見川
地区

①用地の状況 ◎ ◎ ◎ △ ○ ◎ ◎
　面積（ha） 55.3 0.45 0.9 約54 2.7 5.2＋1.6 0.9
②他拠点との連携 ◎ ○ ○ ○ △ ○ ○
③生活インフラ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎
④地元のロボット産業の取組等 ◎ ◎ ◎ △ ○ ○ ○
注）浪江町棚塩地区と川内村下川内地区はそれぞれ「両施設」の候補地として提案。楢葉町はロボットテ
ストフィールドの候補地として山田岡地区の土取場跡地、国際産学官共同利用施設の候補地として同地区
の楢葉南工業団地を提案。広野町は国際産学官共同利用施設のみの提案。
出所：第51回新生ふくしま復興推進本部会議「資料2-5　国際産学官共同利用施設候補地の評価について」
2016年 4月20日。
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県は以下のような「実証候補地点の推薦箇所選
定に係る基本的な考え方」を示し、県内市町村
に募集したところ、3市町から 6 カ所の応募が
あった。立地条件により比較選考し、浪江町の
棚塩・請戸地区を資源エネルギー庁に推薦し
た。（表 6 ）
① 用地の状況：水素システムに関し、平成30年
央までの間で可能な限り早期に着工できるこ
と。太陽光発電に関し、2017年 9月から設計
開始できること（面積、高低差、地盤強度、
各種支障に係る技術的要件を満たす用地提供

の準備が整っている、又は、その予算措置が
なされ、具体的な目処がついていること）
② インフラの状況：技術的要件を満たす道路、
水道、電力が整備されている、又は、必要な
時期までに整備される予定があること
③ システム間の距離：水素システムと太陽光発
電システムが可能な限り近いこと
④ 費用：用地の確保・利用に要する費用が可能
な限り低廉であること
　この選考経過については、企画調整部長か
ら、技術要件を満たす計40.5haのスケジュール

表 4　再生可能エネルギー由来水素プロジェクトに係る技術的要件（水素システム）

基本要件
項　目 要件・仕様
面　積 45,000m2（4.5ha）（300m×150m）
スケジュール 2018年央までの間に可能な限り早期に着工
用地条件
分類 大項目 中項目 小項目 要件・仕様 必要時間
敷地外 インフラ 接道 幅・耐荷重・

高さ
幅8m以上・工事 /輸送車両が通行可能
な動線が確保されていること

建設工事開始時

水道 上水・下水・
工業用水

（検討中）（工業用水 /上水・約700m3/日
＋上水：約10m3/日）

建設工事開始時

電力 種類・容量 特別高圧により最大負荷容量25MVA
（検討中）を供給できること

システム試験・試験運
転調整開始 2 か月前

通信 通信方式・
通信速度

（検討中） 検討中

敷地内 敷地 伐採・
地盤
改良

敷地面積・
形状

45,000m2（4.5ha）
（300m×150m）

建設工事開始時

造成・
擁壁

敷地高低差 極力平坦であること 建設工事開始時

地盤 地盤形状 極力地盤が固く、支持層が浅いこと 建設工事開始時
土壌汚染 汚染がないこと 建設工事開始時

その他 土中障害・
遺跡

遺跡がないこと、障害が極力ないこと 建設工事開始時

高さ制限 建設工事に支障がない高さまで上空が
使用な能なこと

建設工事開始時

立地規制 水素システム設置にあたり都市計画法
や工場立地法等の支障がないこと

確認申請・高圧ガス事
前協議時まで

法的規制による周辺条
件制限

高圧ガス保安法に基づく隔離距離 確認申請・高圧ガス事
前協議時まで

出所： 第66回新生ふくしま復興推進本部会議「資料 3　再生可能エネルギー由来水素プロジェクトに係る
技術的要件」2017年 5月10日
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どおりの用地確保、費用面などの観点から、「浪
江町棚塩地区・請戸地区」を候補地として推薦
することが適当と報告された（新生第67回 p.2、
2017年 5月10日）。

3.4.　 東日本大震災・原子力災害アーカイ
ブ拠点施設

　東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施
設は、未曽有の複合災害である東日本大震災及
び原子力災害の実態と復興への取組を正しく伝
え、教訓として国を越え、世代を超えて継承・
共有していく施設であり、福島・国際研究産業
都市（福島イノベーション・コースト）構想の

中の国際産学連携拠点の一つとして位置付けら
れた（第58回 p.2-5、2016年 8月29日）。
　その基本理念は、第 1 は世界初の複合災害と
復興の記録や教訓の「未来への継承」、「世界と
の共有」、第 2 は福島にしかない複合災害の経
験や教訓を生かす「防災・減災」であり、そし
て第 3 は福島に心を寄せる人々や団体と連携
し、地域コミュニティや文化・伝統の再生、復
興を担う人材の育成等による「復興の加速化へ
の寄与」であった。
　立地条件としての選考の視点は、以下の 6つ
が掲げられた（表 7 ）。
① 世界初の複合災害と復興の記録や教訓の未来

表 5　再生可能エネルギー由来水素プロジェクトに係る技術的要件（太陽光）

基本要件
項目 要件・仕様
面積 360,000m2（36ha）（600m×600m）
容量 20MW

スケジュール 2017年 9月から設計事業開始を想定
用地条件
項目 要件・仕様

必要とされる要件

・水素システムとできるだけ近いこと
・建築資材等の搬入が可能な接道があること
・極力平坦であり、土壌汚染・地中障害・遺跡がないこと
・設備を備え付けるために必要な地盤強度を有していること
※備え付けに際し山を削る等の作業を要する場合には、整地のための追加的な時間必要

出所： 第66回新生ふくしま復興推進本部会議「資料 3　再生可能エネルギー由来水素プロジェクトに係る
技術的要件」2017年 5月10日

表 6　各実証候補地点の概要

評価項目
福島市 郡山市 浪江町

上鳥渡
地区 李平地区 熱海町 

（水素システム）
片平町

（太陽光発電） 西田町 棚塩・請戸
地区

①用地の状況
×
約93ha
未整備

×
約51ha
未整備

×
約6ha
造成済み

×
約87ha
未整備

×
約87ha
未整備

○
約169ha
造成予定

②インフラの状況 △ × ○ △ △
③システム間の距離 △ △ △ ○ ○
④費用 △ △ △ △ ○
出所：第66回新生ふくしま復興推進本部会議「資料 2　各実証候補地点の概要」及び「資料 4　各実証候
補地点の評価」各2017年 5月10日、により作成。
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への継承・世界との共有の場として妥当であ
り、原子力災害を含む複合災害の情報発信拠
点として適した場所にある

② 復興祈念公園（双葉 ･浪江両町にまたがるエ
リア）や震災遺構（候補）との連携が図られ
る

③ 連携により、アーカイブ拠点施設への集客な
ど相乗効果を促進するような近隣施設等があ
る

④ 復興計画等での位置付けがあり、また、用地
の確保が容易で、早期の事業着手が可能であ
る

⑤ （現在及び近い将来の予定として）交通アク
セス、電気、ガス、上下水道が整備され、宿
泊施設や商業施設等が近郷にあるなど、来訪
しやすく、滞在しやすい環境がある

⑥ 立地市町村にとって、復興の加速化へ寄与す
る施設としての貢献度が高い

　この 6 つの条件により、3市町の 4地区が立
候補したが、比較評価の結果、「双葉町中野地
区」が選定され、国に推薦された（前掲、表 7 ）。
　この選考経過については、文化スポーツ局長
がまず候補地区の場所性を以下のように説明し
た（第58回 p.2-3、簡略化、2016年 8月29日）。
・ 南相馬市北泉地区：原町火力発電所の南側で

北泉海浜総合公園に隣接する場所
・ 双葉町中野地区：復興祈念公園予定地の南西
に隣接する場所
・ 浪江町請戸地区：復興祈念公園予定地の北側
で、請戸小学校のグラウンドを含む土地
・ 浪江町両竹地区：復興祈念公園の北に隣接す
る場所
　また 6つの条件のうち、特に以下の 3つの条
件から候補地を評価した。
① 「災害の記録や教訓の継承・共有の場として
の妥当性、および複合災害の情報発信拠点と
しての適性」については、立地町の区域であ
る双葉町中野地区がより適している
④ 「用地確保の容易性」については、南相馬市
北泉地区は用地の 9割程度市で取得済みであ
ること、また浪江町の両地区については、
2016度中に取得の見込みで、早期着手が可能
であることから適している。双葉町中野地区
も一団地の整備事業として、しっかりとした
計画を示している
⑥ 「復興拠点施設としての貢献度」については、
双葉町は他の復興拠点等がないこと、浪江町
はロボットテストフィールドの滑走路が整備
されるものの中核となる拠点がないので、こ
れらの地区は同施設が復興の加速化に寄与す

表 7　アーカイブ拠点施設候補地の評価

市　町　地　区
評　価　項　目

南相馬市 双葉町 浪江町
北泉地区 中野地区 請戸地区 両竹地区

① 災害の記録や教訓の継承・共有の場としての妥当性、
及び原子力災害を含む複合災害の情報発信拠点とし
ての適性

○ ◎ ○ ○

② 復興祈念公園（双葉・浪江両町にまたがるエリア）等
との連携 ○ ◎ ◎ ◎

③他施設等との連携による相乗効果 ○ ◎ ○ ○
④用地確保の容易性 ◎ ○ ◎ ◎
⑤交通アクセス及び生活インフラ ○ ○ ○ ○
⑥復興拠点施設としての貢献度 △ ◎ ◎ ◎
出所： 第58回新生ふくしま復興推進本部「資料1-4　アーカイブ拠点施設の候補地の評価について」2016年

8月29日
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る貢献度が高い
　そのうえで、「アーカイブ拠点施設の基本理念
に照らして、災害の記録や教訓の継承・共有と
してふさわしく、複合災害の情報発信の役割を
果たし、復興拠点としての貢献度が高く、復興
祈念公園と連携できる『双葉町中野地区』が最
適地」であると報告した。
　次いで土木部長は「国営追悼・祈念施設（仮
称）」の説明を受けて、避難地域復興局長からこ
のアーカイブ拠点施設は複合災害を経験した本
県の特殊性を考えると原子力災害を抜きに語れ
ない。全町避難という原子力災害の影響の大き
さ、特に福島第一原子力発電所が立地し、帰還
困難区域が町の 9割以上を占める双葉町に整備
することが、復興拠点施設としての貢献度を考
えてもふさわしいと発言した。併せて国営追
悼・祈念施設（仮称）は津波被害が大きかった
浪江町に設置することが、鎮魂の場として妥当
であると（第58回 p.3-4、簡略化、2016年 8月29
日）。
　また危機管理部長が「廃炉の観点から一言申
し上げたいと思います。燃料デブリ取り出しに
向けては、取り出し方法の検討が進められてお
りますが、並行してその実現のための技術開発
も必要であり、技術開発のためには世界の英知
を結集することが不可欠であります。このため、
今後、30年、40年と長期に及ぶ廃炉作業の間、
ふくしまの今を世界に向けて発信し続けていく
ことが重要であります。また、発信に当たって
福島第一原子力発電所や廃炉関連施設との連携
も必要となってくることから、世界に向けた情
報発信の拠点を、立地町である『双葉町』とす
る文化スポーツ局長の説明を支持いたします」
との発言した（新生第58回 p.5、2016年 8月29
日）。

23） 福島イノベーション・コースト構想推進機構編／福島県・復興庁・経済産業省協力『福島イノベーション・コー
スト構想』（パンフレット）2019年 3月 8日。

4．廃炉国際共同研究センター・楢葉遠隔
技術開発センターの概況と地域連関性

4.1.　 福島イノベーション・コースト構想
と施設整備プロジェクト

　福島イノベーション・コースト構想は 6つの
分野でそれぞれ複数のプロジェクトが動いてい
る。ロボット分野では浜通りロボット実験区域
（浪江町）と福島ロボットテストフィールド（南
相馬市）が、農林水産分野では浜地域農業再生
研究センター（南相馬市）、農業総合センター浜
地域研究所（相馬市）、水産海洋研究センター
（いわき市）、水産資源研究所（相馬市）、園芸施
設・植物工場（南相馬市等）、ICT活用の大規模
農業経営（南相馬市等）が、廃炉分野では楢葉
遠隔技術開発センター（楢葉町）、廃炉国際共同
研究センター（富岡町）、大熊分析・研究セン
ター（大熊町）などが、エネルギー分野では福
島水素エネルギー研究フィールド（浪江町）、浮
体式洋上風力発電設備（広野町沖）、太陽光発電
施設（各市町村）、南相馬藻類バイオマス生産研
究所（南相馬市）などが、情報発信拠点分野で
は東日本大震災・原子力災害伝承館（双葉町）
が、環境・リサイクル分野ではエココンクリー
ト（南相馬市）、再エネ地産地消（相馬市）など
が動き出している23）。

4.2.　 日本原子力研究開発機構 /福島研究開
発部門

　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
（JAEA）は、国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構法（2001年法律第百五十五号）により
設置され、「原子力に関する基礎的研究及び応
用の研究並びに核燃料サイクルを確立するため
の高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開
発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び
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高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の
開発を総合的、計画的かつ効率的に行うととも
に、これらの成果の普及等を行い、もって人類
社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原
子力の研究、開発及び利用の促進に寄与するこ
とを目的」としている。
　部門組織としては、福島研究開発部門、安全
研究・防災支援部門、原子力科学研究部門、高
速炉・新型炉研究開発部門、核燃料・バックエ
ンド研究開発部門、敦賀廃止措置実証部門の 6
つから構成されている。福島研究開発部門は福
島第一原発事故発生によって立ち上げられ、福
島市といわき市に事務所を持ち、福島研究開発
拠点として、廃炉国際共同研究センター、楢葉
遠隔技術開発センター、大熊分析・研究セン
ター、福島環境安全センター（三春町と南相馬
市）の 5つがある。そのうち福島イノベーショ
ン・コースト構想の廃炉研究拠点は前 3者のセ
ンターである。
　廃炉国際共同研究センターは管理部門を除く
と、燃料デブリ研究、廃棄物処理処分、炉内状
況把握、遠隔技術の 4つのディビジョンから構
成されている。主たるプロジェクトは廃棄物処
理処分．燃料デブリ取扱・分析、事故進展挙動
評価、遠隔、放射線計測等の研究であり、海外
からの研究者の招聘や外部研究者・専門家を含
めたワーキンググループの形成、さらに人材育
成や情報発信など、廃炉に関わるプラット
フォームの役割を果たしている。楢葉遠隔技術
開発センターは福島第一原発の産業環境を模擬
した実物大のモックアップ設備等をもち、遠隔
操作機器・装置（ロボット等）の実証試験のた
めの施設である。大熊分析・研究センターは福
島第一原発事故で発生した放射性廃棄物や燃料
デブリの性状等を把握するための施設・設備を
備えている24）。

24） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 /福島研究開発部門 /福島研究開発拠点『福島研究開発部門の概要─山
川充夫教授様御ご視察時説明資料─』2019年 9月27日。

4.3.　 廃炉国際共同研究センター・楢葉遠
隔技術開発センターと地域連関

　福島イノベーション・コースト構想に位置づ
くこれらのプロジェクトは「地域主導」「産業集
積」「復興牽引」の 3本柱で進められている（新
生第87回、2019年 3月27日）。しかしミクロレベ
ルの取組みがメソレベルでどのような地域経済
循環となっていくのかの検討は、今後の課題と
せざるをえないが、さしあたり廃炉分野におけ
る 3つのセンターどのような機能をもち、どの
ような地域連関をもつのかについて、ヒアリン
グ結果等を利用して検討しておきたい。
　廃炉国際共同研究センター・楢葉遠隔技術開
発センターが外部とどのような地域連関をもっ
ているのかについて聞き取りをした結果は表 8
の通りである。人的交流としては大学等の研究
者や企業等の専門家が中心であり、浜通り地域
内企業との取引関係は事例的であり、メンテナ
ンスや清掃等周辺業務にとどまっている。また
センター従業員は廃炉国際共同研究センターで
は34名中19名が立地場所である富岡町に住んで
いるが、楢葉遠隔技術開発センターでは50名中
2 名しか立地場所である楢葉町に住んでいな
い。

5．おわりに

　東日本大震災と原発事故による複合的被害を
受けた福島県は、原子力災害における東電の責
任として福島県内の原発 2 か所の廃炉、汚染水
対策、被災者等への原子力損害賠償などを、ま
た同じく国の責任として放射能除染、避難者の
健康管理、子育て環境の支援、交通・生活イン
フラの整備、きずなづくり、コミュニティの再
生、生業（なりわい）の再建などを求めてきた。
　国は福島の復興については2012年 7月に「福
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表 8　廃炉国際共同研究センター・楢葉遠隔技術開発センターの地域連関

廃炉国際共同研究センター 楢葉遠隔技術開発センター

Q1：主要プロジェクト

　廃棄物処理処分．燃料デブリ取扱・分析、事故進展挙動評価、遠隔、
放射線計測等の廃炉研究の分野について研究を進めている。それぞれ
についてプレスリリースを実施したり、NDFや IRIDなどへの提言を
行ったり、実証実験を進めている。また、人材育成についても東大、東
工大、大阪大学から学生を受け入れている。

　国際廃炉研究開発機構（IRID）による原子炉格納容器漏えい箇所の
補修技術実規模試験（2016年度～2017年度）。現在は解体を含めバウン
ダリ有効性確認試験を今年度末まで実施予定。
　今後、燃料デブリ取り出し等に向けたアーム型アクセス装置のモッ
クアップ試験や、ここにもってきている高線量廃棄物の取り扱いに係
るモックアップ試験を実施予定。

Q2：センターの国際的連携について、どのような組織（IAEAとか？）と、どのような連携活動をしているのか。またどのような専門家や研究
者が常時、何人 <らい派遣あるいは従事しているのか？

　国際機関への人員派遣は無いが、海外研究機関への研究者の留学・
派遣は、短期から長期（数週間から 1年）で、適宜実施している。副
センター長 2名は、米国、欧州の有数の原子力研究機関から派遣。ウ
クライナからのチェルノブイリ研究者を客員研究員として受入。現在、
CLADSC内には14名の海外研究者が在籍している。また、その内、2名
が富岡に駐在。
※  CLADS：Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning 

Science

　国際的な連携（国際協力）としては福島リサーチカンファレンス
（FRC）を毎年開催し、国内外の専門家による講演や成果発表を行い、
参加者との情報交換を通して研究開発の一層の進展を図ることを目的
に実施。これまで楢葉で 1回、富岡で数回開催した。
　過去開催時の主な招聘者：東京大学・浅間一教授／産学総合化学研
究所・金子健二氏／美浜原子力緊急事態支援センター・斉藤陽平氏／
米国テキサス A＆M大学・Robin Murphy教授／独国・Kerntechnische 
Hilfsdienst GmbH;・Michael Gustmann氏／仏国Groupe INTRA Jean-Louis 
PORTIER氏、他

Q3：センターの国内的連携について、どのような組織（国等公的組織、民間企業、大学等）とどのような連携活動をしているのか？またどの
ような専門家や研究者が常時何人くらい派遣あるいは従事しているのか？

　1F（福島第一原発）廃炉の機関である東電 HD、NDF、IRID、メー
カー（日立、東芝、三菱重工）及びエネ庁、文科省とは、研究開発に
おける情報連携、計画立案、研究実施、成果展開等、CLADSにおける
廃炉研究を進める上で必要な連携を適宜行っている。また、文科省と
共に「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」を推進し、
国内外の大学等と廃炉の基礎基盤研究に関する連携を図っている。
　CLADSの各研究分野について、関連する代表的な研究機関を以下に
示す。
・ 燃料デブリ関係：東大、東北大。東工大、阪大、九大、米国、仏国、
英国、ベルギー、ウクライナ、OECD/NEA、IAEA、他
・ 炉内状況把握関係：阪大、東工大、福井大、東北大、早大、米国、
フィンランド、露国、仏国。OECD/NEA、他
・ 廃棄物関係：東大、阪大、九大、北大、名大、東北大、福島大、米
国、仏国、英国、OECD/NEA、他
・ 遠隔技術計測技術関係：東大、北大、福島大、米国、仏国、OECD/

NEA、他民間企業等からの専門家、研究者はいないが、センター長
は東大に所属している。（クロスアポイントメント制度を利用）

　視察者や施設利用を通じて楢葉遠隔技術開発センターの試験設備の
紹介、遠隔技術開発に関する情報交換などを実施。視察者は昨年度約
5,000人（あらゆる性別と年齢別）であり、施設利用者は 1日平均10名 ～
20名程度当センターに来訪している。
　特に、当大熊センターを所管している経済産業省（補助金が出てい
る）を初め、東京電力ホールディングス株式会社や原子力損害賠償 ･廃
炉等支援機構（NDF）や技術研究組合国際廃炉研究開発機構（IRID）と
情報交換し IFの廃止措置の促進に向けた研究開発を実施。また、福島
大学や福島高専と連携し人材育成の場として活用されている。
　その他として、福島県廃炉 ･災害対応ロボット研究会が主催してい
る福島県内企業・大学廃炉 ･災害対応ロボット関連技術展示実演会へ
の協力や、文部科学省廃止措置人材育成高専等連携協議会が主催して
いる廃炉創造ロボコン（昨年は長岡高専が第 1位）ヘ後援を行ってい
る。

Q4：センターの産業連関について、どのような産業（あるいぱ企業）とどのような連携をしているのか？またどのような専門家や研究者が常
時何人くらい派遣あるいは従亊しているのか？楢葉町、双葉郡、浜通り地区、福島県で取引している事業所にはどのようなものあるのか、あ
るいはないのか？

　例えば、放射性物質の可視化に係るドローンの開発では浜通りの地
元企業（株式会社栄製作所・南相馬市）や千代田テクノルと連携した。

　地元企業との関係については、ロボット試験用水槽（タカガワ精密）
の設置や原子炉格納容器内の使用を想定した水中ロボット機能試験を
実施。

Q5：センターの経済連関について、センターはどのくらいの予算規模をもち、その主要な施設 ･設備の準備やメンテナンスはどこ（企集等）
が行っているのか？その企業等の本社や事業所は双葉管内に立地しているのか？

　国際共同研究棟に関しては、施設設計は安藤間、研究機材等は契約
先による。福島県内の理化学メーカー、企業などへも多数依頼してい
る。因みに会議開催については地元ホテルや公共施設などを利用して
いる。CLADS年間見込み活動経費は1.3億円である。

　運営費（年間）については、約 5億円（補助金）
※ 参考；放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金（資源エネル
ギー庁）
　主要な施設 ･設備の準備やメンテナンスについては、警備業務や清
掃業務、LAN運用業務、受変電設備点。検業務等を外注しており、常
光サービス（株）（いわき市内）、（株）NESI（いわき市内）、（株）ア
トックス（富岡町内）、原子力エンジニアリング（株）（茨城県東海村）
等の企業が受注している。契約実績は HPに掲載。

Q6：センターの雇用連関について、従業者の居住域別（楢葉町、双葉郡、いわき市、その他）分布はどうなっているか？

　34名中19名が富岡に居住、他はいわき、川内村等。 　楢葉遠隔技術開発センターには、約50名が勤務。大多数はいわき市
居住、2名は楢葉町に居住。また人材派遣で勤務している者は一部富岡
町に居住。

出所：ヒアリング（2019年 9月27日）による。廃炉国際共同研究センターでのヒアリング対応者は（国立研究開発法人）日本原子力研究開発
機構 /福島研究開発部門 /福島研究開発拠点 /福島事業管理部 /総務課兼廃炉国際共同研究センターの北出雄大氏及び同福島研究開発拠点 /技
術広報の浅妻新一郎氏であり、楢葉遠隔技術開発センターでのヒアリング対応者は（国立研究開発法人）日本原子力研究開発機構 /福島研究開
発部門 /福島研究開発拠点 /福島事業管理部 /総務課兼楢葉遠隔技術開発センター /プロジェクト管理課主査の青山淳也氏、同 /佐藤美紀氏、及
び同特別嘱託 /技術顧問の板橋靖氏である。
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島復興再生基本方針」を閣議決定した。2013年
12月には「2020年東京五輪」誘致との関係で「原
子力災害からの福島の再生を加速に向けて」に
改訂され、避難者の早期帰還と定住化が加速さ
れた。2015年 6月には二度目の改訂があり、こ
こでは避難指示区域の解除時期を早め、帰還困
難区域内に特定復興再生拠点を形成するとい
う、早期帰還と定住促進を前倒しするともに、
本稿で取り上げた福島イノベーション・コース
ト構想の具体化が明記された。
　福島イノベーション・コースト構想は復興構
想会議が掲げた「創造的復興」の福島における
具体化である。それは当初は再エネと医療産業
集積として進められたが、再エネは『福島県復
興ビジョン』の基本理念の 1つである「原子力
に依存しない社会」を受けており、医療産業集
積は福島県内での新産業としての成長可能性を
評価し「国家戦略特区」をねらったものであっ
た。これが廃炉やロボット産業に転換するの
は、県知事が佐藤雄平から内堀雅雄にかわった
ことと、内堀等によるアメリカにおけるニュー
オリンズのディザスター・シティとハンフォー
ド・サイト等の視察が契機となっている。
　国の事業として格上げされた福島イノベー
ション・コースト構想は福島復興計画の中核を
しめることになり、廃炉関連については国立研
究開発法人である JAEAが福島研究開発部門
（福島市）を新設し、そのもとに廃炉国際共同研
究センター（富岡町）、楢葉遠隔技術開発セン
ター（楢葉町）、大熊分析・研究センター（大熊
町）が設置された。ロボット関連では福島浜通
りロボット実証区域」（浪江町）とロボットテス
トフィールド（南相馬市萱浜）が、エネルギー
関連では福島水素エネルギー研究フィールド
（浪江町棚塩請戸）が、アーカイブ関連では東日
本大震災・原子力災害伝承館（双葉町）が設置
されることになった。それぞれの立地条件をみ
ると、フィールド系施設は広い面積を確保でき

る津波被災地域や原発を誘致できなかった遊休
地に設置され、廃炉関連は福島第一・第二原発
の場所に引き付けられている。それらの全体的
な配置をみると、各市町村に 1～ 2か所という
ように地域バランスを読み取ることができる。
　これらの福島イノベーション・コースト構想
関連施設が被災地域の復興に貢献していくのは
確かなことである。ただし立地場所の地元経済
社会への波及効果は、廃炉関連の 2 つのセン
ターについてみる限り、国際的あるいは全日本
的な研究者・専門家の人的交流のプラット
フォームとしての役割はあるものの、まだよく
見えてこない。地元企業との関連では周辺業務
の受注が中心であり、福島イノベーション・
コースト構想が目指す廃炉・ロボット・エネル
ギー関連を軸とした厚みのある地域産業集積に
していくには、なお長い道のりが待っている。

謝　辞
　調査研究にあたっては（公益財団法人）福島イノ

ベーション・コースト構想推進機構から視察機会

や情報提供を受けたことに感謝したい。

　本稿の作成にあたっては主として「原発被災地復

興と『福島イノベーション・コースト構想』」をテー
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イブズを基盤とする複合災害プラットフォームの
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Fukushima Reconstruction and Innovation Coast Framework

Mitsuo YAMAKAWA
Emeritus Professor, Fukushima University, and Researcher of Research Center for Regional 

Revitalization, Teikyo University

 The Fukushima Innovation Coast Framework, a special feature in the process of recovering 
from the nuclear disaster, is a form of “creative reconstruction.” It had initially been promoted as a 
renewable energy and medical industry agglomeration framework, but after a project team toured 
Disaster City and Hanford Site in the U.S., the fields of reactor decommissioning and robotics 
were brought to the forefront. In terms of the locations of the various Fukushima Innovation Coast 
Framework-related facilities, testing fields need to be in areas with spacious, flat pieces of land, 
and reactor decommissioning-related facilities need to be situated near the Fukushima No. 1 and 
No. 2 Nuclear Power Plants. This arrangement will enable scanning of regional balance, and the 
locations of Fukushima Innovation Coast Framework-related facilities are certain to contribute to 
reconstruction of areas affected by the disaster. However, it is still unclear what spin-off benefits 
this will have on the local economic society as local companies mainly only receive orders for 
subsidiary business activities. Agglomeration of regional industries centered on reactor 
decommissioning, robotics and energy-related projects still has a long way to go.

Key words: Nuclear disaster, Fukushima reconstruction, Innovation Coast Framework, Nuclear 
reactor decommissioning, Renewable energy, Robotics industry, Industrial 
agglomeration, Locational conditions
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若者と創る栃木の未来：ボランティアと
ソーシャルビジネスによる地域活動の多様性と可能性

（2019年度地域経済学科シンポジウム報告）

乗　川　　　聡＊

趣旨説明

　帝京大学経済学部地域経済学科は、開設前年の2010年度から「地域経済学科シンポジウム」と題し、学
内外の研究者・実務家による講演とディスカッションを通じて栃木県の地域活性化に関する理解を深め
る機会を提供してきた。
　2019年度は「若者と創る栃木の未来――ボランティアとソーシャルビジネスによる地域活動の多様性
と可能性――」とのタイトルで、1990年代以降、災害の増加、少子高齢化、環境破壊、格差拡大などの
社会問題の深刻化に伴い、栃木県内でも拡大したボランティアやソーシャルビジネスなどの活動を「地
域活動」と位置づけ、そこで活躍する若者たちにスポットを当て、彼らの視点から見た栃木県の実態を
紹介し、将来の可能性を議論することとした。
　本シンポジウムのコーディネーター兼ファシリテーターは本学科教員の乗川が担当し、基調講演を担当す
る岩井俊宗氏と共同で準備にあたった。その際、本シンポジウムは例年、本学科の学生が多く聴講している
ことを考慮し、各報告者に対し大学生を中心とする若者を対象とした報告内容になるよう事前に依頼した。
　当日のプログラムと報告者は以下の通りである。
・趣旨説明　乗川聡（帝京大学経済学部地域経済学科講師）
・ 第 1部　基調講演「栃木における地域活動の実態と立ち上がる若者たち――サポーターの視点から」　
岩井俊宗（特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク代表理事）

・第 2部　事例報告
　①濱野将行（一般社団法人えんがお代表理事）
　②塚本竜也（特定非営利活動法人トチギ環境未来基地理事長）
　③川田浩也（特定非営利法人うつのみや百年花火2019ボランティアリーダー）
　④渡邊貴也（那須烏山市役所職員）
・第 3部　パネルディスカッション
　テーマ①　若者に社会を変える力はあるか
　テーマ②　若者が力を発揮できる社会環境
　テーマ③　これからの地域活動が果たすべき役割
　以下、シンポジウム当日の各報告及びディスカッションの内容を、各報告者が事前に準備した報告要
旨、当日のスライド資料、および録音データに基づいて再構成し掲載する。
　なお、このシンポジウムおよび本稿は、帝京大学地域活性化研究センターととちぎユースサポーター
ズネットワークとの間で2018年 1月18日に締結された「大学生の地域活性化意欲向上の調査研究に関す
る相互協力協定」に基づく成果の一部である。

＊帝京大学経済学部地域経済学科講師

帝京大学地域活性化研究センター年報　第 4 巻（2020）

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   72 2020/03/27   9:46:22



基調講演「栃木における地域活動の実態と
立ち上がる若者たち――サポーターの視点から」

岩　井　俊　宗＊

1．自己紹介
2 ．とちぎユースサポーターズ 
ネットワークについて

3．とちぎユースサポーターズネット
ワークの事業スキームとその特徴

4 ．実践型インターシップ 
「GENBA CHALLENGE」

5．伴走型アイデアプランコンテスト
「iDEA→ NEXT」

6．私たちが実現したい「未来の景色」
と現代社会の状況

7 ．新しい生き方を模索するための方法
8 ．挑戦する若者の特徴

＊特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク代表理事

1．自己紹介

　皆様こんにちは。とちぎユースサポーターズ
ネットワーク代表の岩井と申します。この基調
講演では、現在、私たちが置かれている社会の
状況や若者の状況の「位置確認」をしたいと考
えております。最初に結論から申し上げますと、
近年、地域の課題解決に取り組む若者たちが増
えておりますので、そういった若者たちの特徴
をメッセージとして投げかけさせていただきた
いと思っております。
　まず、簡単に自己紹介を申し上げますと、私
は宇都宮で生まれ育った37歳でございます。
2005年に宇都宮大学を卒業後、宇都宮市民活動
サポートセンターにボランティアコーディネー
ターとして入職し、2008年、25歳の時にとちぎ
ユースサポーターズネットワーク（以下、「ユー
ス」）を設立し、2010年に NPO法人化しました。
ちなみに、妻は大学の同級生で、現在は子供 2
人と 4人家族で暮らしております。

　「ユース」での業務の他には、行政機関やNPO

の外部委員として、栃木県の都道府県魅力度ラ
ンキング向上などの課題に取り組んだり、創業
や起業の支援をする他、宇都宮の空き家活用な
どの課題にも取り組んでおります。
　これらの仕事を一言で申し上げますと「地域
づくりのコーディネーター」ということになり
ますが、これは、地域の課題とそれに挑戦する
若者たちをつなぎ、そこから生まれた新しいプ
ロジェクトを支援し、事業として継続できるよ
うにする仕事を意味します。このような仕事を
している人は少なく、皆さんにも理解しづらい
部分があるかもしれませんが、いわば、地域と
若者たちをつないで「ハッピーな物語」を生み
出している人たちなんだな、という風に思って
いただければ幸いです。
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2．とちぎユースサポーターズ  
ネットワークについて

　NPO には必ずミッションが存在します。
「ユース」のミッションは「若者の力を生かし
て、地域活性化／課題解決を加速する」という
もので、このミッションに共感していただいた
企業や個人の皆様に支えられて活動しておりま
す。具体的には、会員から受け取る会費や寄付
のほか、行政や大学などから業務委託を受け、
私たちのミッションに沿った事業を行い、その
対価として収入を得ております。
　「ユース」のスタッフは 6名、年間予算規模は
約3200万円ですが、NPOと企業の違いは、お金
の集め方ではなく、その使い方にあります。企
業は事業から得られた利益を株主などに配当な
どの金銭で分配しますが、NPOにはそれができ
ません。NPOは「非営利団体」と訳されますが、
これは NPOが「利益を出してはいけない」「お
金を受け取ってはいけない」という意味ではあ
りませんので、誤解のないようお願いいたしま
す。
　私たち「ユース」の業務は、地域の未来をよ
り良くするための新しい仕組みを作ること言う
こともできます。この点については市役所や県
庁の方々も努力されていますが、行政の内部だ
けではいろいろな限界があるため、私たちが業
務委託などの形で外部からお手伝いをしていま
す。そして、そのさまざまなプロセスにおいて、
大学生を中心とする大勢の若者に関わっていた
だいておりますが、その数は毎年約5000人に達
しており、これは「ユース」の大きな特徴と言
えるかと思います。
　「ユース」の事務所は「aret」という名称の、
コワーキングスペース、イベントスペース、レ
ンタルスペースを備えた施設（宇都宮市西原
1-3-4）の中にあり、所有者である光琳寺と共同
でこの施設を運営しております。皆さんも、も

し何かチャレンジしたい時、前向きな気持ちに
なった時や、何か話を聞いてほしいなと思った
時には気軽にお越しください。

3．とちぎユースサポーターズ
ネットワークの事業スキームとその特徴

　私たちの事業スキームは、若者の力を必要と
する方々と、挑戦したい若者たちをつなぎ、支
えることを目的としておりますが、そこでは、
単に一対一で紹介するのではなく、「共に汗をか
く現場」を作り出すことを目指しています。そ
して私たちはこのスキームを 3つの段階を持つ
ものとして構築し、提供しています。
　第 1段階の「動機づけプログラム」では、主
に大学生や20代の社会人を対象とし、学校や職
場の他に自分が必要とされている現場があるこ
と、自分を必要としている人がいることを実感
できるような機会を提供することを目指してい
ます。具体的には、「社会貢献活動」「起業・創
業」「働く・就職」「UJIターン」の 4 つのプロ
グラムを提供することで、様々な角度から地域
の活性化や課題解決に関心を持つ若者を支援し
たいと考えております。
　第 2段階の「インキュベーションプログラム」
では、第 1段階で自分の存在意義を感じ、自分
が必要とされていることを実感できた若者に、
実践、チャレンジのチャンスを提供することに
なります。具体的には実践型インターンシップ
である「GENBA CHALLENGE」と、伴走型アイ
デアプランコンテストである「iDEA→ NEXT」
を開催し、参加者がやってみたいこと、こんな
ことができたらいいなと考えていることが実現
できるよう支援します。
　そして第 3段階の「プロジェクトサポート」
では、第 2段階での経験を通じて、自分自身で
課題解決のためのプロジェクトやチームを立ち
上げる能力を身に付けた若者たちのメンタリン
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グやブラッシュアップの機会を提供します。
　私たち「ユース」はこれらの事業をわすか 6
名のスタッフで遂行しているわけですが、私た
ちの役割は、栃木県内に在住している様々な能
力を持った方々を若者に結びつける「接着剤」の
ようなものだと言えるでしょう。具体的なプロ
グラムとしましては、宇都宮大学で展開してい
る「宇大未来塾」や、栃木県と共同で運営して
いる「とちぎ地域づくり担い手育成事業」、宇都
宮市との共同による「大学コンソーシアムとち
ぎ」の産学官連携講座「起業の実際と理論」な
どがあります。これらのプログラムを修めた後
に実際に起業された方が出られたこともあり、
私たちの活動に対し経済産業省や下野新聞から
表彰もいただいておりますが、本日は、実践型
インターシップの「GENBA CHALLENGE」と、
伴走型アイデアプランコンテストである
「iDEA→ NEXT」について詳しく説明したいと
思います。

4．実践型インターシップ  
「GENBA CHALLENGE」

　皆さんは「インターンシップ」という言葉を
聞いたことはあるでしょうか。もしくはイン
ターンシップに参加したことがある人はいらっ
しゃいますでしょうか。
　通常のインターンシップでは、90時間程度、
職場で業務を体験する体験することになるかと
思いますが、私たちの実践型インターンシッ
プ、「GENBA CHALLENGE」は、「意欲・行動
力の高い若者が企業様の“次の一手”を作る現
場で新たな価値創造に貢献するインターシッ
プ」と位置づけられ、約150時間、3～ 4か月の
期間で、受け入れ企業の経営者や事業担当者の
下で社内の新規プロジェクトに参画し、それに
関連する業務を実践します。
　このプログラムにおいて私たちはまず、受け

入れ企業の社長から新規事業に関するアイデア
や課題を伺い、具体的なプロジェクトを提案し
ます。そしてそのプロジェクトが採用されるこ
とになりましたら、参加する学生を募集・選定
し、実際に受け入れ企業に紹介することになり
ます。
　このプログラムを通じて、企業や団体は若者
の参加を通じて新たな価値創造を実現し、若者
たちは社長と一緒に行動することで、自分で考
え、動き、自分で働ける人材へと成長していき
ます。
　具体例を 1つ紹介しますと、株式会社キッズ
コーポレーションという、宇都宮に本社を置
き、全国規模で病院内保育園や企業内保育園の
受託運営をしている会社があるのですが、そこ
の社長さんから、新規事業の提案が全く上がっ
て来なくて困っているという相談を受けまし
た。そこで私たちは、社員一人一人に新規事業
のアイデアを学生が直接ヒアリングするという
内容のインターンシップを社長に提案し、GO

サインをいただきました。そして、宇都宮大学
の学生がインターンとして採用され、この会社
の本部社員30名にヒアリングを実施したとこ
ろ、34件もの新規事業のアイデアが提案され、
そのうちのいくつかが取締役会で採用されるこ
とになりました。
　この事例からわかることは、社長にはできな
いけれど学生にはできることがある、というこ
とです。この学生がたくさんのアイデアを社員
から引き出せた理由は、本人の話術もあるかと
思いますが、実際のところは、この会社の社長
さんが大変優秀な方であるがゆえに、社員の皆
さんが新規事業のアイデアを提案する勇気がな
かったところに、学生のインターンという、い
ずれ去ってゆく存在が現れたことで、率直にア
イデアを提案することができたのだろうと、私
は分析しています。いずれにせよ、私たちの「実
践型インターンシップ」を通じて、この学生は
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企業の「次の一手」の実現に大きく貢献したこ
とになりました。

5．伴走型アイデアプランコンテスト
「iDEA→ NEXT」

　私たちのもう一つの特徴的な取り組みが、
「iDEA→ NEXT」と名付けられたプログラムで
す。
　こちらは、会社の中で「次の一手」を作る段
階にとどまらず、社会に新しい価値を提供する
若者を育てるために、皆さんの頭の中にあるア
イデアを現実化するための舞台や装置を提供す
るものだとお考え下さい。より具体的に説明す
るならば、「iDEA→ NEXT」は、皆さんの中で
「実現できるかどうかわからないけど、もっとこ
んなことができたら、もっとこんな風にハッ
ピーになるんじゃないか」という仮説を、半年
の期間をかけて形にしていくプロセスを支援す
るプログラムで、アイデアを持った若者が、社
会的企業での現場研修、合宿、仮説検証実践ブ
ラッシュアップの 3つのプロセスへの参加を通
じてそのアイデアを具体化させ、ファイナルプ
レゼンテーションで成果を報告することになり
ます。
　この「iDEA→ NEXT」は2012年に開始しまし
たが、そのきっかけの 1つは東日本大震災でし
た。この未曽有の災害が発生した時、私たちは、
今まで当たり前だと思っていた状況が目の前で
変化していくのを目の当たりにし、そこから、
これからの日本の若者には次の 2つの事が必要
になるだろうという仮説を立てました。
　 1 つ目に必要なことは、誰かが作り出したも
のに追随するのではなく、私たち一人一人が自
分たちの力で社会を良くできるのだという実感
を持てるようになることであり、2 つ目に必要
なことは、このような実感に伴い、未来の社会
はもっと明るいものになるはずだという確信が

持てるようになることです。
　この仮説を証明するために「iDEA→ NEXT」
が始まりました。このコンテストを通じて若者
たちによって地域の困りごとが解決されること
で、ヒトとマチが生き生きとした地域が創られ
ることが私たちの目標ですが、8年間続けてき
ますと、私たちにとってうれしい景色ができつ
つあります。
　それは、このコンテストのファイナリストた
ちが、自身が具体化したアイデアを通じて社会
課題の解決に取り組むだけでなく、彼らが
「iDEA→ NEXT」の支援者やメンターとして、
新たにこのコンテストに応募してきた若者たち
を指導し、応援する存在になってくれていると
いうことです。「iDEA→ NEXT」はいわば 1つ
の「生態系」になりつつあると感じております。
　なお、このコンテストからは様々な起業家が
生まれております。例えば、学習障害児に特化
した塾を経営している者、フェアトレード産品
の販売を手掛ける者、無農薬野菜や有機野菜の
直売所を経営する者などがおりますが、本日こ
の後登壇する「 えんがお」 の濱野さんも
「iDEA→ NEXT」の卒業生です。

6．私たちが実現したい「未来の景色」と
現代社会の状況

　私たちが「ユース」の活動を通じて実現した
いのは、“新たな「解」となる希望・価値観を作
り出す”社会的挑戦が持続・循環する生態系を
作ることであり、新たな希望や価値観の創出に
よって、人々の行動の変容を促し、社会をより
良いものにしていくことです。
　このような景色の中では、人は命令に従って
行動することはなくなり、自然と温かいところ、
美しいもの、気持ちがよいものに流れていくこ
とでしょう。私たちは新しい希望や価値観を生
み出すことで、人々の行動を温かく、優しく変
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容させていくお手伝いをしたいと考えておりま
すが、そのためには、現在、若者たちがチャレ
ンジしている社会の現状を理解しておく必要が
あります。本日の講演の後半部分はこの作業に
充てたいと思いますが、ここでは、現代の日本
社会を 4つのキーワードで説明したいと思いま
す。
　 1 つ目のキーワードは「Society 5.0」です。こ
の言葉をご存知の方はどれだけいらっしゃるで
しょうか。狩猟社会、農耕社会、工業社会、情
報社会に続く社会を意味する「Society 5.0」は、
サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合さ
せたシステムにより、経済合点と社会的課題の
解決を両立する、人間中心の社会と定義されて
いますが、これは、高度なテクノロジーを駆使
することで私たちの社会に存在する様々な課題
が解決されていくことを意味します。
　今日の午前中、この後事例報告をされる塚本
さんと一緒に那須烏山に行って台風19号の復興
支援活動をしてきましたが、農村に行くと、集
落を維持・発展させていくことの難しさを実感
します。若者がいないのです。このような状況
において、例えば海外では、陸路ではなくド
ローンで物資を山奥に届けたりしているわけで
すが、これが「Society 5.0」における問題解決の
一例ということになります。
　 2 つ目のキーワードは「人口減少」です。こ
の問題で認識しなければならないことは、単純
に人口が減っていることだけでなく、若者の比
率が少なくなり、高齢者の比率がかつてないほ
どに増大しているということです。お年寄りが
大勢いること自体は悪いことではありません
が、かつて経験したことの無い人口のバランス
の変化に我々がどのように立ち向かうべきかが
問われることになります。
　 3 つ目のキーワードは「財政の悪化」です。
ここでは政府による債務、すなわち借金が問題
になります。日本の政府債務残高が1000兆円を

超えていることはよく知られていますが、同じ
金額の国民の資産が郵便貯金や銀行預金の形で
存在するから心配ないという意見があるもの
の、国民一人当たり900万円の借金を抱えてい
るという状況はイレギュラーなものとして認識
する必要があるでしょう。
　そして 4つ目のキーワードは「持続可能な開
発目標（SDGs）」です。これに関して認識して
いただきたいのは、国連が掲げた17の目標はそ
れぞれが関連していること、すなわち、地球環
境や大地の恵みなどといったものの上に私たち
の社会や経済が存在しているということです。
私たちは地球を時速可能なものにするために自
らの足元がどのようになっているのかを理解す
る必要がありますが、日本の大手企業などはす
でに自分たちの事業が SDGsのどの部分に位置
づけられるのかを認識したうえで活動していま
すし、県内の NPOなども、日常の業務をどのよ
うにして SDGsに結びつけていくかを意識して
いるところです。

7．新しい生き方を模索するための方法

　以上、4 つのキーワードを通じてわかること
は、現在の日本は、世界の歴史上、まだ誰も経
験したことがない状況におかれているというこ
とです。ここでは過去の経験則は通用せず、未
来に対する正解を誰も知らないため、私たち一
人一人が問題意識を持ち、疑問を持ち、仮説を
立て、それに応じて生き方を変える必要も出て
くるかもしれません。
　このような時代の到来は、若者たちに新しい
生き方、行動の仕方の可能性を示す一方で、そ
こで生き残るためには個人の感性や主体性、そ
して挑戦することが必要不可欠であるという、
ある意味残酷な事実も示すことになりますが、
現状では、学校教育がこのような事態に対応で
きていないと思われます。
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　学生たちと話をしていると、将来に対して不
安を感じる一方で、新しい行動に踏み出す勇気
がない人が多いように感じられます。若者が新
しいことに挑戦するとき、それを応援する態勢
を学校の中だけでなく地域社会の中にも確立さ
せる必要がありますが、そこで私たちNPOが提
供するボランティアの機会が重要な役割を果た
せるのではないかと考えておりますが、その一
方で、現在の若者を取り巻く経済的状況が学生
の新たな挑戦を阻む要因になっています。世帯
所得の低下によって仕送りを期待できなくなっ
た学生たちは、奨学金を利用し、アルバイトを
することで何とか学生生活を維持することにな
りますが、このような状況では、学生たちがボ
ランティア活動を通じて社会と関わり、自らの
存在意義を認識する機会がどうしても少なく
なってしまいます。
　このような状況を打破するためのヒントにな
るのが、ソーシャルビジネスという考え方です。
ソーシャルビジネスとは、社会的課題の解決を
ボランティアではなくビジネスの形で行おうと
いう考え方で、1970年代のイギリスで財政再建
のために行政サービス削減された際、生き残り
を模索したボランティア団体や福祉施設が考え
た概念と言われています。日本では、2004年に
経済産業省が研究会を立ち上げ、「社会性」「事
業性」「革新性」の 3つをソーシャルビジネスの
要件として挙げております。したがって、ソー
シャルビジネスはNPOだけでなく民間企業が行
うことも可能で、例えばアメリカのパタゴニア
という衣料品メーカーは、いわゆる社会貢献活
動だけでなく、製造・販売事業の中に、環境保
護やフェアトレード、労働者の人権、移民労働
者の保護などに問題に関する解決策を取り入れ
ていることで、ソーシャルビジネスを実施して
いると言うことが可能です。
　さらに、学校教育の中にも新たな変化が起
こっています。新学習指導要領によって従来の

知識暗記型の学習から、知識活用型、探求型の
学習への転換がなされ、社会活動を通じて市民
性を育むことを目的としたサービスラーニング
が導入された結果、高校教育の中にボランティ
ア活動が取り入れられ、多くの高校生が社会問
題の現場に入ってくるようになりました。
　このような状況を踏まえ、私たちとしまして
は、地域を元気にすることは、そこに関わる人
たちに前向きな気持ちを起こさせるような地
域、新陳代謝が起こる地域を作ることであると
考えております。今日お越しいただいた皆さん
の中で、自分も何かやってみようと思った方が
いらっしゃいましたら、ぜひ、社会問題を解決
した後に現れる「理想」、すなわち「未来の景
色」を丁寧に描いていただきたいと思います。
単なるひらめきだけで行動するのではなく、現
状と理想の差の大きさを把握することで、目先
の問題解決にとどまらない、本来取り組むべき
課題が見つかると同時に、自分自身の能力の活
かしどころを見つけることにもつながります。

8．挑戦する若者の特徴

　最後に、地域を活性化するため、そして自分
自身の新しい生き方を見つけるために挑戦して
いる若者の特徴をいくつか挙げたいと思いま
す。
　 1 つ目の特徴は、自分自身または周囲の人々
が願う景色を描き、実現できると信じているこ
と、そして、その景色に対して、自分だけでは
実現できないけれど仲間と協力すれば実現でき
ると信じていることです。
　 2 つ目の特徴は、心の中を打ち明けられる仲
間や先輩がたくさんいるということです。挑戦
する若者は、どこか孤独なイメージを持たれる
ことがありますが、実際にはその逆が多いよう
です。
　 3 つ目の特徴は、小さな実験や挑戦を繰り返
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し、そこから得られた成功体験を積み上げ、自
信にしていることです。小さな試みの中でも、
自分が必要とされ期待されているという実感を
持ち、自分が行動しなければならない理由を理
解することは可能で、それが絶えず挑戦し続け
るマインドにつながっていると思います。
　そして最後、4 つ目の特徴は、自分自身の弱
みを受け止めたうえで、それを克服するために
勉強したり、逆に自分にないものを持っている
仲間や先輩に頼ることができること、すなわち、
弱みを隠すのではなく、弱みを活かすことがで
きるということです。社会的挑戦という言葉を
聞くと、何かすごい能力を持った人が取り組ん
でいると想像しがちですが、実際には、仲間が
いることに喜びを感じ、その仲間に弱音を吐け
る人の方が、挑戦者になっていけると思いま
す。
　そしてこのような若者が挑戦を続けられるよ
う、社会の側、すなわち大人たちが気を付ける

べきことは、若者の挑戦には決まったやり方が
ないことを理解すること、若者に期待すること
を率直に伝えること、大人もまた「未来の景色」
について語ること、言葉以外のもの、すなわち、
時間やお金、場所などを若者に託すこと、そし
て最後に、過去の「常識」や「正解」に固執せ
ず、新たな解を若者たちと一緒に探す努力をす
ることだと思います。
　このように、何かに挑戦する際は周囲の協力
が重要になりますが、その一方で、ガンジーの
「物事は、初めは決まって少数の人によって、時
にはただ一人で始められるものである」という
言葉にある通り、私たちひとりひとりが持って
いる力は想像以上に大きいので、とにかく「何
かやってみたい」という気持ちを表現するとこ
ろから、社会の変革が起きていくのだろうと思
います。
　以上で基調講演を終わり、事例報告に移りた
いと思います。ご清聴ありがとうございました。
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事例報告①　一般社団法人えんがお

濱　野　将　行＊

1．自己紹介と団体の概要
2 ．団体の事業内容とその意義
3 ．お年寄りとの関係づくり

4．「みんなの家」の開設と運営
5 ．ソーシャルビジネスで生きる

＊一般社団法人えんがお代表理事

1．自己紹介と団体の概要

　皆さんこんにちは。濱野と申します。今日は
事例紹介という事で、20分間、僕からお話しさ
せていただきます。学生さんから見ると、多分、
僕が一番年齢が近いと思いますので、今日の僕
の話は、皆さんより 5歳ぐらい年上の人間が大
学在学中にどんな生活をしていたか、何を後悔
しているか、皆さんにどんな生活を送ってほし
いか、卒業した後こんなことを知っておいてほ
しいな、といったことをベースに、自分の体験
を交えながらお伝えしようと思います。
　僕は現在28歳で、栃木県の矢板市出身です。
大田原の国際医療福祉大学を卒業後、作業療法
士というリハビリの仕事をやっていました。そ
して現在はえんがおという高齢者支援の NPO

法人を大田原でやっています。えんがおでは、
「誰もが人とのつながりを感じられる社会」をビ
ジョンとし、「高齢者の孤立の予防と解消ができ
る地域の仕組みを作って実践していくこと」と、
「若者の存在を受け入れ、若者と一緒に成長で
きる場を作っていくこと」をミッションとして
活動をしています。
　えんがおは、常勤スタッフは僕ひとり、そし

て非常勤スタッフ 2名、学生サポーター10名で
運営しています。そしてこのチームを、7名の
役員、45名の会員、そして 6つの賛助団体が支
えてくれていますが、さらに、地域のいろいろ
な方々の協力を得ながら事業を進めています。

2．団体の事業内容とその意義

　えんがおの事業内容は、まず、高齢者の生活
支援事業、そして若者と地域がつながる場を作
るための世代間交流事業、高齢者なっても元気
に過ごせる地域を作るための介護予防事業、さ
らに、えんがおの活動を促進するための事業と
して、講演会や高齢者向けスマホ教室などを開
催しています。
　僕たちの活動の根本にあるのは、一人暮らし
のお年寄りの中に、話し相手も頼る相手もいな
い方が大勢いるという現実です。確かに、行政
による高齢者支援はありますが、制度の隙間や
限界の向こう側で、一週間に一度も人と会うこ
とがなく、ずっとテレビを見て過ごし、やがて
寝たきりになってしまうおじいちゃんはおばあ
ちゃんが実際にいらっしゃいます。その一方
で、同じ地域の中に、もっと社会経験を積んで
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成長し、現在感じている不安を解消したいと考
えている高校生や大学生が大勢いらっしゃいま
す。
　このような学生と、寂しがってるお年寄りを
結びつけることが、僕たちえんがおの仕事にな
ります。例えば、生活支援事業については、行
政による既存の支援制度では対応できないこと
や、支援の対象外になってしまう高齢者の依頼
を受け、困りごとの解決に当たっています。例
えば、おばあちゃん骨折して、足が動かなく
なったとします。洗い物や料理が出来なくなっ
たので、介護保険制度を利用してヘルパーさん
に来てもらうことになりますが、申請してから
実際に来てもらえるようになるまでに 1か月か
かるため、その間、頼れる家族やご近所さんが
いなかったらどうすればよいのかが問題になり
ます。また、実際は一人で暮らしているにもか
かわらず、戸籍上、子供と同居していることに
なっているために行政の支援が受けられない
ケースも存在します。このような人たちが抱え
る困りごとを僕たちはビジネスという形で解決
しています。

3．お年寄りとの関係づくり

　僕たちがお年寄りのお宅に伺う時は、しばし
ばボランティアの学生たちが同行し、作業を手
伝ってもらいますが、彼らには特に、お年寄り
の話し相手になってくれるようお願いしていま
す。おばあちゃんたちは若い人に話を聞いても
らえるだけでも喜んでくれます。僕たちは、便
宜上、「高齢者支援」という言葉を使っています
が、「支援する」「支援される」という関係性は
面白くないと思っていますので、地域のお年寄
りたちにその地域のプレイヤーになってもらう
ことを目指しています。例えば、寂しがってる
おばあちゃんに出会います。そして週に 1回、
掃除に行くようになります。そこでおばあちゃ

んと話すと、実は料理が好きで昔喫茶店で働い
ていたことがわかります。そしたら、世代間交
流でやっている流しそうめんの時に料理を作っ
てもらおうという話になります。この流しそう
めんでは昔大工だったおじいちゃんに土台を組
んでもらっていますが、このように、それぞれ
の方ができる範囲で地域のプレイヤーになって
もらえるようになる仕組みを作り、さらにそこ
に地域のお店や企業を巻き込んでいこうという
のが、えんがおの生活支援事業です。
　ちなみに、僕がえんがおを立ち上げたのは25
歳の時でしたが、その前年に、さきほど岩井さ
んがお話しされていた「iDEA→ NEXT」に参加
し、岩井さんをはじめ大勢の皆さんにアドバイ
スをたくさんいただきました。最初は会社とし
て立ち上げる気はなかったのですが、経営者の
人たちから「お前がやらなきゃ誰もやらねーぞ」
と言われたのかきっかけで自分の中にスイッチ
が入り、あっという間に 2年半が経ちました。
　行政の支援では対応できない依頼の中には、
例えば、棚の上に置いてある洗剤の箱を取って
ほしいとか、夏になったのでこたつの布団を外
してほしいといったものがあります。僕たち若
者から見れば何でもない依頼ですが、このよう
な依頼をしてきたお年寄りの方たちは周りに頼
める人がいないために、長い間洗剤無しで洗濯
したり、夏の間も布団が付いたテーブルに座っ
て暮らしてきたことを皆さんは想像できるで
しょうか。このような小さな我慢の積み重ねが
お年寄りにとって「生きづらさ」につながり、
生きる気力を失わせることにさえなっているの
です。僕たちは、このようなお年寄りの話し相
手になり、気軽に頼んでもらえるような関係性
を築き、やがてこちらから何かをお願いできる
プレイヤーになってもらうことを目指していま
す。
　このような関係性が築かれると、中には、手
伝いに来てくれた学生に対し、作業の手順やし
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ぐさが悪いと注意してしまうお年寄りもいるの
ですが、交流を重ねていくうちに、支援されて
いる側が逆に自分の経験や能力をもとに若者を
指導するような状況は非常に望ましいことだと
僕は考えています。
　生活支援事業の中には、一人暮らしのために
人とのつながりが希薄になってしまったお年寄
りどうしを結びつけることを目的とするものも
あります。例えば、自宅の庭の草むしりの依頼
があった時、そこが広い場所であれば、草むし
りが得意なおばあちゃんたちに声をかけて一緒
に出かけ、手伝ってもらい、報酬を支払ってい
ます。草むしりは僕たち若者にとってはとても
辛く、嫌な作業ですが、お年寄りにとっては当
たり前にやっていたことなので、お喋りをしな
がら得意なことをしてお金が稼げることを大変
喜んでくれています。

4．「みんなの家」の開設と運営

　えんがおでは、2018年 6月、大田原市内でか
つて営業していた酒屋の店舗を自分たちでリノ
ベーションし、「みんなの家」という活動拠点を
作りました。
　 1階はお年寄りが集まってお茶を飲んだり話
ができるスペース、2階はWi-Fiとコンセント
を備えた学生向け自習スペースになっており、
どちらも少額の利用料をいただきますが、24時
間開放されており、近所の一人暮らしの方たち
にとっては、ここに来れば誰か知り合いに会う
ことができ、若者と交流することができる空間
になっています。さらにここで流しそうめんや
飲み会などのイベントを行い、世代間交流、地
域交流を進めています。
　交流イベントは、「みんなの家」で行うだけで
なく、例えばお花見など、外出するものもあり
ますが、そこには、ひとり暮らしのおじいしゃ
んやおばあちゃんだけでなく、お医者さん、生

活保護を受けている人、病気を抱えている人、
子育て中のパパさんなど、様々な立場にある人
が集まってくれます。そして、これらのイベン
トには準備と片付けがつきものですが、そちら
もできるだけ参加者に手伝ってもらうようにす
ることで、地域のプレイヤーを増やす努力をし
ています。
　「みんなの家」は、オープンしてから 1年半が
経ちましたが、これまで延べ3700名の方が来て
くれました。お年寄りの中には、デイサービス
に行く代わりに「みんなの家」に来てくれる人
もいます。

5．ソーシャルビジネスで生きる

　現在僕は「えんがお」の活動から得た報酬で
生活できています。つまり、自分がやりたいこ
とをして生活できているわけです。現在はえん
がおの事務所も「みんなの家」に置いているの
で、僕がデスクワークをしていると、おばあ
ちゃんがお茶や漬物を出してくれたり、パンを
買ってきてくれたりします。めっちゃいい生活
です。楽しそうでしょ？
　「みんなの家」の最初の 1年間の収益は35万
円でした。そして光熱費やWi-Fiの支出が20万
円かかりましたが、もし事務所を他の場所に置
いていたら、家賃と光熱費で 5万円ぐらいの出
費が別に発生してしまうので、「みんなの家」を
24時間開放することはむしろえんがおの支出を
少なくする効果があります。
　えんがおの収益は、補助金を除いて毎月50～
55万円ほどありますが、支出を抑えることで利
益を出すビジネスモデルを目指しています。そ
こで重要になるのが、様々な種類の仲間たちで
す。例えば、机が必要になれば仲間が机をくれ、
椅子が必要になればまた別の仲間が椅子をくれ
ます。「みんなの家」の改修が必要になれば、寄
付をしてくれる人と、労働力を提供してくれる
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人が現れます。このような仲間たちのおかげで、
えんがおは人件費以外の支出をほとんど必要と
しないビジネスモデルを作ることに成功してい
ます。
　僕自身の価値観を学生の皆さんにお話しする
ならば、僕は毎日おいしいビールが飲みたいと
思っています。一生懸命働いた日や、いろいろ
な人が喜んでくれた日のビールはとってもおい
しいんですよ。逆に、中途半端なことをしてし
まったり、頑張りたくても踏み出せなかった日
のビールはあまりおいしくありません。なので、
僕はおいしいビールが飲めるような日々を過ご
し、最期にはこれで良かったと思えるような一
生を過ごしていきたいと思っています。
　学生の皆さんにも、これで良かったと思える
ような生き方をしてほしいと思いますが、その
ためには、自分が楽しいと思えるだけではなく、
自分がしたことを他人に喜んでもらえること
が、自分自身の幸せにもつながるということを
申し上げておきたいと思います。その意味で、
僕が関わっているソーシャルビジネスや社会貢
献事業は、僕自身のためにやっていると言うこ
とができます。
　本日は多くの大学生や先生方にお話を聞いて
いただいておりますが、若者と地域の関係にお

いて僕が大事だと考えるのは、地域の中に若者
の挑戦を促すことができる環境がどれだけ存在
するかということです。より正確に言えば、若
者が互いに挑戦しあえる環境が必要だというこ
とです。学生の皆さんには、現在の、いわば誰
かが手を引いてくれている安心・安全な場所か
ら一歩踏み出す勇気を持ってほしいと思います
が、同時に、先生方、もしくは地域の大人の皆
さんにも、若者を羽ばたかせるための一歩を踏
み出していただきたいと考えております。最近
は高校や大学などで、恐らくリスク回避の観点
から、学生たちを外に出さないようにするケー
スが増えているように感じられます。学生がリ
スクを恐れず挑戦し合うためには、大人にもリ
スクを背負う勇気が必要だということを、
ちょっと偉そうではありますが、あえて言わせ
ていただきます。
　以上、えんがおの活動を紹介いたしました。
僕らは僕らの方法で、人とのつながりが感じら
れる社会に向けて、今の自分ができることを
やって行きますので、皆さんは皆さんの方法
で、これで良いと思える一日、これで良いと思
える人生を過ごしていただけたら嬉しく思いま
す。ご清聴ありがとうございました。
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事例報告②　特定非営利活動法人トチギ環境未来基地

塚　本　竜　也＊

1．自己紹介と団体の概要
2 ．「コンサベーション・コア」との出会い

3．トチギ環境未来基地の 3つのチャレ
ンジ

＊特定非営利活動法人トチギ環境未来基地理事長

1．自己紹介と団体の概要

　トチギ環境未来基地の塚本と申します。よろ
しくお願いいたします。私たち、NPO法人トチ
ギ環境未来基地は、若者主体の森づくり団体で
す。活動の拠点となる事務所兼ボランティアハ
ウスは、益子焼で有名な栃木県芳賀郡益子町に
あります。ここ芳賀郡でも人手不足、利用機会
の減少などの理由により手入れができずに荒れ
た里山、森林が増加しています。こうした里山
や森林の整備を若者たちと進めています。
　当団体の使命は、環境保全活動の実践と次の
時代を担う若者の育成です。里山や森林の保全
活動の実践で、参加する若者たちは様々な経験
を積み、身体を使って考え、新たな出会いを通
じて視野を広げ、次の時代や地域を担うリー
ダーに育つと信じて活動しています。
　そこで私たちが活動の柱として力を入れてい
るのが、「若者のチームによる 3ヵ月間滞在型の
森づくり活動プログラム」です。これは「コン
サベーション・コア（Conservation Corps）」とい
うプログラムで、全国各地、アジア（フィリピ
ン、ベトナム、タイ、台湾など）から集まった
若者たち 4～ 6名が、当団体のボランティアハ
ウスで 3ヵ月間共同生活をしながら、森づくり

活動に取り組むというプログラムです。このプ
ログラムを2009年の団体設立時から現在まで19
回実施し、77人の若者たちが参加しました。当
団体はこのプログラムに参加する若者ボラン
ティアの力を原動力に、様々な活動を展開して
います。日帰りや週末ボランティアなど短期ボ
ランティア活動の運営や、里山を楽しむイベン
トの企画運営など、多様な活動に日々チャレン
ジしています。結果として、年間延べ2,000人の
ボランティアが様々な活動に参加し、年間約
10haの里山と4haの竹林の整備を行えるように
なりました。参加者のうち 6名がプログラム終
了後に栃木県に移住し、外国人を含む21人が
NPOで働いています。そうしたことを評価いた
だき、2017年農林水産省の「オーライ！ニッポ
ン」でグランプリを受賞しました。

2．「コンサベーション・コア」との出会い

　私は、高校生の終わりごろ、環境問題に関心
を持ちました。将来は砂漠化を食い止めるため
に木を植える人になりたいと思い立ち、大学は
林学を専攻しました。そこで日本の森林の危機
的な状況を知ることになりました。また、世界
の森と日本の森はつながっているということ、
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市場原理だけでは豊かな森林を維持していくこ
とは難しい現状があることも知りました。知識
を得るにつれ、日本の森林のために何か貢献し
たいという気持ちが高まっていきました。日本
の豊かな森林をこれからも守り、活かしていく
ためには、林業の活性化だけでなく、空気の浄
化や土砂災害の予防なども含んだ森の恩恵を受
けている市民が少しずつ森に貢献をしていくこ
とが大切だと考え、市民参加の森づくりの可能
性を探り始めました。参加者の体験のためだけ
ではなく、実際に市民の力で良い森をつくるた
めに成果を上げていけるような方法はあるのだ
ろうか、そんな問いを持ったのが大学生の終わ
りごろでした。日本だけでなく世界各地のNPO

の取り組みを調べ、そして 1つの具体例を見つ
けました。それがアメリカで実施されているコ
ンサベーション・コアでした。
　私が大学生の頃にも森林ボランティア活動は
ありましたが、それは「体験活動」を越えるも
のではありませんでした。例えば、「植林活動」
と称しながら、森林組合の人が穴を掘って準備
をしたところにボランティアの人たちが苗木を
植え、土で埋めて帰った後、プロがもう一度植
え直すようなことが行われていました。私は、
これで本当に社会が変わるのか、環境の問題の
解決になるのか、と疑問に感じていたところに
出会ったのが、コンサベーション・コアでした。
やってみなければわからない、実際に参加して
みようと決意し、大学を卒業した年にアメリカ
のシアトルで開催されるコンサベーション・コ
アに参加しました。
　私はアメリカに渉り、アース・コア（Earth 

Corps）という団体が主催する環境保全プログラ
ムに 6か月間参加し、アメリカの若者と各国か
ら集まった若者たち約30人とシアトルの森林や
自然を守り、再生するための活動を毎日行いま
した。例えば、自然公園内の遊歩道の整備、は
げ山での植林作業、帰化植物の除去、環境教育

プログラムの運営など活動の種類は多岐にわた
りました。また、学習の日には、ボランティア
コーディネーションやリーダーシップ、NPOの
運営について学ぶことができました。プログラ
ムの終了が近づいてくる頃には、この活動が本
当に楽しいと思うようになりました。そして興
味は深まり、コンサベーション・コアが実施さ
れている社会的な背景やプログラムの位置づ
け、若者たちの参加の動機についてなどいろい
ろ調べました。そして、以下の 2つの点が素晴
らしいと考えるようになりました。
　 1 つ目は、このプログラムでは、若者たちが
実際にアメリカの自然を守り再生する大きな力
になっていることです。コンサベーション・コ
アには毎年約24,000人のアメリカの若者が参加
しています。参加する若者たちは最初は素人で
も、9～12ヵ月の参加期間の間に作業技術が上
達していきます。若者の力が24,000人分も集ま
ると、 とても大きな力になります。 年間
2,336,725本の木を植えた、4,703カ所の自然公園
を作ったなどの実績を残しています。そのこと
がきちんと社会的な評価を受けていることも素
晴らしいと思いました。
　 2 つ目は、このプログラムは、そこに参加し
た若者たちが活動を修了すると、大学に行くた
めの給付型奨学金を受け取ることができる制度
と連動していることです。アメリカは格差の激
しい国で、どんなに勉強が好きで、将来の夢が
あっても、経済的な理由により大学進学をあき
らめる人もいます。しかし、このプログラムに
参加して 1年間地域のために頑張れば、自らの
力で大学進学の道をつかみ、将来を拓くことが
できる仕組みになっています。
　私は、これを日本でつくりたい、という思い
を強くし、帰国しました。その後、東京の NPO

で働きながら全国各地の森づくり活動や地域づ
くり活動について学び、様々な方法を検討した
後、2009年、栃木県益子町でトチギ環境未来基
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地を設立しました。もちろんそれは、栃木版コ
ンサベーション・コアを実現するためです。
　トチギ環境未来基地の 3か月間のプログラム
では、参加者は私たちと一緒に様々な活動に取
り組みます。一週間のうち 4日は森に入って保
全作業をし、イベントの準備をします。そして
週 1日は学習の日として、NPOや、里山の維持
管理、ボランティアコーディネーションなどに
ついて勉強をしています。参加者は日々規則正
しい生活をしています。朝7:00には起床し、朝
食と作業現場に持っていくお弁当をつくり、朝
食を済ませて活動現場に向かい、9:30～15:00く
らいまで作業をします。作業終了後は事務所に
戻り、道具の片づけや活動の振り返りをしま
す。食事当番が夕食をつくり、みんなで食べま
す。夜は自由時間で思い思いに過ごしたり語り
合ったりしています。こうした毎日を積み重ね
る 3か月間です。
　私たちが活動を行っている里山、森林の現場
は、栃木県内に 7カ所あります。例えば事務所
のある益子町の隣にある、市貝町の廃校となっ
た小学校の裏の森では、学童保育の子どもたち
が遊べる森に整備しています。また、茂木町で
は、幼稚園のフィールドとなる森、清流那珂川
につながる支流周辺の竹林の整備などを行って
います。地域の方から相談・依頼を受け、若者
たちと計画策定から作業実施までを担っていま
す。

3．トチギ環境未来基地の 3つのチャレンジ

　現在、私たちトチギ環境未来基地が若者たち
と進めているチャレンジの方向性は、次の 3つ
です。
　 1 つ目のチャレンジは、できる限り作業面積
を広げるということです。
　若者たちやボランティアの力でどこまで手入
れが必要な里山や森林の手入れを進めることが

できるか、その可能性の最大化を追求していま
す。もちろん、初めてこうした活動に参加する
人も多いので、安全第一でチェンソーや刈払機
などは使いません。手作業でスピードは遅いで
すが、コツコツと積み上げ、年々面積を拡大し
ています。そのためには、とにかく活動日数を
増やすことと、活動の参加者を増やすこと、そ
して手作業であっても作業の習熟度を高めてい
くことが大切です。ですので、作業をしながら
上達することだけでなく研修の機会も作り技術
の向上もできるようにしています。
　 2 つ目のチャレンジは、誰でも里山や森づく
り活動に参加できる機会をつくることです。
　NPOの大切な役割の 1つは、貢献したいと思
う人が誰でも参加できる機会を創出することだ
と考えています。ボランティアの募集に応じて
集まってくださる方はもちろんですが、運営側
の工夫で参加者の幅は大きく広がります。「ぜひ
参加してください！」と呼びかけるだけではな
かなか声が届かない人たち、例えばひきこもり
状態にある若者たちなどには、彼らを支援する
団体と一緒にプログラムを考え、準備し、里山
でのボランティア活動を運営しています。どの
ような立場にある人でも活躍できる機会と環境
を整えることで、里山の担い手が増えると信じ
ています。
　また、里山への入口を多様にしていくことも
大切だと考えています。ここには様々な工夫の
余地と可能性があると思います。私たちは、英
語での森づくり、福祉施設での森づくりを実践
し、森への興味が第一ではない若者たちにも、
英語を話してみたい、福祉の視点から里山を考
えてみたいなどの動機から里山でのボランティ
ア活動に参加していただく道をいろいろ作って
きました。どのような入口であれ、里山に来れ
ばその大切さや楽しさは伝えることができると
思います。どうやってその入り口を多様にして
いけるか、これからも試行錯誤をしていきます。

86 帝京大学地域活性化研究センター年報　第 4 巻（2020）

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   86 2020/03/27   9:46:23



　また、SDGsの流れの中で、企業と地域、企
業とNPOの接点も増えてきました。企業はこれ
からの里山を支える大きな力になる可能性があ
ります。私たちは企業の社会貢献活動としての
里山保全活動や、里山作業を通じた新入社員研
修などを実施しています。
　 3 つ目のチャレンジは、ただ里山を整備する
だけでなく、里山を活用し、里山に現代的な価
値を生み出していくことです。
　これは、私たちのこれまでの活動経験の反省
でもありますが、里山は一度整備をしても、し
ばらく放置すればまた元の荒れた状態に戻って
しまうことがあります。したがって、整備を継
続的に続ける必要がありますが、そのためには
何かしらの動機が必要となります。整備された
里山は、有用に活用されていくことで毎年手入
れが行われるようになります。ですので、私た
ちは、整備活動と、里山の新しい役割に関する
アイデア、例えば、子どもたちが安全に楽しめ
る里山や、障がいのある人でも楽しめる里山づ
くり、お年寄りが健康づくりのために散策でき
る里山づくりなどの提案をセットで進めていま
す。
　そのため、里山で行うイベントの運営なども
行っています。例えばこども食堂と連携した里
山自然体験キャンプを、夏と冬の年 2回、1泊
2日で開催しています。こども食堂の利用者の

中には、母子家庭でお母さんが毎日一生懸命働
いているため、夏休みになってもどこにも連れ
て行ってもらえない子供たちもいます。私たち
はそうした子どもたちを対象に、寄付での応援
をいただきながら、キャンプを行っています。
これはとても人気のあるプログラムで、広報を
すると 2～ 3日で定員に達してしまいます。こ
のキャンプでは、里山で虫を捕まえる、川で泳
ぐ、宝探しをするなど、子どもの成長過程に必
要と思われることを体験させることを重視して
います。
　こうしたプログラムの企画、準備、運営など
も若者たちの力で成り立っています。今では、
若者の感性はこうした分野にこそ必要とされて
いて、そしてこれから様々な若者たちのチャレ
ンジにより新しい事例が生まれ、領域が拡大し
ていくと思います。
　こうした一連のチャレンジはまだ始まったば
かりで、試行錯誤は続きます。ですが、このプ
ログラムが、過疎化と高齢化が進み、若い力が
不足している地域でも、豊かな自然や暮らしを
守るために、人が入れ替わってもいつでも地域
のために活動する若者がいるというシステムに
なればいいなと思います。そして、プログラム
に参加する若者一人一人の人生がさらに豊かな
ものになることを願い、活動を続けていきたい
と思います。ご清聴ありがとうございました。

12345678

87事例報告②　特定非営利活動法人トチギ環境未来基地（塚本）

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   87 2020/03/27   9:46:24



事例報告③　特定非営利活動法人うつのみや百年花火

川　田　浩　也＊

1．自己紹介と団体の概要
2 ．ボランティアによる花火大会の運営

3 ．ボランティア活動から得られるもの
4．今後の課題

＊特定非営利活動法人うつのみや百年花火2019ボランティアリーダー

1．自己紹介と団体の概要

　うつのみや百年花火2019ボランティアリー
ダーの川田です。よろしくお願いいたします。
うつのみや花火大会には大きな特色がひとつあ
ります。それは、すべてをボランティアが運営
しているということです。本当に、とことんボ
ランティアでやってます。通常、花火大会とい
うと、市町村などからサポートを受けたり、
様々な企業の方が、運営段階から参加していた
り、という形式が多いと思いますが、私たちは、
資金調達、会場のレイアウト、企業や団体との
連携や打合せ、そして、ボランティアの募集、
花火大会のプログラムポスター・パンフレット
の製作、当日の会場設営まで、できる限りボラ
ンティアでやっています。
　もちろん、これだけたくさんすべきことがあ
ると、1 つのチームだけでは行うことができま
せんので、きちんと組織化して、色々なチーム
で動いています。私はその中の、ボランティア
を募集するチームのリーダーを、今年担当させ
ていただきました。
　ボランティアの内容は、実は毎年、組織図も
含めて変わりますが、今年は 7つのチームに分
かれて活動しました。総務チーム、資金調達

チーム、ビジターサポートという、送迎バスの
運営などを担当するチーム、会場設営を担当す
るチーム、花火のプログラムなどを企画する
チーム、広報チーム。そして、私が担当してい
るボランティアチーム、の 7つです。
　そして、これほどの活動を花火大会の直前に
開始するのでは遅すぎますので、1年間を通じ
て活動を行っています。今年、2019年は 8月10
日に花火を打ち上げましたが、その時にはすで
に2020年の花火大会の運営メンバーが集まり、
会議を始めていました。
　このように、年間を通じて運営に関わるボラ
ンティアのことを、私たちは運営メンバーと呼
んでおりますが、当日の警備や会場設営、会場
案内、翌日のゴミ拾いなどに従事するボラン
ティアのことをドリームスタッフと呼んでいま
す。運営メンバー、ドリームスタッフ共々、皆
さんのような学生の方に大勢参加していただい
ております。
　また、この花火大会を開催するまでの間にも
様々なイベントをしています。例えば、宇都宮
市内の幼稚園の年長さんたちに花火の絵を書い
てもらい、皆さんに見てもらう展覧会を毎年開
催していますが、そこでは、出展された花火の
絵の中から10作品を選び、本物の花火として打
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ち上げるという企画もやっています。そして、
「クリーンアップ作戦」と称する会場内外の清
掃活動も、ボランティアの皆さんと一緒にやっ
ております。

2．ボランティアによる花火大会の運営

　ではなぜ、うつのみや花火大会はボランティ
アだけで運営するようになったのか、というお
話をしたいと思います。もともと、宇都宮の花
火大会は1984年から、地元の企業が主催・協賛
する形で開催されてきました。しかし経済の冷
え込みが原因で資金不足となり、2004年に中止
が決まってしまいました。それから数年間、宇
都宮では大きな花火を見ることができませんで
したので、幼稚園で先生が子供たちに花火の絵
を描かせると、打ち上げ花火ではなく、線香花
火を描く子がいたなんて話もあったそうです。
　このような状況がしばらく続いたのち、2007
年、「地元でも子どもたちに大きな花火を見せて
あげたい。もう一度宇都宮の夜空に花火を上げ
たい」と集まった有志が実行委員会を結成し、
ボランティア運営という異例の形で復活するこ
とになりました。ここから毎年、途切れること
なく、ボランティアによる運営によって宇都宮
の空に花火が上がっています。
　この、うつのみや花火大会の、もう 1つの大
きな特徴が、花火大会の会長が毎年変わるとい
うこと、すなわち単年度制で準備をしていると
いうことです。歴代の会長はそれぞれ、テーマ
となる言葉を選びます。これまで選ばれた言葉
には、「夢」「挑戦」「愛」「真心」などがありま
した。
　そして2012年、花火大会としては全国初の特
定非営利活動法人「うつのみや百年花火」を設
立することになりました。この法人名には、う
つのみや花火大会が100年続くようにという願
いが込められています。そして、ボランティア

による運営のまま、2017年には無事10周年を達
成し、今年で13回目を開催することができまし
た。ちなみに、2017年は「幸せ」、2018年は「希
望」、そして今年は「絆」をそれぞれテーマの言
葉に選びました。
　うつのみや花火大会の開催には多くのボラン
ティアの方が必要です。そこで私たちボラン
ティアチームが中心となり、様々な学校で20回
以上にわたり説明会を行い、花火大会の概要、
ボランティアの内容などを伝えてきました。帝
京大学の、今こうしてお話しさせていただいて
いる会場でも説明会を開催しました。その結
果、今年は過去最高の150名以上の学生さんに
ボランティア登録していただくことができまし
た。本当にありがたく思っております。
　ボランティアの中心になっている世代は20代
後半から30代の大人たちです。年齢も性別も
様々ですし、仕事を持っている人もかなり多く
いらっしゃいます。もちろん、主婦の方、学生
の方、あとは定年退職をした後に関わってくだ
さる方もいます。そういった様々な立場の方々
が、自分の空いている時間を使って、様々なボ
ランティアをしてくださっています。
　学生さんが参加したボランティアの作業の中
には、整地という、打ち上げをする場所を平ら
する作業があります。この作業をしないと花火
は打ち上がらないんです。その他にも、ポス
ター張りや、ごみ拾い活動、PR活動などに、大
勢の学生さんに参加していただきました。
　花火大会の当日は、早朝の会場設営から、ボ
ランティアの皆さんにお越しいただき、安心・
安全な花火大会を運営できるよう、皆で力を合
わせていきます。うつのみや花火大会には、あ
りがたいことに毎年非常に多くの方にご観覧い
ただいております。毎年、6万人以上、7万人に
近い方が、鬼怒川沿いの道場宿緑地にある緑地
公園にいらっしゃいます。
　実際、当日は私たち運営メンバーも指示をし
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たりはするんですけれども、ボランティアの方
も一緒の仲間として活動をしています。そして、
打ちあがった花火を見た瞬間、こうして花火を
打ち上げることがみんなの共通の目標だったこ
とを実感することができます。目で見て非常に
わかりやすい成果です。間近で見る花火はやっ
ぱり美しいものだと思います。何かこう、体に、
その感動が響いてくるような、そんなところが
あります。
　そして花火大会の翌日にはゴミ拾いを行いま
す。

3．ボランティア活動から得られるもの

　私たちにとって、花火を打ち上げることは確
かに共通の目標ですが、理念として掲げている
のは「未来を担う、子供たちに、夢と、希望と、
感動を」という言葉です。まずは、この宇都宮
の地で子供たちにこの花火を見てもらい、そこ
から夢と希望と感動を感じてもらいたいと思っ
ていますが、それに加えて、私たち大人が、仕
事としてではなく、花火を上げたいという目的
のために一生懸命力を合わせている姿からも、
夢と希望と感動を感じてもらいたいと思ってい
ます。
　私自身は、うつのみや花火大会に 4年前に初
めて関わらせていただきました。どんなボラン
ティアをするんだろう、と大変不安な気持ちで
参加したのですが、その中で自分なりにできる
ことを少しずつお手伝いした後、当日、打ちあ
がった花火を見て感じたのは、ああ、こんなす
ごいこともみんなの力を合わせればできるん
だ、という感覚でした。
　実際、当日のボランティアに参加してくだ
さった方の感想を見ますと、「大変だけど楽し
かった」「とてもよかった」というご意見をいた
だくことが多いですね。
　私たちはうつのみや花火大会を、100年間、ボ

ランティア運営で続けたいと思っております。
そのためにも、私たちの次の世代の方たちにこ
の花火大会に数多く参加していただき、そこか
ら次の担い手が現れることを期待しながら活動
しています。
　次に、今年の成果と課題についてお話ししま
すと、今年は、過去最高のボランティア登録数
を達成することでが出来ました。そうすると、
やはり、ここは様々な方と出会う場にもなるわ
けです。実際、この花火大会への参加を通じて
転職した人もいますし、自分がやりたいと思う
ものが見つかり、様々な貢献活動に飛び出して
いった人もいました。さらに、このボランティ
アで出会って結婚した人もいました。うつのみ
や花火大会は、ある意味、人生を変えるきっか
けのひとつになっているんじゃないかなと思い
ます。
　そして私は、リーダーとして今年 1年関わら
せていただいてつくづく思うのですが、この花
火大会を 1年経験すると、組織ってこうやって
運営していくんだ、リーダーシップってこう
やってとるんだ、っていう事が、生身で理解で
きたような気がします。生身で体験できること
は、皆さんにとっても、これからいろいろな仕
事に就いて活動するときにも、とても役に立つ
経験ではないかと思います。そして、達成感と
感動、さらに、自分にも何かできるんだ、私た
ちは力を合わせれば何かできるんだ、という感
覚は、やはり、何か一歩踏み出す時の力になる
ものだと思います。皆さんにとって、この花火
大会での活動がそれ以外の活動にも足を向ける
きっかけになればと思っています。
　キャリアの広がりに関していえば、この花火
大会には様々な仕事をしている人が関わってい
ます。学校の先生もいます。私は福祉の教育に
携わっておりますし、他にも経営者の方もいれ
ば、個人事業主の方もいます。そういう中で、
いろんなお仕事の方の考え方や仕事の内容など
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にも触れることが出来るボランティアだと思い
ます。

4．今後の課題

　その一方で、今後解決すべき課題もたくさん
あります。
　 1 つ目の課題は、一定数の方々に継続的にボ
ランティアに参加していただけるようにするた
めの取り組みの必要性です。私たちは、ボラン
ティア参加者同士の交流を深める機会として、
事前にバーベキューなどイベントを実施してい
ますが、参加率は高くありません。また、当日
のボランティア参加者も登録数の 7～ 8割にと
どまり、登録だけで参加をしないボランティア
の数をどのようにして減らしていけるかが課題
になっています。
　 2 つ目の課題は、安心・安全な大会運営を今
後も維持していけるかということです。近年、
うつのみや花火大会の来場者が増加するにつ
れ、会場の収容規模が限界に達する可能性が出
てきました。また、運営費についても2019年は
過去最高の協賛額を集めましたが、このまま規
模を大きくしていくことが良いことなのかどう
か、考える必要がありそうです。
　これらの課題を改善するためには、運営ノウ
ハウの持続性を考慮しながら活動していくこと
が求められます。うつのみや花火大会では、会
長をはじめとするリーダーの任期が単年度と
なっていますが、このやり方は組織としての柔
軟性に繋がる一方、ノウハウの蓄積や情報共有

などが難しくなるという一面もあります。
　うつのみや花火大会では、毎年、いろいろな
物語が生まれています。本日は、去年私たちが
経験したエピソードをお話ししたいと思いま
す。
　昨年の花火大会のボランティアチームの中
に、けんけんという男の子がいました。生まれ
つき障害を持っていて、車椅子でなければ移動
できない子でした。2018年、ボランティアチー
ムとして一緒に活動し、無事に花火が打ちあが
るのを見届け、来年も頑張ろうね、と言って別
れたのですが、それから 1か月後、自宅で倒れ、
帰らぬ人になってしまいました。私たち運営メ
ンバーは、けんけんの為に今年の花火大会を成
功させようと言い合いながら活動を続けてきま
した。このけんけんがすごく良いことを言って
たんですね。それは、「外に出れば、世界が変わ
る」という言葉でした。きっと、けんけん自身
も、車椅子という状況の中、勇気を出して外に
飛び出し、花火大会のボランティアに参加して
くれたんだと思います。けんけんが自分の体験
を通じて教えてくれた言葉が、今も私たちの心
に残っています。
　うつのみや花火大会は誰にでも門戸を広げて
います。ぜひ皆さんもこの活動に参加して、皆
さん自身の物語を作ってほしいと思います。そ
して、そこから得たものを、ぜひ皆さん自身の
次の活動に、そして花火大会の継続のために、
使ってほしいと思っています。以上で私からの
報告は終わりになります。ありがとうございま
した。
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事例報告④　一社会人による那須烏山市での地域活動

渡　邊　貴　也＊

1．自己紹介
2 ．那須烏山市の概要と特徴
3 ．「行動的市民」を増やすために： 
社会参加の仕組みづくり

4．市民性を育むための実践活動： 
「さんかくサロン」と社交場創出に
向けた取り組み

5．社会人による地域活動のすすめ

＊那須烏山市役所職員

1．自己紹介

　渡邊貴也と申します。私は那須烏山市役所の
職員ですが、地域づくり関係の部署ではなく税
務課におります。行政職員として勤務し始めた
のは去年の 4月なので、まだ 2年経っていませ
ん。しかし、那須烏山市に移住したのは 6年ぐ
らい前で、移住した日から地域活動をしており
ますので、一応、6年間、地域づくりの実践者
として色々やらせていただいております。
　本日は、錚々たるメンバーの後に私がしゃべ
るという事ですので、プロジェクトの内容もさ
ることながら、何で勤め人をやりながら地域づ
くりをやることになったのか、やってみてどう
だったのか、といったところを中心にお話しで
きれば、と思っております。
　私の経歴は、地元の大学を卒業後、民間企業
に勤めたこともありましたが、その後は、観光
資源の掘り起こしなどをするお仕事をいただい
たり、本日基調講演をされた岩井さんのとちぎ
ユースサポーターズネットワークの職員もやら
せていただいたことがございます。そして、そ
の後、ある時期から那須烏山に根を張ろうと決

めていたので、地元で働ける職場だという事と、
ある程度地域づくりを実践してきたところを将
来フィードバックできるかな、という理由で市
役所職員として勤務し、現在に至っておりま
す。

2．那須烏山市の概要と特徴

　那須烏山市は、栃木県の端、茨城県との県境
にある自治体です。平成の大合併の時に、南那
須町と烏山町が合併して誕生しました。人口は
26000人、世帯数10000と、栃木県内の「市」の
中で最も小さい自治体です。那須烏山は、豊か
な自然を利用したレジャーや農業が盛んな一
方、旧烏山が商業で栄えたため商業都市として
の顔も持つ、面白い自治体です。また、山あげ
祭が有名なので、それだけは聞いたことがある
方もいらっしゃるかもしれません。それと和紙
も有名です。
　では、自治体としての那須烏山はどうなのか、
と聞かれますと、地産産業と言えるようなもの
や、若者がここで働きたいと言えるような場所
がなかなか無いため、若者の人材流出を食い止
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めることができず、かつ財政状況についても自
主財源比率35.3％と、非常に厳しい状況にあり
ます。
　しかしながら、私は宇都宮出身ですが、那須
烏山は宇都宮より面白いな、と思っています。
この町の人口は宇都宮の20分の 1くらいしかあ
りませんが、「田舎はうわさが早い」という話の
通り、目新しい取組みや情報がすぐに拡散する
という面白い特徴がありまして、誰々さんが新
しい事を始めたらしいぞ、とか、何丁目の空き
家で何か始まったらしいぞ、という話を聞きつ
けてたちまち人が集まってきます。その意味で
は、キュッと詰まったコミュニティは仕掛けが
作りやすく面白いな、と思いながら、2013年に
移住して以来、コミュニティづくりや、行政と
民間が課題意識を分かち合い、協力していける
ような機会を提供するプロジェクトなどを行っ
ております。

3．「行動的市民」を増やすために：  
社会参加の仕組みづくり

　次に、私が地域活動や社会活動を始めた理由
ですが、私は大学 3年生の頃、栃木県の選挙管
理委員会の人から、若者の投票率を上げるため
のプロジェクトに参加しないかとお誘いを受け
ました。その時は就職活動に有利になると思っ
て参加したのですが、プロジェクトに関わって
いるうちに、市民が社会課題に参加できる仕組
みを作る必要性、つまり、私たち市民が、社会
についておかしいと思った時や、もっと良い社
会にしたいと思った時に、自分ではどうしよう
もないとあきらめてしまうのではなく、自ら声
を上げ、行動できるような社会になる必要があ
ると考えるようになりました。それが動機と
なって、社会人になった今も地域活動を続けて
います。
　「市民性教育」と呼ばれる学問分野の話になり

ますが、「市民社会」には、社会の中で自らの役
割を認識し、主体性をもって課題を解決するた
めに行動できる市民である「行動的市民」と呼
ばれる人たちが存在します。彼らの行動は、起
業や社会プロジェクトの立ち上げ、選挙への立
候補、政策提言などの形で具体化しています。
そして、行動的市民ほどの積極性はないけれど、
社会を良くするために投票に行ったり、ボラン
ティア活動に参加する人たち、すなわち「良き
市民」と呼ばれる人たちが存在します。
　私は、どうやったらこの「行動的市民」と「良
き市民」を増やすことができるのかを考えるよ
うになりました。なぜ日本人は欧米と比べて政
治参加や社会参加に対する関心が低いのか。こ
のことを考えた時、日本では、社会に関わるこ
とで変化を実感できる機会が少ないことが、「行
動的市民」と「よき市民」が少なく、「もの言わ
ぬ大衆（サイレント・マジョリティー）」が多数
派になってしまう原因なのではないかと考える
ようになりました。
　内閣府の調査によれば、「私の参加により、変
えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれ
ない」という質問項目に対し、日本の若者で「そ
う思う」と答えたのは32.5％で、アメリカの
63.1％、フランスの50.6％に比べて少ししかいま
せん。自分が関わっても何も変わらないならボ
ランティアにも行かないですよね。自分は社会
にとって必要な存在なんだ、役に立てる存在な
んだという成功体験がなかなかできない現状を
変えていきたいと思って活動をしています。
　「クリック・レポート」という、イギリス教育
省の市民性教育のための諮問委員会が発表した
報告書によると、市民性を育む要素として、「政
治的リテラシーの習得」、「コミュニティの自
覚」、そして「社会的・倫理的責任感の醸成」の
3つが挙げられています。したがって大事なこ
とは、政治や社会について勉強して自分なりの
意見を持ち、政治やビジネスへの参加を通じて
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コミュニティの一員であることを自覚し、その
うえで社会的・倫理的な責任感を持った若者を
育てることだと思います。

4．市民性を育むための実践活動：  
「さんかくサロン」と社交場創出に向けた

取り組み

　私は、いろいろな仲間ができた那須烏山市
で、市民の皆さん、特に大学生から40代ぐらい
の世代の人たちが、自分が地域コミュニティに
良い影響を与える存在だと実感できるような機
会を提供する活動をしていますが、本日はその
うち 2つ紹介したいと思います。
　現在、活動の柱として取り組んでいるものの
1 つは、市政運営について正しい知識を持ち、
必要な時に声を上げることができる市民の育成
に向けた取り組みです。具体的には、現場の政
治家や行政職員と市民が課題意識を分かち合う
ことを目的とした対話のイベント、「さんかくサ
ロン」を定期的に行い、市民の皆さんに、市の
重要政策や都市計画の概要を理解した上で自分
たちに出来ることについて考え、議論する機会
を提供しています。このイベントを通じて、市
民の側は政治や行政に関する正確な情報を得ら
れ、それに対して意見を言ったり、請願のため
の具体的な方法を知る機会になる一方、ゲスト
として招かれる政治家や行政職員の側は、他で
は知ることが難しい若い世代の市民の意見を聞
き、自身の活動に対する市民の誤った認識を正
しながら、彼らと関係を構築することが可能に
なります。「さんかくサロン」はこれまで、市の
総合計画や都市計画などをテーマにしたり、市
長や議員との座談会などをテーマとして、大小
15回ほど開催されましたが、今後は、市民が当
事者意識を持ちやすいテーマについて深く掘り
下げ、行政に対して提案を行っていけるような
取り組みに変化させていきたいと考えています。

　 2 つ目の活動の柱は、地域活動に関心がある
人たちの交流の場を作る取り組みで、那須烏山
に移住した直後に始め、現在も形を変えて続け
ているものです。先ほど申しあげたとおり、社
会の中に「行動的市民」と「良き市民」を増や
していくためには、自身が当事者意識を持った
テーマに関する成功体験を積み上げることが重
要になりますが、そのためには、地域の中に、
自分がやってみたいことを話し合い、賛同者や
支援者を得ながらその実現に挑戦できるような
プラットフォーム、すなわち社交場を作る必要
があります。そしてその社交場で多様な人的・
物的資源を持った人たちが交流することで、市
民主体の課題解決プロジェクトが生まれ、それ
を実行した人たちの中に、自身が地域社会に影
響を与えられるという実感と社会的責任感が育
まれることが期待されます。
　実際、この社交場で生まれたネットワークか
ら、「さんかくサロン」が生まれ、那須烏山のま
ちづくりに取り組む NPO法人「クロスアクショ
ン」が生まれたほか、建築家の隈研吾さんの
トークライブや、市内の団体が参加したマル
シェなどのイベントが開催されました。

5．社会人による地域活動のすすめ

　このように私は、社会人としての本業を別に
持ちながら地域活動を行っておりますが、最後
にこのような活動のメリットとデメリットにつ
いてお話ししたいと思います。
　まず、このような形で地域活動をすることで、
私は職場と自宅以外に活動の場を持つことがで
き、そこから同じ地域内で活動する、同じ志を
持った人々や、事業に携わる人々とのネット
ワークが飛躍的に広がる点をメリットとして挙
げたいと思います。
　私の場合、現在所属している部署は地域活動
との親和性があまりありませんが、例えば皆さ
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んが、大学生のうちに地域活動に関わり、卒業
後、その地域に関わる仕事に従事することに
なったら、学生時代に築いたネットワークの中
にいる人たちが顧客になったり、ビジネス上の
パートナーになる可能性があります。また逆
に、職場で解決困難な課題が生じたときに、地
域活動のネットワークから得られた知識や経験
がその解決の糸口になる可能性もあります。そ
して何よりも、自宅と職場の他に心を許せるコ
ミュニティを持つことで職場や家庭のストレス
や悩みを軽減でき、精神的に豊かな状態を保て
る点が大きなメリットだと言えます。往々にし
て、社会人はやりたい仕事ができないことが多
いですが、地域活動の場合は、プロジェクト
チームを「任意団体」という届け出がいらない
形で立ち上げれば、ほとんどサークルのような
感覚で活動することができ、それが一定の役割
を果たしたら解散し、また別のプロジェクトを
立ち上げるという方法で柔軟に活動を続けるこ
とが可能です。
　他方、社会人による地域活動のデメリット
は、専従で取り組むことができないため、プロ
ジェクトの推進力が弱くなってしまうことで
す。例えば、えんがおの濱野さんがやっている
ようなコミュニティースペースの運営は、私に
はとてもできません。私のやり方でできること
は、制限された活動時間の中で、本業の負担と
ならない形でコツコツと続けていく、地道な活
動だけということになります。
　また、私のような行政職員が地域活動に関わ
る場合、その「公人」としての立場が邪魔にな
る可能性があることが、もう 1つのデメリット
かもしれません。具体例を挙げますと、私は税
務課に勤めておりますので、地域住民の個人情

報、特に所得や納税の状況を知りうる立場にあ
ります。もし、仲間たちの所得を何らかの理由
により知ってしまったり、その中に滞納者がい
ることが分かってしまったりすると、一緒に活
動しづらく感じることがあります。さらに、選
挙の時期が近づくと、議員や各種団体と一緒に
イベントを開催することが難しくなります。実
際、私が主催したイベントにもかかわらず、上
司からの指示で、泣く泣く参加を自粛したこと
もありました。
　このように、社会人による地域活動にはメ
リットとデメリットがありますが、最後に、メ
リットの方を強調するために、レオ・レオニの
「スイミー」という、私が大好きな絵本の中のエ
ピソードを紹介したいと思います。この絵本に
は、小さな魚たちが集まって大きな魚の形とな
り、自分たちを食べようとした魚を追い払うと
いう場面がありますが、私はここに市民社会の
理想を見る思いがします。なぜなら、ここでは、
最初に主人公のスイミーが目の役を買って出る
ことでリーダーシップを示し、それに応じてた
くさんの小さな魚たちが、背びれの役やしっぽ
の役など、それぞれができる役割を果たすこと
で一匹の大きな赤い魚になり、彼らのコミュニ
ティを脅かす問題を解決できたからです。
　同じように、地域に住む人にもすべて何らか
の役割があるはずです。最初は何をすべきかわ
からなくても、地域と関わる中で課題が見つか
り、想いを共有する仲間と出会うことでその解
決の力になることができます。本日お越しの皆
さんも、ぜひ、学業や仕事の合間に身近な地域
活動に参加されることをお勧めします。ご清聴
ありがとうございました。
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パネルディスカッション

岩　井　俊　宗・濱　野　将　行・塚　本　竜　也・ 
川　田　浩　也・渡　邊　貴　也・乗　川　　　聡

1 ．はじめに
2．基調講演および事例報告に関する 
質疑応答

 2.1.　事例報告①（濱野氏）に関する
質疑応答

 2.2.　事例報告②（塚本氏）に関する
質疑応答

 2.3.　事例報告③（川田氏）に関する
質疑応答

 2.4.　事例報告④（渡邊氏）に関する
質疑応答

 2.5.　 NPO専業従事者（濱野氏、塚本
氏）に関する質疑応答

3 ．テーマ①　若者に社会を変える力は 
あるか

4．テーマ②　若者が力を発揮できる 
社会環境

5 ．テーマ③　これからの地域活動が 
果たすべき役割

1．はじめに

・乗川：これより質疑応答とパネルディスカッ
ションを始めたいと思います。一応私もここに
座っておりますが、司会進行は岩井さんにお願
いします。まずは、会場の皆様から LINEと質
問用紙で寄せられた質問を紹介し、登壇者の皆
様にお答えいただきたいと思います。なお、登
壇者の皆様は普段から親交が深く、仲良しでい
らっしゃいますので、堅苦しい言葉遣いはやめ
て、気楽に行きたいと思います。ではよろしく
お願いします。

2．基調講演および事例報告に関する  
質疑応答

・岩井：皆さんこんにちは。これから60分間、
パネルディスカッションという形で進めたいと
思いますが、その前に、会場の皆様から LINE

でいただいた質問が40件ほどございましたの
で、登壇者の皆さんにそれぞれ 3分程度で答え
て頂きたいと思います。まずは濱ちゃんからお
願いします。

2.1.　事例報告①（濱野氏）に関する質疑応答
・濱野：はい。多かった質問は「一番困ったり
悩んだりしたことは何ですか？」というもので
すが、一番を答えるのは難しいですね。100％の
うち90％が大変なことで、楽しいことは10％と
いった感じですが、その大変な90％を楽しみに
変えることが大事だと思っています。
　大変なことはたくさんあります。おばあちゃ
んに頼まれたことをしてあげたら、家族から「そ
んなことしなくていい」と怒られてしまうこと
はよくあります。最近、「みんなの家」でおばあ
ちゃんが財布を無くし、警察を呼ぶ騒ぎもあり
ました。
　何か新しいことをするのが大変なのは当たり

帝京大学地域活性化研究センター年報　第 4 巻（2020）96-107

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   96 2020/03/27   9:46:25



前なんです。新しいことをした人が、大変な思
いをしたり失敗した時、「じゃあ今度からこうし
よう」と考えたり、対応策を練って他の人に伝
えれば、後に続く人が同じ失敗をしなくて済む
だろうと考えることがあります。僕は、大変な
ことを、辛い、苦しい、と考えるよりも、面白
いと考えたり、経験できてよかったと考えるよ
うな思考回路なんで。メンバーたちに、この失
敗がどんな意味を持つのかを伝えるのがリー
ダーの役割だと思います。
　もう 1つ答えましょうか。「高齢者の方はどの
ようにアプローチすればコミュニティに参加し
てくれますか」という質問です。人にもよりま
すが、僕らは最初に、道を歩いているおばあ
ちゃんたちに「こういうのがあるんですけど来
てくれませんか？」とか、「よかったらうちのほ
うに来ませんか？」などと直接声を掛けます。
顔を見せると参加しやすくなります。チラシ
じゃ絶対来ません。もう一つの方法は、何か役
割をお願いすることです。「お皿洗ってくれる人
が足りないんで、もし時間あったらお願いでき
ませんか」、みたいな感じで。すると「えー、仕
方ないなー。膝痛いんだけどね」なんて言いな
がら来てくれます。
　それと、「グループホームに通うことは良くな
いことなのですか」という質問もありました。
すいません。僕の言い方がよくなかったんです
が、グループホームや高齢者施設に通うことは
とても良いことです。ただ、他の選択肢が地域
の中にあるとなお良いと思います。濱野からは
以上です。
・岩井：ありがとうございます。続いては竜也
さんから。

2.2.　事例報告②（塚本氏）に関する質疑応答
・塚本：はい。ありがとうございます。「自分が
思う理想的な里山の形って何ですか？」という
質問をいただきました。「こうです」というのは

やはりないですね。里山によって整備の仕方が
違います。例えば、多様な生物がいる里山を作
りましょう、というのと、子供たちが元気に安
全に遊べる里山を作りましょうというのは違い
ますよね。この場所にはこれが必要だというの
が大事なんです。長い目で見ると、里山が表現
している価値は、それがずっと続いていくとい
うことなんだと思います。例えば、自分たちの
子供が、将来、大気汚染の影響でマスクをしな
がら学校に通うことになったら嫌ですよね。そ
うならないように、今の環境、人々の暮らしや
価値観をこのまま持続させる必要があること
を、里山で表現できるように活動しています。
　 2 つ目の質問は「里山をモトクロスバイクの
コースにしたらいいんじゃないか」というもの
です。とてもいいアイデアだと思います。いろ
いろなアイデアをいただきたいと思います。里
山は放っておくと悪くなってしまうので、生か
すためにとにかく何かやってみることが大事だ
と思います。
・岩井：ありがとうございます。続いて川田さ
んからも。

2.3.　事例報告③（川田氏）に関する質疑応答
・川田：はい。いろいろ質問ありがとうござい
ます。「うつのみや花火大会の資金は募金で調達
するのですか」という質問です。もちろん、募
金も資金調達の一部ですが、大きいのは、企業
からの協賛金なんですね。今日、私が着ている
Tシャツには企業名がたくさん載っています。
こういった企業に 1軒 1軒足を運んでいって、
「今年もこういう形で運営しますので、是非協
力していただけませんか」とお願いするのもボ
ランティアの仕事です。本当に、地元の企業、
地元の皆さんの応援なしには成り立たない花火
大会だと思います。
　 2 つ目の質問は「毎年リーダーが変わること
でやりづらいと思ったことはありませんか」と
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のことですが、私の場合、リーダーが変わるこ
とこそが、この花火大会の醍醐味の 1 つだと
思っています。確かにトップが変わると、雰囲
気が変わったり、進め方も変わったりと、大き
な影響が出ますが、歴代のリーダーの進め方そ
れぞれに学びがあると思います。
　また、「全部ボランティアで運営することの苦
労や、良かった点は何ですか」という質問をい
ただきました。これはものすごくたくさんあり
ます。ボランティアは仕事ではないので、その
人が「もう来たくない」っていったら、来てく
れないわけですね。そんな人たちにどうやって
やる気になってもらうか、本当に悩みました。
それと、これは私が花火大会のボランティアを
始めたきっかけに関わることでもありますが、
私は数年前、仕事で独立しました。自分で思っ
たことをしたいと思ってのことでしたが、仕事
ですごく悩んだ時期がありました。花火大会に
関わることになったのは、その時に出会った人
に誘われてのことでした。そしてこの活動を通
じて「自分にもできるんだ」という自己肯定感
がものすごく上がったんですね。そして「もう
1年きちんと関われば、私にももっと何かでき
るかもしれない」と思うようになり、毎年挑戦
のつもりで、何か成長できないかと考えながら
関わり続け、今年はボランティアチームのリー
ダーを務めることになりました。
・岩井：ありがとうございます。続いて貴也か
らも。

2.4.　事例報告④（渡邊氏）に関する質疑応答
・渡邊：私にいただいた質問です。「ボランティ
アとして関わった時の町の見え方と、市役所職
員として関わった時の見え方に違いはあります
か」という質問です。まちづくり団体で実践活
動をしていると、自治体の予算のことまで考え
ず、町のこの場所にはこういう価値が必要だ、
などと「あるべき論」だけでまちのことを語る

ことができてしまいます。しかし、行政職員に
なると、補助金などのことも考えざるを得ない
場面が多くなってきます。那須烏山市は、職員
の人件費と公債の償還、生活保護の支給だけ
で、自分たちで賄える税金の部分がなくなって
しまいます。まちづくりの方針やグランドデザ
インを考える際、例えば国土交通省の「立地適
正化計画」で謳っているコンパクトシティのよ
うな、国から補助金がもらえるような形でない
と、結局お金がなくて何もできない、なんてこ
とになってしまいます。市民と行政の対話の場
所を作っていると、行政の側がまちづくりの青
写真を作る際の事情も、それとは違う根拠によ
る市民の反論も知ることになりますが、両者の
価値観や見方の違いを感じて悩ましいところで
す。
　それと、台風19号に関連して、「那須烏山市は
大きな被害が出ましたが、ボランティアでも復
旧活動に参加していますか」という質問があり
ました。台風に限らず有事の際は、行政職員は
土日も関係なくずっと仕事がありますので、私
は台風の直後は復旧ボランティアに参加するこ
とができず、歯がゆい思いをしているところで
す。私からは以上です。
・岩井：ありがとうございます。

2.5.　 NPO専業従事者（濱野氏、塚本氏）に
関する質疑応答

・岩井：ありがとうございます。もう一つ、会
場の皆様からたくさんいただいている質問をし
たいと思います。それは、地域活動ないし社会
問題の解決に、ボランティアではなく仕事とし
て取り組んでいることに関するものです。地域
活動に専業で関わることが素晴らしいと言うつ
もりはありませんが、濱ちゃんと竜也さんに、
なぜボランティアではなく仕事なのか、理由や
背景をお話しいただけると嬉しいのですが。
・濱野：僕は元々は作業療法士としてフルタイ
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ムで働いていましたが、えんがおを立ち上げ、
こちらを週 3日、作業療法士の方はパートに切
り替えて週 4 日で 1 年間ダブルワークをした
後、えんがおの常勤一本に移りました。
　専業になった一番の理由は、大学生の頃、ボ
ランティアに関わる中で、楽しいことが多かっ
たし、刺激をたくさん受け、自分の強みを生か
せることが多かったので、これが仕事だったら
どんなに幸せだろう、と思ったんです。
　そしてその頃に、今日ご一緒させていただい
ている岩井さんや塚本さんが、社会を変えるこ
とを仕事にしているがめちゃめちゃかっこよく
見えまして。みんながみんなそんな生き方がで
きるわけではないのは分かっていたけど、まだ
失敗しても何とかなる年齢だし、とりあえず
やってみようと思いました。かっこよく見える
背中が近くにあったことが、一歩を踏み出せた
一番の理由だと思います。お二人に言うのも恥
ずかしいですが。
・岩井：こちらから質問しておいて恥ずかしい
所もありますが・・・、決して言わせたかった
わけではありません。ただ少し補足しておきま
すと、実は私は濱ちゃんが大学 3年生の時に東
日本大震災に関連する活動を一緒にした頃から
の付き合いです。もう 8年 9年経つのかと思う
と感慨深いです。そして竜也さんは、私がユー
スサポーターズネットワークを立ち上げる時、
12、3年前の話ですが、こたつに入って、お互
い仕事になるかわからないけど、未来の景色に
ついて語り合った仲間の一人です。竜也さんの
お話も聞かせてください。
・塚本：はい、ありがとうございます。私は
元々動物が大好きで、そこから環境問題にも関
心を持つようになりました。20年ぐらい前に、
砂漠で白骨化している動物たちの写真を見て、
「これはやばい」と思い、砂漠が広がるなら木を
植えようと思ったのが最初の転換点だと思って
います。

　でも、多少勉強してみると、物事はそんな単
純ではないことがわかってくるわけですが、世
界で砂漠化が広がる中、日本の私たちは、後ろ
を向けば山が広がっているのに、それを全然使
えずに荒れさせている。このアンバランスはお
かしいんじゃないか、どんな解決策があるのか、
と考えるようになりました。選択肢としては、
経済を回していく方法もありますが、市民の力
でどこまでできるか、ボランティアの可能性を
どこまで広げられるかに関心を持ちました。
　そして、事例報告でお話ししたとおり、大学
卒業後、1年間アメリカに行き、シアトルで 6
か月のプログラムに参加しました。これが本当
に素晴らしく、日本で作りたいと思ったのが、
仕事にしようとした出発点です。
　じゃ、どうやって作ろうかと、いろいろ考え
ながら、東京で10年ほど NPOで働きながら、日
本における長期ボランティア活動の展開につい
て考え、その後ご縁があって、栃木に来ました。
この頃は、10年後何をやっているだろうとか、
あまり考えていないんですね。最初はお金もな
いので、新宿のちっちゃいオフィスで、少年マ
ガジンを机にして仕事をする、みたいな生活で
した。お金も何とかなるだろう、ぐらいにしか
思ってなかったですし、生活のことも別に真剣
に考えていませんでした。まあ、20代前半の時
期に、やりたいように突っ走れば、いろんなも
のが付いてきます。立ち止まって考えるのは、
何かに没頭した後でいいんじゃないかと思いま
す。あの頃がむしゃらに走ったことを後悔して
いません。その頃のエネルギーが今も持続して
いる。そんな感じですね。
・岩井：竜也さんありがとうございます。本当
に20代の頃から竜也さんは走っている感じに見
えました。私たちの年齢構成は、僕と竜也さん、
川田さんが40歳近く、そして貴也が30歳、濱
ちゃんが20代後半、といった感じですが、竜也
さんは20代の時、何かできることがあったので
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はなく、できるようになりたいことがあって、
背伸びして走ってきたことが、結果的にできる
ことの幅を広げ、仕事に結びついているんだな
と思います。やりたいことが仕事になっている
と言うより、背伸びして頑張ってきた部分を見
てくれていた人が期待し、必要としてくれたこ
とが、今、仕事としてできることにつながって
いると思います。ややもすると、やりたいこと
を仕事にするって、言葉の響きはいいんですけ
ど、自分の志向だけでやっても、それではお金
を出す人の気持ちには全然影響しないので、相
手が期待してくれる、必要としてくれるところ
にどれだけ貢献できるかが大事だと思います。
自己実現しているように見えますけど、表面的
なコミュニケーションではなく、何をしたら相
手が喜んでくれるかを常に考えることが、プロ
として働く上での大きなポイントになると思い
ます。

3．テーマ①　若者に社会を変える力は  
あるか

・岩井：では、いよいよですね、このパネル
ディスカッションの 1 つ目のテーマ、「若者に
社会を変える力はあるか」という問いに移りた
いと思います。本日お招きいただいた 5人には、
日頃から若者と関わっているということと、今
現在、栃木県内の水害対応を共にやっていると
いう共通点がありますが、若者と関わることで
思う所をお聞かせいただければと思います。川
田さんからお願いします。
・川田：私は、若者に社会を変える力はあると
思います。一人一人絶対、すごい素敵な力を
持っていると思うんですね。ただ、それを生か
せるかどうかは、若者と私たち大人が一緒に活
動したときの、私たちが彼らに向ける目線次第
だと思います。例えば、若い皆さんのことを「今
時の若者は」ってやってしまうと、そういう存

在に見えてきてしまうもんですよね。だからこ
そ、私たちの世代が、まずは、彼らを物として
見るんじゃなくて、ちゃんと人として、すごい
可能性がある存在として見ていくことが、彼ら
の力を引き出すことにつながるんじゃないかな
と思っています。
・岩井：ありがとうございます。貴也からも、
どうですか。
・渡邊：私も、若者だからこそできることや変
えられること、若者だから与えられる影響があ
ると思います。これは仕事でもボランティアで
も同じだと思いますが、いい意味でまだ未成熟
で、何も知らない若者たちが、もっと伸びたい、
成長したい、と言ってコミュニティの中に入っ
てくれば、先輩や上司は守ってあげなきゃ、背
中を見せなきゃとか、という気持ちが働きます
し、若者の方も、先輩たちを失望させないよう
に頑張ると思います。そしてこういう力がコ
ミュニティを活性化させるんだと思います。も
ちろん、若者じゃなくて我々の世代や、もっと
年配の世代だからできることもありますので、
若者だけが社会を変えるわけではありません
が、若者だけが持っているエネルギーというも
のはあると思います。
・岩井：ありがとうございます。普段から若者
と関わっている者としましては、若者の可能性
を信じ切ることが大事だと思っています。若者
にできる所は信じ切る。そして、若者にできな
い所も、本人の力不足が原因ではなく、彼らを
抑圧する何かがあるんじゃないかと考え、それ
をどうやって外すか、ということを私たちは意
識し、彼らに関わっています。そうすると、そ
の抑圧は、親からのプレッシャーや、学校から
の期待だったりすることがわかってきます。本
当はポジティブな言葉であるはずが、若者に
とっては苦痛となり、そのせいで言いたいこと
が言えなかったり、必要以上に緊張するなどの
悪影響が出てしまいます。そのあたりを理解し
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て、「それってポジティブな言葉じゃん」って
言ってあげるだけで、彼らの受け止め方がガ
ラッと変わることがあります。次に、濱ちゃん
と竜也さん、いかがでしょうか。
・濱野：若者のパワー、なんて言うと、学生の
皆さんは、自分とは無関係な、一部の優秀な学
生だけの話だと思っているかもしれませんが、
僕は、若者のパワーの正体の一つは、「未完成
力」だと思っています。整ってる人、出来上がっ
てる人、優秀な人はおもしろくないですよ。そ
んなのいくらでもいるので。100点になってし
まったら、それはもう・・・。例えば、数学の
テストで全員100点とっても、みんな同じだから
おもしろくないですよね。でも、60点だと、間
違えた所がそれぞれ違うので、おもしろいんで
すよ。何ができないかとか、何が苦手か、何が
不細工か、みたいな所がその人の可能性になっ
たり、その人のおもしろさになります。そして、
そこにある将来への可能性みたいなものに周り
は期待したくなるし、希望になり得るんですね。
僕たちは、100点を目指さなきゃいけない、整っ
たものを目指さなきゃいけないという圧力の中
で教育を受けてきたわけですが、現実には整っ
てない方がいいし、できてない方が面白いです。
なので、こうしたものをポジティブにとらえる
社会環境があれば、みんながそんなにプレッ
シャーを受けることもなく、自分はだめな奴と
思わずにいられると思うんです。若者は成熟し
ていないからこそ面白くて力がある、と思って
います。
・岩井：濱ちゃんの視点はすごくおもしろいと
思います。やる気はあるけど、すべてができる
わけではなくて、できない部分もある。そして、
そのできない部分こそが、他の人から見れば、
参画するとか、関わる余地とか余白ということ
になるのかなと思います。若者の想いと実力の
誤差の中に、いろんな可能性と関わり方が生ま
れていくってことでしょうか。これを濱ちゃん

が「未完成力」と呼ぶのは、すごく面白いとら
え方だし、実際にそういったものは存在すると
思います。学生がいると場の空気が柔らかく
なったり、いろいろな人が関わり合い、声を出
しやすくなったりしますからね。竜也さんから
はいかがですか？
・塚本：はい。ちょっと言葉が不正確かもしれ
ませんが、若者のパワーは「純粋さ」だと思い
ます。今の若い人達は、完璧なものでも疑わし
いと思っているようです。例えば、今、外国人
のボランティアと一緒に仕事をしているんです
けど、日本でスーパーに行くと、小袋に入って
いる食べ物をビニール袋に入れ、それをレジ袋
に入れて帰る、いわゆる過剰包装を見かけます
が、これは日本の若者にとってはかっこ悪いも
のであり、外国人たちにとっても日本が嫌いに
なるかもしれないほどのことなんです。彼らが
未来の地球環境に不安を感じているかどうかは
わかりませんが、こういった感覚が、実は次の
社会にとって非常に大事なことだと思います。
現在の環境が、「持続可能な開発目標 (SDGs)」の
キーフレーズでもある、「世界を変革しよう、こ
れまでのやり方じゃなく、違うやり方を見つけ
ていかないと、もう間に合わない」という所に
まで来ているのであれば、その分だけ環境につ
いて学んでいくしかないと思います。ですので、
大人だって、たとえば予算がないとか、あの人
がこう言っているから無理だとか、できない理
由を考えるのではなく、できる方法を純粋に考
えていく。それが、次の未来につながるんじゃ
ないでしょうか。
・岩井：竜也さんありがとうございます。私の
講演でも、他の方の報告でも、「正解が用意され
ていない時代を生きる」という言葉がありまし
たが、いわゆる右脳、左脳で言いますと、左脳
の方は分析的・数学的な役割を果たす部分です
が、こちらを使って既存の情報や統計など、過
去のエビデンスから学び、未来に向かって積み
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重ねることが重要になりますが、右脳の領域、
つまり直感を信じて行動することも、乱暴なこ
とかもしれませんが、正解が用意されていない
時代を生きるためには重要だと思います。
　ただし、その場合も、目の前の人々をハッ
ピーにするための哲学は重要になります。そし
てその哲学と直感を磨くために、いろいろな学
問や情報、コミュニケーションなどが必要にな
るのだと思いますが、その時に、竜也さんが
おっしゃった「純粋さ」、すなわちいろいろな常
識によって凝り固まっていない部分を持ってい
ることが大事なんだろうと思います。もちろん
これは、勉強なんかしなくていい、ということ
ではありません。勉強をしつつ、感性を磨くこ
とが必要になるんだと思います。

4．テーマ②　若者が力を発揮できる  
社会環境

・岩井：次のテーマに行きたいと思います。こ
れまで議論してきた若者の特徴を踏まえ、若者
が挑戦し、成長できるような社会環境を作るに
はどうすればよいか、議論していきたいと思い
ます。どなたからでも結構ですので、ご準備で
きた方からお願いします。
・川田：えっとですね。成長できる社会につい
てもそうですが、それと、今回いただいた質問
の中で「人口減少や少子高齢化に歯止めをかけ
るために何が大事ですか」というのが実はたく
さんあったのですが、この点については、私は、
恐怖を持たずに行動することが重要だと思って
います。恐怖を持ちながら行動してしまうと、
その恐怖が自分の中から消えた瞬間に行動しな
くなってしまうんですね。その意味で恐怖を伴
う行動は自己本位なものなんです。逆に、本日
登壇された皆さんの話を聞くと、恐怖ではな
く、楽しいとか、わくわくするとか、使命感と
か、そういったものがキーワードになっていま

すよね。社会人である私も、活動の中のわくわ
くするところや、使命感を覚えるところを若い
人たちに自分の言葉で語れるようになることが
大事だと思いました。
・岩井：ありがとうございます。実はいただい
た質問を見ていても、何か漠然としたものに対
して恐怖を抱いている学生が多いという印象が
あります。恐怖から逃れる方法や恐怖を感じな
いようにする方法を教えてほしいという学生が
多いようですが、川田さんの話では、恐怖より
も楽しい気持ちが勝っていれば動き出せるよう
ですが、これで合ってますか。
・川田：はい、私の中ではそうですね。花火大
会のボランティアも、最初はどうすればいいん
だろう、怖いな、不安だな、自分にできるかなっ
て思いはあったんですけど、当日参加して、あ
の花火を見てしまったら、できるじゃん、きれ
い、すごい、ってなっちゃうんですよね。これ
が花火の良さ、祭りの良さ、うつのみや花火大
会の良さだと思ってます。なので、これを自分
の活動、これからの人生に活かしてほしいです
ね。
・岩井：ありがとうございます。そういった点
では、若者が挑戦し、成長できる社会環境とい
うのは、わくわくしている大人と一緒に汗をか
く場所だと言えそうです。そういった形での参
画の機会は、うつのみや花火大会も含め、いろ
いろな場所にあります。わくわくしている大人
と一緒に過ごす時間が増えれば、若者にも自然
と感染していくというか、広がっていくってい
うことになるかと思いますので、是非みなさん
も、恐れることなく、一歩を踏み出してほしい
と思います。次に、貴也に行っちゃっても大丈
夫ですか。貴也は民間の立場も行政の立場もわ
かるけど、挑戦する若者を育む方法は何だと思
いますか。
・渡邊：そうですね。私も川田さんのお話に付
け足すような形になってしまいますが、若者を
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信じて任せてくれる大人が近くにいるかどうか
がものすごく大切だと思っています。職場にせ
よ、ボランティアにせよ、委縮して動き出せな
い若者と、ガンガン働いて評価されている若者
の違いはどこにあるんだろうと思います。基礎
的な能力に大きな差はないと思うんです。偏差
値が高ければバリバリ働くなんてことはありま
せんし。ただ、「あの新人何やってんだ」みたい
な感じで周りから冷ややかな目で見られている
と感じてしまうと、人は自然に委縮してしまう
んだと思います。そうではなくて、「おまえが考
えていることおもしれえからちょっと聞かせて
みろ」とか、「ちょっと責任とってやるからやっ
てみろ」なんて言ってあげれば、若い人たちは
「ああそうか、やっていいんだ」って思うわけで
す。一緒に悩み、何か起こった時には責任を
取ってくれる人がいる環境が、若者が挑戦する
マインドを育ててくれるということを非常に強
く感じています。
・岩井：ありがとうございます。その通りです
ね。正解や成功だけを期待するのではなくて、
やろうとする意志そのものを評価してくれる大
人たちがいる環境が増えていけば、若者たちが
もっと挑戦していくかもしれませんね。続いて
濱ちゃん、どうでしょう。
・濱野：はい。さっきの二人のお考えにすごく
同感です。本当にそうだと思います。大人の側
から言うと、やはり若者を肯定し、信じて任せ
られる大人が社会の中にいるか、という所がす
ごく大事だと思います。映画「スパイダーマン」
の中で、主人公の伯父さんが「大いなる力には
大いなる責任がつきまとう」と言っていて、僕
は名言だと思っているんですが、同じように、
大学の学長さんとか、企業の重役とか、職場の
上司とか、権限がある人には大きな責任が伴う
ということです。それはどういう責任かという
と、やはり若者を成長させる環境を作れるかど
うかは、結局このような人たちに掛かっている

ということなのですが、そういう立場の人たち
が自分の責任に気づいていないために、いろん
な人が不幸になってしまう光景を、僕はいろん
な場所で見ています。
　反対に、僕たちの周りで言えば、乗川先生は
すごくがんばってくれて、ゼミ生を僕らの所に
連れてきてくれます。これはゼミ生にとっては
すごく幸せなことで、自分で一歩踏み出すのは
怖いけど、ゼミ単位だから頑張って行けるし、
そこでいろいろな発見があると思います。若者
が力を発揮できるよう、大人が一歩を踏み出せ
る社会環境がこれからの鍵になっていくでしょ
うし、権限を持つ人こそ、それをやる責任があ
ると思っています。
　それでも、一歩を踏み出した若者たちが否定
されることはあります。僕だって、地域で頑
張っているつもりですが、おじいちゃんからぼ
ろくそに言われたり、地域の人たちから冷たい
目で見られたり、変な噂を流されたりしたこと
もありました。「濱野が野原を焼きまわって
た」って。そんなわけあるかい！って思います
が、ここで逃げたら変われないんです。否定さ
れたらへこむけど、歩き続けていればいつかい
い大人に出会えます。答えになっているかどう
かわからないけど、そんな風に思っています。
・岩井：ありがとうございます。社会環境を整
えるだけでなく、若者自身の踏み出す力を高め
てあげることが大事かもしれません。竜也さん、
いかがですか？
・塚本：そうですね。里山で若者たちと活動し
ていて、彼らがすごく変わったなと思う所はた
くさんあるのですが、何がそうさせるのかと考
えると、1つは、「思い通りにならない」という
ことと、もう 1つは、何と言いますか、「人の成
長に最短距離はない」ってことでしょうか。人
生は、くねくねと曲がる道を歩むようなもので、
振り返るとあの経験がよかった、ぐらいにしか
わからないと思うんですよね。もしかすると、
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自分たちも若者に対して、速さや効率、正解と
いったものばかり期待してしまうことがありま
すが、物事はそんな簡単じゃないですよね。む
しろ、思い通りにならないことに耐えられるか
とか、これは違ったなと思ったときに軌道修正
できるかとか、そっちの方が大きな力になって
くるのだと思います。時間がかかることに取り
組むときは、最短距離でなくても長く走れる方
法を一緒に考えることが大事だと思います。
・岩井：ありがとうございます。アフリカに「早
く行きたければ一人で行け、遠くに行きたけれ
ばみんなで行け」ということわざがあります。
人の成長は短い距離で成し遂げられるものでは
ないし、きれいな一直線を進んでいくものでも
ありませんから、そういった人間の特性も踏ま
えた上で若者と関わることが大事だと思いま
す。また、私は、個人的には、前提条件を変え
るような動き方も必要かなと思っています。現
在の社会的通念やルールは、実際にはちょっと
昔の、高度経済成長期のものだったりすること
もありますので、既存のルールや社会通念を現
在に合わせて変化させることは大事ですが、変
わることを強いられる側にとってはストレス
だったりもします。その点も理解しながら、ど
うやったら、若者を嫌な気持ちにさせずに前提
条件を変えることができるかを考えています。
　私たちはこんな価値観をもって、学校の外で
活動していますが、片や学校の側、特に大学に
は独自の価値観や行動規範があるかと思います
ので、いったんこのあたりで、乗川先生にもコ
メントいただけたらと思います。
・乗川：私は、実は歴史の教員でして、ボラン
ティアやソーシャルビジネスは全くの門外漢な
んです。下世話な話ですけど、地域経済学科で
歴史のゼミを開講しても学生が集まりませんの
で、ボランティアのゼミと称して学生を集め、
外に連れて行って、NPOの皆さんの活動をお手
伝いさせていただきながら地域の問題について

考えることをゼミの課題にしています。
　先ほど、塚本さんから「人の成長に最短距離
はない」というお話がありましたが、大学とい
うのは、ある意味、その最短距離を教えてくれ
る場所なんですね。教員の講義を聞き、本を読
むことで、その分野を学ぶための最短距離を少
なくとも頭で理解することはできるんです。大
学に通う大きなメリットはここにあると思いま
す。ただし、最短距離を知っていることと、そ
のルートを自分も辿れるかどうかは別の話で、
大抵の学生は、結局、自分が進むべきルートを
自分で探すことになり、遠回りをしたり、失敗
を繰り返したりしながら目標に向かって歩くこ
とになります。そんなことを踏まえ、私は学生
に対し、何事も場数を踏むことが重要だと教え
ています。成功しようが失敗しようが、同じこ
とを何度も繰り返せば、上達するかどうかはと
もかく恐怖感を無くすことはでき、それが自信
に変わっていきます。大学は、社会に出ていく
前に何度でも失敗することが許される場所でも
ありますし、私のゼミではフィールドワークの
場も同じように位置付け、皆さんに協力してい
ただいております。
・岩井：本当その通りだと思います。地域経済
学科は、フィールドワークを通じて、学生を現
場に、という思想の実践が本当になされている
と思っております。我々地域の側から見ても、
学生に地域のリアルを伝えることは大事なんで
すが、現実には、地域活動に関心がある学生と
は出会えますが、どうしようかと悩んでいる学
生にはなかなか接触できない、という構造的な
問題があります。
　そうした中、乗川先生から学生を地域に行か
せたいというご相談をいただき、我々も喜んで
お引き受けしたい、ということになりました。
濱ちゃんも事例報告で、大人にも若者のために
一歩を踏み出してほしいとお願いしていました
が、乗川先生には毎年現場に顔を出していただ
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き、大学と NPOが学生と一緒に悩み、考える仕
組みを展開することができ、され、本日シンポ
ジウムを開催することもできました。この動き
がさらに広がればうれしく思います。

5．テーマ③　これからの地域活動が  
果たすべき役割

・岩井：最後に、3 つ目のテーマ、これからの
地域活動が果たすべき役割について議論したい
と思いますが、これは同時に、我々の側が学生
に期待することは何か、という質問に置き換え
てもいいかもしれません。濱ちゃんからよろし
いでしょうか。
・濱野：そうですね。一番年齢が近い身とし
て、僕が学生の皆さんに期待するのは、今日、
何かワンアクションをしてみてください、とい
うことです。僕もそうやって変わったし、偉そ
うなこと言ってますが、大学生の頃は僕も全然
動けてなかったので。でも、ちょっと興味のあ
る人を、今日ネットで検索して、ツイッターと
かインスタをフォローするとか、フェイスブッ
クをフォローするとかだけでも、日常的に情報
が入ってきますから。さっき、2年前に乗川先
生のゼミで出会った学生が「あれからずっとツ
イッター見てます」って声をかけてくれました。
だから、そうやってワンアクションしておけば、
その後に必ずつながるものが出てきます。SNS

みたいなハードルの低いことでいいので、今日、
何か一つ行動を起こしてください。
　そして、地域活動がこれから果たすべき役割
の方は、栃木県が大きな都市になることはもう
無理なので、大きく変わらないこと、だと思い
ます。少子高齢化はこれから80年ぐらい悪化し
続けるという試算もありますので、そういった
状況の中で地域が生き残る方法は、それまでの
地域の特性を生かして、小さなコミュニティご
とに、小さなコミュニティの中で生きていくと

いうことになるのかな、と思います。
　小さなコミュニティの中に若者が入って、そ
の地域の強みを引き出したり、その地域の大人
たちが若者の力を引き出したりすることが、こ
れからは必要になると思いますので、僕らもこ
ういったことを大事にしながら成功例を示して
いきたいと思っています。
・岩井：濱ちゃんありがとうございます。地域
活動というと、何か汗を流すみたいな、作業
ベースにイメージが湧くんですけれど、濱ちゃ
んの考えだと、地域活動においても、若者の力
で新しい関係性、例えばウェブ上に連なるコ
ミュニティのようなものを作り出すことができ
るのではないかと思えてきます。これからの地
域づくりにおいては、何かサービスをするだけ
ではなく、関係性を育むことも必要なのかなと
感じています。竜也さんはどうですか。
・塚本：はい。私は、「あなたの力が必要だ」っ
ていうことを、素直に伝えることが大事だと思
います。それによってどんなリアクションが
帰ってくるかは別にして、地域がピンチに陥っ
たら、正直にピンチだと発信する必要がありま
す。それと、私たちは若者の感性に寄り添うこ
とに徹する必要があります。実現できないこと
や、実現できない未来を「大丈夫だよ」ってい
う風に曲げて言ってはいけないということで
す。地域にはいろんな方がいますので、「あなた
の力が必要だ」ってことを伝えることが必要で
す。
・岩井：今まさに、水害の現場でもそうです
が、外から見たらもっと SOSを発するはずの現
場がたくさんあると思うのですが、SOSを抱え
ている人は、それを表現しづらい状況にあった
り、言っていいのかなと躊躇したり、SOSを抱
えているところを見られたくないとか、いろい
ろな感情があって、黙ってしまうことが多いと
思っています。我々は普段、地域の課題と若者
をつなげる仕事をしていますが、最初の問題発

12345678

105パネルディスカッション（岩井・濱野・塚本・川田・渡邊・乗川）

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   105 2020/03/27   9:46:26



見に至るためには、学生が一歩踏み出すだけで
なく、「助けて」という声を発する勇気も必要な
んです。その声を出せるかどうかが、これから
地域が進む道を決めることになりますし、その
声によって、いろいろな若者たちが地域活動に
参画しやすくなると思います。声を上げやすい
社会環境を作ることが重要になっていくと思い
ます。どうもありがとうございます。川田さん、
いかがですか。
・川田：私はですね、皆さんに自分を大事にし
てほしいと思います。私は、介護の仕事をしな
がら、心の問題で燃え尽きる人をたくさん見て
きました。私自身も苦しんだことがあります。
心の活力なしに何か行動を起こすことは難しい
と思います。そして心の活力を得るためには、
自分を好きになることが重要です。これは、甘
えるとか楽をするとかいうことではなくて、本
当に自分を大切にする、本当に自分の心がやり
たいことを大切にしてほしいということです。
もっとも、それはすぐには見つからないかもし
れませんが、それを探る行為そのものが、自分
を大事にし、自分の可能性をきちんと見つめる
ことにつながりますので、こうしたことを大事
にしてほしいなと思います。そして、地域課題
というものは、結局は誰かの困りごとにつな
がっていると思うんですね。そう考えると、私
たちが顔の見える関係を増やせば増やすほど、
地域課題に接する機会が増え、その人の顔を思
い描きながら「あぁ、あの人のためにやってや
るぜ」っていう風に思うことがとても大事だと
思うんですね。私には最近すごく好きになった
言葉があります。「私が行動して出会うことで、
私のことを気にしてくれる人が増えた。そして、
私も気になる人が増えた」っていう言葉です。
だから、このような関係性を増やしていくこと
が、地域課題の解決、そして「自分らしさ」を
形作ることにもつながるんじゃないかと思いま
す。

・岩井：ありがとうございます。では、貴也さ
ん、いいですか。徐々にまとめていく方向でお
願いしたいと思います。
・渡邊：当てられてしまいましたね（笑）。私が
言いたかったことはほとんど、隣のお三方が
おっしゃってくださいました。私から学生の皆
さんにお願いしたいのは、学校であれ、職場で
あれ、ボランティアの場であれ、おかしいと
思ったことには「おかしくないですか」と言い、
改善が必要だと思ったら「ここはもっとこうし
た方がよくないですか」という勇気を持ってほ
しいということです。
　例えば、濱ちゃんが言ってましたが、現在私
たちが直面している人口減少問題は誰も経験し
たことがないものである以上、既存のカードを
切っても解決できないわけですが、にもかかわ
らず古い方法に頼っている状況にあるわけで
す。同じように、コミュニティの中に新たに
入ってきた若者に対し、古いやり方を押し付け
てくる人がいると思いますが、皆さんには、既
存のやり方に対して「ダサくないですか」「おか
しくないですか」と問題提起し、新しいやり方
を求めてコミュニティのみんなで悩んでほしい
と思います。
・岩井：ありがとうございます。最後に、乗川
先生にメッセージをいただいてこのパネルディ
スカッションを終わりにしたいと思いますが。
その前に私からも申し上げておきたいと思いま
す。
　実は地域作りの活動も新しい局面を迎えてい
ると思います。例えば、これまでは災害が起こ
ればいろいろな支援のイメージが浮かんだと思
いますが、今回の19号のような広域に被害をも
たらす台風が毎年起きていくというような状況
の中で、ボランティア疲労のようなことが起き
始めています。いずれにしても、地域作りの在
り方に関しても、正解がない時代の中で、新し
い発想を持たなきゃいけないと思います。その
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際、我々がまず何をすべきかということを、わ
からないからこそ声を上げていくというスタイ
ルも重要かなと思っています。皆さんにできる
ことだけを我々が望み、期待してばかりいると、
誰にもできないことをお願いしづらくなるんで
すね。誰にできるかわからないからこそ、いろ
んな形で声に出していくと、そこに仲間が集ま
り、我々が関わる余白が生まれ、接着剤のよう
な役割を果たすことができる、ということもあ
るかと思います。我々はわからないからこそ、
いろいろな声を出して、もっと未来の話をした
いと個人的には思っています。そのあたりも含
め、NPO側としましては、今後も引き続き大学
と連携をしながら、地域づくりに取り組みたい
という思いを込めまして、乗川先生にバトン
タッチしたいと思います
・乗川：今の岩井さんのコメントで締めたほう
がいい気がするんですけど（笑）。私から学生の

皆さんにお願いしたいことは、とにかく、いろ
んな大人と話をしてほしいということです。大
学に入ってから卒業するまでの間にきちんと話
ができた大人は自分の親とバイト先の店長と大
学の先生だけ、なんてことにならないようにし
てください。地域活動の場に限らず、いろいろ
な場面で、いろんな年代の大人たちと語り合
い、自分なりの価値観や行動の指針のようなも
のを作り、社会に出て行ってほしいと思いま
す。
　本日は、「若者と創る栃木の未来」と題し、5
名の若きリーダーの皆様にお集まりいただき、
他では聞けない貴重なお話をたくさん伺うこと
ができました。これを機に、ご聴講いただいた
皆様にも、地域活動に関心を持っていただき、
実際に活動に参加していただけましたら大変う
れしく思います。ありがとうございました。
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テレビ放送におけるローカルニュースへのアクセスと
地域ブランドとの関係

藤　平　昌　寿＊

1．はじめに
2．検証方法
3 ．検証結果
4 ．考察とまとめ

 4.1.　魅力度と地域ニュース放映指数

 4.2.　 愛着度・自慢度と地域ニュース
放映指数

 4.3.　まとめ
付表

要　旨

　地域ブランドの形成要素の一つに「対象者の過去における当該地域についての学習量」が存在し、こ
の機会の多少が、地域全体の愛着度・推奨度に影響を及ぼしているのではないかと考えられる。本稿で
は「過去の当該地域情報へのアクセス機会」に絞り、一例として、当該地域における過去の地元テレビ
ニュースの期間あたり放送時間総量と、地域ブランド調査の魅力度ランキングとの間に関連があるか否
か、あるとすればその程度について検証する。

キーワード：地域ブランド　シティプロモーション　地域情報　地域メディア　テレビニュース

1．はじめに

　地域ブランディングやシティプロモーション
などの地域広報・地域活性に資する活動におけ
る一面として、地域人口や関与人口・参画人口
など（以下、関連人口）が当該地域について愛
着を持ち、更に地域内外に向けて推奨してい
く、という地道な活動が求められる。シティプ
ロモーションの定量的評価指標については、河
井（2017）が提唱する「修正地域参画総量」が
代表的なものとして挙げられる。藤平（2016）

は、これらの活動において、地域を推奨するた
めの意欲や情報量などを総合した力量である
「地域推奨力」という定性的な概念を提唱してい
る。地域推奨力の一要素として、当該地域にお
ける過去～現在に至るまでの有形無形の特化資
産・遺産などを地域エピソードと呼称してお
り、これらの総量である地域エピソード総量は、
関連人口が学習・接触する地域情報量によって
増加・深化していくという仮説を立てている。
　定性的概念である地域推奨力を定量的に推し
量る一例として、過去に当該地域において放送
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されていた地域版テレビニュースの放送時間総
量とブランド総合研究所発行の地域ブランド調
査の都道府県別ランキングとの関連性について
検証する。

2．検証方法

　今回の検証には、「地域ブランド調査2018」と
webサイト「テレビ番組表の記録」を使用した。
地域ブランド調査2018のデータは、全国の20歳
から79歳の男女を対象に、2018年 6月25日から
7月25日にかけて行われたインターネット調査
から得られた有効回答者30,024人の回答を集計
したものである。調査の集計に当たっては、回
答者の年齢・性別・居住地を基準に、実際の人
口縮図になるように各回答者の属性に応じて係
数を設定、再集計（ウェイトバック集計）が行
われている。調査対象は1,000の市区町村と47都
道府県の計1,047の自治体。調査の設問内容は、
各調査対象について、認知度、魅力度、情報接
触度、情報接触経路、観光意欲、居住意欲、産
品の購入意欲、イメージ、地域資源に対する評
価など、その他合わせて84項目に亘っている。
　前述のデータの中から、本稿では都道府県別
魅力度・愛着度・自慢度の各点数を比較対象の
要素とした。この 3要素は、当該地域を推奨し
たいと欲するための基本的要素であり、その他
の要素を本研究に付帯的に加えたとしてもこの
3要素との結び付きを分離することは困難であ
ろうと考えられるためである。
　今回使用している同調査の総合報告書では、
全ての項目において年代別のデータは非掲載で
あり、魅力度については出身都道府県別の調査
ではなく全都道府県についての調査、愛着度・
自慢度は出身都道府県についてのみの調査で
あった。これら 3つの指標についてはいずれも
5件法のアンケートで、「とても○○」「やや○
○」「どちらでもない」「あまり○○」「全く○

○」の 5択である（○○の部分に各々、「魅力的
である orない」「愛着がある orない」「誇れる
or誇れない」が入る）。各指数は 5択の内の好
意的 2択である「とても○○」「やや○○」の割
合を示している。
　本来であれば、出身都道府県別・年代別の
データを基に、条件を揃えるために、例えば各
年代ごとの10代や20代当時のテレビニュース放
送と比較・検証すべきであるが、今回入手でき
たデータが前述のように年代非掲載データのた
め、概ね全ての回答者に該当するよう、10年前
である2008年のテレビニュース放送時間を比較
対象の要素とする。すなわち、10歳代～60歳代
に接触可能性のあったテレビニュースを対象と
することになり、ニュースの内容が理解できな
いなどの危惧はほぼ回避できるものとする。
　ニュース放送時間については、「テレビ番組表
の記録」より推測し、以下のようなルールによ
り抽出した。
・ 地域ブランド調査が2018年 6 ～ 7月に行われ
たため、テレビニュースは10年前の2008年 6
月（改編期の影響を最小限にするため上旬）
の平日の番組を対象とする。
・ 関東・東海・関西の 3地域には、東京・名古
屋・大阪を中心とした基幹放送局（キー局）
からの放送ネットワークに属さない、いわゆ
る独立放送局が存在し、独自のニュースを発
信している一方、基幹放送局による都道府県
を跨いだ広域的なニュース発信が広く展開さ
れ、広域ニュースの方が視聴率的には高いと
いう、特異的な背景がある。以下、この 3地
域を広域圏と記す。
・ 10分以内のミニニュース等は対象としない。
・ 広域圏以外の道県については、1局あたりの
ローカルニュース時間を、朝・昼平均25分、
夕方・夜間平均40分の計65分として設定。
・ 広域圏の都府県では、NHKや独立放送局の
放送時間を基にそれぞれの平均時間を設定。
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広域圏ニュースの放送時間については後述の
広域圏小計として算出。

・ 全都道府県について、ローカルニュースを放
送しない、或いはほとんど放送しない、NHK

教育テレビ・テレビ東京系を除外し、実際の
放送局数と平均時間を掛けた「単純小計」を
算出。

・ 更に広域圏については、広域圏ニュース内に
て放送されるニュース時間を圏内の人口比率
に置き換えて考える。広域圏ニュースの放送
時間を他地方に合わせて65分とし、これらに
広域圏ニュース放送局数と広域圏内の都府県
別人口比率を掛け合わせた傾斜時分である
「広域圏小計」を算出。
・ 単純小計と広域圏小計を足した「合計時分」
を24時間を 1とする指数に変換し、推奨力の
基本となる「都道府県人口」（総務省統計局
「人口推計2008年」より引用）を掛け合わせた
「地域ニュース放映指数」を算出。
・ 算出式は以下の通り。（朝昼平均時間＋夕夜
平均時間）×ローカルニュース放送局数＝単
純小計（広域圏ニュース平均時間）×広域圏
ニュース放送局数×（当該都府県人口／広域
圏人口）＝広域圏小計（単純小計＋広域圏小
計）／24h×都道府県人口＝地域ニュース放
映指数

3．検証結果

　前章に示した方法で抽出・導出された各種
データを、文末の付表として表 1・表 2・表 3
に示す。表 1 は単純小計を算出するための数
値、表 2 は地域ニュース指数を算出するための
数値、表 3 は地域ニュース指数と 3指標（魅力
度・愛着度・自慢度）を示したものである。
　算出された地域ニュース放映指数と地域ブラ
ンド調査の 3指標との関係をそれぞれ、図 1・
図 2・図 3 に示す。魅力度については相関係数

図 1　 地域ニュース放映指数（2008）と魅力度
（2018）

資料：「地域ブランド調査2018」「テレビ番組表の記
録」
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図 2　 地域ニュース放映指数（2008）と愛着度
（2018）

資料：図 1 と同じ
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図 3　 地域ニュース放映指数（2008）と自慢度
（2018）

資料：図 1 と同じ
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が0.5537（p＜0.05）を示しており、正の相関が
認められたが、愛着度・自慢度については相関
係数がそれぞれ0.1885（p＞0.2）、0.2186（p＞
0.1）を示しており、有意差は認められなかった。

4．考察とまとめ

4.1.　魅力度と地域ニュース放映指数
　図 1 の魅力度について、いくつかの顕著な傾
向が見られる。
　地域ニュース放映指数については、都道府県
人口による偏差がかかっているため、東京都・
愛知県・大阪府などの広域圏中心とその周辺自
治体が高い数値を示しつつも、回帰直線からは
大きく離れてはいない。特に大阪府に関して
は、府内のみのローカルニュースが見当たらな
いにもかかわらず、広域圏ニュースの傾斜時間
だけでこの位置にいることが興味深い。
　回帰直線の中間域から下方域にかけて存在す
るのは主に広域圏外の自治体である。どの放送
局においてもローカルニュース枠が組み込まれ
ている地域で、比較的安定した視聴機会が見込
めるため、魅力度も比較的中位に位置するもの
と考えられる。
　回帰直線の下方域付近には民放の放送局数が
少ない地域の他、北関東や岐阜県・三重県・滋
賀県・和歌山県などの広域圏内の周縁部も見ら
れる。広域圏周縁部のほとんどが独立放送局・
NHKでのローカルニュース提供ではあるが、広
域圏キー局との視聴率偏差などを鑑みると、視
聴機会が非常に少ないことも推測される。
　また、回帰直線から上方に離れて位置してい
るのが、北海道・京都府・沖縄県・奈良県など
の観光地である。観光等の需要や知名度の高さ
などが魅力度を押し上げており、地域情報の流
通に依存しない独立したブランド力を示してい
る。

4.2.　 愛着度・自慢度と地域ニュース放映
指数

　これら 2指標については魅力度と違い、当該
都道府県出身者のみに質問しているため、地域
ニュース放映指数との相関がより強く出るだろ
うと想定していたが、実際は相関が認められな
い可能性が示唆される結果となった。
　これは、出身者の地元への帰属意識がメディ
アに依らずともある程度醸成されている可能性
があり、むしろ非出身者も回答に加わっている
魅力度の方が相関が強いということは、関連人
口による非関連人口に対する地域推奨活動が影
響をもたらしているとも考えられる。それは、
愛着度より推奨意欲が強いと思われる自慢度の
分布の方が魅力度にそれに近く、相関もやや強
まることからも推察される。これら 2指標が魅
力度同様、全都道府県対象調査になった場合、
魅力度に近い相関が出る可能性も考えられる。

4.3.　まとめ
　以上のことから、今回試行的に算出を行った
地域ニュース放映指数が地域推奨力の定量化へ
寄与する可能性を、一部分ではあるが示唆され
た。地域参画総量の向上に際しては、地域住民
向けの地域情報の適切な流通が必要であり、地
域情報への接触や学習機会の増加が地域エピ
ソード増量に寄与し、ひいては推奨材料の増
加・地域推奨力の増加へと繋がることも期待で
きる。
　一方で、各局の視聴率による偏差（今回は放
送時間のみを対象）、各年代の視聴時期による
分析（今回は一律10年前）、出身地域による分析
（今回は全国一律）など、今回の検証をより深化
させられるファクターも考えられ、今後の課題
でもある。
　なお、本研究では、日本全域で普遍的に流れ
る地域情報源としてテレビローカルニュース
と、同じく国内全域で調査された地域への愛着
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等を測る指標としての地域ブランド調査を取り
上げた。これは、地域情報への接触機会の多少
と愛着等の相関や傾向を総体的に捉える試みで
あり、実際の視聴数や地域参画への行動実績な
どを綿密に反映したものではない。分かりやす
く言うならば、“住む街や出身地などについて、
他人に話せる材料にどの程度接触可能か”とい
う傾向を捉えるものであり、その点を理解いた
だければ幸いである。
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付　表

表 1　都道府県別単純小計

朝
昼 
平
均 
時
分

夕
夜 
平
均 
時
分

全
日 
平
均 
時
分

局

数

単
純 
小
計 
時
分

備考 
（局数について）

北海道 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育・テ
レビ東京系除く

青森県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
岩手県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
宮城県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
秋田県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
山形県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
福島県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
茨城県 0:25 0:40 1:05 1 1:05 NHK水戸の

み、関東圏
ローカル除く

栃木県 0:30 1:15 1:45 1 1:45 とちぎテレビ
のみ、関東圏
ローカル除く

群馬県 1:35 1:15 2:50 1 2:50 群馬テレビの
み、関東圏
ローカル除く

埼玉県 0:30 1:30 2:00 1 2:00 テレビ埼玉の
み、関東圏
ローカル除く

千葉県 1:30 0:55 2:25 1 2:25 チバテレビの
み、関東圏
ローカル除く

東京都 1:30 1:00 2:30 1 2:30 東京MXテレ
ビのみ、関東圏
ローカル除く

神奈川県 0:30 1:10 1:40 1 1:40 TVkのみ、関
東圏ローカル
除く

新潟県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
富山県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
石川県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
福井県 0:25 0:40 1:05 3 3:15 NHK教育除く
山梨県 0:25 0:40 1:05 3 3:15 NHK教育除く
長野県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
岐阜県 0:00 0:30 0:30 1 0:30 NHK岐阜・岐

阜放送のみ、
東海圏ローカ
ル除く

静岡県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
愛知県 0:00 0:50 0:50 1 0:50 NHK愛知の

み、東海圏
ローカル除く

三重県 0:00 0:35 0:35 1 0:35 NHK三重・三
重テレビのみ、
東海圏ローカ
ル除く

朝
昼 
平
均 
時
分

夕
夜 
平
均 
時
分

全
日 
平
均 
時
分

局

数

単
純 
小
計 
時
分

備考 
（局数について）

滋賀県 0:00 0:50 0:50 2 1:40 NHK滋賀・び
わ湖放送のみ、
関西圏ローカ
ル除く

京都府 0:00 0:40 0:40 2 1:20 NHK京都・
KBS京都のみ、
関西圏ローカ
ル除く

大阪府 0:00 0:00 0:00 0 0:00 関西圏ローカ
ル・テレビ東
京系除く

兵庫県 0:00 0:50 0:50 2 1:40 NHK兵庫・サ
ンテレビのみ、
関西圏ローカ
ル除く

奈良県 0:00 0:55 0:55 2 1:50 NHK奈良・奈
良テレビのみ、
関西圏ローカ
ル除く

和歌山県 0:15 0:50 1:05 2 2:10 NHK和歌山・
WTVのみ、関
西圏ローカル
除く

鳥取県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
島根県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
岡山県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育・テ

レビ東京系除く
広島県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
山口県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
徳島県 0:25 0:40 1:05 2 2:10 NHK教育除く
香川県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育・テ

レビ東京系除く
愛媛県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
高知県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
福岡県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育・テ

レビ東京系除く
佐賀県 0:25 0:40 1:05 2 2:10 NHK教育除く
長崎県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
熊本県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
大分県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く
宮崎県 0:25 0:40 1:05 3 3:15 NHK教育除く
鹿児島県 0:25 0:40 1:05 5 5:25 NHK教育除く
沖縄県 0:25 0:40 1:05 4 4:20 NHK教育除く

資料：図 1 と同じ
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表 2　都道府県別人口・広域圏小計・単純 +広域圏合計・地域ニュース放映指数

人
口
（
千
人
）

広
域
圏
基
準
時
分

広
域
圏
局
数

広
域
圏
内
人
口
比
率

広
域
圏
小
計
時
分

単
純
＋
広
域
圏
合
計

地
域
ニ
ュ
ー
ス
放
映
指
数

北海道 5,535 5:25 1,249
青森県 1,392 4:20 251
岩手県 1,352 5:25 305
宮城県 2,340 5:25 528
秋田県 1,108 4:20 200
山形県 1,188 5:25 268
福島県 2,052 5:25 463
茨城県 2,964 1:05 5 0.07061 0:22 1:27 181
栃木県 2,011 1:05 5 0.047907 0:15 2:00 168
群馬県 2,012 1:05 5 0.047931 0:15 3:05 259
埼玉県 7,113 1:05 5 0.16945 0:55 2:55 865
千葉県 6,122 1:05 5 0.145842 0:47 3:12 818
東京都 12,838 1:05 5 0.305834 1:39 4:09 2,223
神奈川県 8,917 1:05 5 0.212426 1:09 2:49 1,047
新潟県 2,391 5:25 540
富山県 1,101 4:20 199
石川県 1,168 5:25 264
福井県 812 3:15 110
山梨県 871 3:15 118
長野県 2,171 5:25 490
岐阜県 2,100 1:05 5 0.184567 0:59 1:29 131
静岡県 3,800 5:25 858
愛知県 7,403 1:05 5 0.650642 3:31 4:21 1,344
三重県 1,875 1:05 5 0.164792 0:53 1:28 115

人
口
（
千
人
）

広
域
圏
基
準
時
分

広
域
圏
局
数

広
域
圏
内
人
口
比
率

広
域
圏
小
計
時
分

単
純
＋
広
域
圏
合
計

地
域
ニ
ュ
ー
ス
放
映
指
数

滋賀県 1,402 1:05 5 0.067278 0:21 2:01 119
京都府 2,629 1:05 5 0.126158 0:41 2:01 221
大阪府 8,806 1:05 5 0.422573 2:17 2:17 840
兵庫県 5,586 1:05 5 0.268055 1:27 3:07 726
奈良県 1,404 1:05 5 0.067374 0:21 2:11 129
和歌山県 1,012 1:05 5 0.048563 0:15 2:25 102
鳥取県 595 4:20 107
島根県 725 4:20 131
岡山県 1,948 5:25 440
広島県 2,869 5:25 648
山口県 1,463 4:20 264
徳島県 794 2:10 72
香川県 1,003 5:25 226
愛媛県 1,444 5:25 326
高知県 773 4:20 140
福岡県 5,054 5:25 1,141
佐賀県 856 2:10 77
長崎県 1,440 5:25 325
熊本県 1,821 5:25 411
大分県 1,200 4:20 217
宮崎県 1,136 3:15 154
鹿児島県 1,717 5:25 388
沖縄県 1,376 4:20 248

資料：図 1 と同じ

114 帝京大学地域活性化研究センター年報　第 4 巻（2020）

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   114 2020/03/27   9:46:28



表 3　都道府県別人口・地域ニュース放映指数と 3指標

人
口
（
千
人
）

地
　
　
域

ニ
ュ
ー
ス

放
映
指
数

魅
力
度

愛
着
度

自
慢
度

北海道 5,535 1,249 59.9 67.0 61.0
青森県 1,392 251 18.6 50.0 38.0
岩手県 1,352 305 15.0 54.5 42.8
宮城県 2,340 528 23.1 57.2 43.3
秋田県 1,108 200 16.6 45.8 26.4
山形県 1,188 268 14.9 47.7 38.7
福島県 2,052 463 15.1 52.4 36.6
茨城県 2,964 181 8.3 44.2 27.3
栃木県 2,011 168 10.6 56.1 42.9
群馬県 2,012 259 11.0 46.8 36.9
埼玉県 7,113 865 11.4 41.3 23.6
千葉県 6,122 818 21.0 48.0 33.6
東京都 12,838 2,223 41.7 50.0 41.8
神奈川県 8,917 1,047 36.1 54.9 43.9
新潟県 2,391 540 14.4 52.6 38.7
富山県 1,101 199 17.3 55.7 46.7
石川県 1,168 264 25.4 53.5 43.2
福井県 812 110 12.5 50.8 43.4
山梨県 871 118 15.7 39.5 31.4
長野県 2,171 490 25.7 62.3 52.5
岐阜県 2,100 131 12.1 45.0 27.7
静岡県 3,800 858 23.7 59.7 47.1
愛知県 7,403 1,344 23.7 52.4 37.4
三重県 1,875 115 14.8 46.4 34.7

人
口
（
千
人
）

地
　
　
域

ニ
ュ
ー
ス

放
映
指
数

魅
力
度

愛
着
度

自
慢
度

滋賀県 1,402 119 13.1 50.0 37.5
京都府 2,629 221 51.4 66.2 63.5
大阪府 8,806 840 31.9 57.3 42.6
兵庫県 5,586 726 24.6 53.0 43.9
奈良県 1,404 129 31.5 50.5 38.6
和歌山県 1,012 102 13.0 47.9 25.6
鳥取県 595 107 12.7 51.2 27.3
島根県 725 131 14.8 59.5 51.4
岡山県 1,948 440 13.1 53.9 37.9
広島県 2,869 648 20.4 64.1 51.4
山口県 1,463 264 14.0 49.6 34.6
徳島県 794 72 9.1 50.9 32.1
香川県 1,003 226 14.3 54.6 40.0
愛媛県 1,444 326 15.7 54.9 39.6
高知県 773 140 13.6 57.6 45.4
福岡県 5,054 1,141 29.3 63.8 53.7
佐賀県 856 77 11.5 47.1 32.2
長崎県 1,440 325 24.3 64.3 57.3
熊本県 1,821 411 18.9 63.9 48.8
大分県 1,200 217 17.7 58.4 46.7
宮崎県 1,136 154 17.4 52.5 35.8
鹿児島県 1,717 388 20.2 59.0 56.4
沖縄県 1,376 248 42.7 66.0 55.8

資料：図 1 と同じ
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地域経済学科における
2019年度とちぎ夢大地応援団カレッジ活動

林　田　朋　幸＊

1．はじめに
2．2019年度とちぎ夢大地応援団カレッ
ジ活動における農作業体験

2.1.　 第 1回活動：茂木町美土里農園に
おけるイチゴ定植作業

2.2.　 第 2回活動：大田原市「ガーデン
ハウス『3びきの子ぶた』農村体験
ばあちゃんの会」農園におけるイチ
ゴ株抜き取り作業

3 ．まとめ

要　旨

　本報告は、経済学部地域経済学科が参加の、2019年度とちぎ夢大地応援団カレッジ活動について述べ
る。とちぎ夢大地応援団カレッジは栃木県が主催し、栃木県内の農山村での農作業体験を通じて農村環
境の維持・保全や地域住民と若者との交流を目的としている。第 1回が 9月に茂木町内でイチゴの定植
作業、第 2回が12月に大田原市内でイチゴの株抜き取り作業を行い、第 1回に14名、第 2回に 9名の学
生が参加した。活動による主な教育効果として、生産者の立場から農産物に対する理解、普段は接する
ことができない世代・職業・生活環境の方々との交流等が考えられる。当学科には農業に高い関心を持
つ学生が一定数いる一方で農作業を実際に行う機会が限られていることもあり、当活動のような取り組
みは学生にとって農業・農山村に直接関わる貴重な機会になると思われる。

キーワード：とちぎ夢大地応援団カレッジ活動、農山村、農作業体験・環境保全活動

＊帝京大学経済学部地域経済学科助教
1） 例えば、2019年度林田ゼミナール 2年生の中に、農作業の体験希望者や将来的に農業に従事したいという学生が
複数名いた。

1．はじめに

　経済学部地域経済学科では、農業や農山村に
高い関心を持つ学生が一定数いると思われる1）。
それにも拘らず、当学科の学生が農作業体験や
農山村での環境保全活動を行う機会は限られて
いる。その理由として、授業や学内の部活・

サークルにおいて農作業体験・環境保全活動を
実施する機会は演習科目（いわゆるゼミ）等の
一部に限られること、現地実習の受け入れ先を
見つけることが容易ではなくかつ日程・作業内
容の調整が難しいこと、農山村と個人的に交流
を持つ手段をほとんどの学生が有していないこ
と、等が挙げられる。しかし、現地に赴き農作
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業体験や環境保全活動を行うことで得られる学
びは多くあると考えられる2）。農作業体験や農山
村での環境保全活動を行う機会を確保すること
は、当学科の課題の一つといえる。
　以上のような状況下において、栃木県から当
学科に対して、2019年度とちぎ夢大地応援団カ
レッジ活動への参加の打診があった。とちぎ夢
大地応援団カレッジ活動は、栃木県内の農山村
での農作業体験を通じて農村環境の維持・保全
や地域住民と若者との交流を目的とした、栃木
県が主催する事業である。2011年度から毎年度
栃木県内の大学・専門学校・高校の 1校が参加
しており、これまでに帝京大学は参加していな
い。活動への参加は、農作業体験・環境保全活
動を希望する学生にとって貴重な機会になると
考え、当学科として参加することになった。活
動は全 3回で、本稿では2019年内に実施の第 1
回（2019年 9月14日実施）・第 2回（2020年12月
21日実施）の活動について述べる3）。参加学生
は、各回定員を約20名とし、まずゼミ単位で募
り、その後に希望者を募った。

2．2019年度とちぎ夢大地応援団
カレッジ活動における農作業体験

2.1.　 第 1 回活動：茂木町美土里農園にお
けるイチゴ定植作業

　第 1回は 9月14日、茂木町の株式会社「美土
里農園」が管理する農園の園芸ハウスにて、観
光農園用のイチゴ（とちおとめ）の定植作業を
行った4）（表 1、写真 1 ）。参加者は 1年生10名、
2年生 3名、3年生 1名と教員 1名の計15名で
あった。そのうち、学生 9名はゼミ活動の一環

2） 例えば、土居洋平は自身が担当した東北文教大学短期大学部における現地実習の教育効果について、多様な世代
に関わる経験、地域社会の構造と組織を理解、卒業後に地元で働き地域で過ごす際の参考、地域活動を重視する
人材の増加を挙げている（土居2016）。

3） 筆者は本活動における当学科の主担当として、主催者との日程調整や引率等を行った。
4） 株式会社美土里農園は2016年に設立され、2018年から観光農園を運営している。美土里農園に主に出資している
のは、茂木町長が代表を務める第三セクター「もてぎプラザ」である。

としての参加である。多くの参加者にとって初
めての農山村での現地実習であった。作業を終
えて、学生からは「農作業が想像以上に大変だ
と知った」「疲れたが非常に楽しかった」とい
う、農作業を実際に体験したからこそ得られた
感想が多く聞かれた。また、昼食時の交流会や
作業時に美土里農園関係者から農業経営や農作
業について話を聞く機会があり、「茂木町や美土
里農園の農業経営について具体的に話を聞くこ
とができたので、農業に関する理解を深めるこ
とができた」との声があった。現場で携わる方々
に実際に話を聞かせていただくことで、今まで
授業等で学んだ知識をより深く理解し、かつ新
しい知識を得ることができたといえる。さらに、
「美土里農園や行政の関係者の方々と話をする
ことができ、楽しかった」という、普段の大学
生活では接する機会がほとんどない世代・職
業・生活環境の方々と交流を深めることができ
たことに対する喜びの声があった。他に、将来
的に農業従事を考えている学生や農作業の経験
者からも「知識を深めることができ勉強になっ
た」「作業が楽しかった」という声があった。

表 1　 第 1回とちぎ夢大地応援団カレッジ活動ス
ケジュール

時刻 内容
9 ：45 開会式
10：00 イチゴ苗管理作業
12：00 昼食・交流会
13：00 イチゴ苗管理作業
14：40 閉会式
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2.2.　 第 2回活動：大田原市「ガーデンハウ
ス『3 びきの子ぶた』農村体験ばあ
ちゃんの会」農園におけるイチゴ株抜
き取り作業

　第 2回は12月21日、大田原市内の「ガーデンハ
ウス『3びきの子ぶた』農村体験ばあちゃんの会」
が管理する農園の園芸ハウスにて、イチゴ株の抜
き取り作業を行った5）（表 2、写真 3）。参加者は1
年生 9名、教員 3名の計12名で、学生 8名はゼミ
活動の一環としての参加である。筆者以外に第 1
回の参加者はおらず、第 1回と同様に多くの参加
者にとって初めての農山村での現地実習であっ
た。昼食・交流会では受け入れ先の方々による地
域の手料理が振る舞われ、ピザ窯を使用したピザ
焼き体験も行った（写真 4）。作業を終えて、学
生からは「スーパーでイチゴが売られているのを
見て値段が高いと思っていたが、このような大変
な作業を経て売られていると思うと高くはない
と感じる」という、農作業体験により日常生活を
省みる声が聞かれた。また、「農園のみなさんか
ら『大変な作業をしてもらって本当に助かった』
と言ってもらえて嬉しかった」「ピザ焼き体験や
昼食が美味しく、楽しかった」という、受け入れ
先の方々との交流に対する喜びの声があった。

5） 農園はガーデンハウス「 3びきの子ぶた」農村体験ばあちゃんの会の代表を務める益子鐡雄氏が所有している。栽
培されたイチゴ（とちおとめ・スカイベリー）の苗は、栃木県内のイチゴ生産農家へ出荷される。

表 2　 第 2回とちぎ夢大地応援団カレッジ活動ス
ケジュール

時刻 内容
10：20 開会式
10：40 園芸ハウス内管理作業
12：00 昼食・交流会
13：00 園芸ハウス内管理作業
14：20 閉会式

3．まとめ

　 2回のとちぎ夢大地応援団カレッジ活動の農
作業体験は、主に以下の教育効果があったと考
えられる。 1点目は、農業の生産過程に関わる
作業体験を行うことで、生産者の立場から農
業・農産物に対する理解を深めることができた
ということである。今回の農作業体験は 1回あ
たり数時間であり、作業内容は生産過程の一部
にとどまるが、農作業の経験がほとんどない学
生にとって、農業の生産過程を具体的に思い浮
かべるうえで貴重な機会になったと思われる。
また、農作業の体験に加えて生産に携わる方々
と話をする中で、より生産現場・生産過程への
理解を深めることができたと思われる。さらに、

写真 2　 第 1回とちぎ夢大地応援団カレッジ活動
交流会の様子（2019年 9月14日、筆者撮
影）

写真 1　 第 1回とちぎ夢大地応援団カレッジ活動
イチゴ苗定植作業の様子（2019年 9月14
日、筆者撮影）
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将来的に農業従事を考えている学生や農作業の
経験がある学生にとっても、農作業の多様さを
実感することができたようである。
　 2 点目に、普段は接することができない世
代・職業・生活環境の方々と交流する機会に
なったということである。受け入れ先の方々か
らの「作業を手伝ってもらえて助かった」とい
う声は、学生が今後地域社会で活動を行う上で
の自信につながると思われる。
　引率者としては、以下の課題が挙げられる。
1点目は、2回とも参加した学生がおらず、か
つ参加した学生の多くがゼミ活動の一環として
の参加であったということである。日程的な都
合や周知の不十分により、農作業体験・環境保
全活動に関心があるにも拘らず本活動に参加し
なかった当学科の学生が一定数いると思われ
る。農作業体験・環境保全活動に関心を持つ学
生が自ら進んで現地実習に参加できるよう、さ
らなる配慮が必要といえる。
　 2点目は、活動を行うにあたっての事前・事
後学習が不十分であったことである。例えば、
第 1回の活動にあたって筆者が担当するゼミで
は美土里農園や茂木町について情報収集を行っ
たが、十分に事前学習を行うことができたとは
いえない。また、活動後も特に事後学習を行う
ことができなかった。実習を通してより教育効
果を高いものにするためには、事前・事後学習

を含めての実習の計画が必要といえる。
　2019年度とちぎ夢大地応援団カレッジ活動へ
の参加は、現地を訪れ農作業体験や環境保全活
動を希望する学生が一定数存在する当学科に
とって有意義な機会であり、一定の教育効果を
上げることができたといえる。とちぎ夢大地応
援団カレッジ活動への参加は2019年度限りであ
るが、今後も当学科の授業に農作業体験や農山
村での環境保全活動を取り入れることは、当学
科の学生や地域社会の要望に応えることになり
得ると思われる。

謝　辞
　とちぎ夢大地応援団カレッジ活動は、事務局の栃

木県農政部農村振興課、公益財団法人栃木県農業振

興公社、受け入れ先の美土里農園、ガーデンハウス

「 3びきの子ぶた」農村体験ばあちゃんの会、その

他行政等の皆様の多大な配慮により行うことがで

きた。ご協力いただき、感謝を申し上げたい。

参考文献
土井洋平（2016）「地域調査実習・地域活動の現

代的課題としての地域貢献・実学教育との
接合：―東北文教大学短期大学部（旧山形
短期大学）総合文化学科での取組みを事例
に―」、『村落社会研究ジャーナル』第22巻
第 1号、pp.34-44.

写真 4　 第 2回とちぎ夢大地応援団カレッジ活動
昼食・交流会の様子（2019年12月21日、筆
者撮影）

写真 3　 第 2回とちぎ夢大地応援団カレッジ活動
作業説明の様子（2019年12月21日、筆者撮
影）
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2019年度ゼミ活動報告－ 2 回の国会見学

夜　久　　　仁＊

1．演習Ⅲ・Ⅳと国会見学
2 ．2019年度の国会見学
3 ．第 1回の国会見学

4 ．第 2回の国会見学
5 ．まとめ

要　旨

　2019年度において演習Ⅲ・Ⅳの一環として学科共通経費の助成を得て行った 2回の国会見学の報告

キーワード：演習　国会見学　国立国会図書館　学科共通経費 

＊帝京大学経済学部地域経済学科教授

1．演習Ⅲ・Ⅳと国会見学

　当方担当の 3年次演習Ⅲ・Ⅳにおいては、毎
年度、学科共通経費によるフィールドワークの
一環として、ゼミ生による国会見学を実施して
いる。
　最近 5年間においては、2015年 3月、同年 8
月、2017年 2月、同年 8月、2018年 9月にそれ
ぞれ日帰りで行っている。これにより、2012年
度入学生以降は、当方が担当しているゼミ生に
は、国会見学の機会を持っている。また、その
時の国会状況によっては、衆議院の委員会や本
会議を傍聴してもらうこともあった（2015年 3
月、同年 8月…この時の概要は、本年報第 1巻
pp.93-94.に掲載している。）。もっとも、その後
は、国会の開会時期とこちらの日程がなかなか
合わないため、委員会・本会議傍聴は、行って

いない。この点は、今後の検討課題としたい。

2．2019年度の国会見学

　今年度も、例年通り 9月に 3年次演習Ⅲ・Ⅳ
のゼミ生10名による国会見学を予定していた。
ところが、実施日の 9月 9日（月）に、台風15
号が襲来し、ゼミ生の一部が参加できないこと
となったため、11月にもう一度国会見学を実施
した。これにより、2019年度は、2回の国会見
学を行うこととなった。以下その概要を報告す
る。

3．第 1回の国会見学

　今年度の国会見学は、予めゼミ生の予定を聞
いて 9月 9日（月）としていた。 3年生になる
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と、夏休み期間中はインターンシップなどがあ
り、ゼミ生10名全員が揃う日はこの日となって
いた。
　ところが、前日までの天気予報では、台風15
号が関東地方に接近しており、8日（日）夜か
ら 9日（月）朝にかけて関東地方を直撃すると
いう予測となっていた。そのため、教員側とし
ても、予定通り実施して良いのか、あるいは中
止した方が良いのか、大変悩ましい状況であっ
た。しかし、8日（日）午後の時点では、宇都
宮においてはまだ晴れ間も見えており、台風が
来ても深夜から早朝になる見込みなので、予定
通り実施することとし、ゼミ生には、メールに
てその旨を連絡した。教員側としても、このよ
うな場合に、メールによって連絡が取れること
の便利さを実感した。なお、学生宛のメールに
は、くれぐれも無理をしないようにという旨も
付言しておいたのは言うまでもない。
　 9月 9日（月）朝の時点では、東北新幹線は
ほぼ平常通りの運行状況、ただし、在来線はほ
とんど運休という状況であった。そのため、宇
都宮線を利用している学生 4名は、宇都宮駅ま
で来ることができず、参加できなかった。また、
集合時刻も、予定より少し遅らせて、午前 9時
50分集合とした。
　当日の行動は、以下のとおりとなった。
　午前 9時58分発やまびこ128号にて東京駅へ
向かった。東京駅午前10時48分着、東京駅も JR

在来線が運転していないため、混乱していた。
地下鉄にて国会議事堂前駅へ移動。
　午前11時過ぎに国会議事堂前駅に到着し、そ
の後、衆議院事務総長室において、岡田憲司事
務総長に挨拶し、懇談した。衆議院側も、台風
の後に良く来てくれました、ということで、岡
田さんからは、学生さん達に出身地などの質問
があり、学生さん達もやや緊張しながらも的確
に答えていた。
　その後、午前11時30分頃から午後 1 時頃ま

で、衆議院警務部　石関氏の案内で院内を参観
した。事務総長室から議長室を通り、議長応接
室、常任委員長室、中央ホール、本会議場等を
一巡した。院内参観終了後、議員食堂にて昼食
をとった。
　昼食後は、国会前庭を通り憲政記念館に移動
し、憲政記念館岩間氏の案内で憲政記念館を見
学した。岩間氏より、展示資料を順次見ながら、
明治期の最初から帝国議会の開設を経て普選運
動、戦争、戦後の政治から現在に至るまでの議
会の状況に関して詳しい説明をしていただい
た。また、第 1回帝国議会開設当時の状況もジ
オラマにて参照した。
　その後、午後 4時頃に国会見学を終了した。

4．第 2回の国会見学

　さて、このように 9月 9日（月）の国会見学
は無事終了したが、前述のように台風の影響で
参加できなかったゼミ生が 4名いたため、今年
度はもう一度国会見学を行うこととし、偶々11
月 1日（金）は学園祭準備のため授業がなかっ
たので、同日に実施した。ただ、今回は、午前
中に国立国会図書館の見学を行うこととした。
なお、折角の機会なので、9月 9日（月）の国
会見学に参加した学生にも参加してもらうこと
にしたので、参加学生は 8名となった。
　当日の行動は、以下のとおりとなった。なお、
当日は、秋晴れの良い天気で、交通機関の乱れ
もなく、順調に推移した。
　午前 9時33分発やまびこ40号にて東京駅へ向
かった。東京駅午前10時24分着、地下鉄にて国
会議事堂前駅へ移動。
　国会議事堂前駅から国立国会図書館へ移動　
徒歩約10分。
　午前11時前に国立国会図書館に到着し、利用
者サービス部田口さん、緑川さんの案内で、午
前11時頃から国立国会図書館の見学開始。
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　午前11時00分～11時20分　『国立国会図書館
の案内ビデオ』視聴。
　午前11時20分～午後 0時10分頃　一般利用者
スペース、新館書庫等見学。
　午後 0時10分頃～ 0時30分頃　会議室にて国
立国会図書館側との質疑応答。質疑応答には、
片山信子利用者サービス部長も参加して、ゼミ
生からの質問に答えていただいた。ゼミ生から
は、国立国会図書館の水害予防対策や地震防災
対策に関して、いくつかの質問があった。特に、
2011年 3月の東日本大震災時に、本館の書庫の
すべての書棚から数百万冊の本が落下した後の
復旧作業に関して、約一ヶ月の復旧作業期間中
の図書の利用状況や今後また同じような大地震
があった場合にはどう対応するのか等の質問
は、国立国会図書館側にとっても参考になった
ように見受けられた。なお、後日、片山さんか
らはメールで「ゼミの学生さんたちは、質問を
多くしてくださったこととても嬉しく思いまし
た。当館を身近に感じてくださったように感じ
ました。表情も明るく、きりりとした学生さん
ばかりで、夜久先生のゼミの雰囲気を感じさせ
ていただきました。」との大変過分なご連絡をい
ただいた。
　見学終了後　憲政記念館に移動　徒歩約10
分。昼食まで少し時間があったので、憲政記念

館前庭、日本水準原点等を見学した。
　午後 1時頃～ 1時30分頃　憲政記念館霞（か
すみ）ガーデンにて昼食
　午後 1時30分頃～ 2時40分頃　憲政記念館を
見学。憲政記念館滝口さんの出迎えと案内。
　見学終了後　衆議院参観受付所に移動、徒歩
約10分。
　午後 3時～ 4時頃　国会議事堂の一般参観見
学。本会議場等 1時間程度。今回は、議事日程
の関係から、一般の方々とご一緒の一般参観見
学となった。
　終了後、議事堂正門から東京メトロ国会議事
堂前駅に移動　徒歩約10分
　その後、現地にて解散した。

5．まとめ

　今年度は、当初の国会見学に台風の影響によ
り参加できなかったゼミ生が 4名いたため、再
度11月に国会見学を実施したので、2回国会見
学を実施した。参加したゼミ生にも印象が深
かったのではないかと思う。なお、例年のこと
ながら、このように国会見学ができるのも学科
共通経費による助成によるところが大きい。こ
こに記して感謝の意を表したい。
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GAFAとは何か？

玉　　　真之介＊・玉ゼミナール

1．研究課題
2 ．ゼミ合同発表会でのプレゼンテー
ション「GAFAとは何か」の内容

 2.1.　GAFAとは
 2.2.　GAFAの強さ

 2.3.　GAFAの怖さ
 2.4.　GAFAへの規制の動き
 2.5.　おわりに
3．GAFAと学生の学び

要　旨

　今年度の玉ゼミでは、『GAFA：四騎士が創り変えた世界』（東洋経済新報社、2018）をテキストとして、
私たちの生活の隅々に浸透している GAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）について考えることと
した。さらに、テキストでは扱われていない GAFAに対する規制の動きを調べた上で、ゼミ合同発表会
におけるプレゼンテーションをまとめることとした。その内容は、5つのパートで構成され、最初にGAFA

とは何か、またそのマーケットシェアや売上高をまとめた。次に、GAFAに共通する 8つの要素と強さの
源泉に人材確保があることをまとめ、続いて GAFAの便利さの裏にある脅威として、膨大な個人情報の
所有と利用、独占的地位、そして雇用への影響、さらに依存症の問題をまとめた。 4つ目には、世界で
始まっている GAFAへの個人情報保護のための規制や課税の動き、また日本での取組をまとめた。最後
には、GAFAに対抗して中国資本の BATH（Baidu、Alibaba、Tensent、Huawei）が急成長している事実と
今後の米中間の覇権争いに触れた上で、自分たちにとって GAFAとは何かをそれぞれが考える必要があ
ることを提起している。世界は今後、脱グローバル化へと進むことが予想されるが、米ソ冷戦を体験し
たことのない学生世代が次世代通信をめぐる米中覇権争いの中で、ゼミ合同発表会での発表がデジタル
化の持つ利便性と脅威の両面に関心をもつ機会となったと言える。

キーワード：GAFA　インターネット　個人情報　雇用　BATH

1．研究課題

　今年度の玉ゼミでは、スコット・ギャロウェ
イ著『GAFA：四騎士が創り変えた世界』（東洋
経済新報社、2018）をテキストに選んだ。いま
や、GAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）

は、私たちの生活の隅々にまで浸透している。
特に、若者たちの生活の一部になっている。例
えば、玉ゼミの 8人は、スマホが全員 iPhoneで
あった。レポートの作成には、全員がGoogleを
利用し、テキストをはじめ、買い物にもAmazon

を利用している。Facebookを利用している学生

＊帝京大学経済学部地域経済学科教授
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はいないが、過半は Instagramを利用していて、
毎朝スマホを開いてインスタのストーリーを見
ることが日課になっているという。
　すでに、GAFA無しの生活は考えることがで
きない。しかも、時代は第 4次産業革命と言わ
れ、中身はデジタル化を中核とする AI、IoT、自
動運転などである。アレクサやオーケーグーグ
ルが私たちの生活だけでなく、産業全体を変革
すると考えられている。
　その一方で、いま次世代の通信規格である5G
をめぐって、米中のつばぜり合いが激しさを増し
ている。まさにグローバリゼーションの申し子と
言われたGAFAが世界を制覇すると思いきや、14
億人という市場をグレートファイヤーウォール
（万里の長城2.0）で囲い込み、巨大な国家資金を
背景としたファーウェーが5Gの通信網で先行
し、アジア・アフリカはもちろん、南アメリカ、
ヨーロッパまでも傘下に収めつつある。
　それを軍事的・政治的・経済的覇権の脅威と
受け取ったトランプ政権およびアメリカ議会
は、ファーウェーや ZTE等の中国通信企業を安
全保障上の理由でアメリカから排除する措置を
とり、同盟国にも同様の措置を求め、日本もそ
れに同調した。しかし、韓国やドイツは排除を
決めていない。
　こうした米中新冷戦と言われる動きも背景
に、GAFA自体に対する個人情報保護や課税と
いった観点からの規制にヨーロッパや日本も取
り組み始めている。
　以下では、ゼミ合同発表会（2019年12月19日）
で学生がテキストと情報収集をもとに作成した
報告プレゼンテーションの内容を紹介した上
で、最後にそこでの学生の学びについて簡潔に
述べることにする。

2．ゼミ合同発表会でのプレゼンテーション
「GAFAとは何か」の内容

2.1.　GAFAとは
　『GAFA』の著者、スコット・ギャロウェイは、
ニューヨーク大学スターン経営大学院の教授
で、MBAコースでブランド戦略とデジタルマー
ケッティングを教えている。企業家として 9つ
の会社を起業し、ニューヨーク・タイムズ、
データウェー・コンピュータなどの役員も歴任
した。さらに、2012年には「世界最高のビジネ
ススクール教授50人」にも選ばれている。
　GAFA は、 いうまでもなく Google、Apple、
Facebook、Amazonという米国の最大手 IT企業 4
社の頭文字を組み合わせた造語である。この 4
社は、いずれも ICT革命（情報革命）と経済の
グローバル化によって急成長した企業である。
　この内、Googleは、インターネットのロボッ
ト型検索エンジンで、Gmailや Google Mapなど
の多数のオンラインサービスを提供している。
インターネット利用者の92％は、Googleを利用
していると言われ、検索エンジンをほぼ独占し
ている。なお、Googleはアルファベット社が所
有している。
　次に、Appleは、インターネット関連製品、デ
ジタル家電製品、ソフトウェア製品等を開発・
販売する多国籍企業で、創業者はいうまでもな
くスティーブ・ジョブズである。iPhoneや iPad

はその主力商品で、そのブランド力から価格は
比較的高価で、その分、サムソンなどと比べる
と利益率が際立って高いのが特徴である。
　Facebookは、Facebook,Incが運営する世界最
大の SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）である。登録ユーザーは約24億人で、
Instagramも運営しており、若者の間で圧倒的な
シェアを占める。Facebookは、マーク・ザッ
カーバーグがハーバード大学在学中に立ち上げ
たことでも有名である。
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　Amazonは、世界15カ国で運営される世界最
大級のインターネット通販サイトで、取り扱う
商品は書籍や CDから食品、家電商品まで 1億
点以上にのぼる。Amazonは、Amazonプライム
という有料会員サービスも行っており、低額で
動画配信ほか様々なサービスを提供している。
FAGAの中でもAmazonは最も時価総額が高く、
2019年 1 月の時点では7970億ドルに及んでい
る。
　そこで、GAFAのマーケットシェアと売上高
（2018年10-12月）を示せば、Googleが92％、393
億ドル、Appleが15％、200億ドル、Facebookが
69％、169億ドル、Amazonが49％、724億ドル
となっている。

2.2.　GAFAの強さ
　GAFAには、8 つの共通する要素がある。 1
つ目は、「商品の差別化」である。GAFAは、
iPhoneのように、人々が憧れるブランド力を
持っている。 2 つ目は、「投資を集めるビジョ
ン」である。多くの投資を集めるために、理解
しやすい大胆なビジョンをもっている。 3つ目
は、「世界展開」である。GAFAは、いずれも国
境を越えて世界中の人々にアピールする製品を
持っている。4つ目は、「好感度」である。GAFA

は好感度を上げるために「かわいげ」がある存
在になろうと努力している。
　 5 つ目は、「垂直統合」である。消費者行動の
解析を通じて、製品の生産・販売を垂直統合で
コントロールしている。 6 つ目は、「AI」であ
る。GAFAは消費者の行動パターンを解析して
提案を向上させるために、ソフトウェアとAIを
活用している。7つ目は、「キャリアの箔付けに
なる」である。GAFAで働くことはキャリアの
箔付けとなり、多くの優秀な人材が集まってい
る。 8つ目は、「地の利」である。GAFAは、例
外なく世界的な技術系あるいは工学系の大学に
自転車で通える距離にある。

　そんな GAFAの強みは、なによりも膨大な量
のデータを持つことにある。GAFAは、コンテ
ンツと行動情報のどちらか、あるいは両方をう
まく集めることで世界を牛耳っている。つまり、
そのデータを活用することで土台となる環境
（プラットフォーム）を作り、他の企業が集まり
やすく、ビジネスしやすい生態系（エコシステ
ム）を作っている。
　この強みの源泉は、人材と言える。GAFAは、
少し前の世代で成果を上げた人々を集めること
で成長してきた。例えば、マイクロソフト社員
や Skypeを成功に導いた人材などである。その
他、行動経済学やゲーム理論などの一流の研究
者を好待遇で採用している。そこに強みの源泉
がある。

2.3.　GAFAの怖さ
　GAFAはこのように大きな力を持ち、デジタ
ル業界をほぼ支配している。それは私たちの生
活を便利にしている反面、そこにはいくつか恐
怖を覚える側面もある。
　第 1 は、多数の個人情報の所有である。例え
ば、Facebookは世界で約24億人の登録ユーザー
を持っている。しかも、そのユーザーの情報を
ある意味で勝手に活用している。言い換えると、
利用しているユーザーの趣味嗜好はAIによって
勝手に分析され、ユーザーに合わせた広告が映
るようになっている。それは便利なように見え
て、実は自分の趣味嗜好が Facebookに操作され
押しつけられていると捉えることもできる。
　第 2 は、市場の独占である。GAFAの高い
マーケットシェアは、裏を返せば、デジタル業
界の同業者が排除されていった結果でもある。
Googleがインターネット利用者の約92％に利用
されているということは、ほぼ世界中が Google

の影響下にあると言っても過言ではない。それ
により広告収入もGoogleが独占することになっ
ている。そもそも独占禁止法があるように、1
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社による独占は、人々から選択の余地がなくな
り、公正な競争が行われないという弊害を生む
として、今では問題視されている。
　第 3 に雇用への影響である。先ほど、GAFA

は市場を独占する過程で、他の業者を廃業に追
い込んだり、新たな参入を拒んだりしてきた。
その結果が雇用の喪失や失業者の増加と無関係
とは言えない。例えば、GAFAの 1 つである
Amazonは、いまや小売業界を独占して、多く
の小売店を廃業に追い込んでいるだけでなく、
自らの従業員もできるだけ減らし、その分の業
務を機械や AIに任せようとしている。これは、
世界から多様性と雇用を奪う動きと言える。
　これ以外にも怖いのは、あまりの便利さ汎用性
により GAFAへの依存度が高くなって依存症と
なってしまうことである。私たちの中でも、空い
た時間があれば、必ずスマホでインスタグラムを
開くという学生がいた。それはある意味で依存症
の初期症状とも言える。その先には、GAFAに管
理されてしまう虞もないとは言えない。
　確かにGAFAは便利で有用なサービスを提供
してくれるが、それらの便利さの背後には、「管
理される社会」という恐怖が潜んでいることも
忘れてはならない。

2.4.　GAFAへの規制の動き
　このような GAFAに対して、現在、世界で規
制の動きが始まっている。
　 1 つ目は、個人情報の保護である。2018年に
は、アメリカでも日本でも Facebookのアカウン
トの乗っ取りや個人情報の流出という問題が生
じ、多くの人が被害者となった。それへの罰金
も大きな額となった。
　こうした中で EUでは、2018年 5 月に一般
データ保護法が施行され、GAFAが EU内に持
つ個人情報を他に持ち出すことを規制する動き
が始められた。同様な規制は、アメリカのカリ
フォルニア州でも行われている。

　 2 つ目は、GAFAの市場独占に対する規制で
ある。日本政府は、巨大 IT企業の圧倒的な立場
を利用した取引への不公平な契約の強要につい
ては、独占禁止法の「優越的地位の濫用」によっ
て規制が可能と考えている。その上で、独占禁
止法を補完するため、重要な取引条件は開示を
義務付けることや、独占禁止法の課徴金引き上
げなどを検討している。
　 3 つ目は、税金逃れについてである。GAFA

は、法人税率の低い国に利益を移して節税し、
利益に見合う税金を納めていないという批判が
ある。フランスは2018年 1月から、大手 IT企業
を対象にネット広告や個人情報の買収などに課
税を始めることにした。イギリスでは2020年 4
月から IT企業が英国のユーザーから稼いだ収
入に 2％の課税を課すことを発表している。
　最後に、日本政府は先行する欧州を参考に
GAFAをはじめとする「プラットフォーマー」
と呼ばれる巨大 IT企業に規制に乗り出した。
2018年12月には規制に向けた基本原則を策定
し、2019年夏に法改正を含めた法的規制措置を
取りまとめ、2020年も規制の導入を目指してい
る。経済産業省、総務省、公正取引委員会は、
昨年11月「デジタルプラットフォーマーを巡る
取引環境整備に関する検討会」の中間論点整理
を公表している。

2.5.　おわりに
　GAFAへの規制が世界で始まっている中で、
他方ではGAFAに対抗する企業も急成長してい
る。それが中国という14億の巨大市場を背景と
した 4つの企業、Googleと同様の検索エンジン
には百度（Baidu）、Amazonと同じネット通販の
アリババ（Alibaba）、Facebookに対するテンセ
ント（Tensent）、そして Appleに対抗するのが華
為（Huawei）である。
　この 4 社は頭文字から BATHと呼ばれてお
り、今後は、米中の貿易戦争とも関わって
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GAFA（アメリカ）対 BATH（中国）の熾烈な戦
いが展開されると考えられている。
　以上のように、デジタル業界の頂点に君臨し
ている GAFAは、それぞれ圧倒的な便利さ、楽
しさ、そして有用性を持っている。しかし、世
界各地で GAFAへの規制が始まり、また中国と
いう巨大市場を背景とした BATHとの戦いも、
この先どうなるかわかない。
　大切なのは、私たちが GAFAと向き合い、そ
の危険も踏まえた上で、どう使っていくかだと
私たちは考える。
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【ゼミ生氏名：帝京大学経済学部地域経済学科
3年】
大島諒也・亀井翔太・佐藤龍星・二階堂瑞樹・
綿引圭吾・篠崎愛加・千野優果・前林俊哉

3．GAFAと学生の学び

　冒頭でも述べたように、いま次世代通信をめ
ぐる米中の覇権争いが激しさを増している。お
そらく2020年には、インターネットのバルカン
化といわれるスプリンターネット（Splinternet＝
Split＋Internet）が進み、世界市場の米中でのデ
カップリングが進み、グローバリゼーションか
ら deglobalizationの時代へと向かっていくだろ
う。
　それは、米ソ冷戦というものを体験したこと
のある高齢者世代と比較すると、生まれた時に
はソ連はなく、グローバル化、デジタル化が当
たり前であった学生たちにとっては、想像でき
ない世界と言えるかもしれない。
　そうした状況の中で、GAFAというグローバ
ル化時代の申し子について考える機会を持ち、
その圧倒的な支配力と強さの秘密だけではな
く、それが持つ脅威についても考え、さらには
米中間の覇権争いにも少しではあるが目を向け
ることができたことは、意義があったと考えら
れる。
　できれば、デジタル化を柱とする第 4次産業
革命が目指す新しい社会としての Society5.0に
まで目を向けることができればさらに良かった
のであるが、残念ながらそこまでは時間的に間
に合わなかった。彼ら・彼女ら自身が、デジタ
ル化によってもたらされる利便性や社会問題解
決、さらにそこに潜む脅威に対しても関心を向
けてくれることを期待したい。
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日本の格差問題と現状

宋　　　　　宇＊・宋ゼミナール

1．ゼミ活動の紹介と課題設定
2 ．国際比較からみた日本の格差
3 ．格差から格差につながる負の連鎖

 3.1.　学歴格差

 3.2.　夫婦格差
 3.3.　子どもの格差
4 ．所得からみる東京23区の格差
5 ．おわりに

要　旨

　本稿は2019年度、経済学部地域経済学科 2年生の宋ゼミでの学習内容と、地域経済学科の「合同ゼミ
発表会」に向けての活動内容を報告するものである。当ゼミは国際比較の観点から日本における格差の
現状と位置付けを確認したうえで、輪読、合宿、グループワークを通して日本の学歴格差、夫婦格差、子
どもの格差、地域の格差を取り上げた。かつて「平等主義国家」と呼ばれた日本は、実際には所得格差
が広がっており、そこから学歴格差、子どもの格差、夫婦格差が生じている。しかし、ある調査におけ
る格差への関心度ランキングでは、発展途上国を含め58ヵ国中、日本は39番目である。人々の格差問題
に対する関心の薄さが覗える。そして、自己責任が提唱されている中、租税への強い抵抗により、教育
をはじめ、あらゆる分野において家族、個人の負担に強いられている。特に少子化・超高齢社会の現代
日本社会において、準公共財の教育をほぼ私有財として扱われることに危機感がある。

キーワード：格差社会　学歴格差　夫婦格差　子どもの格差　東京23区の格差　公的教育財政支出費

＊帝京大学経済学部地域経済学科講師
1） 2019年度前期の 1年生宋ゼミ（ライフデザイン演習Ⅰ）との合同である。

1．ゼミ活動の紹介と課題設定

　本稿は2019年度 2年生宋ゼミの活動内容を紹
介したうえ、ゼミ生自らが取り組みたいと選ん
だ「日本の格差問題」について、学習した主な
成果を報告するものである。2019年度宋ゼミは
「公的財政教育支出から考える格差論」という
テーマで始まり、前期では日本の教育格差をめ
ぐって、橘木（2010）と小林（2008）を取り上
げ輪読形式で活動し始めた。そして、夏休み中、

その輪読の成果を「宋ゼミ合同合宿」1）で発表
し、1 年生と縦の交流もできた（写真 1 を参
照）。 1年生の報告を聞いた 2年生は刺激を受
け、「さらに頑張らない」と発表前に不安な様子
が見られた。他方で 2年生の報告を聞いた 1年
生はゼミ活動や輪読のやりがいを感じたとい
う。後期では、基本的に学科の合同ゼミ発表会
に向けて活動したが、ゼミ生は格差の問題につ
いて広く扱いたいとの希望があり、これが本報
告の課題を設定した 1つの背景である。
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　かつて「平等主義国家」と呼ばれた日本は、
いつの間にか格差及び格差社会について関心が
なくなっている。国際社会調査プログラムの調
査結果によると、「格差の是正は政府の責任であ
る」という質問に対し、賛成した日本人の割合
は54％、OECD加盟国平均では69％である。そ
して、世界価値観調査によると、「所得はもっと
公平にされるべきだ」という質問に賛成した日
本人の割合は発展途上国を含め58ヵ国のうち、
39番目となっている（井手2016：13）。普通に考
えると、これだけ格差について関心がないなら
ば、日本社会には格差が存在しない、もしくは
問題になるほどではないからと思われる。しか
し、日本社会は本当に格差が存在しないのだろ
うか。本報告はまず国際比較から日本の格差の
現実を考察したい。

2．国際比較からみた日本の格差

　図 1 はOECD諸国の所得格差を示すジニ係数
と相対的貧困率を表している。ジニ係数とは、
所得や資産の分配の不平等度を測る指標の 1つ
であり、0から 1の値をとり、1に近いほど不平

2） 世帯の可処分所得はその世帯の人数に影響されるので、世帯人員で調整する必要がある。具体的に「世帯の可処
分所得÷世帯人員」で計算されている。可処分所得とは税や社会保険料を引いた後の所得のことである。

3） 一般政府とは中央政府、地方政府、社会保障基金を指す。

等度が高いことを意味する。図 1 のジニ係数は
世帯員数で調整された等価可処分所得2）である。
そして、相対的貧困率とは、等価可処分所得の
貧困線、すなわち中央値の半分に満たない世帯
員の割合である。ジニ係数と相対的貧困率の国
際比較から、日本は既にかつての平等主義国家
でなくなり、格差社会になっていることは一目
瞭然である。
　図 2 は一般政府3）総支出に占める公的財政教
育支出の割合を示している。日本はOECD加盟
国の中で公的財政教育支出費が一番少なく、つ
まり集められた税金をもって教育に投資しない
国であることが確認できる。教育は純粋な公共
財と比べ、受ける側に直接恩恵が行き渡るた
め、準公共財として扱われる場合が多い。しか
し、教育のベネフィットは受けた人だけではな
く、企業や国の生産性を高める効果もあるの
で、当然、社会全体にとってベネフィットを得
る側面がある（橘木2017：155）。そこで、北欧
諸国のように教育の負担は社会全体の負担とみ
なされ、個人の教育に対しても厚い財政支出で
カバーする国がある。
　その一方で、日本は個人という私的なベネ
フィットを強調し、個人に教育費の負担が強い
られている。個人、実質上親に教育費を負担さ
せることになるが、親の所得の多寡によって子
どもは教育を受ける機会が異なるので、機会の
不平等による結果の格差が生まれるわけであ
る。既に図 1 で見たように、日本の所得格差が
広がっているので、自然に教育の格差にもつな
がることが想像できるのであろう。
　ところで、世界の調査機関の協力によって運
営されている国際比較の調査、いわば国際社会
調 査 プ ロ グ ラ ム（ISSP：International Social 

Survey Programme）は、毎年特定の調査テーマ

写真 1　 宋ゼミ合同合宿（2019年 8月 8日～10日）
の一角
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を設定し、共通の質問で世論調査を行ってい
る。2009年では、「社会的不平等」をテーマと
し、これまで1987年、1992年、1999年と2009年
の 4回にわたり実施されてきた（村田2013）。そ
のうち、日本のデータがあるのは1999年と2009
年のみである。
　同調査の1999年の結果によると、日本人は公
共サービスから恩恵を受けている実感が薄いも
のの、平等な社会と考えている人が多いという。
10年後の2009年では、格差に対する意識につい
て各国の認識違いがあるかどうかを課題とし
た。そこには日本社会の一部変化がみられた。
34歳以下の若年層でみる場合、自分が下位層で
あると認識している日本人は1999年の63％から
2009年の73％に上昇した。つまり、日本は格差

への関心が薄いとはいえ、若年層のほうは既に
格差の拡大に実感し、生活が苦しいと思ってい
る人が増えている。この調査結果から、少なく
とも若年層の間では、日本社会には格差が存在
していることに気付いていることがわかる。
　では、実際に日本社会はどのような格差問題
があるのか。ゼミ生は自発的に 4つの班に分か
れ、それぞれ関心がある格差について取り組ん
できた。ここからは日本の学歴格差、夫婦と夫
婦の間の格差（以下、夫婦格差と表現する）、子
どもの格差、東京23区の格差について具体的に
述べていきたい。

図 1　所得格差と相対的貧困率の国際比較

出所）OECD.Stat.2015年、厚生労働省資料より作成。

図 2　一般政府総支出に占める公的財政教育支出費の国際比較

出所）『文部科学白書2009』p.24（図表1－1－31）から引用。

 
 

 

 

図２ 的 支出 の 際  
 
出 学 200 2 図表 1 1 31 から 用。 

 
 とこ で、 の調査 関の によって されている 際 の調査、い 際

調査プ グラ ：    は、 年 定の

調査テーマを 定し、 の で 調査を行っている。200 年では、「 的 」

をテーマとし、これまで 1 年、1 2 年、1 年と 200 年の 回に たり実 されて

きた 2013 。そのうち、 の ー があるのは 1 年と 200 年のみである。 
同調査の 1 年の結果によると、 は ー スからの を ける実感が

いものの、 な と考えている が いという。10 年後の 200 年では、 に対す

る意 について の いがあるかどうかを とした。そこには の 変

がみられた。3 歳以下の 年 でみる 、自分が下位 であると している

は 1 年の 3 から 200 年の 3 に上 した。つまり、 は の関 が いと

はいえ、 年 の うは に の に実感し、生 が しいと っている が えて

いる。この調査結果から、 なくとも 年 の間では、 には が している

ことに 付いていると意 する。 
では、実際に にはどのような があるのか。 ミ生は自 的に つの

に分け、それ れ関 がある について り できた。ここからは の学 、
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3．格差から格差につながる負の連鎖

3.1.　学歴格差
　これまで学歴社会が問われる際に、大学卒と
高校卒をイメージしてきたが、橘木（2010）に
よると、今日の日本社会では、ブランド大学卒
かどうかについても意識されるようになり、日
本社会は三極化の学歴格差に突入していると指
摘された（図 3 を参照）。そして、この三極化の
学歴格差は安定的な職に勤められるかどうかま
で影響し、すなわち正規社員と非正規社員の違
いが生まれる最大な要因でもある。さらに、そ
の後の人事昇任にも深く関係しているという。
要するに、学歴が高く、かつブランド大学卒の
人は比較的に短期間で昇任ができ、管理職に就
く確率が高い。これは学歴格差から生じる負の
連鎖の始まりである。

3.2.　夫婦格差
　税法上、日本は個人単位の所得課税構造と
なっており、稼得者個人を課税単位とし、稼得
者ごとに税率表を適用する。しかし、人的控除
と呼ばれる各種の控除制度があり、事実上、家
族単位主義の要素が多く含まれている。した
がって、ここで言う夫婦格差は夫と妻の格差で
はなく、カップルとカップルの間の所得格差、
すなわち家計所得の差を指す。
　実際に前節で述べた学歴格差から、高学歴同
士と低学歴同士は結婚する傾向が強いので、そ
こからパワーカップルとウィークカップルが誕
生する。具体的には、医師、法曹、研究者同士
はパワーカップルとなり、契約社員、派遣社員、

パート同士はウィークカップルとなる（橘木、
迫田2013）。このパワーカップルとウィーク
カップルの間では格差が生まれ、ウィークカッ
プルにしてみれば、いくら仕事を頑張っても乗
り越えられない壁である。そして、ウィーク
カップルが離婚した場合、貧困に陥るリスクは
パワーカップルと比べ遥かに高くなることが考
えられ、離婚した夫と妻、両方とも貧困に陥り、
生活に追われる危険がある。というのは、
ウィークカップルの場合、学歴が高くないの
で、そもそも給与が高い職に就けず、なおかつ
不安定な非正規雇用者が多い。そうすると、父
親は養育費などの支払いが十分にできず、母親
も低学歴のため、高収入への期待ができない。
そこで、離婚を境に貧困に陥るという極地に沈
んでしまうからである。
　もう 1 つの夫婦格差が生じる鍵は妻にある。
表 1 は家計の総所得を 4つの源泉、世帯主収入
（夫の収入）、妻の収入、他の世帯員収入、財産
収入（資産収入）に分解し、それぞれの全体の
不平等の大きさにどれほど貢献しているかを示
すジニ係数である。表 1 に注目してほしいのは、
近年、妻の収入の貢献度がほぼ一貫して上昇し
ている点である。つまり、妻が働くかどうか、
または働いて所得がどのくらい得られるかに
よって、家計所得に影響を与えている。しかも、
時代につれてその影響が強まり、高所得者の夫
を持つ妻のほうは有職化の影響が大きい。誤解
がないように説明を加えると、女性の社会進出
は推奨すべき政策であり、日本はまだまだ専業
主婦志向が強い社会と思われる。しかしなが
ら、妻の労働が格差を拡大する要素になるの
は、時代の変化につれて日本の税制制度や財源
の使い方はあまり変わっていないからである。
妻が働くかどうかは夫婦格差が生じる鍵になっ
ているということは、結局、妻の学歴から生じ
る個人所得格差の問題であり、結果的に夫婦格
差につながるポイントになった。したがって、

図 3　橘木（2010）が主張した学歴格差のイメージ

出所）宋ゼミ作成。
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この問題の解決は妻の労働を抑制するのではな
く、社会全体の制度設計や租税のあり方につい
て改めて検討しなければならないと考えられ
る。

3.3.　子どもの格差
　機会の不平等から出発し、パワーカップルの
家庭に生まれる子どもは塾や習い事に通うチャ
ンスがウィークカップルより多い。この家計所
得は子どもの格差が生まれる決定的な要因であ
る。特に父親の所得が強く影響している。なぜ
なら、前述したように、日本はまだ専業主婦の
家庭が多いので、父親が高所得で妻が働かない
パターンも多く存在しているからである。そし
て、パワーカップルの親は子どもの教育への熱
心さがあり、もちろん多少生まれつきによる子
どもの能力の高さもあることは否定できない。
　ただここで宋ゼミが指摘したいのは、ここま
で述べてきた学歴格差は夫婦格差に影響し、さ
らに子どもの格差につながるという点である。
そして、子どもの格差はまた学歴格差になり、
彼らが大人になる頃に夫婦格差になり、さらに
彼らの孫の格差にもつながるといった負の連鎖
が存在することである。これは日本が抱えてい
る格差問題の全貌と言っても良いのであろう。

4．所得からみる東京23区の格差

　ゼミ生の中では、東京都内から通っているま
たは実家が東京都にある学生がいるので、彼ら

は「東京一極集中」と言われるが、「東京都内で
も格差があるのでは」と問題提起した。残念な
がら扱った池田（2015）の中では、東京23区の
学歴格差や所得格差について特に言及していな
いので、このグループのゼミ生は自らデータを
収集してみた。この節では、彼らが調べた東京
23区の格差についてまとめ、これまで述べてき
た学歴格差、夫婦格差、子どもの格差ともつな
げていきたいと考える。
　図 4 と表 2 を合わせて以下のことが言える。
まず、ゼミ生が問題提起したように、所得の面
では東京一極集中と言われるが、一極集中の東
京23区の中でも格差が存在している。次に、こ
の地域格差は学歴格差と深く関係していること
が確認できた。ビジネス街が集中されている上
位東京 5区は高学歴・高所得者層が密集してい
ることから、学歴格差から生じる東京23区の格
差とも言える。さらに、前述した負の連鎖から
考えれば、学歴格差は夫婦格差につながると同
時に、直接的に地域格差にも影響を与えてい
る。

5．おわりに

　2019年度地域経済学科の 2年生宋ゼミは、阿
部剛士、加賀修也、柏倉弘（ゼミ長）、門脇貴大
（ゼミ長）、菊池和哉、齋藤優太、佐藤智紀、柴
崎和樹、鈴木理玖、染谷尚輝、洞毛裕太（ゼミ
長）、中村蓮、村上徹、計13名のメンバーで活動
してきた。輪読から合宿、グループワークから

表 1　各源泉の不平等への貢献度（勤労者世帯における収入源泉別ジニ係数分析）

1966年 1971年 1976年 1981年 1986年 1991年
世帯主収入 0.772 0.755 0.768 0.739 0.764 0.734
妻の収入 0.081 0.111 0.139 0.154 0.151 0.185
他の世帯員収入 0.130 0.123 0.084 0.097 0.080 0.076
財産収入 0.017 0.011 0.009 0.010 0.005 0.005
出所）橘木、迫田（2013：24）から引用。
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最後の「第 3回合同ゼミ発表会」まで、一連の
活動を通じて宋ゼミは共通した問題意識があっ
た。それは日本の格差問題について徹底的に
サーベイしたいということである。前期の輪読
書籍であった小林（2008）と橘木（2010）は教
員が選んだものだったが、ほかにサーベイした
書籍はすべてゼミ生が自ら選んだテーマであ
る。しかし、それぞれのグループ作業を進行し

ながら、我々はあることに気づいた。学歴格差、
夫婦格差、子どもの格差、進学格差、東京23区
の格差、実はすべてがあるスパイラルの中で
回っている。要するに、いずれの格差も単独的
な存在ではなく、学歴格差から夫婦格差に、夫
婦格差から子どもの格差に、子どもの格差から
進学格差に、さらに学歴格差と夫婦格差によっ
て、東京23区の格差が生まれるというある種の
負の連鎖が結合されている。まさにこの負の連
鎖を解くことは日本が直面している格差の課題
だと考える。
　最後に、教員はゼミ生の自主性を引き出そう
としつつ、時には厳しく要求し指導していたの
にもかかわらず、最後まで頑張れたゼミ生達に
感謝する。ゼミ生の努力により、本報告の作成
には悩まずスムーズに完成することができた。

文　献
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表 2　東京23区の学歴別構成率（2010年）
（単位：％）

ラン
キング

大学院・大学卒
（男女計）

短大卒
（女性のみ）

高卒
（男女計）

1位 千代田区 53.4 世田谷区 29.6 足立区 19.5
2位 港区 52.2 杉並区 28.9 葛飾区 17.0
3位 文京区 51.5 練馬区 27.9 江戸川区 16.0
4位 中央区 48.7 目黒区 27.9 荒川区 14.3
5位 世田谷区 47.7 渋谷区 27.8 墨田区 14.3
・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

19位 墨田区 28.4 江戸川区 23.0 世田谷区 5.0
20位 荒川区 27.2 北区 22.4 杉並区 4.9
21位 江戸川区 24.9 荒川区 22.4 港区 4.9
22位 葛飾区 23.6 葛飾区 21.8 中央区 4.8
23位 足立区 19.9 足立区 20.0 千代田区 4.0
出所）総務省『国勢調査2010年度』より作成。

図 4　東京23区の平均年収（2018年度分）

注）総務省「課税標準額段階別平成30年度分所得割額等に関する調」より「課税対象所得÷納税義務者数」
にて算出した。
出所）https://fpcafe.jp/mocha/1687（2019年12月19日アクセス）から作成。
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烏山和紙の学習とワークショップを通じた
若者への情報発信

丹　羽　孝　仁＊1・丹羽ゼミナール2

1．研究課題
2 ．烏山和紙のビジネス・エコシステム
に関する学習

 2.1.　全国の和紙産地の現状
 2.2.　 烏山和紙のビジネス・エコシステム
  2.2.1.　烏山和紙の特徴
 2.3.　他の産地の対策
  2.3.1.　埼玉県小川町
  2.3.2.　高知県
  2.3.3.　福井県越前市

  2.3.4.　岐阜県美濃市
 2.4.　烏山和紙の産地としての対策
3 ．烏山和紙を用いた「ちぎり絵」ワー
クショップの企画・運営

 3.1.　ワークショップの企画
 3.2.　ワークショップの運営
4 ．アンケート分析による烏山和紙の将来

 4.1.　アンケート回答の概要
 4.2.　重回帰分析
5 ．まとめ

要　旨

　本報告は、経済学部地域経済学科 2年生の丹羽ゼミでの活動で取り組んだ、栃木県那須烏山市の烏山
和紙に関する学習とワークショップを通じた若者への情報発信について報告するものである。烏山和紙
を唯一生産する福田製紙所に対するインタビューから、烏山和紙を取り巻くビジネス ･エコシステムを
明らかにした。上流・下流ともに課題が山積しているが、下流部分を先に対処する必要があると考え、若
者世代をターゲットとした情報提供を行うこととした。具体的には帝京大学の学園祭にてちぎり絵のワー
クショップを企画・出展し、来場者に体験してもらった。体験者には SNSを介した情報発信を依頼する
とともに、アンケートへの回答も依頼した。アンケートの分析の結果、園児や小学生といった次世代を
対象にした烏山和紙の体験・理解が烏山和紙の将来性を広げうると考えられた。

キーワード：烏山和紙　情報発信　ビジネス・エコシステム　ワークショップ　那須烏山市

＊ 1 帝京大学経済学部地域経済学科講師
　 2 参加学生は学籍番号順に、草間大輝・坂本遼耶・竹澤勇輝・渡邉杏奈・石井南海・石塚悠衣・岩﨑智哉・薄井陽
菜・大柴龍二・加藤碧透・川又我聞・栗原友輝・笹川侑佑、の13人である。
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1．研究課題

　栃木県那須烏山市には県指定伝統工芸品・国
選択無形文化財である「烏山和紙」の産地があ
る1）。それにも関わらず、県内の大学生にさえ
も和紙が身近ではない。その背景には、幼少の
頃よりデジタル社会の中で生活をしているた
め、和紙に触れる機会が少なく、また紙を使用
する頻度が減少しているために関心が湧きにく
いことがある。しかし和紙には、温かみや柔ら

1） 栃木県は「烏山手すき和紙」を地域産業資源（鉱工業品）に指定している。「中小企業による地域産業資源を活用
した事業活動の促進に関する法律」に基づく栃木県の基本構想では2009年時点、172の地域産業資源がある（栃木
県2009）。このうち、那須烏山市単独で特定されている地域産業資源は「烏山手すき和紙」のほか、「国見の棚田」
（観光資源）と「山あげ祭り」（観光資源）がある。ただし「国見の棚田」は2019年時点で十分に活用されている
とは言いがたい。

かさがあり、丈夫で長持ちといった特徴があ
る。こうした特徴を活かした製品も全国各地の
和紙産地で開発されているが、それもあまり知
られていない。知られていないということは、
消費に結びついておらず、将来の消費者に対す
る市場開拓ができていないことを意味する。烏
山和紙の生産者は合名会社福田製紙所ただ一軒
を残すのみで、烏山和紙の維持・継承は那須烏
山市の地域経済にとって喫緊の課題となってい
る。

表 1　演習Ⅰ・Ⅱの年間スケジュール

年月 活動内容
2019年 4月 ゼミ活動の研究テーマ設定を議論
　28日（日） 　那須烏山市にて「山あげ祭」準備の手伝い
2019年 5月 研究テーマの決定
　19日（日） 　那須烏山市にて「山あげ祭」準備の手伝い
2019年 6月 山あげ祭に関する学習
　19日（水）
　23日（日）

　那須烏山市の「和紙の里」にて紙すきを体験学習
　那須烏山市内を巡検学習

2019年 7月 烏山和紙に関する学習
　 6日（土）
　 7日（日）
　17日（水）
　25日（木）～28日（日）

　那須烏山市にて「山あげ祭」奉告祭に参加
　那須烏山市にて「山あげ祭」リハーサルに参加
　福田製紙所より「福田長弘氏」を招聘し、烏山和紙についてインタビュー
　那須烏山市の「山あげ祭」（当番町：鍛冶町）に参加

2019年 9月 ワークショップの内容を検討
　 4日（水） 　埼玉県小川町の「小川和紙（細川紙）」について視察学習
2019年10月 ワークショップの準備
　 9日（水）
　18日（金）
　25日（金）～27日（日）

　「Ericco Book Project」を招聘し、ワークショップ運営について学習
　栃木県「大学地域連携活動支援事業」の中間報告会にて活動内容を報告
　帝京大学八王子キャンパス学園祭「青舎祭」に出展

2019年11月 アンケート分析と報告の準備
　 1日（金）～ 3日（日）
　30日（土）

　帝京大学宇都宮キャンパス学園祭「帝祭」に出展
　大学コンソーシアムとちぎの第16回「学生＆企業研究発表会」にて活動成果を報告

2019年12月 那須烏山市へのフィードバックの内容を検討
　11日（水）
　19日（木）

　那須烏山市にて烏山和紙の振興策について議論
　本学地域経済学科の第 3回「合同ゼミ発表会」にて活動成果を報告

2020年 2月
　14日（金） 　栃木県「大学地域連携活動支援事業」の最終報告会にて活動成果を報告
注：学外活動や外部講師の招聘を個別に記載している。
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　そこで、若者がどうすれば烏山和紙について
興味を持つことができるのかについて新たな改
善策を見つけることを目的として、烏山和紙の
魅力を若者世代に向けて発信することをゼミ活
動（演習Ⅰ・Ⅱ）の内容とした。具体的には、
烏山和紙のビジネス・エコシステムの学習、烏
山和紙のちぎり絵ワークショップの企画・運
営、ワークショップ時のアンケート結果の分析
の 3点に取り組んだ。年間の活動スケジュール
は表 1 の通りである。なお、本稿はゼミ活動の
成果を学内外で報告した際に学生が作成した原
稿やスライド資料を基に改稿したものである2）。

2．烏山和紙のビジネス・エコシステムに
関する学習

2.1.　全国の和紙産地の現状
　和紙は、その製法が1300年以上前に中国より
伝わり、古来より日本国内で作られてきた紙で
ある。これに対し、明治時代に西洋から輸入し
た機械すきの紙を西洋紙や洋紙と呼び、今日で
はこの製紙法が普及し日常的に使用する紙とし
て広く利用されている3）。
　和紙の中でも、麻、楮、雁皮、三椏などの靭
皮繊維を原料に用いて手すき法によって製造さ
れた和紙を山下（2017）は「伝統的な和紙」と
呼んでおり（図 1 ）4）、烏山和紙もこれに該当す
る。手すき和紙の事業者が1963年に組織した全
国手すき和紙連合会によれば、和紙の生産者数
は1901年の68,562戸から2001年の392戸へと100
年間で99.4％減とまさに激減している。2011年

2） 11月30日に大学コンソーシアムとちぎ・学生＆企業研究発表会実行委員会主催の「第16回学生＆企業研究発表会」
ではダイサン企画奨励賞を受賞した。

3） 武蔵野美術大学「造形ファイル洋紙」、http://zokeifile.musabi.ac.jp/%E6%B4%8B%E7%B4%99/　2019年12月 4日ア
クセス。

4） 伝統的な和紙の中でも、原料に楮のみを用いるなど伝統的な製法による手すき和紙である石州半紙（島根県）・本
美濃紙（岐阜県）・細川紙（埼玉県）が、「和紙：日本の手漉和紙技術」として2014年、ユネスコ無形文化遺産に
登録されている。

時点で、『和紙総鑑』に全国41都道府県の84産地
が記録されるのみとなった（2000年紀和紙委員
会2011）。残存する手すき和紙の事業者の分布
は図 2 に示される。複数の事業者が残る産地で
は生産組合や協同組合が組織されているが、新
潟県の門出和紙や群馬県の桐生和紙、佐賀県の
名尾和紙のように単一の事業者のみで構成され
る産地もある。大量生産による安価で均質な洋
紙の出現によって、和紙の産地はどこも危機的
な状況にある。

2.2.　 烏山和紙のビジネス・エコシステム
2.2.1.　烏山和紙の特徴
　烏山和紙は、那須楮を原料として手すきを用
いて作られる。烏山和紙の中でも、「茨城県産の
良質の那須楮を原料として、手打ちによる叩
解、二枚の簀を使って『半流し』と称する独自

図 1　和紙の定義

注： JISでは和紙を『我が国で発展してきた特有の
紙の総称。手すき和紙と機械すき和紙とに分類
される。本来は、靭皮繊維にねりを用い、手す
き法によって製造された紙。現在では化学パル
プを用い、機械すき法によるものが多い』と解
説している。

出典： 山下（2017）“Fig.1. (color online). Definition of 
Washi.”
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の漉き方、いちょうの干板を使った天日乾燥等
伝統的で入念な技法で漉かれた紙」6）が程村紙
である。程村紙は厚手和紙の最高級品とされ7）、
1977年に文化庁の「記録作成等の措置を講ずべ
き無形文化財」に指定された。
　烏山和紙の歴史は、鎌倉時代まで遡ることが
できる。江戸時代には「問屋のもつ商業資本に
よって発展をみた」（野村1955：13）。当時は、
問屋が「生産者に道具・原料を貸与し製品を全
部自己のもとに納入させ、手間賃を払う」船前
の制度が強く働いていたが（野村1955：13）、明
治時代に入ると産地としての組織化が進む。
1887年には那須紙業組合が、1894年には製紙伝
習所が、1905年には栃木・茨城製紙改良同業組
合が設立されている（大久保ほか2010a）。1904
年ごろにあった和紙組合には、935軒の製造元、

5） http://www.tesukiwashi.jp/p/zenwaren_meibo.htm　2019年12月 4日アクセス。
6） 文化庁国指定文化財等データベース「程村紙」、https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/313/241　2019年12月 4日
アクセス。

7） 読売新聞「手すき和紙（那須烏山市）――財布や人形も展示・販売」2007年 6月16日。
8） 朝日新聞「合名会社福田製紙所　（現場から　産業最前線を訪ねて）」1992年 9月 8日。

産地問屋28軒、原料商15軒が加盟していた8）。八
溝山地内部の問屋は幕末から明治維新による変
革の時代に廃業が進み、「交通上のすぐれた位置
を占める烏山に問屋が集中して立地する現象が
みられた」（野村1956：12）。「1906年には烏山町
の問屋が工場を設立し」（野村1955：13）、以後
専業工場が生産の中心を担うようになる。「1955
年時点で、烏山町の和紙製作所は専業 6工場、
副業60工場であったが、この時期をピークとし
て以後激減し」（大久保ほか2010b：90）、現在は
1工場のみとなっている。
　現存する和紙の工場は福田製紙所である。同
所は、江戸時代から続く紙問屋だったが、昭和
時代に入ってから自社でも製紙を始めている。
1941年に合名会社を設立し、1960年代後半には
烏山和紙を唯一生産する工場となった。

図 2　全国手すき和紙連合会の会員の分布図

出典：全国手すき和紙連合会Webサイト5）より
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　福田製紙所の福田長弘氏に対し、7月17日に
インタビューを実施し、烏山和紙の生産・流
通・消費の全体像を学習した。そこからみえた
烏山和紙のビジネス・エコシステム9）の特徴は
図 3 のようにまとめられる。図 3 のベースは全
国の和紙産地に共通してみられる商流である
が、烏山和紙のビジネス・エコシステムはそれ
と多少異なる。
　商流の上流部分において問題となるのは、原
材料や道具の不足と職人の不足である。高知和
紙のように全国的に著名な産地でも外国産の安
い楮を輸入して使用しているところがあるのに
対し10）、烏山和紙は外国産を用いず茨城県産の
高価な那須楮を購入している。仕入れコストの
課題に加え、和紙生産では紙すきの際に必要な
トロロアオイの確保も難しい状況にある。2019

9） ビジネス・エコシステムは、顧客、市場仲介者、サプライヤー、株主や他の利害関係者、政府機関、規制当局、標
準化団体、競争関係にある企業によって構成されるビジネス生態系である（Moore 1993）。ビジネス・エコシステ
ムは様々な形で議論されているが（井上2019）、本論ではビジネスにおける生産から消費までを上流と下流に合わ
せて考えた循環システムと位置づける。

10） 高知県（2018）は、高知県内で使用される楮のうち県内産が22％、外国産が78％と報告している。
11） 日本農業新聞「手すき和紙作りに不可欠　トロロアオイ　『もはや限界』　茨城県小美玉市」2019年 4月 9日。
12） 弟子の受け入れを報じたものもある。たとえば、朝日新聞「鎌田泰二さん　『和紙』静ひつさを醸す」2001年10月
23日、読売新聞「［伝統を継ぐ］（ 4）烏山和紙に待望の新人」2013年 4月22日。

年 4月にトロロアオイの出荷量で全国シェア 9
割以上を占める茨城県の生産地区が今年度で生
産をやめると報道され11）、福田製紙所でも原材
料の確保が大きな課題となっている。原材料だ
けではなく道具の確保も難しい。全国的にも道
具職人が減少しているためである。道具の修復
を依頼しても直るまでに数年という単位で待つ
必要があり、福田氏ができる範囲の補修は自身
で行っている。和紙職人の不足も深刻な課題で
ある。
　現在の従業者は 6人（パート 2人を含む）の
みで、若い弟子はいない。福田製紙所での弟子
の受け入れは20年の中で 3人いたが12）、今は受
け入れ態勢が整っていないため他の産地への紹
介を行っている。
　他方で、組合がすでに存在していないことや

図 3　烏山和紙のビジネス・エコシステムの全体像

出典： 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（2016）「図表11　手すき和紙の生産・流通構造」を
元に筆者加筆
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問屋を経由しない直販が下流部分の大きな特徴
となっている。直販は個人向けと教育機関等の
大口顧客向けに分けられるが、個人向けの割合
が下がってきている。昔は70％を占めていた個
人向けの直売は現在55％まで低下しており、そ
のうち20ポイント分は烏山和紙会館13）での売上
である。それに対し、卒業証書など教育機関向
けの販売が45％を占める。このうち県内の教育
機関向けが 7割である。つまり全体の30％分が
県内の教育機関向けに販売されている。1996年
度には約70,000枚の卒業証書をすいていたが、
2019年度は県内外およそ130校で30,000枚弱の
卒業証書を製作する14）。こうした需要の減少に
対して今後は、那珂川町の馬頭広重美術館の内
装のように建設関係の装飾が重要な取引になる
と捉えている。なお、海外へは販売していない。
対応する人手やノウハウが不足しているためで
ある。そもそも原料や道具の仕入れにも課題が
あるため、生産量を増やすこと自体、難しい状
況である。

2.3.　他の産地の対策
　このような烏山和紙をめぐるビジネス・エコ
システムの問題点は他の産地でもみられるが、
対策に乗り出す地域がある。ゼミ活動では埼玉
県小川町を 9月 4日に訪問し、小川和紙の状況
を学習した。ここでは小川町の状況を報告する
とともに、高知県や福井県越前市、岐阜県美濃
市の取り組みについても若干触れる。

2.3.1.　埼玉県小川町
　埼玉県小川町は隣接する東秩父村とともに小
川和紙15）の産地である。小川町には、手すき和

13） 1971年に開館した。読売新聞「［人間登場］烏山和紙の伝統を守り和紙会館を建てた　福田長太郎さん」、1971年
2月12日。また和紙会館に隣接していた作業場は2007年に和紙の里へ移転した。注 7 と同じ。

14） 朝日新聞「福田尚博さん　卒業証書の紙すき続ける（ひとピープル）」1997年 2月 4日、下野新聞「門出の証し　
心込め　烏山和紙で卒業証書　那須烏山の工房」2019年12月 2日。

15） 中でも、楮のみを使用した細川紙は国の重要無形文化財の指定（1978年）とユネスコ無形文化遺産の登録を受け
ている。

紙の生産工房が12軒残っている。細川紙を生産
できるのは、細川紙技術者協会で認定された正
会員のみで、協会発足時には二十数人いた正会
員は現在 8人まで減少し、またかれらの高齢化
も深刻である。小川和紙の産地も衰退傾向にあ
ると指摘できるが、それでも烏山和紙の置かれ
た状況よりは将来性がある。烏山和紙との明瞭
な違いは、小川和紙体験学習センター（以下、
センター）や埼玉伝統工芸会館など行政が関わ
る公的施設が存在すること、そしてその場を活
用して産業支援が行われていることである。
　小川町はセンターの運営費をはじめ、小川和
紙の支援に年間およそ2000万円の公費を投じて
いる。たとえば、センターを会場として和紙生
産者の新規育成が行われている。これまでに 3
度（第 1期：1995年度～、第 2期：2004年度～、
第 3期：2016年度～）、研修生を受け入れてき
た。研修開始時には30人ほどが参加するが、修
了するのは10人程度である。第 1期と第 2期の
修了者のうち小川町に残り和紙生産に関わる者
はそれぞれ 1人ずつしかいないが、それでも根
気強く後継者育成事業に取り組んでいる。
　またセンターは、和紙生産の上流部分につい
て改善も進めている。小川和紙は外国産の楮や
三椏なども用いるが、細川紙は国産の楮のみを
用いるため、楮の確保が課題となっている。そ
こでセンターが楮の試験栽培を始めた。ただ
し、生産コストを計算すると、国内最高級の那
須楮よりも値段が高くなってしまうため市場に
出せる状況ではない。また町内には「小川町ト
ロロアオイ生産組合」が2002年に組織され、地
産に取り組んでいる。
　小川和紙の普及に関わる支援として、セン
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ターでの見学者の受け入れや七夕祭り16）への公
的支援を行っている。なお小川町では中学生が
自分で卒業証書の和紙をすくという事業を1985
年から行っている。

2.3.2.　高知県
　「明治中期から昭和初期にかけて高知県は日
本一の和紙産地であった」（山下2017：308）が、
現在の土佐手すき和紙は、高知県手すき和紙協
同組合に加盟する組合員18戸によって製作さ
れ、多くが個人への直接販売と協同組合を通し
た共同販売によって流通している。
　高知県の支援は、「土佐和紙総合戦略」を通じ
て上流・下流に分けて計画されている（高知県
2018）。上流では、楮生産グループ等への助成や
用具製作技術者17）の育成、和紙職人の後継者育
成などが行われている。なお、後継者育成事業
は2015年度から取り組み始めたが、研修修了生
が土佐和紙職人として独立している状態には
至っていない。下流では、土佐和紙の PRやブ
ランド力の強化、販路開拓支援に加え、土佐和
紙文化の啓発事業や土佐和紙保存会の活動支援
を行っている。

2.3.3.　福井県越前市
　越前和紙の産地として知られる越前市には
2014年時点、和紙組合に加入する手すき和紙の
事業所だけで31社、社員数127人がいる18）。加え
て、機械すきの事業所が22社（168人）、紙加工

16） 1949年から行われている祭りで、和紙を使うイベントにしようと仙台市の七夕祭りを参考に、第二次世界大戦後
の復興事業として企画されたものである。また、ユネスコ無形文化遺産に登録された11月21日には、町民に小川
和紙に触れてもらうイベントとして小川和紙フェスティバルを開催している。

17） 簀桁の全てを製作できる職人は県内に 1人しかいない（高知県2018）。
18） 越前和紙は技を継承する保存会がないことなどを理由にユネスコの登録から漏れた。朝日新聞「無形文化遺産目
指し技術保存会　越前和紙の組合」2015年 3月28日。これを期に2015年、技術保存会「越前生漉鳥の子紙保存会」
が設立され、2017年に国の重要無形文化財に指定された。産経新聞「越前鳥の子紙、重文指定へ　保存会はユネ
スコ文化遺産登録目指す」2017年 7月22日。

19） 美濃市では、美濃和紙あかりアート展が1994年から開催されており、四半世紀もの長い歴史を有する。同アート
展は、美濃和紙を使ったあかりのオブジェを全国公募し、応募があったすべての作品を屋外に展示するもので、
2018年には手づくり郷土賞や Good Design賞を受賞するなど、その効果が高く評価されている。

事業所が13社（65人）存続している。また、紙
の文化博物館、卯立の工芸館、パピルス館で構
成される「和紙の里」が、情報発信に活用され
ている。
　越前市では、「越前市工芸の里構想」を基に上
流・下流の双方、特に下流に注目した対策を
行っている（越前市2015）。デザイナーやクリエ
イターを新しい顧客としてつながりをもつ機会
づくりや海外への販路拡大事業への助成、メ
ディアの誘致による情報発信などを計画してい
る。また、原材料の自給生産に対する支援の強
化や生産用具の製作に対する支援の強化も計画
する。特に生産用具の簀桁の生産は、高知県と
の技術交流を重視している。

2.3.4.　岐阜県美濃市
　美濃市は国の重要無形文化財とユネスコの無
形文化遺産に登録された本美濃紙の産地であ
る19）。本美濃紙保存会（重要無形文化財保持団
体）の会員数は2019年時点で 8人である（美濃
市2019）。
　美濃市は、上流・下流ともに手厚い支援を
行っている。後継者の育成、原料・用具の確保、
新商品の開発支援、海外を含む販路拡大支援、
美濃和紙ブランドの確立・PRなどである。1994
年度から後継者育成のために奨励金を用意して
いることや2015年度以降のふるさと納税制度を
活用した後継者育成のための基金を制度化して
いることなど特筆すべきことは多い。
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2.4.　烏山和紙の産地としての対策
　烏山和紙においても種々の組織と連携して
様々な取り組みがこれまでになされてきた。た
とえば那須烏山市地域雇用創造協議会は、厚生
労働省が行う実践型地域雇用創造事業の雇用創
出実践メニューの 1つである、地域農林産品を
活用した新商品の開発を行う「新商品開発・販
路拡大事業」を用いて、「烏山和紙灯り製作キッ
ト」（2014年度）、「烏山和紙灯篭」（2015年度）
を開発している20）。
　また本学においても乗川・乗川ゼミナール
（2017）が、クロスアクションを受け入れ団体
に、地域経済学科の 1・2年生が烏山和紙の現
状と課題を学び、その魅力発信と販路づくりに
ついて考えている。「ワシ和紙好き漉きプロジェ
クト」と称し、特に子どもや学生が烏山和紙に
関心を持ち、後継者を目指す者が現れることを
期待して、同地の最大の観光資源である「山あ
げ祭」に合わせた和紙漉き体験教室の開催、烏
山和紙の建材としての特質を活かした商品開
発、駅や商店のインテリアへの和紙の積極的な
利用などをアクションプランとして提案した。

3．烏山和紙を用いた「ちぎり絵」
ワークショップの企画・運営

3.1.　ワークショップの企画
　山下（2017：308）は、「現在は後継者問題や
原料不足、用具製作者の高齢化など和紙とその
生産体制の存続にかかわる切実な問題に直面し

20） 「烏山和紙灯り製作キット」は、2014年度の実践型地域雇用創造事業シンポジウムの際に開催された成果物コンテ
ストでものづくり部門第 1位に選ばれている。

21） 烏山和紙は生産者が 1軒しかなく、上流部分に深刻な問題を抱えている。しかし、下流部分よりも先に上流部分
を改善することは不可能である。下流部分が改善し、消費者ニーズが生産に反映されるようになってはじめて、新
たな担い手の登場に結びつくと考えられる。

22） 同時に、学生が参加した山あげ祭や那須烏山市そのものの情報発信も行うことを企画し、今年度の山あげ祭当番
町の鍛冶町若衆団から祭典道具の一部を借り、展示した。和紙会館と那須烏山市観光協会から数種類のパンフレッ
トを預かり、来場者に配付した。宇都宮キャンパスの「帝祭」2日目には、鍛冶町若衆団の手で山あげ祭の一部
「中山」の山あげが実演された。

ている。これらの問題を解決する方策は『新用
途開発と需要拡大』に尽きる」と述べる。（株）
五十崎社中（2013：171）も同様に、「一方、和
紙工房では職人の高齢化が深刻です。これは和
紙づくりに魅力がないからではないと思いま
す。近ごろはロハスなどの言葉がはやっていま
すが、そうした風潮のなか、伝統産業に興味を
もつ若者もいるはずです。問題はやはり流通面
にあるのでしょう。つくっても売れないと思え
ば、人は集まりません。また、人件費を負担す
る余裕がないという工房側の事情もあります」
と指摘する。両者の主張は、ビジネス・エコシ
ステム全体に対する問題点を挙げつつも、その
対策に下流部分の改善を指摘する点で共通す
る。
　そこで我々は、下流部分に関連したゼミ活
動、若者に向けた情報発信に取り組むことにし
た21）。具体的には、烏山和紙および和紙をテーマ
としたワークショップを企画し、帝京大学の学
園祭に出展した。別言すると、帝京大学の強み
である広域ネットワークを活用し、八王子キャ
ンパスの学園祭「青舎祭」（2019/10/26-27）と
宇都宮キャンパスの学園祭「帝祭」（2019/11/2-
3）において、烏山和紙に関する学習成果の展示
と烏山和紙に触れる体験ワークショップを行
い、烏山和紙を県内外に情報発信するものであ
る22）。
　ゼミ内での議論の結果、烏山和紙の色染紙を
用いて「ちぎり絵」を体験してもらうことにし
た。何のヒントもない状態からちぎり絵を体験
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してもらうことは難しいと考え、いくつかのデ
ザイン案を事前に用意し、当日はそこから選ん
で体験してもらうようにした23）。そのデザイン案
はゼミ内のデザインコンペで選定し、5種類を
用意した。図 4 はその一部である。ワーク
ショ ップ実施時は、 寸松庵サイズ（136×
121mm）の色紙とランダムな 5 色の烏山和紙
（およそ10cm四方）を 1セットにまとめ、ワー
クショップ参加者に無料で配付した24）。ワーク
ショップ体験中には、学生が声をかけ、烏山和
紙の説明をしたり、ちぎり絵の手助けをしたり
し、参加者とのコミュニケーションに心掛け
た25）。

3.2.　ワークショップの運営
　ワークショップの開催時には、来場者数をカ
ウントするとともに、ワークショップの参加者
に対してアンケートを実施し、かつ参加者に
SNSでの発信を依頼することにした。SNSを用

23） ワークショップ参加者のうち、希望者は自由にデザインを考えてもらっても構わないことにし、我々のデザイン
はちぎり絵の際の選択肢をいくつか提供するという趣旨であった。ワークショップの際には、カーボンフィルム
を色紙と見本の間に挟み、参加者自身が見本を鉛筆でなぞることで下絵を描けるようにした。

24） 本年度のゼミ活動は、標題をテーマに栃木県総合政策課の「大学地域連携活動支援事業」の支援を受けていたた
め、無料にすることができた。

25） このような姿勢は、10月 9日に NPO法人「Ericco Book Project」を外部講師として招聘し、ワークショップ運営に
ついて学んだことで、身についたものである。https://ericcobook.hatenablog.com/entry/2019/10/25/183128　2019年12
月 4日アクセス。

26） 宇都宮キャンパスでは屋外でワークショップを出展したため、展示スペースを十分に確保できず、来場者数と体
験者数が同数となった。

いれば我々と参加者で双方向でのコミュニケー
シ ョ ン が 可 能 に な る と 考 え、facebook・
instagram・twitter の 3 つの媒体を用い、ハッ
シュタグ「#和紙を止めるな」を加えて投稿し
た（図 5 ）。
　ワークショップの結果、八王子キャンパス
「青舎祭」では来場者272人、体験者191人、
instagram上の「いいね」件数182件が得られた。
宇都宮キャンパス「帝祭」では来場者109人、体
験者109人、「いいね」件数110件が得られた26）。
ワークショップは当初の想定200セットを大き
く上回る300セットを体験してもらうことがで
き、また体験者の創意工夫で魅力的なちぎり絵
がいくつも生まれていた（図 6 ）。しかし、SNS

による情報発信の結果は芳しくない。後のアン
ケート結果でも述べるが、当初想定していた体
験者像は、大学祭に来る大学生あるいは高校生
であったものの、そうした SNSに触れる機会の
多い若者世代の参加は少なかった。また、若者

図 4　ちぎり絵のデザイン案（一部）
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世代のSNSは不特定多数に向けて発信すること
よりも、登録された友人間での共有を好む傾向
にあることも影響していると考えられる。

4．アンケート分析による烏山和紙の将来

4.1.　アンケート回答の概要
　本節では、ワークショップの体験者に回答し

てもらったアンケートの結果を分析し、そこか
ら烏山和紙の将来像について若干の考察を行
う。我々のゼミ活動ではワークショップを企画
したが、ワークショップを開催することがゼミ
活動の目標ではない。ワークショップを通じて
烏山和紙の情報発信を行うことであり、アン
ケート回答を用いてそれを定量的に評価するこ
とが重要となる。八王子キャンパス「青舎祭」

図 5　SNS投稿の様子

図 6　体験者によるちぎり絵の作品（一部）

筆者撮影（2019/11/3）
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では87人からの回答が、宇都宮キャンパス「帝
祭」では61人からの回答が得られた27）。
　ワークショップの体験者の属性を確認してお
くと、男性が49人（33％）、女性が98人（67％）、
未回答 1人（ 0％）である。年齢層（10歳刻み）
は、0～ 9歳が12人、10～19歳が27人、20～29
歳が12人、30～39歳が28人、40～49歳が50人、
50歳以上が17人であった。
　「烏山和紙に対する理解は深まったか」（以
下、理解度）は、1：全くそう思わない、2：あ
まりそう思わない、3：少しそう思う、4：とて
もそう思う、というリッカート尺度（ 4件法）
でアンケートを実施した28）。「ワークショップの
内容は満足のいくものだったか」（以下、満足
度）や「学生の対応は満足のいくものだったか」
（以下、学生満足度）、「あなたにとって和紙は身
近な存在か」（以下、身近さ）、「今後、烏山和紙
を使ってみたいか」も同様にリッカート尺度
（ 4件法）で回答してもらった。
　ワークショップの「感想」について、その自

27） アンケートは Google Formを用いて作成し、来場者自身のスマホから回答を促した。回答が難しい場合には、学生
のスマホを用いて回答してもらった。

28） 4件法ではなく、「どちらでもない」をいれた 5件法あるいは 3件法の尺度にすべきであった。「どちらでもない」
が中間的立場を意味するため、選択肢を準備すべきだとの石田（2016）の指摘がある。

29） 樋口（2004）が提供する KH Coderと、Rの wordcloud2関数を用いた。

由記述の回答をテキストマイニングで可視化し
た29）。回答のうち、2回以上出現した54語をワー
ドクラウドで表現したものが図 7、頻出上位10
語の出現回数を示したものが表 2 である。感想
に現れた語は、「楽しい」「柔らかい」「手触り」
「優しい」「きれい」など実際に烏山和紙に触れ
たことに関連するものが頻出している。

4.2.　重回帰分析
　ここで、「今後、烏山和紙を使ってみたいか」
の回答を最も重要な指標と考え、これを目的変
数とする重回帰分析を行った。この回答は満足
度や理解度などと同様、順序尺度であるため、
このままでは重回帰分析に適用できない。そこ
で、リッカート尺度の回答をシグマ法を用いて
重み付けし（森正・篠原2007）、それを間隔尺度
の変数として用いた。説明変数には、回答者の
属性として、性別（男性か女性か、女性を基準
とするダミー変数）、キャンパス（八王子か宇都
宮か、八王子を基準とするダミー変数）、年齢

図 7　頻出語のワードクラウド

出典：アンケート調査結果より作成
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い」「手触り」「優しい」「きれい」など実際に烏山和紙に触れたことに関連するものが頻出

している。 

 

図７ 頻出語のワードクラウド 

出典：アンケート調査結果より作成 

表２ 頻出上位 10 語の 

出現回数出現回数 

 
出典：アンケート調査結果より作成 

 

4.2. 重回帰分析 

ここで、「今後、烏山和紙を使ってみたいか」の回答を最も重要な指標と考え、これを目

的変数とする重回帰分析を行った。満足度や理解度などと同様、順序尺度であるため、この

ままでは重回帰分析に適用できない。そこで、リッカート尺度の回答をシグマ法を用いて重

み付けし(森正・篠原 2007)、それを間隔尺度の変数として用いた。説明変数には、回答者の

属性として、性別(男性か女性か、女性を基準とするダミー変数)、キャンパス(八王子か宇都

宮か、八王子を基準とするダミー変数)、年齢(10 歳刻み、０〜９歳を基準とするダミー変数)、

居住地(栃木県内か県外か、県内を基準とするダミー変数)、身近さを投入した。また、ワー

クショップの体験結果として、満足度、理解度、学生満足度、「今回の和紙ちぎり絵ワーク

ショップにいくらまでなら対価を支払いたいか」(以下、対価)を投入した。 

以上の９つの説明変数のうち、AIC の値を評価基準とするステップワイズ法により自動

的に変数を選択し、５つの変数が採用された30)。重回帰分析の結果を表３に示す。回帰式の

F 統計量に対する p 値は 2.2×10-16 と小さく、回帰式は有意である。調整済み決定係数は

 
29) 樋口(2004)が提供する KH Coder と、R の wordcloud2 関数を用いた。 
30) R の lm 関数を使用した。 

表 2　頻出上位10語の出現回数

語 出現回数
楽しい 32
柔らかい 21
和紙 11
感じ 10
思う 10
良い 9
子供 8
手触り 6
優しい 6
きれい 5

出典：アンケート調査結果より作成
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（10歳刻み、0～ 9歳を基準とするダミー変数）、
居住地（栃木県内か県外か、県内を基準とする
ダミー変数）、身近さを投入した。また、ワーク
ショップの体験結果として、満足度、理解度、
学生満足度、「今回の和紙ちぎり絵ワーク
ショップにいくらまでなら対価を支払いたい
か」（以下、対価）を投入した。
　以上の 9つの説明変数のうち、AICの値を評
価基準とするステップワイズ法により自動的に
変数を選択し、5つの変数が採用された30）。重回
帰分析の結果を表 3 に示す。回帰式の F統計量
に対する p値は2.2×10－16と小さく、回帰式は有
意である。調整済み決定係数は0.472と予測式の
適合度は高くはないが低くもない。また、この
モデルの分散拡大要因 VIFはいずれも 2 を下
回っており、変数間の多重共線性はない、と判
断できる。
　この回帰式から、次の 2点を理解することが
できる。ひとつは、ワークショップを通じて烏
山和紙に対する理解が深まった人や和紙を身近
に感じた人、「ちぎり絵」に満足した人は、今後
烏山和紙を使いたいと思う傾向が強まることで
ある。標準偏回帰係数から、特に理解度を高め
ることが今後烏山和紙を使いたいかどうかに強
く寄与することといえる。いまひとつは、小さ
な子ども達が将来烏山和紙を使いたいかどうか
に強く関連することである。 9歳以下の小さな
子どもは、10歳代・30歳代・50歳以上に比べ、
今後烏山和紙を使いたいと思う傾向がある。
　他方で、学生満足度や対価は、「今後、烏山和
紙を使ってみたいか」という目的変数を説明す
る要素にはなっていない。このことから、烏山
和紙を説明するワークショップの主催者が必ず
しも若者でなくても良いことが考えられる31）。
また、対価が影響しないのは、ちぎり絵のワー
クショップを無料で開催していることがその背

30） Rの lm関数を使用した。
31） 主催者が和紙の生産者でも影響がない可能性も考えられるが、ここではそれを十分に議論することはできない。

景に考えられる。なお、対価の平均で377円（SD 

28.5）と比較的安く、これは人件費を除く原価
にかなり近い。よってボランタリーベースでは
ないワークショップ企画の際には、参加者がよ
り高額な参加費を支払ってもよいと思うだけの
付加価値を検討する必要がある。

5．まとめ

　以上を簡潔にまとめると以下のようになる。
　第一に、烏山和紙を取り巻くビジネス・エコ
システムは上流、下流ともに課題が山積してい
る。上流部分には生産者・道具職人の不足、下
流部分には大口顧客への依存と一般消費者の減
少が挙げられる。中核に位置する福田製紙所に
は後継者の問題と競争相手の欠如がある。上流
部分も深刻であるが、その改善には下流部分を
先に対処する必要があると考えられる。
　そこで第二に、若者世代をターゲットとした
烏山和紙の「ちぎり絵」体験ワークショップと
SNSを介した情報発信を企画した。帝京大学の
宇都宮キャンパスと八王子キャンパスの両学園

表 3　重回帰分析の結果

変数名 標準偏
回帰係数 t値 p値

　理解度
　キャンパス
　満足度
　身近さ
　30歳代
　50歳以上
　10歳代
　定数項

0.387
0.379
0.242
0.222

－0.476
－0.620
－0.627
0.134

5.85
3.15
3.27
3.56

－3.12
－3.57
－4.04
1.60

0.0000
0.0020
0.0014
0.0005
0.0022
0.0005
0.0001
0.1113

***

**

**

***

**

***

***

Adjusted R2＝0.472
***：p＜0.001
 **：p＜0.01
出典：アンケート調査結果より作成
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祭でワークショップを出展した結果、当初想定
していた若者世代の来場者は少なく、かれらに
よる SNSを介した情報発信はあまりうまくいか
なかった。他方で、ワークショップの体験者数
は目標の1.5倍を達成し、ワークショップ自体は
成功したと思われる。
　第三に、ワークショップの体験者に対しアン
ケートを実施した。147人のアンケート回答を
用いて、「今後、烏山和紙を利用したいか」を目
的変数とする重回帰分析を行った結果、我々が
ターゲットにしていた10～20歳代の若者世代よ
りもさらに若い、園児や小学生といった次世代
を対象にした烏山和紙の体験・理解が烏山和紙
の将来性を広げうると考えられる。 9歳以下の
子ども達は SNSなどをまだあまり使わない世代
だと考えられるため、デジタル機器よりも前に
烏山和紙に直に触れる機会の創出が、烏山和紙
の将来にとって重要だといえる。
　これらのゼミ活動の成果を那須烏山市の関係
課、那須烏山市観光協会、福田製紙所に対して
説明し、烏山和紙の将来展望について議論し
た。市や観光協会による支援、福田製紙所にお
ける改善など、広く可能性を検討したが、最大
の懸念は上流から下流までビジネス ･エコシス
テムに関わる全ての部分が脆弱な状態まで追い
詰められていることである。このような問題は
若者のアイディア 1つで解決しうるものではな
い。烏山和紙の長期的な展望を関係者が共有す
るとともに、生産者から消費者まで一人でも多
くの関係者、いわゆる関係人口を増やしていく
ことが烏山和紙の将来にとって重要である。
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那珂川町における現地調査と地域還元活動

林　田　朋　幸＊ 1・林田ゼミナール2

1．研究課題
2 ．調査内容

3 ．地域還元活動
4 ．まとめ

要　旨

　本報告は、2019年度の経済学部地域経済学科 2年生の林田ゼミでの活動で取り組んだ、栃木県那須郡
那珂川町における現地調査と地域還元活動の成果について述べる。 7月と 9月に、那珂川町の地域活動
や産業に関する聞き取り調査を地域住民に対して行った。調査から、インターネットを活用した情報の
発信・拡散力が低いことを地域課題の一つとして捉え、ゼミ内で課題に対して何かできることはないか
議論した。そして、ゼミ活動を通して感じた那珂川町の魅力について、ホームページや SNSにより情報
発信を行った。学生は現地調査と地域還元活動を通して、農山村の地域活動の実態について実感するこ
とができたと思われる。

キーワード：農山村　情報発信　現地調査　地域還元活動　那珂川町

＊ 1 帝京大学経済学部地域経済学科助教
　 2 2019年度の林田ゼミナール学生は学籍番号順に、秋元啓吾、鈴木こころ、土屋朋貴、原田直輝、森山翔太、和氣
啓志、青柳遥、海老原拓哉、髙橋駿介、能美泰樹、長谷川隼平、福田海也、福留拓将、和久智之の 2年生計14名
である。

1） 那珂川町と地域経済学科は2013年11月に「地域振興の調査研究に関する相互協定」を締結し、地域振興に関する
連携に取り組んできた。那珂川町と地域経済学科のこれまでの連携に関する詳細については、金子（2018）、林田
（2019）を参照のこと。

1．研究課題

　当ゼミのテーマは「農山村から物事の考え方
を学ぶ」である。ゼミ生の共通の関心として、
現地調査を通して過疎高齢化が進行する農山村
における地域課題の把握、地域課題に対して自
分たちができることの実践、が挙げられる。そ
こで、栃木県那須郡那珂川町において、聞き取

り等の現地調査により地域課題を把握し、自分
たちが那珂川町に対して還元できることの実践
を目指した1）。
　調査対象地の那珂川町は栃木県北東部に位置
し、一級河川の那珂川が流れる。2005年10月、
小川町と馬頭町の合併により発足した。総面積
192.78km2で、北部は大田原市、南部は那須烏山
市、西部はさくら市、東部は茨城県大子町・常

12345678

帝京大学地域活性化研究センター年報　第 4 巻（2020）149-153

帝大地域活性化研究センター年報4巻_CC2018.indd   149 2020/03/27   9:46:35



陸大宮市と隣接している。特産品として、鮎・
八溝そば・小砂焼等が挙げられる。人口16,020
人、世帯数6,016である2）。人口に占める65歳以上
の割合（高齢化率）は39.0％と県で 3番目の高
さであり、75歳以上の割合は20.0％と県で 2番
目の高さである3）。2005年の那珂川町発足当時は
人口19,865人、高齢化率28.3％で、過疎高齢化が
進行している。

2．調査内容

　当ゼミでは、現地実習の準備として那珂川町
における地域活動や産業に関する事前学習を
行った4）。事前学習後、7月 7日に那珂川町に関
する施設見学として道の駅ばとう・藤田製陶
所・旧馬頭西小学校と大田原市のなかがわ水遊
園を訪れ、関係者から説明を受けた（写真 1 ）。
見学を通して、那珂川町における産業や地域活
動の担い手の高齢化と後継者が少ないことへの
関心が高まり、実態について詳細を把握するた
めの聞き取り調査を 9月12日・13日に小砂地区
で行うことにした。2018年度の当ゼミでも小砂
地区で地域活動等に関する現地調査を実施した
が、その際は住民組織の役員等の地域活動にお
ける中心人物への聞き取りが主であった。そこ
で、今年度は若い世代に対しても聞き取りを行
うことにした。
　小砂地区は那珂川町北部に位置し、面積
15.7km2、人口646人、世帯数237である5）。小砂地
区を地域範囲とした住民組織として、小砂区・
小砂village協議会・旧馬頭西小学校保存会・小
砂地区コミュニティ推進協議会等がある。小砂

2） 2020年 1 月 1 日現在。那珂川町「住民基本台帳」、http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/25data/jinkou_setai.html　
2020年 1月20日アクセス。

3） 栃木県「年齢別人口調査結果（市町別年齢別人口）」、http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/popu2.html　
2020年 1月20日アクセス。

4） 現地調査の事前学習として、文献や webによる情報収集や、2018年度林田ゼミ所属学生との意見交換等を行った。
5） 2020年 1 月 1 日現在。那珂川町「住民基本台帳」、http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/25data/jinkou_setai.html　
2020年 1月20日アクセス。

区は行政区で、8班からなる。小砂 village協議
会は2013年に小砂地区が加盟した「日本一美し
い村」連合に関する取り組みの事務局を行って
いる。旧馬頭西小学校保存会は小砂地区内にあ
り2017年度をもって廃校となった馬頭西小学校
の校舎を管理している。小砂地区では小砂
village協議会が中心となって芸術祭やトレイル
ランといったイベントの開催、農家民宿、棚田
オーナー制度等の地域振興等に関する事業を積
極的に行っている。2019年にはその活動が評価
され、小砂 village協議会が「農林水産祭」（農
林水産省と公益財団法人日本農林漁業振興会の
共催）の一部門である「豊かなむらづくり全国
表彰事業」の農林水産大臣賞を受賞している。
　 9 月12日・13日の小砂地区での現地調査で
は、12日に小砂地区の住民組織に関する聞き取
りと小砂地区の若い世代の地域活動の現状や地
域に対する意識に関する聞き取りを行った（写
真 2 ）。小砂地区の住民組織に関する聞き取り
は、小砂区・小砂 village協議会・旧馬頭西小学

写真 1　2019年 7月 7日藤田製陶所見学の様子

（2019年 7月 7日、筆者撮影）
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校保存会の関係者計 3 名から聞き取りを行っ
た。小砂地区の若い世代の地域活動の現状や地
域に対する意識に関する聞き取りは、20～40代
の小砂地区在住の自営業者 3名（農家 2名・陶
芸家 1名）から聞き取りを行った6）。聞き取り
後、旧馬頭西小学校内にて小砂地区住民と交流
会を行った。13日は小砂 village協議会が管理す
る小砂里山芸術の森を散策し、小砂 village協議
会長から説明を受けた。

3．地域還元活動

　現地調査後、小砂地区・那珂川町の地域課題
について当ゼミで議論した。当ゼミで特に関心
が高かった小砂地区・那珂川町の地域課題とし
て 2点が挙げられる。 1点目は、居住者・若者
が少ないことである。小砂地区の若い世代から
は「仕事において若者の意見を積極的に取り入
れたいが若者が少ない」「消防団に多くの人が所
属してもらいたいが、現状では少ない」といっ
た、同世代の若者がいないことへの不安の声が

6） 小砂区・旧馬頭西小学校保存会関係者からは参加者全員で聞き取りを行った。小砂 village協議会関係者と20～40
代の自営業者への聞き取りは、4班に分かれて同時間帯に実施した。

7） 小砂地区において、消防団は数少ない若い世代を中心とした住民組織である。那珂川町に対してメールで問い合
わせたところ、那珂川町には11分団・560人の団員がおり、小砂地区を地域範囲とした分団の構成員は15名である。
現地調査で聞き取りを行った20～40代の自営業者 3名のうち 2名が分団員であり、うち 1名は消防団長である。

あった7）。また、住民ではなくとも「地域に訪れ
る人を増やしたい」という声があった。
　 2点目は、情報の発信力・拡散力が弱いとい
うことである。特に、「インターネットに疎い人
が多いため情報の発信・拡散する力が弱い」と
いう声があり、若い世代からも「インターネッ
トを利用することが得意でない」という声が
あった。自身が生産した農産物や陶器の情報を
ホームページやSNSによって発信している場合
でも、ホームページの更新が半年に 1度である
ことや、1年以上 SNSの更新がなされていない
ことが多い。ホームページや SNSの更新頻度が
少ない理由として、「ホームページの更新が大
変」「SNSやホームページを更新する時間がな
い」との声があった。そして、複数の住民から
「自分たちの代わりに那珂川町の魅力や特産品
をインターネット等で情報発信してもらえると
助かる」という声があった。
　以上の地域課題について、ゼミ内では「イン
ターネットを活用して特定多数に対して那珂川
町の魅力を発信することで、最終的に那珂川町
に関心を持つ人が増え、観光や買い物での来訪
や移住につながるのではないか」という意見が
出た。そこで、普段から SNSを利用している学
生がゼミ内に多くおり、また他の授業でホーム
ページ制作について学んでいることから、SNS

とホームページを用いて、現地調査等を通じて
感じた那珂川町に関する魅力を発信することと
した。インターネットを活用した情報発信のた
めの許可取りと聞き取りを目的として、11月に
3回の現地調査を実施した。
　SNSによる情報発信は、那珂川町に対して馴
染みがない不特定多数に対して、ゼミ活動を通

写真 2　2019年 9月12日聞き取りの様子

（2019年 9月12日、筆者撮影）
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して感じた那珂川町の魅力を伝えることを目的
とした。今回は、Twitterと Instagramの 2 つを
用いて情報発信をすることにした。2つの SNS

を用いることにした理由は、ゼミ内で「Twitter

は利用者の年齢層が広く、Instagramは10代・20
代の利用者が多い」との意見が出、幅広い世代
のなるべく多くの人に閲覧してもらうためであ
る。
　SNSは、2019年11月から12月にかけて 1週間
に 1度投稿を行った。情報発信の際には、施設
の写真を用いたうえで魅力や説明を文章で掲載
した。また、ハッシュタグを用いることで、検
索されやすくするようにした（図 1 ）。
　ホームページは、2019年12月から公開した。
SNSを見て、那珂川町を訪れてみたいと思った
人に、那珂川町の施設や活動団体の場所や詳細
を伝えることを目的とした。住所・地図・連絡
先・体験内容等を写真や図を用いて紹介するよ
うに工夫した（図 2 ）。
　2019年12月時点では、SNS・ホームページと
もに公開してからの期間は短く、閲覧者も少な
い8）。当ゼミ内では、「まだ発信の段階であり、拡
散まで至っていない。どのように拡散していく
かが今後の課題である」との意見が出た。

4．まとめ

　当ゼミでは、那珂川町の地域活動や産業に関
する現地調査を行う中で、地域活動や産業にお
ける若い世代が少ないこと、那珂川町に関する
情報や魅力が地域住民によって不特定多数に対
して十分に発信・拡散されていないことについ
て、特に実感した。そして、地域還元活動とし
て SNSやホームページによるインターネットを
介した情報発信に取り組むことで、最終的に那
珂川町に関心を持つ人が増え、観光や買い物で

8） 2019年12月 3日時点で、Twitterのフォロワー数は 8、Instagramのフォロワー数は32である。

の来訪や移住につながるのではないかと考え
た。SNSやホームページは公開してから期間は
短く、情報発信・拡散の成果は非常に限定的で
ある。また、当ゼミの活動は今年度限りであり、
継続性は不確かな状況である。しかし、当ゼミ
では現地調査と情報発信を通じて、農山村の地
域活動の実態について多くのことを学ぶことが
できたと思われる。現地調査や地域還元活動の
経験が、各ゼミ生の大学での学びや社会の成員
として地域活動に参加する際の参考になること
を期待する。

謝　辞
　当ゼミにおける現地調査や地域還元活動は、那珂

図 1　SNS投稿の様子

図 2　ホームページ投稿の様子
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川町の皆様の多大な配慮により行うことができた。

ご協力いただき、感謝を申し上げたい。

文　献
金子弘道（2018）「那珂川町、まちづくりの課

題」『帝京大学地域活性化研究センター年
報』第 2巻、pp.12-15.

林田朋幸（2019）「那珂川町における地域活動の
調査」『帝京大学地域活性化研究センター
年報』第 3巻、pp.112-115.
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❖❖ 地域活性化研究センター記事 ❖❖

　帝京大学地域活性化研究センターは本学経済
学部地域経済学科及び大学院経済学研究科地域
経済政策学専攻の教育研究活動と密接に連関し
ている。そこで、上記の学科・専攻に関する事
項を記事として掲載する。なお、地域経済政策
研究会は2017年度まで地域経済研究会という名
称で開催されてきた。

2019年度地域経済政策研究会
第 1回　2019年 7月25日（木）16時40分～18時
　開催場所：地域経済学科棟201セミナー室
　報告者と報告タイトル：玉　真之介「いま、

小農や家族農業に再び関心が集まる理由
（わけ）」

第 2回　2019年12月 5日（木）16時40分～18時
　開催場所：地域経済学科棟201セミナー室
　報告者と報告タイトル：荒井良雄「人口高齢

化の空間構造」
第 3回　2020年 2月26日（水）15時～17時
　開催場所：地域経済学科棟201セミナー室
　報告者と報告タイトル：
　　山川充夫「ふたばグランドデザイン再考」
　　金子弘道「農地集積と10年後の日本農業～

集落営農の課題と展望」
　　加瀬和俊「自営業就業者の有配偶者率の規

定要因について―自営業の産業別特性に
注目して」

大学院経済学研究科地域経済政策学専攻2019年
度修士論文
　黄　蕊蕾「中国のエコツーリズムにおけるイ

ンタープリテーションの研究―四川王朗自
然保護区を事例として―」、指導教員：五
艘みどり准教授、主査：松尾浩一郎教授、
副査：宋宇講師・五艘みどり准教授

経済学部地域経済学科2019年度卒業論文
　阿久津忠也「英国と英国元領地の関係につい

て」、指導教員：五艘みどり准教授
　宇賀神理恵「鹿沼市の地域ブランドの活性
化」、指導教員：五艘みどり准教授

　加藤　剛「栃木県の産業担い手不足の打開
策」、指導教員：内貴滋教授

　清岡　誉「地元糸魚川市の課題解決」指導教
員：内貴滋教授

　高山　梓「栃木県下野市の現状と課題」、指導
教員：内貴滋教授

　富田　玲「栃木県那須烏山市の現状と課題」
指導教員：内貴滋教授
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❖❖ 帝京大学地域活性化研究センター年報の編集・投稿に関する規程 ❖❖

（目　的）
第 1条　この規程の目的は、帝京大学地域活性

化研究センター設置規程第 2条及び第 3条
に則って、『帝京大学地域活性化研究セン
ター年報』（以下、年報と略記する）の編集
と投稿に関する基本的事項を定めることに
ある。

（編集委員会）
第 2条　編集委員会は、帝京大学地域活性化研

究センターコアメンバーである教員によっ
て構成する。編集委員長はセンター長が務
める。センター長は、必要に応じて、帝京
大学経済学部専任教員の中から編集委員を
追加することができるものとする。

（著作権）
第 3条　すべての著作権は帝京大学地域活性化

研究センターに属する。
（原稿の種類・長さ・執筆要領）
第 4条　原稿の種類は①地域活性化に関わる原

著研究論文、②地域活性化に関わる実践報
告・紹介等、③書評、④地域活性化研究セ
ンター記事・その他、とする。原稿種類に
応じた長さと執筆要領については、別に定
める。

（投稿権者）
第 5条　年報に掲載する論文・報告・紹介等、
書評の投稿権者は、帝京大学の専任教員及
び地域活性化研究センター研究員とする。
連名での論文・報告・記事の場合、少なく
とも一人は帝京大学専任教員あるいは研究
センター研究員でなければならない。編集

委員会は、研究センター設置規程第 2条と
第 3条に則って、教員以外の帝京大学職員
や学外者に論文・報告等の寄稿を依頼する
ことができる。

（投稿の手続きと採否の決定）
第 6条　投稿は、投稿申し込み書式に必要事項

を記入し、これと原稿とを電子データで編
集委員会事務局に、別に定める期日までに
e-mail添付ファイル等により行うこととす
る。原稿に添付する図が電子化できない場
合、原稿本文のコピー・送付状とともに、
郵便等の手段で地域活性化研究センター事
務局に送付することとする。

　　 2　 投稿された原稿に不備や改善すべき点
がある場合、編集委員会は投稿者に対
して修正を要請することができる。

　　 3　 原稿の掲載受理は編集委員会が決定す
る。

　　 4　 掲載受理が決定された原稿は著者に返
却しない。ただし、オリジナルな図や
写真の返却を投稿申し込みの際に求め
た場合にはその限りでない。

（校　正）
第 7条　著者校正は再校までとする。念校は編

集委員会が行なう。
（改　廃）
第 8条　この規程の改廃は研究センターコア会
議の議を経て行なう。

付則　この規程は平成30年 7月 1日から発効す
る。
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❖❖ 執筆要領 ❖❖

1 ．原稿の電子データ
　　WORDのデフォルト、即ち A4用紙横書き
で、1行あたり全角40字×36行（ 1ページ）で
原稿を作成すること。
2．文章表現・綴り等
　　原則として常用漢字・新字体・新仮名づか
いを用いること。ただし、固有名詞や引用等
の原典に則る場合にはこの限りでない。
3．原稿のまとめ方
　　標題、著者名、所属名、目次、要旨、キー
ワード、本文、注、文献を 1つのファイルに
まとめること。図、表、写真は上のファイル
の中に組み込んでもよいし、それぞれ別ファ
イルとしてもよい。図、表、写真を本文とは
別ファイルにする場合、図や表の番号を付し
て本文中の装入場所に図 1、表 1 などの文字
を記し、その前後を各 1行あけること。
　　書評と「その他記事」については目次、要
旨、キーワードを付さない。

　　研究論文の場合、英語での標題、著者名、
所属名、キーワード、英文要旨を 1つのファ
イルで作成すること。

　　上記の原稿とは別に、投稿申し込み票の書
式に必要事項を記入して送付すること。
4．文字の字体と大きさ
　　和文については全角明朝体とし、アルファ
ベットについては半角Times New Romanとす
る。数字は 2桁以上の場合に半角とするが、
1桁の場合には全角とする。

　論文標題　　　　　　　14ポイント
　著者名　　　　　　　　12ポイント
　目次　　　　　　　　　10.5ポイント
　要旨　　　　　　　　　10ポイント
　キーワード　　　　　　10.5ポイント
　本文・注・文献　　　　10.5ポイント

　英文要旨の文字の大きさも上に準ずる。
5．原稿の長さ
　① 原著研究論文：24,000字以内を目安とす

る。
　② 地域活性化に関わる実践報告・紹介等：
12,000字以内を目安とする。

　③書評：4000字以内を目安とする。
　④ 研究センター記事・その他：2000字以内を

目安とする。
　和文要旨は400字以内を目安とする。
　 キーワードの語数は 4以上、8以下を標準と
する。
6．章節項の構成
　　章は 1、2、3などを用い、節は1.1、1.2、1.3
などを、項は1.1.1、2.3.1などの形式とする。
7．注
　　注番号には 1）、2）などの片括弧を付する。
本文中では上肩付きとする。
8．文献
　　文献リストに掲載するものは、必ず本文ま
たは注記、または図・表などの出典に明示し
たものに限定すること。本文や注記などで文
献に言及する場合には、著者の姓に西暦での
刊行年を付し、必要に応じて参照ページも明
記すること。例えば、佐藤（2015）、田中
（2017：51）、（鈴木2008：21）の形式とする。
　　文献リストでの文献の書き方は、下記の例
に倣うこと。また和文文献を先に掲載し、著
者姓名のアイウエオ順で並べること。欧文文
献はそのあとに著者姓名の a,b,c順に並べるこ
と。同一著者の同一刊行年の文献について
は、刊行年の後に a,b,c等を付して区別するこ
と。
日本語文献の例
　岩佐卓也（2012）「2004年プフォルツハイム協
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定と IGメタル」、『神戸大学大学院人間発
達環境学研究科研究紀要』第 6巻第 1号、
pp.63-83.

　岩本晃一（2016）「ドイツ経済を支える強い中
小 企 業『 ミ ッ テ ル シ ュ タ ン ド
（Mittelstand）』」、独立行政法人経済産業研
究所ホームページから入手可能。http://

www.riet i .go. jp/users/ iwamoto-koichi /

serial/013.html　2017年11月 3日アクセス。
　田中素香（2016）『ユーロ危機とギリシャ反
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❖❖ 編集後記 ❖❖

　昨年度に引き続き、第 4巻を当初計画通り2019年度内に発行できる見込みが立ち、ほっとしていると
ころである。これも、本巻に投稿いただいた先生方のご協力のおかげであり、当センター事務局の方々
の支えがあるからである。記して感謝申し上げる。
　恒例の地域経済学科シンポジウムは当センターとの共催の形を取っており、2019年度には栃木県内各
地の NPOあるいは若者たちの地域貢献活動の実例が各 NPOの代表者等から報告され、本巻にその記録
が掲載されている。志の高さに胸打たれる思いである。ちなみにこれは本巻の編集委員として加わって
いただいた乗川聡講師の企画による。
　また昨年度と同様、本学地域経済学科元教授の山川充夫氏および金子弘道氏の力作が寄せられた。の
みならず現役教員 2人からも、栃木県内の温泉観光地や中国の都市インフラ整備に関する研究論文が寄
せられた。この 2人の論文は、図らずも地域を支える経済主体へのファイナンス問題という点で共通す
るものがある。さらに本学経済学部地域経済学科の「演習」活動などの「実践報告」もあり、本巻を充
実した構成とすることができた。今後、本誌がさらに充実した内容となるよう、本学の教職員の方々か
らの投稿と支援をいただければ、と思う。
 （編集委員長　山本健兒）
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